
◎
最
高
裁
判
所
規
程
第
●
号

第
一
条

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

る
C

令
和
七
年
●
月
●
日

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
及
び
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
及
び
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

最

高

裁

判

所



こ
れ
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条

民
事
局
第
二
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
一
第
二
十
七
条

［
同
上
］

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四
第
一
号
及
び
第
二
号
の
手
続
に
よ
る
事
件
に
関
す

四
第
一
号
及
び
第
二
号
の
手
続
に
よ
る
事
件
に
関
す

る
事
項
並
び
に
行
政
、
国
家
賠
償
、
労
働
及
び
知
的

る
罫
引
倒

財
産
権
に
関
す
る
事
件
の
国
際
司
法
共
助
に
関
す
る

事
項

［
五

略
］

［
五

同
上
］

第
三
十
四
条

行
政
局
第
一
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
一
第
三
十
四
条

［
同
上
］

を
つ
か
さ
ど
る
。

改
正
後

改
正
前

二

｜

’



四’

九
［
略
］

八|’ ’ 六|’ 五|’
を
つ
か
さ
ど
る
。

七 ［
一
・
二

略
］

三
労
働
及
び
知
的
財
産
権
に
関
す
る
法
規
に
関
す
る

事
項

事
項
（
国
際
司
法
共
助
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）

働
審
判
の
手
続
の
規
則
の
制
定
に
関
す
る
事
項

料
等
の
刊
行
に
関
す
る
事
項

労
働
審
判
員
に
関
す
る
事
項

労
働
関
係
裁
判
及
び
知
的
財
産
権
関
係
裁
判
の
資

労
働
及
び
知
的
財
産
権
に
関
す
る
訴
訟
並
酬
口
對

労
働
審
判
の
手
続
の
法
規
に
関
す
る
事
項

労
働
及
び
知
的
財
産
権
に
関
す
る
事
件
に
関
す
る

事
項

［
新
設
］

七
［
同
上
］

六|’ 定
に
関
す
る
事
項

五
知
的
財
産
権
に
関
す
る
事
件
に
関
す
る
詞
剰
討

四|’ ［
一
・
二

同
上
］

三
知
的
財
産
権
に
関
す
る
法
規
に
関
す
る
事
項

［
新
設
］

知
的
財
産
権
に
関
す
る
訴
訟
の
手
続
の
規
則
の
制

知
的
財
産
権
関
係
裁
判
資
料
等
の
刊
行
に
関
す
る

三



十
［
略
］

十

一

［
略
］

第
三
十
五
条

行
政
局
第
二
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

一

行
政
及
び
国
家
賠
償
に
関
す
る
法
規
に
関
す
る
事

項〈

二
行
政
事
件
訴
訟
の
手
続
の
法
規
に
関
す
る
事
項

三
行
政
事
件
訴
訟
の
手
続
の
規
則
の
制
定
に
関
す
る

事
項

四
行
政
及
び
国
家
賠
償
に
関
す
る
事
件
に
関
す
る
事

五
行
政
裁
判
の
資
料
等
の
刊
行
に
関

項
（
国
際
司
法
共
助
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）

す
る
事
項

五

八
［
同
上
］

九
［
同
上
］

第
三
十
五
条

［
同
上
］

三 二四
｜

行
政

調
酬
別
の
手
続
の
規
則
の
制
定
に
関
す
る
事
項

す
る
事
項

関
す
る
事
項

す
る
割
昌
倒

行
政
事
件
訴
訟
剴
叫
び
労
働
審
判
の
手
続
の
法
規
に

行
政
裁
判
及
び
労
働
関
係
裁
判

行
政
事
件
訴
訟
、
労
働
に
関
す
る
訴
訟
及
び
労
働

行
政
、
国
家
賠
償
及
び
労
働
に
関
す
る
事
件
に
関

国
家
賠
償
及
び
労
働
に
関
す
る
法
規
に
関

の
資
料
等
の
刊
行

四



第
二
条

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
○

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
職
制
規
程
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

（
首
席
技
官
及
び
次
席
技
官
）

二
削
る
卓

で
あ
る
。

改
正
後

に
関
す
る
事
項

’六
労
働
審
判
員
に
関
す
る
事
項

（
首
席
技
官
及
び
次
席
技
官
）

改
正
前

五



脾
第
五
条

事
務
総
局
の
経
理
局
営
繕
課
（
以
下
「
営
繕
課

第
五
条

事
務
総
局
の
経
理
局
営
繕
課
（
以
下
「
営
繕
課

」
と
い
う
。
）
に
、
首
席
技
官
及
び
次
席
技
官
を
置
く

」
と
い
う
。
）
に
、
首
席
技
官
一
人
及
び
次
席
技
官
二

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

Ｆ
２
～
４

略
］

１

●

附

表
中

則

の

「一可

■■■

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

最
高

裁

判

所
長

官

「
２
～
４

同
上
］

人
を
置
く
。

今

崎

幸
彦一ハ

｜

’



所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
お
け
る
事
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
の
態
勢
に
つ
い
て

理
由



機密性2

高等裁判所長官事務打合せ開催要領（案）

主催 最高裁判所

期日 令和7年3月6日（木）

場所 最高裁判所

協議事項 当面の司法行政上の諸問題について

出席者 高等裁判所長官 8人

随員 高等裁判所事務局長 8人

11

２
３

４

「ー

0

日程6

慰電日

（慰電日

（

14:00 ～ 17:00

最高裁判所長官挨拶
全体協議

6日

（木）



機密性2

令和7会計年度における協議会等開催計画（下半期分）
(中央協議会等）

所管局
課

番
号 総人員協議員等協議事項開催方法開催時期 会期種別

高裁事務局長 総務局司法行政上の諸問題参集（※）高裁事務局長事務打合せ 10月 1日I

高裁総務課長及び文書企画官 総務局総務事務全般の連絡協議参集（※）高裁総務課長等事務打合せ 10月 1日2

人事行政事務全般の連絡協議 高裁人事課長及び同課企画官又は

同課課長補佐のうちいずれか1人

人事局参集（※）人事事務打合せ（高裁人事課長） 10月 2日3

経理行政事務全般の連絡協議 1 高裁会計課長及び同管理課長

2 高裁会計課企画官、同課課長

補佐又は同課専門官のうちいずれ
か1人 ．

経理局参集（※）経理事務打合せ（高裁会計課長） 10月 2日4！

法改正等を踏まえた民事執行事件及び倒産事件
の運用上考慮すべき事項について

1 各地裁の執行・倒産担当の裁

判官各1人（執行事件と倒産事件

の担当者が異なる場合は2人でも

可。）

2 各地裁の次席耆記官、総括主

任書記官又は主任書記官のうちい

ずれか1人（執行事件と倒産事件

の担当者が異なる場合は2人でも

可。）
3 各地裁の総括執行官各1人

民事局リモート（ウェ

ブ会議）
民事執行事件及び倒産事件担当裁

判官等事務打合せ

10月 1日

５

1 各高裁の人事課長及び人事課

課長補佐等
2 各地裁及び各家裁の人事担当

課長等

※高裁単位で一部合同開催予定

人事局人事事務全般に関する諸問題リモート（ウェ

ブ会議）
人事担当課長等協議会 10月～12月 1日6

高裁の民事首席書記官及び刑事首

席書記官

総務局書記官事務全般の連絡協議参集（※）高裁首席書記官事務打合せ 11月 1日

７

高裁長官 総務局司法行政上の諸問題参集（※）高裁長官事務打合せ 11月 2日8

経理行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長 経理局経理関係等事務打合せ（高裁事務
局次長）

リモート（ウェ

ブ会議）

1月 1日9

人事行政事務全般の連絡協議 高裁人事課長及び同課企画官又は

同課課長補佐のうちいずれか1人

人事局リモート（ウェ

ブ会議）
人事事務打合せ（高裁人事課長） 2月 1日110

高裁長官 総務局司法行政上の諸問題参集（※）高裁長官事務打合せ 2月 1日111

1 高裁会計課長及び同管理課長

2 高裁会計課企画官、同課課長
補佐又は同課専門官のうちいずれ
か1人

経理局経理行政事務全般の連絡協議リモート（ウェ

ブ会議）
経理事務打合せ（高裁会計課長） 2脂 1日12

1



所管局

課

番
号
一
一
個

総人員協議員等協議事項開催方法会期開催時期種別

民事局追って調整

（柔軟で、かつ多数の傍聴も可能
な形式とする予定）

民事訴訟法改正を踏まえた更なる運営改善につ
いて

リモート（ウェ

ブ会議）
民事事件担当裁判官等事務打合せ
2

2月 1日

※ 原則参集とする。ただし、事情の変更により、リモートでの開催となる場合は別途所管局課から指示する。

Z



令和7会計年度における協議会等開催計画（下半期分）
(ブロック協議会等）

所管局
課

番
号 総人員協議員等 開催地協議事項開催方法開催時期 会期種別

各地裁及び家裁管内の調停協会に
おいて指導的地位にある調停委員

各高裁 民事局

家庭局

各高裁で決定民事・家事調停の運営に関し考慮すべき事

高裁長官表彰

調停運営協議会及び調停委員表彰
式

各高裁で決定

（10月～12月）

適宜の方法（主

催庁で選択可）

1日

１
項
２

1

刑事事件担当の簡裁裁判官及び開
催地所在の地裁裁判官

(合同開催）4高裁で開催

(開催地は未定）
刑事事件の運用に関し考慮すべき事項
その他

刑事局 各高裁で決定簡易裁判所刑事事件担当裁判官協
議会

リモート（ウェ

ブ会議）

10月～12月

１
２

2 0． 5巳

知財高裁の裁判官並びに大阪高

裁、東京及び大阪各地裁の知的財
産権関係事件を担当する裁判官

（注）主催は知財高裁

行政局知的財産権訴訟について考慮すべき実務上の諸

問題

東京高裁

（知財高裁）

約2〔)人知的財産権訴訟研究会 適宜の方法（主

催庁で選択可）
原則として10月へ

2月

0． 5日3

1 知財高裁の裁判官並びに東京

及び大阪各地裁の知的財産権関係

事件を担当する裁判官

2 知的財産権関係事件を担当す

る専門委員（知的財産権関係事件
に関与したことがある者及び本研

究会への出席を希望する者に限
る）

（注）主催は知財高裁

東京高裁

（知財高裁）

知財高裁で決

定

知的財産権関係事件における専門委員の関与の

在り方

行政局知的財産権関係事件担当専門委員

実務研究会

適宜の方法（主

催庁で選択可）
原則として1〔)月～

2月

0． 5日4

’

高地家裁の首席書記官及び地家裁
の裁判官（具体的な対象範囲は未
定）

各高裁所在地から開催地を

選定予定（一部合同開催）

総務局 未定書記官事務について、首席書記官として考慮す

べき事項等

首席書記官等協議会 参集（※）1月～2月 1日5

刑事事件担当の高裁・地裁の裁判

官及び書記官

(合同開催）2高裁で開催

(開催地は未定）

刑事局 各高裁で決定裁判員裁判の運用上の課題
その他刑事事件の処理に関し考慮すべき事

リモート（ウコ

ブ会議）

刑事事件担当裁判官等協議会 1月～2月 1日

１
２
項

酉
。

首席家裁調査官の執務及び家裁調査官の調査事
務等に関し考慮すべき事項

首席家裁調査官 (合同開催) 4高裁で開催

(開催地は未定）

家庭局リモート（ウェ

プ会議）
首席家庭裁判所調査官協議会 1月～2月 11己

７

高裁管内の家裁において家事事件

を担当する裁判官、書記官及び家
裁調査官

(合同開催）4高裁で開催

(開催地は未定）

家庭局 各高裁で決定家事事件の運用上の諸問題家事事件担当裁判官等協議会 リモート（ウェ

ブ会議）

1月～2月 1日8

新任司法委員 各地裁 民事局 各地裁で決定司法委員としての職務につき必要な基礎的知識

の習得

新任司法委員研修会 各地裁で決定

（1月～3月）

適宜の方法（主

催庁で選択可）

0． 5日

Ｆ
肋

家庭局 各家裁で決定家事審判事件及び人事訴訟事件の処理につき必
要な基礎的知識の習得

新任参与員又はこれに準ずる参与

員

各家裁の本庁又は支部適宜の方法（主

催庁で選択可）
各家裁で決定
(1月～3月）

新任参与員研修会 1日～2

日

'10

※ 原則参集とする。ただし、事情の変更により、リモートでの開催となる場合は別途所管局課から指示する。

3



令和7会計年度における協議会等開催計画（上半期分）
(中央協議会等）

番
号 所管局課 総人員協議員等協議事項開催方法会期開催時期種別

民事局

家庭局

約100人民事調停委員、家事調停委員調停制度の在り方に関し考慮すべき事項〒一

向
／

卜一
議

千
」
今
云

Ⅲ
／
』
ブ

1日5月調停委員協議会1

人事局高裁事務局次長人事行政等事務全般の連絡協議リモート（ウェ

ブ会議）
人事関係等事務打合せ（高裁事務
局次長）

首席家庭裁判所調査官事務打合せ

5月 1日2

家庭局高裁の所在地を管轄する家裁の首

席家裁調査官
高裁の所在地を管轄する家裁の首席家裁調査官
が行う調整事務に関し考慮すべき事項

参集（※）1日5月

３

総務局高裁長官、地裁・家裁所長当面の司法行政上の諸問題参集（※）6月 2日長官、所長会同4

l 家裁の部総括裁判官又は上席
裁判官のいずれか1人（事件の種

別ごとに担当者が異なる場合は複

数人でも可。）
2 家裁の首席書記官、次席書記
官、総括主任書記官又は主任書記
官のうちいずれか1人（事件の種
別ごとに担当者が異なる場合は複

数人でも可｡）

家庭局家事事件の運用に関する連絡協議リモート（ウェ

ブ会議）
家事関係中央協議会（裁判官等） 7月 1日

５

1 各地裁の民事事件を担当する

部総括裁判官及び右陪席裁判官

各1人

2 各地裁の（民事）首席書記

官、次席書記官又は主任書記官
1人

3 各高裁の民事事件を担当する

裁判官及び民事首席書記官 各1

人

民事局改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則の解釈と
運用

リモート（ウェ

ブ会議）
戻事事件担当裁判官等事務打合せ
1

ワ ロ
イ ナゴ 1日6

民事局1 各地裁本庁の所在地にある簡

裁の裁判官 1人

2 各地裁本庁の所在地にある簡

裁の主任書記官 1人

改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則の解釈と

運用

千一

ウ
／

卜
、
１
ノ

ー
議

千
」
今
云

リ
ブ7月（6と同日開

催）

0． 5日

～1日
簡易裁判所民事事件担当裁判官等
事務打合せ

７

経理局高裁事務局次長経理行政等事務全般の連絡協議参集（※）2日経理関係等事務打合せ（高裁事務
局次長）

人事管理協議会

q日H

高裁の事務局次長及び人事課長、

地・家裁の事務局次長
※高裁単位で一部合同開催予定

人事局 約13(〕人人事管理上の諸問題リモート（ウェ

ブ会議）
9月 1日9

原則参集とする。ただし、事情の変更により、リモー|､での開催となる場合は別途所管局課から指示する。

I



令和7会計年度における協議会等開催計画（上半期分）
(ブロック協議会等）

番
号 協議員等 開催地 所管局課 総人員協議事項開催方法開催時期 会期種別

各地裁で決定労働審判事件の処琿に必要な基礎的知識の習得 新任労働審判員 各地裁 行政局労働審判員研修会 各地裁で決定（原則

として4月～6月）

参集（※）111】

各地裁で決定民事調停事件の処理に必震な基礎的知識の習得 新任民事調停委員 各地裁 民事局適宜の方法（主

催庁で選択可）
新任民事調停委員研修会 各地裁で決定(原則

として4月～7月）

2日2

新任家事調停委員又はこれに準ず

る家事調停委員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定家事調停事件の処理につき必要な基礎知識の習
得

適宜の方法（主

催庁で選択可）
各家裁で決定（原則

として4月～7月）

新任家事調停委員研修会

２一日１
日

3

各家裁で決定家裁の裁判官及び書記官、家裁調

査官、福祉関係、医療関係、その

他協議事項に関連する機関・団体

の職員の中から、各家裁の実情等
を考慮して選定(一時保護状に関
する事項について協議する場合に

は、地簡裁の職員が協議員となる
ことも差し支えないハ）

各家裁で決定家事事件の処理に関して連絡調整を要する事項 家庭局家事関係機関との連絡協議会 各家裁で決定

（4月～翌年3月）

適宜の方法（主

催庁で選択可）

1

一日
日

１
２

5事項に

地簡裁

とも差し

家裁の裁判官及び書記官、家裁調
査官、保護関係、教育関係及び警

察関係、その他協議事項に関連す

る機関・団体の職員の中から、各

家裁の実情等を考慮して選定

各家裁で決定 各家裁で決定少年事件の処理に関して連絡調整を要する事項 莱庭局適宜の方法（1

催庁で選択可）
少年関係機関との連絡協議会 各家裁で決定

（4月～翌年3月）

」（

日
日

１
２

総務、人事及び経理事務の処理に関し考慮す
き事項

高裁の事務局次長、総務課長、人

事課長及び会計課長、地家裁の事

務局長

広島・高松、仙

2高裁合同で開

京、大阪、名古

高裁単位で開催

、仙台

で開催

名古屋

・札幌は

し、東

福岡は

人事局

経理局

総務局

事務局長協議会 6月～7月 リモート（ウェ

ブ会議）

1日h

東京及び大阪各地裁の鑑定委員 開催する地裁

で決定
借地非訟事件の処理に関し考慮すべき事項 東京、大阪各地裁 民事局鑑定委員協議会 開催する地裁で決定

（6月～12月）

適宜の方法（主

催庁で選択可）

1日

簡裁の調停制度及び司法委員制度の運用に関l

実務上考慮すべき事項

簡裁の裁判官及び書記官、民事調

停委員、司法委員

各地裁 民事局 各地裁で決定適宜の方法（主

催庁で選択可）

各地裁で決定

（6月～翌年3月）

民事運営改善研究会

へ日
日

１
２

8

各地裁で決定民事調停事件の処理につき必要な応用的知識及

び技術の習得

民事調停委員 各地裁 民事局各地裁で決定

（6月～翌年3月）

適宜の方法（主

催庁で選択可）
民事調停委員研究会

〕（日
日

１
２

q

各地裁で決定民事調停事件の処理につき事例研究の方法によ

る実践的な知識及び技術の習得

民事調停委員 各地裁 民事局各地裁で決定

（6月～翌年3月）

適宜の方法（主

催庁で選択可）

民事調停委員ケース研究会

Ｈ
日

１
２

1(）

各地裁で決定司法委員としての職務につき必要な実践的知識

及び技能の習得

司法委員 各地裁 民事局適宜の方法（主

催庁で選択可）

各地裁で決定

（6月～翌年3月）

司法委員研究会

へ日
日

１
２

11

意見交換等のテーマに応じた外部

有識者等並びに高裁、同高裁管内

の地裁、家裁の裁判信及び被害者
対応をする可能性のある職員（高

裁管内の各地家裁から最低限裁判

官その他の職員各1人に参加して
もらう予定）

各高裁 刑事局

家庭局

各高裁で決定犯罪被害者等基本法】9条の趣旨を踏まえ、犯

罪被害者等の置かれた立場、状況等に関する理

解を深めるための意見交換等

参集（※）犯罪被害者等の置かれた立場、状

況等に関する理解を深めるための

研究会

各高裁で決定

（6月～翌年3月）

〆、 F－ 両

U‐ 、 口12

刑事事件担当の地裁の裁判官、書

記官及び保護観察所の職員

各地裁 刑事局 各地裁で決定保護観察の実情について

その他

各地裁で決定

（6月～翌年3月）

参集（※）保護観察に関する連絡協議会 0． 5日

１
２

1？
」、】

各家裁で決定家事調停事件の処理につき必要な専門的知識の
習得

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局適宜の方法（主

催庁で選択可）
各家裁で決定
（6月～翌年3月）

家事調停委員研究会

２）〆日１
日

14

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部 各家裁で決定家事調停事件の処理につき事例研究の方法によ
る必要な知識の習得

家庭局適宜の方法（主

催庁で選択可）
家事調停委員ケース研究会 各家裁で決定

（6月～翌年3月）

２－日１
日

15

家裁の裁判官及び書記官、家裁調

査官、家事調停委員、参与員

各家裁の本庁又は支部 各家裁で決定家事事件の処理に関し考慮すべき事項 家庭局各家裁で決定

（6月～翌年3月）

適宜の方法（主

催庁で選択可）
家事運営改善研究会

２

』へ

日１
日

16

目



番
号 所管局課 総人員開催地協議員等協議事項開催方法会期開催時期種別

各家裁で決定各家裁の本庁又は支剖 家庭局参与員家事審判事件及び人事訴訟事件の処理につき必
要な専門的知識の習得

適宜の方法（主

催庁で選択可）
各家裁で決定
（6月～翌年3月）

２）（

日１
日参与員研究会

1 可

1J

各地裁で決定刑事局学識経験者並びに地裁の裁判官及
び書記官

各地裁刑事事件の鑑定を巡る諸問題参集（※）各地裁で決定

（7月～翌年3月）

0． 5日刑事鑑定研究会18

各地裁で決定刑事局精神保健判定医及び精神保健参与

員候補者並びに地裁の裁判官及び
書記官

各地裁医療観察事件の処理上問題となる事項及び実体
的な判断の在り方に関して考慮すべき事項

法廷通訳経験のない又は少ない初級レベルの通

訳人候補者等を対象とした法廷通訳に必要な知
識・技能の習得

参集（※）各地裁で決定

（7月～翌年3月）

0． 5日法関係研究心神喪失者等医療観察

協議会

19

各高地裁で決
定

刑事局

民事局

行政局

家庭局

通訳人候補者となることを希望
し、かつ、対象言語の通訳人とし

ての適性を備えていると認められ

る者又は通訳人候補者並びに地裁

の裁判官及び書記官

各地裁参集（※）各高地裁で決定

（7月～翌年3月）

0． 5日法廷通訳基礎研修20

刑事局

民事局

行政局

家庭局

各高裁で決定通訳人候補者並びに高裁及び開催
地の地裁の裁判官及び書記官

各地裁中級レベルの通訳人候補者を対象とした法廷通
訳に必要な知識・技能の習得

ノモート（ウェ

ブ会議）
各高裁で決定

（7月～翌年3月）

lH法廷通訳セミプワ1
今 ｣

各高裁で決定刑事局

民事局

行政局

家庭局

東京、大阪各地裁通訳人候補者並びに東京、大阪各
高裁及び東京、大阪各地裁の裁判

官及び書記官

上級レベルの通訳人候補者を対象とした法廷通

訳に必要な知識・技能の習得

「一

『
Ｊ
Ｐ

げい１
ｒ
、
１
Ｊ

一
議

千」今云
リ
ブ各高裁で決定

（7月～翌年3月）

1日法廷通訳フォローアップセミナー22

地裁本庁所在地の検察審査会（複
数の検察審査会が設置されている
場合には、第一検察審査会)の事

務局長

（一部合同開催）

3～4高裁で開催（開催地

は未定）

刑事局検察審査会事務局事務について必要な知識の取
得及び実務上の諸問題の検討

参集（※）9月～1 1月 0． 5，検察審査会事務局長研究会ワ,｛
当 LP

各地裁で決定行政局各地裁労働審判員労働審判事件の処理に必要な専門的知識の習得参集（※）各地裁で決定

（原則として9月へ

12月）

1 円労･働審判員研究会24

民事局’ 各地裁で決定各地裁破産事件の破産管財人、民事再生

事件の監督委員及び個人再生委

員、会社更生事件の管財人等

倒産事件の管財業務等の処理に関し考慮すべき
事項

参集（※）各地裁で決定

（9月～翌年3月）

1日

’
管財人等協議会

Ｆ
Ｄ

①
〕

原則参集とする。ただし、事情”変更により、リモートでの開催となる場合は別途所管局課から指示する

卜



配布資料機密性2

高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長会同開催につ

いて（案）

主催 最高裁判所

期日 令和7年6月11日（水）及び12日（木）

場所 最高裁判所

協議事項（1）当面の司法行政上の諸問題について

（2）その他

会同員 高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長 合計約80人

日程

１
２

３
４
字

5

6

13：0012:00

～

13：00

9：30

～
～

17：0012:00

昼食

休憩

最高裁判所長官挨拶

協議
協議11日（水）

9：30

～

12:00

事務的協議
12日（木）

(事務連絡）



【機密性2】

高等裁判所長官事務打合せ開催要領（案）

主催 最高裁判所

期日 令和7年11月26日（水）、27日（木）及び28日（金）

場所 最高裁判所

協議事項 （1）当面の司法行政上の諸問題について

（2）人事について

出席者 高等裁判所長官 8人

随員 高等裁判所事務局長 8人

Ⅱ

2

3

4！

5

日程6

{
14：00

４

㈹
－
１

13
０
ヘ
皿

０

10
～

17:000000

最高裁長官挨拶
全体協議

26日

（水）
個別協議個別協議

悪鯉
13:3011

ｎ
く
Ｕ

Ｏ
－
１

０

10 00

～

11:00

～

17：0030

27日

(木）
個別協議午餐個別協議

苫逓
13:00

～

16：00
(曜日）

28日

(金）

個別協議



機密性2 完全性1 可用性］

法務省司審第2000号

令 和 7 年 10月 6日

裁 判 所 長 官 殿最
古一
｢百ｺ

法 務 大 臣

(公 印 省 略）

民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則（案）及び民事

裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針（案）に関する意見

照会について

標記について、民事裁判情報の活用の促進に関する法律（令和7年法

律第49号）第2条第2項及び第4条第3項の規定に基づき意見を求め

ます。



｢民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則案」に関する概要説明

1 趣旨

民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号｡以下｢法」

という。）の施行に伴い、必要な事項を定める。

2 概要

（1）定義等

ア 用語（第1条関係）

この省令において使用する用語を定める。

イ 電子決定書（第2条関係）

法第2条第1項第1号ハの規定により委任を受けた電子決定書を定める。

ウ 法第2条第1項第3号の法務省令で定める者（第3条関係）

保有民事裁判情報に含まれる特定の個人のうち、法第2条第1項第3号

に規定する措置を講じなくてもその権利利益を害するおそれが少ないと

認められる者として仮名加工の対象から除外される者を定める。

エ 民事裁判関連情報（第4条関係）

法第2条第1項第4号の規定により委任を受けた民事裁判関連情報を

定める。

（2）指定の申請、変更の届出等

ア 指定の申請（第5条関係）

法第5条第1項の規定による指定を受けようとする法人が法務大臣に

提出する申請書の記載事項及び添付書類を定める。

イ 変更の届出（第6条関係）

法第5条第3項の規定による届出に係る届出書の記載事項を定める。

ウ 役員の選任又は解任の届出（第7条関係）

法第5条第5項の規定による届出に係る届出書の記載事項及び添付書

類を定める。

（3）仮名加工民事裁判情報を提供する方法（第8条関係）

法第6条第1項第2号により委任を受けた仮名加工民事裁判情報を提供

する方法を定める。

（4）業務規程（第9条関係）

法第8条第1項の規定による業務規程の認可及び変更の認可に係る申請

書の記載事項並びに法第8条第2項第6号により委任を受けた民事裁判情

報管理提供業務の実施に必要な事項を定める。

（5）苦情の処理（第10条関係）



苦情申出に関して指定法人が所要の措置を講じなければならない場合及

び仮名加工民事裁判情報を保有民事裁判情報その他の情報と照合すること

ができる場合等を定める。

（6）事業計画等（第11条関係）

法第9条第1項の規定による事業計画及び収支予算の認可並びに変更の

認可に係る申請書の記載事項及び添付書類を定める。

（7）情報提供契約

ア 情報提供契約の拒絶（第12条関係）

法第10条第1項の規定により委任を受けた情報提供契約の締結を拒

絶することができる正当な理由を定める。

イ 情報提供契約の解除（第13条関係）

法第10条第2項の規定により委任を受けた情報提供契約を解除する

ことができる正当な理由を定める。

（8）業務の体廃止（第14条関係）

法11条第1項の規定による許可を受けようとする法人が法務大臣に提

出する申請書の記載事項を定める。

（9）仮名加工民事裁判情報の作成の方法に関する基準（第15条関係）

法第13条第1項の規定により委任を受けた仮名加工民事裁判情報の作

成の方法に関する基準を定める。

⑩ 業務の一部委託等（第16条関係）

法第14条第1項の規定による委託及び同条第2項の規定による再委託

に関して､指定法人が法務大臣に提出する申請書の記載事項及び添付耆類並

びに委託の承認の基準を定める。

(11 帳簿（第17条関係）

法第15条の規定により委任を受けた帳簿の備付けに関する事項及び帳

簿の記載事項を定める。

（12）身分を示す証明書（第18条関係）

法第17条第2項に規定する身分証明書の様式を定める。

03)民事裁判情報管理提供業務の引継ぎ（第19条関係）

法第18条第1項に規定する指定の取消しが行われた場合における、同条

第3項の委任を受けた保有民事裁判情報の引継ぎの方法及び同条第4項の

委任を受けた民事裁判情報管理提供業務の引継ぎその他の必要な事項を定

める。

3 施行期日

令和7年12月（予定）



第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
民
事
裁
判
情
報
の
活
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い

る
た
め
、
民
事
裁
判
情
報
の
活
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
裁
判
に
係
る
も
の
と
す
る
。

民
事
裁
判
情
報
の
活
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す

シ

フ
0

三
上
告
審
と
し
て
事
件
を
受
理
し
な
い
旨
の
決
定

四
次
に
掲
げ
る
裁
判
の
更
正
決
定

二
上
告
を
棄
却
す
る
決
定

一
上
告
を
却
下
す
る
上
告
裁
判
所
の
決
定

（
用
語
）

（
法
務
省
令
で
定
め
る
電
子
決
定
書
）

イ 民
事
裁
判
情
報
の
活
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
案
）

）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る

判
決

口

－1－



第
三
条

法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
法
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
な
く
て
も
個
人
の
権
利
を
害
す
る

五
前
号
の
更
正
決
定
を
変
更
す
る
決
定

一

当
該
保
有
民
事
裁
判
情
報
に
係
る
事
件
に
関
与
し
た
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
法
務
省
令
で
定
め
る
者
）

お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
が
当
該
民
事
裁
判
情
報
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
者

イ
訴
訟
代
理
人
の
う
ち
委
任
を
受
け
た
も
の
（
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項
た
だ

ロ
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
九
十

ｐ
こ
の
条
に
規
定
す
る
裁
判

け
た
者

四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
国
を
代
表
す
る
者
及
び
同
法
第
二
条
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
二
項
、
第
六
条
の

し
書
の
許
可
を
得
て
訴
訟
代
理
人
と
な
っ
た
も
の
を
除
く
。
）

二
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
六
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受

－2－



第
四
条

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
次
に
褐

三
原
裁
判
、
更
正
決
定
に
よ
り
更
正
さ
れ
た
裁
判
、
再
審
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
裁
判
そ
の
他
の
当
該
民
事
裁
判
情
報
に

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
当
該
民
事
裁
判
情
報
に
係
る
事
件
の
類
型
（
知
的
財
産
に
関
す
る
訴
え
に
係
る
事
件
、
労
働
契
約
に
関
す
る
訴
え
に
係

四
当
該
民
事
裁
判
情
報
に
係
る
裁
判
を
し
た
裁
判
官
の
所
属
す
る
裁
判
所
及
び
部
を
特
定
す
る
に
足
り
る
情
報

二
判
決
又
は
決
定
の
別
そ
の
他
の
当
該
民
事
裁
判
情
報
に
係
る
裁
判
の
方
式
を
示
す
情
報

六
上
訴
が
あ
っ
た
旨
の
情
報

一

当
該
民
事
裁
判
情
報
を
他
の
民
事
裁
判
情
報
と
区
別
し
て
識
別
す
る
た
め
に
用
い
る
符
号
そ
の
他
の
情
報

（
民
事
裁
判
関
連
情
報
）

（
指
定
の
申
請
）

関
連
す
る
裁
判
を
特
定
す
る
に
足
り
る
情
報

る
事
件
、
交
通
事
故
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
訴
え
に
係
る
事
件
そ
の
他
の
類
型
を
い
う
。
）
を
示
す
情
報

－3－



２
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

八

六
現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

五
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

四
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

三
指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

一一二
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
申
請
の
日
の

二
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
所
在
地

一

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

｜
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
）

役
員
が
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
旨
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
類

名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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３
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

指
定
法
人
は
、
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

４
法
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
書
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
法
第
五

九
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

二
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
に
関
す
る
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
に
係
る
事
項

届
出
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
0

三
変
更
の
理
由

二
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

一
法
第
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

一

変
更
後
の
名
称
又
は
、
王
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
指
定
法
人
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

『ー
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第
七
条

指
定
法
人
は
、
法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

第
八
条

法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
の
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
届
出
書
に
は
、
選
任
の
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
選
任
さ
れ
た
者
が
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
い

届
出
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
選
任
の
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
選
任
に
係
る
役
員
の
略
歴

三
選
任
又
は
解
任
の
理
由

二
選
任
又
は
解
任
の
年
月
日

｜

選
任
又
は
解
任
に
係
る
役
員
の
氏
名

一

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て

（
役
員
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
）

（
仮
名
加
工
民
事
裁
判
情
報
を
提
供
す
る
方
法
）

送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

－ 6－



第
九
条

指
定
法
人
は
、
法
第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を

２
指
定
法
人
は
、
法
第
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

３
法
第
八
条
第
二
項
第
六
号
の
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
し
た
申
請
書
に
業
務
規
程
を
添
え
て
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た

三
変
更
の
理
由

二
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

二
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

一

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

一

民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

（
業
務
規
程
）

も
の
を
交
付
す
る
方
法
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第
十
条

指
定
法
人
は
、
仮
名
加
工
民
事
裁
判
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
内
容
の
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
そ
の
他
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

七
保
有
民
事
裁
判
情
報
等
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
殴
損
が
生
じ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
事
項

八

六
保
有
民
事
裁
判
情
報
等
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
事
項

は
、

五
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項

四
保
有
民
事
裁
判
情
報
等
の
保
存
期
間
に
関
す
る
事
項

三
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
の
実
施
に
係
る
組
織
、
運
営
そ
の
他
の
体
制
に
関
す
る
事
項

一

当
該
仮
名
加
工
民
事
裁
判
情
報
の
内
容
が
当
該
仮
名
加
工
民
事
裁
判
情
報
に
係
る
電
子
判
決
書
等
（
法
第
二
条
第
一
項

（
苦
情
の
処
理
）

第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
の
内
容
と
相
違
す
る
こ
と
。

当
該
苦
情
の
処
理
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
調
査
し
、
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
所
要
の
措
置
を
と
ら

民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

－8－



第
十
一
条

指
定
法
人
は
、
法
第
九
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

２
指
定
法
人
は
、
前
項
の
場
合
又
は
業
務
規
程
の
定
め
に
基
づ
く
苦
情
の
処
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認

三
当
該
仮
名
加
工
民
事
裁
判
情
報
に
含
ま
れ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
個
人
の
権
利
利
益
が
侵
害
さ
れ
、
又
は
侵
害
さ
れ

二
当
該
仮
名
加
工
民
事
裁
判
情
報
が
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
業
務
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
な
い

め
る
と
き
は
、
当
該
仮
名
加
工
民
事
裁
判
情
報
を
保
有
民
事
裁
判
情
報
そ
の
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

三
前
事
業
年
度
の
予
定
貸
借
対
照
表

二
収
支
予
算
書

四
当
該
事
業
年
度
の
予
定
貸
借
対
照
表

一

事
業
計
画
書

（
事
業
計
画
等
）

る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

ー

ー

ル
ー

○
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第
十
二
条

法
第
十
条
第
一
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
正
当
な
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
指
定
法
人
は
、
法
第
九
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
又
は
収
支
予
算
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

収
支

三
変
更
の
理
由

予
算
の
変
更
が
前
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
当
該
変
更
後
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

五
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
収
支
予
算
書
の
参
考
と
な
る
書
類

二
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

二
情
報
提
供
契
約
の
申
込
者
が
情
報
提
供
契
約
を
締
結
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
つ

一

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

｜

情
報
提
供
契
約
の
申
込
者
が
、
業
務
規
程
に
定
め
ら
れ
た
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項
を
当
該
情
報
提

（
情
報
提
供
契
約
の
拒
絶
）

供
契
約
の
内
容
と
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
こ
と
。 h
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第
十
三
条

法
第
十
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
正
当
な
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
四
条

指
定
法
人
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

三
情
報
提
供
契
約
の
申
込
者
が
、
業
務
規
程
で
定
め
る
料
金
の
支
払
方
法
に
よ
っ
て
、
当
該
料
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き

四
情
報
提
供
契
約
の
申
込
者
が
、
法
第
十
条
第
二
項
又
は
次
条
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
に
よ
り
情
報
提
供
契
約
を
解
除

二
業
務
規
程
に
定
め
ら
れ
た
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
情
報
提
供
契

一
情
報
提
供
契
約
を
締
結
し
た
者
が
支
払
期
限
後
二
月
以
内
に
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
に
関
す
る
料
金
を
支
払
わ

（
情
報
提
供
契
約
の
解
除
）

（
業
務
の
体
廃
止
）

き
、
支
払
期
限
を
超
え
て
ま
だ
支
払
わ
れ
て
い
な
い
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
に
関
す
る
料
金
が
あ
る
こ
と
。

さ
れ
、
そ
の
解
除
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

な
い
こ
と
、
又
は
当
該
料
金
を
支
払
う
資
力
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
疑
い
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

な
か
っ
た
こ
と
。

約
を
締
結
し
た
者
が
変
更
後
の
当
該
事
項
を
当
該
情
報
提
供
契
約
の
内
容
と
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
こ
と
。
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第
十
五
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

三
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

二
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

一

保
有
民
事
裁
判
情
報
に
含
ま
れ
る
特
定
の
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
を
削
除

｜

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
の
範
囲

（
仮
名
加
工
民
事
裁
判
情
報
の
作
成
の
方
法
に
関
す
る
基
準
）

す
る
こ
と
（
当
該
情
報
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の
情
報
に
置
き
換
え
る
こ
と
を

含
む
。
）
。

イ
氏
名

ロ
生
年
月
日

ノ､

住
所
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第
十
六
条

指
定
法
人
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

三
保
有
民
事
裁
判
情
報
に
含
ま
れ
る
不
正
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
財
産
的
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
情
報
の
全

二
保
有
民
事
裁
判
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
識
別
符
号
の
全
部
を
削
除
す
る
こ
と
（
当
該
個
人
識
別
符
号
を
復
元
す
る
こ
と

書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
委
託
の
期
間

二
委
託
し
よ
う
と
す
る
業
務
の
内
容
及
び
範
囲

四
委
託
を
必
要
と
す
る
理
由

一

受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

（
業
務
の
一
部
委
託
等
）

部
又
は
一
部
を
削
除
す
る
こ
と
（
当
該
情
報
を
復
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の
情
報
に

置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

の
で
き
る
規
則
性
を
有
し
な
い
方
法
に
よ
り
他
の
情
報
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
含
む
・

）
。

ニ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
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２
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
法
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
業
務
の
委
託
が
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業

３
法
務
大
臣
は
、
指
定
法
人
に
対
し
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

務
を
行
う
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
受
託
者
が
そ
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
認

三
業
務
の
委
託
契
約
書
の
写
し

四
受
託
者
（
受
託
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
五
条
第

五
受
託
者
に
お
い
て
保
有
民
事
裁
判
情
報
等
の
適
切
な
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示

め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

二
受
託
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

病
仁
巽
ご
ス
〕
０

｜

受
託
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

す
書
類

一
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
旨
を
当
該
受
託
者
が
誓
約
す
る
書
類
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第
十
七
条

指
定
法
人
は
法
第
十
五
条
の
帳
簿
を
各
事
業
年
度
の
末
日
を
も
っ
て
閉
鎖
す
る
も
の
と
し
、
閉
鎖
後
五
年
間
保

５
前
各
項
の
規
定
は
、
指
定
法
人
が
法
第
十
四
条
第
二
項
後
段
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
法
第
十
五
条
の
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
情
報
提
供
契
約
に
基
や
つ
き
仮
名
加
工
民
事
裁
判
情
報
を
提
供
し
た
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
相

五
前
号
の
苦
情
の
内
容
及
び
当
該
苦
情
の
処
理
の
た
め
に
講
じ
た
措
置

四
受
け
付
け
た
苦
情
の
件
数

二
作
成
し
た
仮
名
加
工
民
事
裁
判
情
報
の
件
数

六
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出

一

最
高
裁
判
所
か
ら
提
供
を
受
け
た
民
事
裁
判
情
報
の
件
数

（
帳
簿
）

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

手
方
に
提
供
し
た
仮
名
加
工
民
事
裁
判
情
報
の
件
数
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規
定
は
、
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
十
九
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
に
係
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

第
十
八
条

法
第
十
七
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

な
い

0

四
そ
の
他
法
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三
前
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
保
有
民
事
裁
判
情
報
等
を
消
去
す
る
こ
と
。

二
法
務
大
臣
が
新
た
に
指
定
す
る
指
定
法
人
に
保
有
民
事
裁
判
情
報
等
を
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
に
関
す
る
帳

こ
の
省
令
は
、
令
和
●
年
●
月
●
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
、
第
十
条
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の

一

法
務
大
臣
が
新
た
に
指
定
す
る
指
定
法
人
に
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
を
引
き
継
ぐ
こ
と
。

（
民
事
裁
判
情
報
管
理
提
供
業
務
の
引
継
ぎ
）

簿
、
書
類
及
び
資
料
と
ど
も
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

附

則
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別記様式（第18条関係）

表 面

聿冒

身 分 証 明

ローワ第

官 職
氏 名

生年月日

写 真

上記の者は、民事裁判情報の活用の促進に関する
法律第17条第1項に規定する立入検査又は質問を
行う職員であることを証明する。

交付日 年 月 日
（ 年 月 日まで有効）

印法 務 大 臣

裏 面

民事裁判情報の活用の促進に関する法律（令和七年法律第四十九号）抜粋

（報告及び検査）

第十七条 法務大臣は、民事裁判情報管理提供業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指
定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務
の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2‘前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければ
ならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
（罰則）

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一・二（略）

三 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者若
しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違
反行為をしたときは，行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

3 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為について
法人でない団体を代表するほか､法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則（令和七年法務省令第●●号）抜粋

（身分を示す証明書）

第十八条 法第十七条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

｜

’

注．用紙の大きさは､ 日本産業規格B列8番（64×91m）とすること。



｢民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針案」に関する概要説明

1 趣旨

民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号｡以下｢法」

という｡）第4条第1項の規定に基づき、民事裁判情報の活用の促進に関する

基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定める。

2 概要

（1）民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項

デジタル社会の進展に伴い多様化する民事裁判情報の需要に応じ､民事裁

判情報の適正かつ効果的な活用を促進することで､民事裁判情報の公共財と

しての価値が発揮され､創造的かつ活力のある社会の発展に資することが期

待される旨を定める。

（2）民事裁判情報の活用の促進のための施策に関する基本的な事項

民事裁判情報を適切に活用するために必要な配慮を定め､民事裁判情報の

適正かつ効果的な活用の促進を図るために講じる手段のほか､政府や指定法

人等の関係主体が果たすべき役割を定める。

（3）保有民事裁判情報の管理及び提供に関する基本的な事項

民事裁判情報管理提供業務を行うに際し､指定法人に求められる対応の基

本的な考え方を定める。

指定法人は、これらの考え方を基本としつつ、業務規程において具体的内

容を定めることとしている。

（4）その他民事裁判情報の活用の促進に関する重要事項

社会情勢の変化等に応じて､適時､基本方針を見直すことを定める｡特に、

法附則第5条の規定による法の施行後5年を経過した時点における法の施

行状況に係る検討の際には､基本方針についても併せて所要の検討を行うこ

ととする。

3 告示日

令和7年12月（予定）
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民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針（案）

デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の適正

かつ効果的な活用の促進を図るため、民事裁判情報の活用の促進に関する法律（以下「法」という。）第四

条第一項の規定に基づき、民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）

を定めるものである。なお、基本方針において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第一 民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項

民事裁判情報は、国民にとって、紛争発生前には行動規範となるとともに、紛争発生後には紛争解決指

針の一つともなり得るものであり、社会全体で共有し、活用すべき公共財としての価値があるというべき

である。

これまでも、先例性や社会的関心の高い事案に係る裁判の内容については、裁判所のウェブサイト等を

通じて広く提供され、活用されてきたところであるが、デジタル社会の進展に伴い、大量の情報を処理す

る技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、新たな方法による活用が可能となっており、民事

裁判情報に対する需要は多様化している。
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こうした需要に応じ、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用を促進することにより、民事裁判情報の公

共財としての価値が十分に発揮され、より高度な法的サービスが提供されるなど、司法の分野の発展に資

することはもとより、より広く創造的かつ活力ある社会の発展に資することが期待される。

第二 民事裁判情報の活用の促進のための施策に関する基本的な事項

民事裁判情報は、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定により何人も閲覧できる電子判決耆等

（法第二条第一項第一号イからハまでに掲げる電磁的記録をいう。）と同じ内容ではあるものの、当事者

間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に係る裁判所の判断を示すものであり、紛争の

具体的な事実関係が記録されていることから、適正な活用をするためには、訴訟関係者等の権利利益に対

する適切な配慮が必要となる。また、裁判例の横断的分析等の活用を行うに当たっては、正確であり、か

つ、偏りのない情報を網羅的に分析の対象とするのが効果的である。そうすると、民事裁判情報の適正か

つ効果的な活用の促進を図るためには、民事裁判情報に仮名処理（法第二条第一項第三号に規定する措置

として行われる処理をいう。以下同じ。）等を行い、これを適切に管理しつつ、広く一般の需要に応ずる

に足りるデータベースを整備し、利用者に対して一元的に提供することが有効である。そのため、法は、
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法務大臣の指定する指定法人が民事裁判情報管理提供業務を行う制度（以下「本制度」という。）を創設

したものであり、民事裁判情報の活用の促進に当たっては、本制度を主たる手段として位置付けることと

する。

民事裁判情報が当事者間の紛争に係る裁判所の判断を示すものであることに鑑みれば、本制度が民事裁

判情報の活用を促進する基盤としてその役割を適切に果たすためには、民事裁判情報の活用の促進の意義

について訴訟関係者を含む国民の理解の増進を図り、本制度に対するその信頼の向上を図ることが重要で

ある。このため、政府、指定法人等の関係主体が、本制度の適正かつ確実な運用及び周知広報等に努める

とともに、最高裁判所にも協力を求めることが適切である。また、民事裁判情報の利用者においても、訴

訟関係者の権利利益に配慮した利用をする必要があり、関係主体は、相互に協力して、利用の在り方に関

するリテラシーの向上を図るため、必要な取組を実施するのが適切である。

本制度に対する国民の理解の増進及びその信頼の向上を図るためには、指定法人の指定及び監督が適切

に行われることが重要である。法務大臣は、指定法人を指定するに当たっては、遺漏のない仮名処理の実

施や必要な安全管理措置を講じるための技術的能力及び経理的基礎について、厳格かつ公平に審査を行
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い、指定後においても、民事裁判情報管理提供業務が適正かつ確実に実施されるよう、各種の監督権限を

適切に行使することとする。

三 保有民事裁判情報の管理及び提供に関する基本的な事項

指定法人が行う民事裁判情報管理提供業務については、以下の考え方を基本としつつ、業務規程におい

て具体的内容を定めることとする。

1 保有民事裁判情報の加工の方法に関する基本的な考え方

指定法人が保有民事裁判情報に仮名処理を行うに当たっては、訴訟関係者の権利利益に適切に配慮し

つつ、データベースを有意なものとするため、具体的な事実関係に基づく裁判所の判断及びその過程を

読み取ることができるようにする必要がある。また、仮名処理の内容は、訴訟関係者が苦情の申出を行

う際に参考とされるものである。

そこで、指定法人は、業務規程に保有民事裁判情報の加工の方法に関する事項を定めるに当たって、

保有民事裁判情報のうち仮名処理の対象となる情報を明確に定めるとともに、これをインターネットの

利用その他の方法により公表することとする。

第
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2 仮名加工民事裁判情報の提供に関する基本的な考え方

本制度は、デジタル社会の進展に伴い多様化している民事裁判情報に対する需要に応じ、その活用の

促進を図るものであることから、指定法人が提供する仮名加工民事裁判情報は、デジタル社会における

新たな方法による活用を含め、自由な活用ができるものである必要がある。そこで、指定法人は、仮名

加工民事裁判情報を提供するに当たり、機械判読に適した形式とするなど、デジタル技術を用いた民事

裁判情報の活用の促進に資する方法により提供することとする。

また、判例評釈を含む民事裁判情報の利用は、本来自由に行われるべきものであるが、民事裁判情報

が不適正な方法で利用されることによって訴訟関係者等の権利利益が侵害されるような事態が生じない

よう留意する必要がある。そのため、指定法人は、情報提供契約において、不適正な方法による仮名加

工民事裁判情報の利用を禁止する旨を定めるなど必要な措置を講ずることとする。

3 保有民事裁判情報等の安全管理に関する基本的な考え方

訴訟関係者等の権利利益に対して適切に配慮し、本制度に対する国民の理解の増進及びその信頼の向

上を図るためには、仮名処理を遺漏なく実施するとともに、指定法人及び民事裁判情報管理提供業務の

－6－



受託者において保有民事裁判情報等の漏えい、滅失又は段損の防止その他の安全管理が適切に行われな

ければならない。

そこで、指定法人は､ 必要な安全管理措置を講ずることができる技術的能力及び経理的基礎を備えて

いる必要があることはもとより、組織的な安全管理措置、人的な安全管理措置 物理的な安全管理措置

及び技術的な安全管理措置を講ずるとともに、受託者に対する適切な監督を行うことが求められる。

4 料金に関する基本的な考え方

本制度においては、民事裁判情報管理提供業務に要する費用を指定法人が利用者から収受する料金に

よって賄うことが想定されており、その適正かつ確実な実施を担保できるように料金が定められる必要

がある。他方、民事裁判情報には公共財としての価値があり、その活用を幅広く促す観点から、利用

者にとって料金が過度な負担とならないよう配慮する必要もある。

そこで、指定法人は、民事裁判情報管理提供業務に要する費用を勘案して合理的であると認められる

範囲内において、料金を定めることが求められる。

5 苦情の処理に関する基本的な考え方
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指定法人は、仮名加工民事裁判情報の作成に当たって遺漏なく仮名処理を実施しなければならない

が、遺漏があった場合は、速やかに是正する必要がある。また、法令及び業務規程の定めるところによ

り仮名処理を行った場合であっても、民事裁判情報に係る事案の内容や訴訟関係者の置かれた状況その

他の事情により、追加的な仮名処理を行う必要が生ずることも想定される。法は、こうした必要性に鑑

み、業務規程に苦情の処理に関する事項を定めなければならないこととしている。

そこで、指定法人は、当該事項を定めるに当たって苦情の申出に係る手続を明確に定め、インター

ネットの利用その他の方法によりこれを公表するとともに、法務省令の定めるところにより、仮名加工

民事裁判情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理することとする。

第四 その他民事裁判情報の活用の促進に関する重要事項

社会情勢の変化、技術の進展、民事裁判情報の利用状況等により、民事裁判情報の活用の促進に関して

取り組むべき施策等の内容が変化する可能性がある。このため、法務大臣は、こうした動向や、国際的な

動向を勘案しつつ、必要に応じて、基本方針を見直し、適時、充実を図るものとする。特に、法附則第五

条の規定による法の施行後五年を経過した時点における法の施行状況に係る検討の際には、基本方針につ
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いても併せて所要の検討を行うこととする。
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機密性2

令和8会計年度における協議会等開催計画（上半期分）
(中央協議会等）

番
号

種別 開催時期 会期 開催方法 協議事項 協議員等 所管局課 総人員

調停委員協議会 5月 IごP－ ト イTｴｱ〒
〃 － U 、 ／ 一

ﾌ会議）

調停制度の在り方に関し考慮すべき事項 民事調停委員、家事調停委員1 1日 民事局

家庭局

約1 ()()人

人事関係等事務打合せ（高裁事

務局次長）

5月 リモート（ウェ

ゾ会議）

人事行政等事務全般の連絡協議2 1日 高裁事務局次長 人事局

首席家庭裁判所調査官事務打合
せ

5月 参集（※） 高裁の所在地を管轄する家裁の首席家裁調査
官が行う調整事務に関し考慮すべき事項

高裁の所在地を管轄する家裁の
首席家裁調査官

； 1日 家庭局

長官、所長会同 6月 参集（※） 当面の司法行政上の諸問題 高裁長官、地裁・家裁所長4 2日 総務局

家事関係中央協議会（裁判官

等）

7月 家事事件の運用に関する連絡協議5 リモート（ウコ

ブ会議）

1日 l 家裁の部総括裁判官又は上

席裁判官のいずれか1人（事件

の種別ごとに担当者が異なる場

合は複数人でも可。）
2 家裁の首席耆記官、次席書
記官、総括主任書記官又は主任
書記官のうちいずれか1人（事

件の種別ごとに担当者が異なる
場合は複数人でも可。）

家庭局

経理関係等事務打合せ（高裁事

務局次長）

9月 参集（※） 経理行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長2日 経理局

画
９

人事管理協議会 t事管理上の諸問題 高裁の事務局次長及び人事課

長、地・家裁の事務局次長
※高裁単位で一部合同開催予定

7 9月～10月 リモート（ウェ

ブ会議）

1日 人事局 約130人

※ 原則参集とする。ただし、事情の変更により、リモートでの開催となる場合は別途所管局課から指示する

1



令和8会計年度における協議会等開催計画（上半期分）

(ブロック協議会等）
I

所管局課 総人員開催地協議員等

番
号 協議事項開催方法会期開催時期種別

各地裁で決定行政局各地裁新任労働審判員労働審判事件”処理に必要な基礎的知識の習得参集（※）各地裁で決定（原則
として4月～6月）

1日労働審判員研修会’

各地裁で決定民事局各地裁民事調停事件の処理に必要な基礎的知識の習得

家事調停事件の処理につき必要な基礎知識の習
得

総務、人事及び経理事務の処理に関し考慮すべ
き事項

新任民事調停委員適宜の方法（主

催庁で選択可）
各地裁で決定(原則

として4月～7月）

2日新任民事調停委員研修会フ

各家裁で決定各家裁の本庁又は支部 家庭局新任家事調停委員又はこれに準ず
る家事調停委員

適宜の方法（主

催庁で選択可）
各家裁で決定（原貝|l
として4月～7月）

２－日１
日新任家事調停委員研修会

３

札幌は

、東

福岡は

広島・高松、仙台

2高裁合同で開催（

京、大阪、名古屋、

高裁単位で開催

人事局

経理局

総務局

高裁の事務局次長、総務課長、人
事課長及び会計課長、地家裁の事

務局長

リモー ト（ウェ

ブ会議）
6月～7月 1日事務局長協議会

４

各地裁で決定民事局簡裁の裁判官及び書記官、民事調

停委員、司法委員

各地裁簡裁の調停制度及び司法委員制度(ｿ)運用に関l
実務上考慮すべき事項

適宜の方法（主

催庁で選択可）
各地裁で決定

（6月～翌年3月）

へ日
日

１
２民事運営改善研究会

民事調停委員研究会

民事調停委員ケース研究会

各地裁で決定民事局各地裁民事調停委員民事調停事件の処理につき必要な応用的知識及
び技術の習得

民事調停事件の処理につき事例研究の方法によ
る実践的な知識及び技術の習得

司法委員としての職務につき必要な実践的知識
及び技能の習得

適宜の方法（主

催庁で選択可）
各地裁で決定
（6月～翌年3月）

へ日
日

１
ワ
】

h

各地裁で決定民事局各地裁民事調停委員適宜の方法（主

催庁で選択可）
各地裁で決定

（6月～翌年3月）

へ日
日

１
２

各地裁で決定民事局各地裁司法委員適宜の方法（主

催庁で選択可）
各地裁で決定

（6月～翌年3月）

（日
日

１
２司法委員研究会8

各高裁で決定刑事局

家庭局

各高裁意見交換等のテーマに応じた外部
有識者等並びに高裁、同高裁管内
の地裁、家裁の裁判官及び被害者

対応をする可能性のある職員（高
裁管内の各地家裁から最低限裁判
官その他の職員各1人に参加して

もらう予定）

犯罪被害者等基本法19条の趣旨を踏まえ、犯
罪被害者等の置かれた立場、状況等に関する理
解を深ぬるための意見交換等

参集（※）各高裁で決定

（6月～翌年3月）

、 白 F
LJ . LJ ト犯罪被害者等の置かれた立場、状

況等に関する理解を深めるための

研究会

9

各地裁で決定刑事局各地裁刑事事件担当の地裁の裁判官、書
記官及び保護観察所の職員

1 保護観察の実情について

2 その他

家事調停事件の処理にづき必要な専門的知識の
習得

参集（※）各地裁で決定

（6月～翌年3月）

0． 51保護観察に関する連絡協議会10

各家裁で決定家庭局各家裁の本庁又は支部家事調停委員適宜の方法（主

催庁で選択可）
各家裁で決定
（6月～翌年3月）

ワ
］）（

日１
日家事調停委員研究会

家事調停委員ケース研究会

家事運営改善研究会

参与員研究会

11

各家裁で決定各家裁の本庁又は支部 家庭局家事調停委員家事調停事件の処理につき事例研究の方法によ
る必要な知識の習得

家事事件の処理に関し考慮すべき事項

適宜の方法（主

催庁で選択可）
各家裁で決定
（6月～翌年3月

２

Ｆへ日１
日

1り
ふ 堂

各家裁で決定各家裁の本庁又は支部 家庭局家裁の裁判官及び書記官、家裁調
査官、家事調停委員、参与員

適宜の方法（主

催庁で選択可）
各家裁で決定
（6月～翌年3月）

２一日１
日13

各家裁で決定各家裁の本庁又は支部 家庭局参与員家事審判事件及び人事訴訟事件の処理につき1必
要な専門的知識の習得

適宜の方法（主

催庁で選択可）
各家裁で決定
（6月～翌年3月）

ワ
］〕（日１
日14

各地裁で決定刑事局各地裁学識経験者並びに地裁の裁判官及
び書記官

刑事事件の鑑定を巡る諸問題

医療観察事件の処理上問題となる事項及び実体
的な判断の在り方に関して考慮すべき事項

参集I0 5日各地裁で決定

（7月～翌年3月）

脂

一 刑事局 各地裁で決定精神保健判定医及び精神保健参与

員候補者並びに地裁の裁判官及び
書記官

各地裁参集（※）0 5日各地裁で決定

（7月～翌年3月）
16

＝



総人員所管局諜開催地協議員等

番
号 協議事項

法廷通訳経験のない又は少ない初級レベルの通
訳人候補者等を対象とした法廷通訳に必要な知
識・技能の習得

開催方法会期開催時期種別

各高地裁で決

定

刑事局

民事局

行政局

家庭局

各地裁通訳人候補者となることを希望
し、かつ、対象言語の通訳人とし

てひ)適性を備えていると認められ

る者又は通訳人候補者並びに地裁
の裁判官及び書記官

参集（各高地裁で決定

（7月～翌年3月）

()． 51法廷通訳荘礎研修17

各高裁で決7刑事局

民事局

行政局

家庭局

各地裁通訳人候補者並びに高裁及び開催
地の地裁の裁判官及び書記官

中級レベルの通訳人候補者を対象とした法廷通
訳に必要な知識・技能の習得

リモート（ウェ

ブ会議）
各高裁で決定

（7月～翌年3月）

1 日法廷通訳セミナー18

各高裁で決定刑事局

民事局

行政間

家庭局

東京、大阪各地裁通訳人候補者並びに東京、大阪各
高裁及び東京、大阪各地裁｡)裁判
官及び書記官

リモート（ウェ

ブ会議）
各高裁で決定
（7月～翌年3月）

1日法廷通訳ブーケ'－1－ア､ｿプセミナー19

刑事局（一部合同開催）

3～4高裁で開催（開催地

は未定）

地裁本庁所在地の検察審査会（複
数の検察審査会が設置されている

場合には、第一検察審査会)の事
務局長

参集（※）9月～11月 (）． 5日検察審査会事務局長研究会)0

各地裁で決定行政局各地裁労働審判員参集（努）各地裁で決定

（原則として9月へ

12月）

1口労働審判員研究会ワ1
ｰ ▲

各地裁で決定民事局’各地裁破産事件の破産管財人、民事再生
事件の監督委員及び個人再生委
員、会社更生事件ひ)管財人等

参集（弾）各地裁で決定

（9月～翌年3月）

1 m管財人等協議会ワワ
ー ｰ

歳 原目ﾘ参集とする。ただL、事情")愛更によﾄ)、リモートでの開催となる場合は別途所管局課から指示する



機密性2

「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要

綱」の一部改正について

｢裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱」を別紙のとおり

改正する。

以 上



機密性2

(別 紙）

「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要

綱」の一部改正について

記第9の1中「第2条第8項」を｢第2条第9項」に改め、同2の表第6の1の

（1）のアの項中「第2条第9項」を「第2条第10項」に改める。

付 記

この改正は、令和8年2月1日から実施する。



【審査室会議配布資料】

|’’ 法テラスの中期目標について

h 撫繍 同…｡繊励
早…標……….………辿圃ノ

一己
〆＜中期計画＞ －、

法テラスは、中期目標を達成するための中期計画を作成して法務大臣の認可
を得なければならない(同法41条第1項･第2項)。
＝法務大臣は,認可するしようとするときは、あらかじめ最高裁の意見を聴かなければならない

L(同条第3項)｡ －ノ

<己

／＜中期目標の期間終了時における検討＞ ‐、

法務大臣は、中期目標の期間の終了時に業務継続の必要性､組織のあり方そ
の他その組織及び業務の全般について検討しなければならない(以下、この検
討を｢見直し意見｣という｡）(同法42条第1項)。

L-法務大臣は､この検討をするにあたり､最高裁の意見を聴かなければならない《同条第3項)｡ ノ

詞＜法テラス設立時からの中期目標の期間＞

、
』

〆
Ⅳ

魁

第1期中期目標 平成18年4月10日～平成22年3月31B

Ｔ
Ｊ

〆
叱 第2期中期目標 平成22年4月1日～平成26年3月31日

、
１
１
１
１

』

〆
Ｌ 第3期中期目標 平成26年4月1日～平成30年3月31B

I
Fr

LL

第4期中期目標 平成30年4月1日～令和4年3月31B

1

Ｆ
Ｌ 第5期中期目標 令和4年4月1日～令和8年3月31日

法務大臣は、今般、当該期間の終了時の検討として見直し意

見(案)を策定し､最高裁に求意見をすることとなる。

第6期中期目標 令和8年4月1日（予定)～



【審査室会議配布資料】

裁判の迅速化に係る

検証に関する報告書

令和7年7月

最高裁判所事務総局



目 次

はじめに（第11回迅速化検証結果の公表に当たって） 1

’
1 本報告書の概要

裁判の迅速化に関する検証に関する報告書（概要） 4

Ⅱ裁判手続のデジタル化の今とこれから ’
1 はじめに。。・・・・・・・

2 民事訴訟手続のデジタル化.

3 家事事件手続等のデジタル化

4 検証検討会での議論・・・・

２
４

９
２

３
３

３
４

■
■
■
■

Ⅲ地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情 睦
1 民事第一審訴訟事件等の概況・・・・.。・・・・・・・・・・・・・・・.。・・・・・・・

1 1 民事第一審訴訟事件全体の概況・・・・・・・・・・・・・・・・。。・・・・・・・.

1 2 個別の事件類型の概況・・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 2 1 医事関係訴訟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 2 2 建築関係訴訟・・・・・・・・・・・・．。・・・・・・・・・・・・・・・.

1 2 3 知的財産権訴訟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。.・・・・・・・

1 2 4 労働関係訴訟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.。・・・・・・・.

1 2 5 行政事件訴訟・・・。。．’・・・・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・

2 民事第一審訴訟事件に係る実情調査の結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

’ 3 検証検討会での議論・・・。。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4 今後に向けての検討・・・・..・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.

４
４

２
２

２
３

８
９

６
３

５

４
４

６
６

７
８

８
９

０
１

１
１

１
１

■
■
■
■
■
■
■
■

Ⅳ地方裁判所における刑事通常第一審事件の概況及び実情 陰
1 刑事通常第一審事件の概況・・・・・・・・・・・・.。・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 1 刑事通常第一審事件全体の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 2 裁判員裁判対象事件の概況・・・・・・・・・・・・。・・・・・・・・・・・・・・・

2 刑事通常第一審事件に係る実情調査の結果・・・・・・・・。・・・・・・・・・・・・・・・

3 検証検討会での議論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.。・・・．

4 今後に向けての検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。・・・・・・・・・

８
８

７
５

９
０

１
１

２
３

３
４

１
１

１
１

１
１

v家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等 ＆
1 家事事件の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 1 家事事件全体の概況・・・・・・・・・・．・・・・・・・・・・・・・・．。・・・・・・・.

1 2 個別の事件類型の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２
２

２

４
４

５
１

１
１



1 2 1 遺産分割事件・・・・..・・・

1 2 2 婚姻関係事件・・・・..・・・

1 2 3 子の監護事件・・・・。・・・．

2 人事訴訟事件の概況等・・・．．．．。．．．、

2 1 人事訴訟事件の概況・・・・．．・・．．

2 2 審理期間の長期化傾向に関する分析・・・

3 家事事件及び人事訴訟事件に係る実情調査の結果

4 検証検討会での議論・・・・・・・．．・・・、

5 今後に向けての検討・・・・・・・．・・・．．

２
７

４
８

９
２

５
０

２

５
５

６
６

６
８

８
９

９
１

１
１

１
１

１
１

１
１

’Ⅵ 上訴審における訴訟事件の概況
1 高等裁判所における控訴審訴訟事件の概況・・

1 1 民事訴訟事件の概況・・・・・・・・‘

1 2 行政事件訴訟の概況・・・・・・・・’

1 3 刑事訴訟事件の概況・・・・・・・・’

2 最高裁判所における上告審訴訟事件の概況・‘

2 1 民事訴訟事件の概況・・・・・・・・‘

2 2 行政事件訴訟の概況・・・・・・・・，

2 3 刑事訴訟事件の概況・・・・・・・・‘

一～

５
５

４
９

２
２

５
８

９
９

０
０

１
１

１
１

１
１

２
２

２
２

２
２

資 料 編

www.co''rts go j p/tollkei_siryoll/siryo/hokokll_11_hokokusyo/illdex html)に掲載裁判所ウエブサイト(ht tps

■ p

ll



はじめに（第11回迅速化検証結果の公表に当たって）

裁判の迅速化に関寸~る法律（平成15年法律第107号。以下「迅j虫化法」という。)!が施行されて20年余

ﾚﾉが経過した。この間、最高裁半11所は、｜両l法8条1項に蛙づき、哉111 (/)迅i虫化に係る検Iilli (以下「迅速化検

証」とい｡)。）に関する報告書を、平成17年7月から令fll 5年711まで、2年ごとに10 11TIにわたし）公表し

た。これら各回の報告は、一連一体となって裁判の迅速化に係る総合|'I(J、客観的かつ多角的な検証の結果

（迅速化法8条1項）を示すもり)であﾚﾉ、本報告耆はそれに続く第ll l11lの検証結果を公表するものである。

第ll l!1lの迅速化検証において(t、デジタル化が進む!|!で裁半ll所の衿F続におけるデジ勺ル化の現状を確

認することとし、検証検討会において雌,膚i裁判所からデジタル化ﾘ)｣:ImlfF地及びこれ力､らぴ)状況につい-〈報告

がされた。

その'三で、後記d)とおし)、第6 1''l以降の検証方針･に従い、統計データ2の分析を!|'心としつつ、これまで

の検証結果をフォローアップする形で'吏施することとし、これまでの検『i[と同様に、地ﾉj裁判所における第

審訴訟市件及び家庭裁判所における'家ｻ;:,ｻｷ件等について、最新v)統計データを川いて番瑚期間等ひ)状ﾙﾋの

検証をil豐い、高諄哉判所における控訴審訴訟訴件及び最高哉fll所における’2告審訴訟'|f件について#)、併せ

て晶新0)統計データに坐づく検証を行っ‐くいる。

また、民事第一審訴訟ｻｷ件、刑‘侭j由常第一審事件、家事事件等について、それぞれ2か所で、我fll所、

検察1 1: ( )｢l1聿通常第一審"l)件のみ）及び弁護上会に対して、実情調街を実施した。なお、円iⅡ川lの実‘情洲霞は、

新型ｺﾛｰﾉｰウイルス感唯症け)感唯拡ﾉK(/)影響を受けて、 部ウェブ会錠システムを利用しながら実施したが、

今I! 11の実情調査はいずれも現地において対面で実施した‐

実‘|肯!凋占で|士、i《として、民事第一'編訴訟事件につい-<は、デジタル化が進展寸一ろ!'1における争,11,(整理

の現状と課題や、合議体による審瑚U)現状と課題などを、刑事通常箱一番帝件につい-くは、裁判貝栽判対象

'州牛における公判前I釘IM下統ﾘ)長期化甥|ﾉ〈|や充実した公､卜ll前整理f続を迅述に行-)ための取組等を、家‘僻事

件等については、家'li調停におけるI淵停運営改善の眼細り)効果の検丙llﾐと1通なる課題や、人事訴訟における合

理的かつ効果的な争,l,l､<!幣哩等の実現ひ)ためひ)方策と課題などを取レノltげ､た。

f 11 l'_'lの迅速化検柾結果の公表に向けて、検証検討会を計-l 1''|開催した。第10 |''I(/)椎征検討会において

は、新ﾉｬ'1コロナウイルス感唯症')感唯拡ﾉ<(/)影響を受けて、一部ウェフ'会議システムをfll用しながら開催し

たが、今|''|ﾘ)検証検㎡､I会はいずれも対面で開催した（検征検討会の|＃|催状ﾙﾋ、各|' '1における議耐ﾘ)テーマ樺

は【炎】のとおりである｡)。

なお、第l lplから箱5 1111まで0)検証では、それぞれそり)時期ﾘ)妓新の枕;l･データを川いて審理期間等の

状況を検証するとともに、統計データや実情調在等に畦づき長期化甥|ﾉ《|を分析・検斤､|･し(\ 3 11!l報告群)、

それを解消するたげ)v)施策を提示したほか(\ 4 11'1報告辞)、紛争やLIf件ﾘ)"] li,1に影響を与える社会的要因

の分析・検証（第5 1''l報告苦）をfI:･)なと，した。こ-)し-E迅速化法ﾘ)施行後10年0)節Hを迎え、迅速化法

附則3項に基づき、政府（法務省）において「裁判の迅速化法に関寸-ろ検討会」（以I､．’政府検討全」とい

う｡）が開催されたが、そこでは、迅i虫化法の基本的枠組津の必要‘|ﾉ'三・箙要性は変わらず、最高裁卜||所によ

'

1 1

’1■

’迅速化法の目的については、「この法律は、司法を通じて権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十

全に果たすために公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われることが不可欠であること、内外の社会経済情勢等

の変化に伴い、裁判がより迅速に行われることについての国民の要請にこたえることが緊要となっている二と等にかんがみ、裁判の

迅速化に関し、その趣旨、国の責務その他の基本となる事項を定めることにより、第一審の訴訟手続をはじめとする裁判所におけ

る手続全体の一層の迅速化を図り、もって国民の期待にこたえる司法制度の実現に資することを目的とする。」と規定されている

（同第1条)。

』本報告書において分析に利用した統計データは、出典を示したもののほかは、令和7年4月15日現在のもので(なお、第10回報

告書で報告した以降に統計データが修正された場合には、修正後の統計データを褐記する。）、特に明記しない限り、令和6年(1

月から12月)の既済事件を対象としている｡統計データは、これまでの報告書と同様、司法統計に基づいている。

1



ろこれまでの検証結果の公表の在ﾚﾉﾉﾉは今後も維持されるべきであり、最高裁判所において検証が引き続き

行われることが期待されるなどとされた。

蛾尚裁､#ll所は、こり)検討結果も路たえた上で、引き続き迅速化検証を続けていくこととし、第6 1'!l以降

の検証は、第5 111主での10年の検証結果を前提に、統計データの分析を中心としつつ、これ主での検証結

果をフォーローアップする形で実施する二ととしていろ。

【表】 検証検討会における議論の状況

、 開催年月 容意見交換の内日

第11回検証の進め方について

民事・刑事・家事の実情調査の実施方針について
第70回 令和5年10月3日

令和6年7月30日；・民事・刑事・家事の前半実情調査の結果について第71回

民事・刑事・家事の後半実情調査の結果について

第l1回検証報告書案について
第72回； 令和7年1月22日

第73回； 令和7年5月19日i･第11回検証報告書案について
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裁判の迅速化に係る
検証に関する報告書

く概要）

令和フ年フ月

最高裁判所事務総局

H1
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第11回迅速化検証について

● 迅速化検証について

裁判の迅速化に関する法律8条1項に基づき､裁判の迅速化に係る総合的、客観的かつ多角的な検証を実施

【従前の迅速化検証】

統計データを用いた審理期間等の検証と裁判手続の実情調査を行い､検証検討会を開催した上で､検証結果を公表

検証検討会
’

０１１
１

１－函『’

’
民事､刑事､家事について

裁判手続の現状や課題等

民用いた

の実情を調査(各2か所

【第11回の迅速化検証】

従前の枠組みで検証を行い､検証検討会を開催した上で､検証結果を公表

これに加えて､裁判手続のデジタル化が進む中で各手続のデジタル化の流れを概観した

5



ｒ
ｋ

Ｉ
ｌ
ｌ
ｊ《参考》検証検討会委員について

座 長 山 本 和 彦 （中央大学法務研究科教授）

委 員 出 井 直樹 （弁護士［第二東京弁護士会］）

上 塚 亘 由 （産経新聞東京本社総務本部人事部長）

奥 山 信 一 （東京科学大学環境･社会理工学院教授）

川 出 敏 裕 （東京大学大学院法学政治学研究科教授）

佐 古 和 惠 （早稲田大学墓幹理工学部!|胄報理工学科教授）

島 戸 純 （東京地方裁判所判聿）

高 取 真理子（横浜地方裁判所判事）

畑 中 良 彦 （最高検察庁公判部長）

原 琢 己 （弁護士［第一東京弁護士会］）

山 田 文 （京都大学大学院法学研究科教授）

※ 令和7年7月現在（敬称略）
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裁判手続のデジタル化の今とこれから
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裁判手続のデジタル化のスケジユール

'1

令和6年

（2024年）

一
一

年
年
年
；

７
８
泌
年

和
和
加
配

令
令
く
加

令和10年

（2028年）

までに

令和5年

（2023年）

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和2年

（2020年）

′瀞、

■■■ 齢。
' ､T L

1､l

■■■■■■妬：

ウェブ会議に

口頭弁論が可

状のオンライ

訟記録のオン

が可能に

「mints｣ (ミンツ）の

運用開始
ウェブ会議による

争点整理手続の運用開始
民事訴訟手続

■

民事訴訟手続のデジタル化

のための法律が成立

民事非訟手続

／
１
１

、

ウェブ会議による

民事調停の運用開始
（民事執行手続、

倒産手続、

民事調停手続など）

民事執行手続、倒産手続、

家事事件手続等のデジタル
化のための法律が成立

申立書等の

オンライン提出

事件記録のオン

イン閲覧が可能

1

家事事件手続等

家事事件手続等における

ウェブ会議の運用開始（家事調停、

家事審判、

人事訴訟など）
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民事訴訟手続のデジタル化

豊血

出頭が必要

鈴
3「裁判手続等のIT化検討会｣取りまとめ

｣

一、

1

Pテ，

侭

上ノ丁

I|
0■■■■

■■■■■ e 田‘薇
蕊曹

■

|日法下でも可能なｳｪﾌ会議等のデジタルツールを活用した争点整理の運用

法改正によって直ちに実現可能な運用（ウェブ会議による口頭弁論期日等）

3法改正十システムの開発･導入等により実現可能な運用（オンライン申立て等）

フェーズ11｛

フェーズ2

フェーズ3

（ －－）R4.5.25民事訴訟法等の－部を改正する法律公布（段階的に施行）

1！ I 1 ③改正法の全面施行に向けた準備
｢霊F|e帳図画理’o R2.2～ ｳｴﾌ会議を活用した

争点整理の運用開始

R5.3～ｳｪﾌ会議による双方不出頭の

弁論準備手続

R6.3～ｳｪﾌ会議による口頭弁論手続．

oウェブ会議のアプリケーションを利用

一ｳｪﾌ会議以外にも便利な機能あり！

o R4.4～e提出の－部先行実施として

「Inints｣導入開始

一当事者：印刷や送付の手間が不要に！

‐裁判所：データの利活用が容易に！

_一一一一一一一一~～－－

ﾙｯﾄﾍのﾒｯｾｰｼ投稿ヲ、データ共有

。（遅くとも) R8.5

一律に電子提出力同能に。

訴訟記録が電子化､インターネットで閲覧可能に。

‐民事訴訟規則の改正

現在、システム開発設計作業中L－し一一一－ －－－－~、

に_遮圖…三雲童一三
QQ 0

ML ー 一 一 ー 可 一 一 =

毛凸一と

、 ■力

Lいこと Ff9A

⑯
一～弧

白 主刀にル に！｡
ー

■■■■■■

■■■■■

二 一一 甲 一 一
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e●|ﾙLllI

⑪ｳｪﾌ会議 emints e提出



家事事件手続等のデジタル化 b=06

島 菅

6.1 " || R62
‐41蕊 》、,

み や

単

産

｜

｜

’

ｳ恩 、

:R RR5．12 1 R6 R6.R5 ｡6R3. 12 5.4
… r学

、 家
家家事審判手続・子の返還申立手続． 可

家事抗告手続におけるウ土ブ会議運用開始
j全高裁本庁・支部、家裁本庁・支部・
出張所）、人事訴訟の争点整理手続における

ウェブ会議運用開始( 全家裁本庁・支部）‘

調停・審判・

人訴における

ウェブ会議の

広がり

全ての支部・出張

において、順次

ウェブ調停運用開

曄
野

．ｚ》
“

始
け
、
〕

ての家裁本庁に

いて、ウェブ調

運用開始

ての支

おいて

二’（

＝'r，

ロェミ

プ

つ

ソ「

調停 火

出

／
"

ゥエブ調査の

広がり
ウェブ

運用開
（全て0

ウェブ調査運用開始
（全ての高裁本庁・支部、

家裁本庁、､一部の支部）

弓

ワ

ウェブ調査試行 Ｊ
Ｋ
１
ヨ

「
土
べ
派

戸
四
戸
』

の受け止め調停
編

<調停委員の声〉<当事者の声〉

①当事者の

出頭負担の軽減
・パニック陣'!if等(ﾉ)障害を抱えている当事行も''''七から安心して

参ﾉjllできた。
城判所に赴く(1 IHが少なく、時間をイ1効にﾊ叶川できた。

"+l1iﾘ｢ﾘ)待介案に↑｢<よりも↑､'fち時|川に|1.合せをしや十かつ

V事案等 ・当事者の勤線ﾘ)配慮等ﾘ)'li務負IⅡを軽減でき、事情聴取など(/）

にり'+!核的なLif符に注力十ることができた。代FI!人'I#務所や白宅からも参加でき、安心感が方)った におけるに

心‘暗に寄り添った働きかけがiﾘ能。当｜ﾙｰ汁け)態度も柔fllになっ炎情や{| : 111I'冒などの非･言,i,'f的|,'i fl" )交換ができ、安心感が巾)つた。

発盲.のタイミンクゞを計･りやすい。 電話会議との比較 た

l11I
lgD|"↓洲

｜
剛

'"- ' ,･|',,|｣ l 、 ･ MI ． 『 〆

'|Hれたか,灘’二'#務所からリラックスして参ﾉjllできた。
④対面との比較 Li l l I,| | 'I
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1

〆
‐
皿

検証検討会での議論（委員等の意見）

■

ｒ
Ｌ
旧
旧
旧

デジタル化の現状について
・L 型

民事訴訟手続について、まもなくフェーズ､3を迎えるが､現状､rnintsは広く利用されているとはいえない

才 改正法の施行後は､弁護士は電子提出が義務付けられるので､電子提出のシステム利用の実情は大きく変わると思われる｡フェーズ3に向けた

準備として､弁護士はnnintsを用いて電子提出の方法に習熟しておくことが望ましい

一－ － －－ －＝－－－ ‐ －■一一一 ー

－ 、
『~

h径

デジタル化の将来に向けて
‐ゴ

これまでの紙での事務を単に電子化するというだけではなく､デジタルの機能を利用してどうやって裁判が効率的に運営できるかというところから検討す

るのが望ましい

実情調査の結果を踏まえ､今後もデジタルツールを活用した審理の工夫が加速することを期待したい

、
ノ

今後に向けた検討
巳戸

デジタル化の将来に向けて
｡

三

● 今後さらに改正法施行後の裁判手続について､裁判所と弁護士とで認識を共有し､それぞれ習熟をはかることが菫要である
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地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情

L P
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民事第一審訴訟事件全体の概況

及び既済件数の件数 数 移新

垂国一 推

●既済件数は令和2年まで減少傾向にあったが､令和3年に増加し、

その後はほぼ横ばいの状況

●新受件数は減少傾向にあったが､令和5年からは増加

(※ただし､令和2年以降のデータには､新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言発出の影響もあると思われる。）

新受件数の推移 既済件数の推移
25().()()(） 250．0()(〕 I一一一一

R6 :14万1 562件

(R4から約1万5000件増加）
R 6:13万9370件

(R4から約7500件増加）

2()0.0002()0.0()0

148，307 146,681143,817 1 40.973 148･023 145,983135,()74 141,526
l38､444 134'935 133.43(1 13(1.862 126,664 既 ’5()･()0(）
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数 l()0．000
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新
受
件
数
（
件
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50．000j().()0(）

｜ | I
1｝【）
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27年 28年 29年 3()年 元年 2年 3年 4年 5年 6年27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年 6年

合議事件の状況
●審理期間2年超の既済事件における合議事件数は近年横ばいで

●未済事件における合議事件数は近年はやや減少傾向 あったが､令和6年は減少。また､合議率は､令和2年以降減少し､令
和6年は令和4年と同水準となっている

（※ただし､令和2年以降のデータには､新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣三発出の影響もあると思われる。）

議 状

審理期間2年超の既済事件における合議事件数及び合議率の推移未済事件における合議事件数及び合議率の推移
20.(）20．0(川
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民事第一審訴訟事件全体の概況

【平均審理期間の推移】
110

1(二'Q

､1｡

均‘二'(二)

し登
り心＊

8r3：

公’：-1「）

馴

州
一、 7r’

月

R6 :92月(R4から1．3月減少）

三戸缶~読、
～諺

"
〆

〆

_＝一一三一→一行全
全一

～

＝

承、 /ぞ三一
〆

廷～ｰ→一
〃- f『三‘

＝

1-

F10

平成

どヨ正

平成 平成 平.威 平成 平成 平成 平成 令扣 令扣 令和 令扣 令扣 令扣

94年 皇.B年 曾E1年 27年 ご:ｺ年 ごり年：］Q年 元年 2年 己年 4年 E,年 E,年

平成 平成 平威 平成 平成 平.吹

17年 1s年 1'3年 2'二'年 J1年 型型年

F ー一一

手続段階別平均期間及び係属期間2年超の未済事件の割合等の推移

●平均審理期間の手続段階別の内訳が変化 ●係属期間2年超の未済事件は近年減少傾向
・手続段階別に平均期間を見ると､訴え提起から第1回口頭 ・ 係属期間2年超の未済事件の数及び全未済事件に占める
弁論までの平均期間が長期化傾向 R6 : 9.3月(R4から3 9月増加） 割合は､令和3年をピークに減少傾向

・他方､第1回口頭弁論から人証調べ開始までの平均期間は R6: 1万0330件(R4から1 545件減少）R6: 10.2% (R4から1.5%増加）

短縮傾向 R6: 10.2月(R4から3 8月減少）

（※上記内訳の変化には､争いのあることが判明した事件につき､第1回口頭弁論期日を経ることなく､最初からウェブ会議なども活用した争点整理を行うなどの取組が進められていることなどが影響しているものと思われる｡）

人証調べを実施して対席判決で終局した事件における手続段階別平均期間の推移 係属期間2年超の未済事件の割合及び係属期間別事件数の推移
3年超4年以内

10年超

■■■4年超5年以内2年超3年以内

5年超10年以内
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平均審理期間の推移

●令和5年･令和6年は短縮

・平均審理期間は､平成22年以降､おおむね長期

化傾向｡令和5年･令和6年は短縮し､令和元年

頃の水準に回帰

(※ただし､令和2年以降のデータには､新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び
緊急事態宣言の発出の影響もあると思われる。）
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Ｆ
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Ⅱ
Ｉ
Ｌ 民事実情調査の結果

デジタル化が進展する中における争点整理の実情と課題（争点整理の現状等）

、 序盤の争点整理の充実化 。
；jン 藍 、 鍔 ？

● 早期に実質的な争点整理を行う運用の浸透 ・ 序盤の口頭協議では､予想される争点や立証の予定を整理するほ
・第1回口頭弁論期日指定後に被告代理人が選任された場 か､和解も念頭に紛争の背景聿情を聴取｡聿案の複雑さ等も踏まえ
合､同期日を取り消すなどした上､実質的反論を記載した＝面の て､口頭協議の濃度も変えながら実施
提出に必要な期間を踏まえて新たな期日を指定する運用が広まる ● 効果
・弁護士においても､交渉段階において当事者間でどこに認識の ・ 序盤の口頭協議によって､審理の見通しが立てやすくなり､ポイントを
食い違いがあったかを準備書面に記載するなど､早期に実質的雷 絞った主張立証も可能になる
理を行うための工夫がみられた → 審理期間の短縮にもつながる可能性

Ｐ
」

発な口頭議論を行う方策の活 浸透

● rnintsの活用
･ rnintsで提出された書面のデータを用いて､相手方の認否に応じて

当事者の主張を色分けし､否認部分と争いのない部分に整理する

など､データを活用して視覚的に事案を把握する工夫が紹介された

、書面の提出期限の遵守は協議を行う前提になるところ､nlintsの

自動督促機能には書面提出を促す効果があるという指摘があった

●デジタルツールを活用した認識共有の促進
ｳｪﾌ会議のアプリケーションを活用し､①期日で指示した準備聿

項等を裁判所から投稿機能で共有､②提出された書面を踏まえ、

期日に口頭で確認したい点等を投稿機能を利用して予告､③協

議事項を画面共有して協議を行うなどの工夫が浸透

→ 当聿者による効果的な事前準備や議論の活性化につながる

F

D

協議結果の共有の方法とその効果 晩

● 効果
・協議結果が投稿されると、内容が明確化し､形に残るため､認識共

有に資する｡ただし､投稿を確認しない弁護士もいるとの指摘あり

・裁判所からは､投稿機能を利用して当事者と結果を共有する場合、

裁判官の異動があった際にも､前任の裁判官が当事者と共有した内

容を､後任の裁判官が確認することができ､裁判官の弓|継ぎという観

点からも有益と考えられるという意見があった

● 結果共有の方法
・最終的に確定した争点や審理中盤で争いのないことを明確に

すべき場面は調書に記載する一方で、ノンｺﾐｯﾄﾒﾝﾄルールを

前提にした暫定的な協議結果は投稿等で事実上確認する

．特に､非定型的な類型の訴訟において有益であるとして､期日

で争点となる主要事実や主張の骨子を確認して､その結果を投

稿機能を活用して認識共有を図る工夫も紹介された

’
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Ｉ
Ⅱ
〃民事実情調査の結果

デジタル化が進展する中における争点整理の実情と課題（争点整理を充実させるための組織的取組）

■
慨
上
■
齢
一
一

鋳;j

■
裁判所

－Eロー樫

の裁判官が無理なくできる審理運営改善の手法を共有･促進

他の裁判官の期日を実際に見てもらう期日見学､投稿サンプル集の作成などの取組

１
隻
１
劃
歯
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

弁護士会

争点整理やデジタルツールの活用について議論するほか､口頭協議､ノンｺﾐｯﾄﾒﾝﾄルール等を若手弁護士の講習で紹介

裁判所＆弁護十会
～

、裁判所と弁護士の関係委員会との意見交換のほか､若手の裁判官と弁護士の間での新たなプラクティスの検討など､意欲的な取組も紹介された

、実情調査を行ったうちの1庁では､nnintsの利用率が非常に高かったところ､裁判所が説明会の実施､説明動画等の周知の他､個別の事件でも

必ず利用の意向確認をするなど裁判所力積極的な働壹かけをしたことや戻際に使ってみると使い勝手が良かつたこと葱どからrnintsの普及につな｜がっているという意見もあった

Ｆ
Ｉ
Ｌ 合議体による審理の現状と課題

● 合議体による審理の実情
・合議に付している事件類型としては､①医療､建築､行政､知的

財産､労働関係事件の他､世間の耳目を集める事件や聿案が複

雑困難なもの等（実情調査庁のうち小規模庁の実情）、②安全

配慮義務違反が問題となるものや､証券取引関係､国家賠償､事

実関係が複雑で判断に迷うもの､社会の耳目を集めるもの等（実

情調査庁のうち大規模庁の実!'冑）が挙げられた

・いずれの庁からも､新件の訴状の回覧や､定期的な棚卸し（単

独事件として係属している事件の中に付合議相当なものがないか、

部内で議論し洗い出す作業）に加え､各裁判官から適宜のﾀｲﾐﾝ

ｸで部内で相談するなどして合議に付している実情が紹介された

．裁判所からは､付合議によって多角的な視点で適切に結論を導くこ

とが可能になっているという意見があり､弁護士からも､合議に付されて

から､進行がスムーズになることもあるという意見があったが､合議相当

事件が単独事件として審理されている事例もあるとの指摘あった

･ nlints上に主張書面･証拠等がｱｯﾌされている場合､尋問等の弁

論期日において､合議体全員がこれらの書面を見ながら合議事件の

審理に参加することができ､より充実した審理を行うことができていると
いう実情が紹介された

● 部全体の事件の処理態勢
・ 定期的な棚卸や部内で適宜行う相談等の場で､他の裁判官から

意見を聴けるようにし､難しい事件は合議に付している

16
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検証検討会での議論（委員等の意見）
L

デジタル化が進展する中における争点整理の実情と課題

Ｆ
‐
１
１
１
１
１
ｌ
ｂ
！
Ⅱ
Ⅱ
Ｆ
１
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｂ

争点整理の現状等

争点整理の序盤の口頭協議については､有効な審理手法と考えられるが､一部の弁護士には､序盤に口頭協議を行うことの意義や､ノンコ
ﾐｯﾄﾒﾝﾄルール･デジタルツールの扱い等の口頭協議に関するルールの理解が十分に浸透していないことがうかがわれるので､その理解を促進す

ることが菫要である

投稿等での期日間のやりとりについては､手続を進行させるための新たな選択肢として望ましいものであるが､裁判官にとって過度な負担になら

I

ないよう､費用対効果を考えて実施することが重要｡言記官との役割分担についても検討を要する

裁判所からの期日間の投稿等を確認しない弁護士がいるという点については､期日間でもデジタルツールを活用して審理が進んでいくというプ
ﾗｸﾃｨｽが弁護士の間で認識されるようになれば､投槁等を確認しないといった対応はなくなっていくのではないか

可Ｆ
‐
‐
‐
‐
‐
－
，
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

争点整理を充実化させるための組織的取組
’

多くの裁判官が無理なく争点整理改善の手法を実践できることが菫要である
→ 投稿サンプル集のような､特別の知識や技能を持った裁判官でなくても新たな手法を実践できるような工夫を今後も進めるべき
審理の迅速化のためには､個別の事件において､事件を引き継いだ裁判官に適切に引継ぎが行われる工夫の検討が必要

■

合議体による審理の現状と課題
ヨ

な付合・実情調査において､弁護士からは､代理人側から付合議の上申を出すことは跨膳されるという実情が紹介されたが､このような上申は適切
議の契機になることから､裁判所において､弁護士力磧極的に付合議上申できるような方策を検討するべきである

L
」

Inintsの活用について

､審理の迅速化のみならず､裁判の質の向上にも責するものである

己録を読みながら合議を行うことができるなど､審理そのものだけでなく、

rnintsで提出されたデータを活用して､事案を効率的に把握する工夫は

複数の裁判官が同時に記録を読みながら合議を行うことができるなど、nlintsを利用して書面がデータで提出されれば、

合議の活性化の観点でも効果が期待できる

有効な手法については､裁判所内において共有するだけでなく､弁護士にもその理解を浸透させ､裁判所と弁護士が協力しながら､デジタルツー
ルを活用した効率的な審理を裁判実務に普及させる取組が重要である

17
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〃

今後に向けた検討
F

デジタル化が進展する中における争点整理の実情と課題

、
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅷ争点整理を充実化させる審理の手法

● デジタルツールを活用した取組は､一部の特別な知識や技能をもった裁判官が行っても､裁判所の聿件全体の迅速化に結び付くことは期待で

きないことから､多くの裁判官が過度な負担なく実践することができるものであることが重要

● 争点整理序盤に口頭協議を行い､議論の拡散を防ぎつつ､争点整理を進める手法の有効性は､裁判所･弁護士の間で共通認識となりつつ

あるが､協議を効果的に行うためには､その意義･目的や､ノンコミットメントルール等の基本的なルールについて認識を共有することが重要

● 期日間において投稿等を用いて争点整理を行う等の新たなプラクテイスを定着させ､弁護士に適切に対応してもらうためには､その必要性につ

いての弁護士側の理解とその理解の促進に向けた裁判所側の働きかけが重要

● 特に複雑な事件では､提出された書面等のデータを活用した一覧表等の作成が効果的な場合もあるが､データの活用を自己目的化せず、

活用の目的等について裁判所と弁護士が認識を共有し､適切な役割分担の下に効果的な活用を図るべき

1

L

議体による審理の現状と課題

《ロ

【
ｌ

‐

新件の訴状回覧､定期的な棚卸しといった､適時適切に付合議するための裁判所内部の取組は弓|き続き継続すべき

代理人側から付合議の上申も適時適切な付合議の契機になることから､このような上申ができるような方策を検討することも考えられる

●
●

』 L

フェーズ3の開始に向けて

今回の実!|冑調査では､フェーズ3の一部先行実施と位置付けられるrnintsを活用した取組が紹介されたが､電子提出された書面のデータの活用

の在り方については､裁判所全体としては検討途上

→ フェーズ3の開始が目前に迫り､デジタル化を契機にした審理運営改善の営みの真価が問われる時期に差し掛かっている｡新システムの機能を

前提とした新たな視点から､これまでの争点整理改善の取組がさらに深化していくことが期待される

18
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≦蕊簿、。 争点整理を充実化させるための組織的取糺
篭

議 鵠 鋤

●より多くの裁判官が無理なく争点整理改善の手法を実践できるようにという観点からの取組が菫要

● 効果的な取組について弁妻士全員に広く共有できるよう､引き続き弁護士会と裁判所が連携して取組を行うことが必要

灘'癖魑

隠騨鰯翻
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地方裁判所における刑事第一審訴訟事件の概況及び実情
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刑事通常第一審事件全体の概況
可■

審事件 体常第 全通
■■■■■

§鍵

●平均審理期間3.8月(R4)→3.9月●新受人員6万9652人(R4から約1 0,000人増加）

新受人員の推移 平均審理期間の推移
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刑事通常第一審事件全体の概況

h

裁判員裁判対象事件裁
声'

●公判前整理手続期間 11.5月(R4)→11.8月●新受人員 889人(R4から50人増加）

公判前整理手続期間の平均の推移新受人員の推移
|

’｜
'

(月） 一一総数 一酢自白 ÷否認
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21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年 6年
平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成令和令和令和令和令和令和

21年22年23年24年25年26年27年28年29年30年元年2年3年4年5年6年
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１
１

刑事実情調査の結果
且

判前整理手続期間の長期化要因等公

法室三者の意識

事件内容の変化＄：当

●客観的証拠の増加（防犯カメラ、SNSのメッセージ等）

●科学的･専門的知見が問題となる事件の増加

●捜査段階で黙秘する聿件の増加

●追起訴が続く組織的広域事件（強盗致瘍聿件等）の増加

１
１
Ｊ’ 当事者の訴訟活動･裁判所の訴訟指揮

●証拠開示

・広範な証拠開示の請求に伴う開示対象の検討やマスキング･謄写等に時間を要する

●主張整理等

・ 弁護人の主張明示義務の範囲･時期について共通認識がない

・統合捜査報告書の作成･刺激証拠の調整に時間を要する

●審理計画

・未済事件の増加や実審理期間の長期化により､公判期日を指定する日程が限られる

■且

非対象事件の公判準備の実情等等
且

●裁判員裁判の公判の予定が優先的に立てられ､非対象事件の公判期日を指定する日程が限られる

●公判前整理手続等が菫たい手続であるとしてあまり活用されず､当聿者の協力で証拠開示や争点整理をするのに聿実上の打合せで対応

●連日開廷は難しく、立証も五月雨になりがち
ZZ

議騨鱗繍蕊灘灘懲騨繍鰯繍鵡

が生じることへの懸念を示す意見あり
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検証検討会での議論
L

国

公判前整理手続期間の長期化要因等
。

可

薑＝者の責識の違い法

●当事者の訴訟活動をめぐる意識の違いは解決が難しく､裁判所による手続のリードをより一層期待したい

●弁護人の主張明示義務の範囲については､更に議論を深めていく必要がある

●当聿者間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ不足等によって証拠開示や統合捜査報告書の作成等が円滑に進められていない現状を改善する必要がある

’

ｒ
Ｌ

今後に向けた検討

● 何をどの程度詳細に整理すべきか､裁判所と当事者の役割分担はどうあるべきかといった公判前整理手続の運用の基礎となるべき点について､法

曹三者で共通認識を形成すべく努力を継続していく必要があり､そのような議論を踏まえた新たなプラクテイスを見出すことが不可欠

● 当事者追行主義の下､検察官･弁護人は手続を円滑に進められるよう､より密接なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとって互いの認識の齪齪を解消していくこと

が望まれる

● 裁判所においても､手続を適切にコントロールしていく姿勢が求められる

ZJ

●裁判員制度施行当初は法曹三者で協力していこうという雰囲気があったが､現在は立場の違いが先鋭化しており、意識の違いを超えて迅速化

のための方策を見出すことが難しい

●法曹三者で議論して､公判中心主義といった理想に立ち返って迅速化の意義を共有する必要がある

薦熱蕊籟弱
闇蕗宣璽勇唖： 蕊‘鶏患“ 当事者の訴訟活動及び裁判所の訴訟指揮，篭 ・鐸。

沁毎 種1
藤 鑿
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家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事訴訟の概況等
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家事事件及び人事訴訟事件の概況
L

家事事件の概況件 概
合‐

●事件類型ごとの平均審理期間

・別表第二審判事件: 6.1月

・別表第二調停聿件：7.7月

・一般調停事件 ：6.5月

●新受件数

・別表第一審判事件（成年後見関係等) :102万0157件

・別表第二事件（遺産分割､子の監護等): 10万3263件

・一般調停事件（離婚等） ： 4万728 1件

●夫婦関係調整調停の平均審理期間と平均期日間隔の推移

・平均審理期間：5.3月(H28)→5.8月(H30)→6.9月
・平均期日間隔: 1.6月(H28)→1.7月(H30)→2.1月
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1家事事件及び人事訴訟事件の概況
. ■

人事訴訟の概況

●類型ごとの平均審理期間

・ 財産分与の申立てあり ：17．8月(R4) -→19.2月
・ 財産分与の申立てなし : 12.7月(R4)→12.9月
・親権者の指定をすべき子あり: 14.8月(R4)→1 5.8月
・親権者の指定をすべき子なし: 14.5月(R4)→1 5.2月
→財産分与の審理の長期化･申立割合の増加が全体長期化の主因

●新受件数：8,984件(R4)→9,073件

●平均審理期間: 14.3月(R4)
・6か月以内に終局した聿件の割合

・1年超で終局した事件の割合

→14.8月

22.4% (R4)→22.8%

49.2% (R4)→51.1%

離婚の訴えにおける財産分与の申立てがある事件の割合

（既済事件）及び人事訴訟の平均審理期間の推移
新受件数及び平均審理期間の推移（人事訴訟）
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（大規模家庭裁判所本庁及び中規模家庭裁判所本庁各1庁とこれらに対応する単位弁護士会

に属する関係者への聴取で現れた当地の実!|冑）家事実情調査の結果
L

且

事調停における調停運営改善の取組の効果の検証と更なる課題家

一『
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事情聴取や期日運営の工夫
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冨身

一鋤” ‐‐”稲‘ 鐸脅瀧 認
凸

躍一号識 踊 擢ウTブ会議等の活用 ‘“ 繍
蕗

鱈 尋等蕊鯉 鰐 ル

蛾驚蕊鍵驚罎鄭 礎

【大規模裁判所】（R4.10～ｳｴﾌ会議利用可）
●代理人選任事案、DV睾案等での積極的な活用

●非公開性を確保の上､本人事案でも活用拡大を推進

●説得を試みる場面では出頭を求めるなど対面との使い分け
【中規模裁判所】（R6.2～ウエブ会議利用可）
●専ら代理人選任聿案で活用｡今後は本人聿案での活用も検討
【弁護士】

●電話会議と比較すると表|胄等も分かり意思疎通が容易

【裁判所】

●評議について､書面･対面を使い分けつつ､適時･有効に活

用し､争点を意識した進行方針等を共有

●ホワイトボードを活用した争点整理･当事者との認識共有

【弁護士】

●ホワイトボードの活用等による争点･準備事項の認識共有の

取組を評価｡更なる活用等の要望も

●聿案や争点に応じた効果的な事情聴取や､そのための調停

委員に対する研修の充実等を要望

蝿
1 可

一 鱸 審判等の見通しの意識･共有･伝達

【裁判所】

●事案により確度に幅があることを前提に､調停委員会の評議

で随時､審判移行後の見通し等を共有

●当聿者に対する見通しの説明は､聿案に応じて適時に必要

な範囲で､暫定的な心証であると留保を付した上で実施

【弁護士】

●調停委員会による見通しの説明について､不十分とうかがわ

れる例や､審判結果と異なった例があるとの指摘

【大規模裁判所】

●1期日90分とし､午前1枠､午後2枠の期日枠を設定

●次回期日指定の調整場面における工夫（→中規模裁判所も同様
の取組）

●係間の調停室の融通、2期日指定の積極的活用
●婚費･養育黄事件については3回程度の期日で早期解決を目指す
審理（→中規模裁判所も同様の取組）

【中規模裁判所】
●一定期間内に期日調整ができない場合､ウェブ会議、2期日指定

等の代替手段を提示

●調停委員の担当件数が偏らないよう管理
【弁護士】

●次回期日が2か月以上先になるなど間隔が長すぎることがある
●長期化の要因として担当曜日が固定化していることがあると思われ、

聿件の担当係制や調停の時間枠を柔軟にする方策が考えられる
●（中規模裁判所に対応する弁護士会の弁護士から）調停期日の
所要時間が長く､時間の目安を設け､午後2枠とすることが考えられる

。 関係職種間の連携､調査官関与の実情
里 ヱ ー

【大規模裁判所】

●評議が重複した場合の代打制（他の係の裁判官が対応）

●＝記官の事件情報の八ﾌ機能の活性化､評議の前捌き

●関係職種間でそれぞれの役割分担や家裁調査官の報告害

の記載につき意見交換

【中規模裁判所】

●家裁調査官の当番制を採用



｝
（大規模家庭裁判所本庁及び中規模家庭裁判所本庁各1庁とこれらに対応する単位弁護士会
に属する関係者への聴取で現れた当地の実情）家事実情調査の結果

』

人事訴訟における合理的かつ効果的な争点整理等の実現のための方策と課題

－_F四 ＝一-．． ．シ 、、 魂匡 ニニ冨一

合理的かつ効果的な争点整理等の実現に向けた工夫例等

●財産分与の審理における工夫

・ 事前に探索的な調査嘱託は採用しない方針を伝え不必要な申立てを抑止する

（弁護士側も､根拠のない調査嘱託申立て等への毅然とした訴訟指揮を評価）

・ 裁判所と弁護士会との意見交換会を行い､財産分与の申立時には､蟇準時を明ら

かにすること、申立人側の財産資料を提出することを依頼

・ （弁護士側から）調査嘱託の申立ての採用方針に関して裁判官によって大きな差

があることは望ましくない

Ｆ
１

』

‘‘ 審理の現状

●財産分与の審理の長期化要因

。 根拠のない財産開示要求､多数の調査

嘱託の申立て､細かい求釈明等がされた

場合､その整理に時間を要することがある

・ 調停段階で十分に整理がなされておらず、

訴訟段階になって対象財産を探す段階

からスタートすることがある

・ 離婚を争う被告が予備的財産分与の申

立てをするかに検討を要することがある

｜

’

●離婚原因の審理における工夫

・ 長期にわたる経過等が主張された場合､原告側に破綻原因として特に重視する点

につき特定を求め､被告側にはその点を中心に認否反論をするよう促す

・ 周辺事情に関する主張立証については､不必要な反論のためだけに期日を重ねるこ

とを回避し､拡散防止を図る

。 （弁護士側から）本人の意向に蟇づき周辺事情を主張せざるを得ない場合でも、

裁判官から争点との関係での菫要性等について示唆があれば深掘りしない､周辺事

！|冑は主張＝面に記載せず陳述害に記載してもらう､といった工夫

●離婚原因の審理の長期化要因

・ポイントを絞らず長期にわたる経過等が主

張された聿案において､その整理のために

長期化することがある

●人証調べ前の和解協議での長期化要因

・ 感情的対立の大きさ

・ 住宅ローン債権者との調整を要する事案

・ 和解案提示後に新たな証拠提出等がな

されることがある

・当事者が､審理の上で圭視されない資料

の提出を求めたり､条件を小出しにしたり

することがある

|●その他の審理の工夫等
・聿案に応じて､争点ごとの審理方針の協議判決までの大まかな進行の確認

・ 財産分与の審理の在り方や審理モデルに関して､弁護士会との勉強会を企画

・ 初期段階で、当事者双方に対して､調停の経緯､反訴･附帯処分の予定､争点、

和解希望等を確認

｜・ﾃｼﾀﾙﾂｰﾙを活用し､財産一覧表を共有するほか､期日間の協議､準備事項等
の投槁､提出期限のリマインド通知を行う

｜・陳述害提出を求めるﾀｲﾐﾝｸで尋問期日を仮決めする

1

1

●本人訴訟について長期化する傾向
一一一一1
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検証検討会での議論

家事調停における調停運営改善の取組の効果の検証と更なる課題

、
！
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・夢毒凹鱒
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１
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エブ会議の活用ウ期日間隔短縮の取組 一参 J,

●裁判所側が現在行っている取組（争点等を意識したきめ細かな期

日調整、1か月以内も含めた柔軟な候補日提示､他の係の調停室
の融通、2期日指定等）を評価

●聿案等に応じてウェブ会議の利用が進みつつあることを評価

蕊
h

I その他の課題等 灘

●調停における訴訟､審判等の見通しの伝達は､事案や当事者

のニーズを見極めて行う必要がある●他方で､以下の課題等も指摘

・ 期日間隔について裁判所側と当事者側の認識の隔たりが大きい
‐裁判所側がそれを踏まえ､現状の期日間隔の長期化要因を
的確に把握した上で改善に向けた対応を強化することが重要

・ 期日終了時に当事者双方との間で次回期日までの準備聿項等
の整理をすることで、更に期日間隔の短縮が進むのではないか

。 様々な工夫･取組を継続した上でそれらが期日間隔の短縮等の

ために実効的なのかを検証していく必要がある

●調停時間が長いとの－部弁護士側からの指摘について

・ 調停委員会の評議を待つ時間の影響があれば短縮が必要

・ 調停委員が争点やその日の進行予定等を当事者と共有し

つつ､これらを意識し整理しながら聴取を行うことが必要

・ 争点を意識した聴取等の在り方について､調停委員に対す

る研修も重要｜』

’ 人事訴訟における合理的かつ効果的な争点整理等の実現のための方策と課題

指摘された課題等

|
｜

’

●財産分与の基礎資料が早期に共有される審理琿営

上の工夫､制度上の対応が必要
●実情調査で紹介された計画的な審理（聿前に調査嘱託の採用方針を伝え
ることによる不必要な申立ての抑止､事案に応じ争点ごとの審理方針の協議、
判決までの大まかな進行の確認等）を評価

●審理期間長期化の要因は様々なものが考えられる

→多角的に対応策を検討していく必要●審理モデルの策定･弁護士会との共有等が有効
‐家庭裁判所と弁護士会との間で定期的に協議や意見交換の場を持つこと
も､審理の改善につながるのではないか ●調停段階における人事訴訟を見据えた審理の在り方

については､調停と訴訟との性質の相違等を踏まえ､事

案や当事者のニーズに応じて検討する必要がある●デジタル化により財産一覧表等の活用が工夫され､審理の円滑化につながる

29



、
ノ

ｒ
Ｌ

今後に向けた検討

1
家事調停における調停運営改善の取組の効果の検証と更なる課題

『

L

且
■
■
■
‐
鰯 その他の調停運営改善の取組期日間隔短縮の取組

I

●ウェブ会議の利点（電話会議と比較したコ

ミュニケーションの取りやすさや､当事者の出頭

の負担軽減､期日調整のしやすさ等）を踏ま

えれば､当事者本人も含め更なる利用の拡

大が望まれる

●期日間隔短縮に向け､現在､以下のような実効的な取組が行われている

・ 次回期日を一定期間内とするための運用ルールや候補日のツールの見直し

・ 午後2枠制の導入やこれを実現するための1回当たりの時間枠の設定

・ 調停室の係間の融通等も含めた次回期日の柔軟な設定

・2期日指定

●調停運営改善のその他の取組（メリ八ﾘのあ

る事情聴取､準備事項等の確認･明確化等

の工夫､審判等の見通しの適切な共有と伝

達､調停委員会の評議の充実や関係職種

間の適切な連携等）についても､効果検証・

改善をしつつ継続していくことが必要

●もっとも､調停期日の間隔は､コロナ禍で長期化した後､コロナ禍前の水準に回復して

おらず､実情調査における弁護士側からの指摘や検証検討会での指摘も踏まえ､更な

る対応強化を図ることか重要

~各家庭裁判所が各種取組の情報を共有し､それぞれの長期化要因やその実情に

応じて取り入れるほか､効果検証やこれを踏まえた改善を菫ねるなどして､継続的に

効果的な取組を進めていく必要性が高い

’

』

事訴訟における合理的かつ効果的な争点整理等の実現のための方策と課題人

戸！

‘長期化要因とこれに対する訴訟指揮･審理の工夫等．

I・長期化要因
｜・財産分与：当事者が財産資料の任意開示に応じない､多数の調査嘱託

|，嘉嬢艤溌窒葺謡菫驍諦叩が繰り返される

との共有等

■
ロ
ー

日
日

ﾀ､】苧

●左記のような訴訟指揮･審理の工夫等について審理

モデルとして策定して裁判所内で共有･承継した上で、

弁護士会とも共有することが有益であり､当事者の訴

訟活動の効率化や審理期間短縮にもつながる

｛

I

1

|●訴訟指揮･審理の工夫等

｜・財産分与：調査嘱託の採用方針を明示して濫用的な申立てを抑止

｜・離婚原因:周辺事情に関する主張立証の応酬について裁判富が適切'こ訴訟指揮をすることで長期化を回避

●各家庭裁判所の実情に応じて､審理の在り方につい

ての弁護士会との意見交換等を進めていくことも菫要
ﾛ
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Ⅱ

裁判手続のデジタル化の

今とこれから



夕

令和4年5月25nに公布されたlも事訴訟法笄の一部を改正する法律（令fII -l年法律第48号）は、民事訴訟

F杭を全面的にデジタル化（オンライン申立て、訴訟記録ﾘ)電子化、訴状の竜j参送達、f数料等の'屯子納付

等）するものであり、改ll皇法の公I旧から起算して4年以内の施汀が-fだされている。改lli法の施行に先､f

ち、現行氏龍訴訟法132条の10等に基づき、唯備鮮面や件証の写し等の哉|411書頼り)電子提出を可能にするた

M)のシステム（民‘櫛裁判書類電子提出システム、述称「mints ｣ (ミンツ))が再入さオLていろ。

その償、1t|li:!ilF!ih ritlｿ､外(/)1-t |l1:ff1211「統に州-,Iズ)W|Lもデジタル化に向けて改正された。これらの改正

d)影響が裁判手続の審理運営に変化をもたらすことは必寸fであﾚﾉ、我判り)迅速化の観点からも一定の影響が

あることが想定される。

今般、デジタル化に伴)裁半l1手続の具体的な変化について、検,;l12検討灸において最高裁+l1所から説明がさ

れ、委員(/)間でも‘営見交換がさオ'たところである。そこで、本章においては裁11r続のデジタル化の現在地

を概観す-ろとともに、検I証検討会での議論を紹介する。

史ず、民事訴訟下続、K#lf執↑j手続・側I壁手続といった民事j|訟手続、家事調:件f続等の各栽卜llf続につ

いて、デジタル化がどのように腱開しているかを概観したもり)が、【｢叉111である。

すなわち、民宰及び家11:(/)各下統については、令f｢1 2年に民事iﾘﾄ訟手続においてウェブ会籠を川いた争ﾉll､｛

幣瑚手続の運用を開始したのを皮Ujりに、家事調停手続、家事審fll手続、人事訴訟の争,III､'轄理手続等、多く

り）喉続において、ウェブ会議がiﾊ用されるに至っ-ている。特に令fll 6年311からは、法廷で行われる民端訴

訟祇続ﾘ)｜|頭弁論手続においてもウェフゞ会議をn:うことが口I能とナにった･

ウェブ会読を用いた審理運営については、民市及び家‘伽:ﾘ)各分りfにつき俊記2，3で改めて報告をする。

法改正についても補足すると、民事訴訟手続については令fll -l年に、民聿非訟手続・家彌事件F続等につ

いては令f11 5年に、それぞれデジタル化ひ)たけ)d)法律が1,M立し-くいる。

これらの改正法において{士、｜右己1I頭弁論手枕におけるウェブ会礒のfll用に関十ろ規定が盛ﾚﾉ込夫れ-てい

るぼか、訴状等ﾘ)菩煩v)オンライン提出やI訴訟記録の'屯l'データ化なども定められており、紙の詳頽・記録

を前提としていたこれまでの世界から大きく変オ）ろことになる“

民事訴訟手続のデジタル化に関す-ろ改正法は令fll 8年511主で、民事J|訟手続・家事’制牛手統嘩ﾘ)デジタ

ル化に閲する改llﾐ法は令flllO年611までに施行される-f定であし)、裁判所においては、これらり~)II牛期に問に

介〆）ようシステム開発等、,IZ,要な惟備が進められている。

なお、改正法によって‘弊煩のオンライン提出等が可能になるところであるが、’2記のとおし)、令和4年に

改l[前の氏事訴弘法に蛙づいて、惟備耆而や耆証の写し等の筈類をオンラインで提出できるシステムとして

nl i ntsが導入されており、既に趾直牌訴訟ﾘ)一部の詳頼については、オンライン提lllが実現し、全てり)高等哉

1211所・地方裁判所で利用されている。ただし、現在は、このシステムによっても我､|ill所において紙の記録を

作IJ虻しておし)、こび)点が改正法の前後で異なる点である。

刑事手続については、令和7年5月に、書類U)'通fデータ化や発受のオンライン化（いわゆるオンライン

提出）等を内容とする捜査や公､|§1F続のデジタル化について定めた刑帝訴訟法等ﾘ)改正法が成立した㈱
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【図1】裁判手続のデジタル化のスケジュール
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のデ 夕ダル化2

1 フェーズ1～3について

従前の民事訴訟の手続においては、原告が訴状を紙媒体で持参又は郵送等の方法によし)裁判所に提出して

f続が開始され、その後も、当事者か主張・反論や立証を行うためには、准備耆面や証拠書類のコピーを紙

媒体で裁半ll所と相手方当事者に提出、送付する必要があり、裁判所としても、提出された紙媒体の書面を記

録として保存管理する必要があった。また、裁卜||所における手続については、原則として、当事者は、裁､fll

所に出頭する,IZ,要があった。

そ．）した!'!、社会全体のデジタル化の進腱を受け、fll用者目線で裁判手続等のデジタル化を推進する方策

について検斤､|が↑『わｵl、平成30年3 1130｢1に、内閣官房に設置された「裁､卜ll手続等のIT化検討会」による

検討結果が取レノ主とめられた。その1'1で【|;xI 2】のとおり、⑪主張･ i;if拠り)提lllをオンライン提出に 本化

したし)、訴;公記妹を屯lこ記録に一本化したﾚﾉするなど(/) ｢c提出」、②主張・証拠ヘリ)随ll寺のオンラインア

クセスや、期日の進捗状乃｡等のオンラインでの確認を口｢能とす-ろなどの「c壼件管蝿」、③ウェブ会議やテ

レビ会議を導入・拡大し、争点蜷理雁続段階においてデジタルツールを活川寸-ろなどの「c法廷」という

「3つのc」の実現を目指十こととされた。

こり）「3つのc」の実現については、3つのフェーズに分けて、順次新たな連用を開始していくべきとさ

れた。主十、フェーズlは、旧法下でも可能なウェブ会議等ﾘ)デジタルツールを活用した争点整理の運用を、

-フェーズ2は、、'1事門･双方がウェブ会儀により参加する弁耐唯IWi手続期日やウェブ会礒による11頭弁諭期I1

等の、法改正によってl豆ちに実現可能な運用を、フェーズ3は、法改正の紙かシステムの開発・導入等を経

て初めて実現可能なオンライン1拍立て笄の運用を、それぞれ意味する。

こり)法改止については、民事訴訟祁続の全面的なデジタル化に関十ろ規津を定めたlt語訴訟法等U)一部を

改lE- l-ろ法維が成立し、令fll -l年5 I-12511に公ｲ|jされた。改正法の内容は段階的に施行することとさオしてい

る（いわゆるフェーズ2の．〉ち、後述す-る①双ﾉ]-不出頭0)弁論准備手続期l1等については令和5年311 1 11、

②ウェブ会読によるl1頭弁論について〈士令fⅡ6年311 1日に施r『され、フェーズ3に､!1たる③訴訟記録(/)',ti

''化竿について1-t、公ｲiiのIIから起算して4年以内に施↑丁される予定となっている。)。
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【図2】

１
’

■
念」

民事訴訟手続のデジタル化一

＝「3つのe」
』■
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一〃Ｉ’
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.季

紙で保存管理 出頭が必要

錐』

一 一

夕k
■『

● ●

開ｳIﾌ合請のﾃｼﾀﾙﾂｰﾙ舶用し浄点整理の剛|朕Tで例＃ﾌｪｰｽ1

フェース2 淵Ⅷ[よ 〕て直ち|[実{舸棚運用(ｳIﾌ 鋪|[よ§口9餅捌日等）

り窯I舸捌運用(ｵﾝﾗｲﾝ申立て等）ﾌｪｰｽ3激
h

e提出旧ｼｽﾃAd)M '導鳰IEj

R4.5.25民聿訴訟法等の－部を改正する法律公布（段階的に施行）

以｜このとおし)、「3つり)c｣ (/)実現にlblけてデジタル化(ﾉ)歩みが進められているところであるが、以下去

れを文える3つの柱について最尚裁判所から説明された（令f11 6年711実施)"
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2 ウェブ会議について

1つ目の柱は、e法廷の一環としてり)ウェブ会議の活用である。まず、ウェブ会議については、【図3】

のとおり、裁判所では、令和2年2月に、ウェブ会議等のデジタルツールを活用した争点整理の運用を一部

の庁で開始した後、運用庁を順次拡大して、現在は、支部も含めた全国の高等裁判所・地方裁判所及び簡易

裁判所で運用が実施されている。令和5年3月からは、当事者双方がウェブ会議により参加する弁論準備手

続期日も実施可能となり、令和6年3月からは、ウェブ会議による口頭弁論の運用も開始した。

【lxl3】

ここで哉半ll所におけるウェブ会議の活用例について

一部紹介寸一る。

裁判所において利用しているウェブ会議のアプリケ

ーション！では、単にウェブ会議を行うだけではなく、

種々の便fllな機能を利用することができる．例えば当

事昔と裁半||所とヴ)間でグループを作成して、その｛'1で、

ウェブ会議やデータの共有などをすることができる。

具体的には、聿件ごとに裁fll官、原告代理人、被告代

蠅人でひとつのグループを作成すれば、簡単にそのグ

ループ内で会議を開催することができる。

主た、グループごとにスレッドが作成される0)で、

’ ’ｳｪﾌ会議

R2.2～ｳｪﾌ会議を活月した
争点整理の運詞閨始

R5.3～ｳｪﾌ会議による双方云出霞の
共論進補手続

R6.3～ｳｪﾌ会議によるに霞弁論手続

ウェブ会讓IDアプリケーションを利用

＝ｳｪﾌ会簔以外にも便矛|_怠鞠能混り！

ウェブ会議を開催しなくても、スレッドにメッセージ

を投稿寸一ることにより、スレッドトで裁f1l所と当弔者が情報共有をすることもできる。このスレッドヒでの

メッセージが「投稿」と呼ばれるものであり、今II'l実情調査においても紹介があったものである( 108頁参

照）。 デジタル化前においては、裁fI所と淵事者が11頭で議論を行った後、その結果を調耆に記載しても、

それは裁判所にある記録に編綴されるものであり、調書の内容を確認するには、当鶚者が偵極|!I(｣に記録の閲

覧のf続をとらなければならなかった。これに対して、この「投稿」機能は、自席にいながらtlll時にメッセ

ージを送信す-ることができる気軽さはもちろん、投稿されたメッセージはこのスレッドlこに保存されるので

当該ク．ルーフ内、すなわち、裁判官と当事者の間で適時に認識を共有するために非常に便fllな機能であると

して活用されている。

さらに、ク､ループ内で、ワーフロソフ|､や表計算ゾフト笄のファイルを共有することもできる。例えば、

原告の主張と彼告の主張を対比す-る表を作成する場合、デジタル化前は、原告が一覧表の原告主張欄を記戦

した場合には、紙で裁判所に提出し、これについて被告が彼告T張欄に記載をﾉ川えたものがまた裁判所に提

出され、さらに原告が加筆をしたものが提出されるといったことが行われていた。これについても、グルー

プ内でファイルを共有すれば、途中経過の一覧表をその都度印刷十ることなく、データで確認することがで

きる。また、ファイルを共有していれば、そのファイルにコメント等も|､iすことができるので、疑問点等に

ついても気軽に確認できるようになる。このように印刷や提出の手間が省けることなどによって、一覧表を

使った効果的な審理がより手軽にできるようになったといえる。

双方当事者がウェブ会議で争点整理手続に参加することが可能になったことによって、遠隔地にいる場合

にも期日に参加す-ることができ、期日を調整することが容易になったが、それだけでなく、デジタルツール

を活用することによって争点整理の運営そのものも効率化されてきたといえよう：、

1

現在、裁判所において、民事訴訟についてはウェブ会議のアプリケーションとして、Mi(Tosoft

C ol･porationのMi(Tosoft Teanlsというアプリケーションを用いている。
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3 111intsについて

【図~4】

2つ目の杙は、e提出の一環としての111 i ntsの導入

I である。フェーズ3におけるe提出の一部先行実施と

' l e m'nt,匪坦」I忠噸I似ばl｣施悶笠払笹麓
fll耆類の電子提出を口I能にするためのシステムである

: R4!4～e提邑'"－部先行実施とし,て i mintsの運用が、甲府地方裁判所及び大津地方裁半l1所
「mints｣導入笥始

で開始された。そり)後、運用開始l1皇を徐々に拡大して、
’ニヨ聿耆：印刷や送|寸切手間が不要に！’；
＝裁豈llFF:データの利活肩力↑容易に! # 現在は、支部も含めた全国の高等裁判所・地ﾉﾉ裁半||所

i で運用が実施されている。mintsの運用は、将来のう

； ‐こ－ズ3にl ''11けた唯備としての意味合いを有しておﾚﾉ、

一 改正法の全而施ｲ丁後は電『提出が義務付けられる訴訟

代理人（弁護士）にとっては､ Inintsによる'竜l'提出の方法に14\熟することが望ましいと觜えられていると

ころである。

竜l'提出が可能になると、当事者にとっては、印刷や送付のF間を省くことができ、串務の効率化がlxlら

ｵ1ることになるほか、外出先から相手方の提出書類ひ)内容を即時に把握することが可能となる、期日出頭の

際も、分厚い訴訟記録の持ち運びがｲ<要になるなどのメリッl､がある。また、裁判所にとっても、当事者の

T張がデータで提出されることに上ﾚﾉ、データリ)利活用が可能となる、自席から複数人が|前1時に記録にアク

セスが可能となるなどのメリットが考えられる。

｜ ⑧ mints

R4!4～e提邑'"－部先行実施とし,て
「mints｣導入笥始

＝ヨ聿耆：印刷や送|寸切手間が不要に！
＝裁豈llFF:データID利活肩力↑容易に！

4 改正法の全面施行に向けた準備について

最後の住|士、3つり)C(J)全てに関ｵ)ろものとして、改lE法(ﾉ)全曲i施行に向けたシステム開発や規則(ﾉ)整備

である。

【図5】

フェーズ3に関しては、【IxI51 (/)とおり、遅くと

； も令fll8年5月主でに、改正法が倹面施↑丁され、当領
｜』 ．

、 ‘ 者による苦而の電子提出が一律に口J能となるとともに、

;｜ 訴訟記録が竜卜化さ』Lイン蜜一ﾈ"ﾄ'ゞで閲覧寸瀦
」 ’ ことが可能となる。現在、フェーズ3に対応す-るため

の氏聿訴訟規貝''0)改正が行われ、このようなe提出．

e事件管理を実現するための国民・裁半||所職員|出1けり）
I能に。

システムについて、改正法・改正規則の内容を踏主え

： て、鋭意開発設計-作業が進められていろ。e法廷に関
， しては、ウェブ会議の方法は争点整理等の手続におい

一 て広く利用され、実務に走者している。令和6年3月

フェーズ3U)開始にI向jけて|||目調に運用されていろ。

io改正法の全面施行に向けた準備
’ 1－墾竺

E

」

(遅くとも) R85

一律に電子提出力句能に二

訴訟記録方電子化､インターネットで閲覧可能に。
＝民事訴訟規則の改正
現在、システム開発設計作圭中

にはウェブロ頭弁論0)連用が開始され、

5 デジタル化と審理運営改善について

このように民事訴訟の完全デジタル化に|向1けた準備が進められているところであるが、裁判所において(-土、

民事訴訟手続のデジタル化は、現在(ﾉ)ブラクティスに単にデジタルツールを取ﾚ)入れるというのではなく、

民事訴訟手続の在りﾉﾌﾞ･を抜本的に見直す契機とす-べきものと考えられている。
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平成22年以降、地方裁判所の民事訴訟事件の新受件数は緩やかな減少傾向にあるが、既済事件の平均審理

期間は長期化傾向が続いており、特に争点整理手続の期間が長期化している。また、社会情勢の変化、情報

通信技術の進展等を背景として、裁判所の判断が国民の社会経済活動等に大きな影響を与える訴訟が増え、

裁､fll所の審理半l1断に対する国民の関心と期待は高まっている。

このよう な中で、裁判所においては、紛争解決機関として期待された役割を十分に果たしていくことがで

きるよう、当事者及び社会に対して説得力のある判断を、合理的な期間内で提供していく｣lZ,要がある。また

限られた司法資源を最大限に有効活用し、こうした役害'lを持続的に果たしていくためには、デジタル化を契

機として裁判手続を合理化・効率化することが必要であり、民事訴訟の審理運営の改善に取り組んでいくこ

とが!h要と考えられる。

｜を記で説明されたウェブ会譲り)活用による機動的な期日指定や、ウェブ会議のアプリケーションの機能の

一つであるデータ共有機能を酒用した裁判所と当事者の認識共有等はこうした取組の一環であるが、裁判所

においては、民事訴訟手続のデジタル化を踏主え、民事訴訟ひ)合理化・効率化に|白lけてさらに取ﾚﾉ組んでい

くことを考えている。

L uロ

｡ ﾃﾞｼﾀﾙ化 的（を ⑯ﾀﾙｲ り に!、の
ー

し

一一
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』

－1 家事デジタル化の進捗状況について

1国畳

「
４ （ ）ウエプE~rm'唖ﾛ･呑肴･人訴におけるウエブ会唾の広郡り

’ｳｪﾌ調停運用開始（4庁） R3.12 =
1r-

ウェブ審判試行開始（2庁） R5.4 a

ﾛ日 |…萱試行闘嬉’ｳｪﾌ調査試行開始R5.6 =

人事訴訟ウェフ争点整理開始

（全家裁本庁･支部） R5.12 a 一 一

家事審判手続･子の返還申立手続･家事抗

告手続におけるウエブ会蟻運用開始（全高

裁本庁･支部､家裁本庁･支部･出張所）

ウェフ調査連用開始

（全ての高裁本庁･支部､家裁本

庁､一部の支部

R6.1 =1

’ 順次ｳｪﾌ調停開始（7月まてに全ての支部
R6.5 E ウェフ調査運用開始

（全ての家裁支部）
R6.5 E

丁出張所て開始）

（1）家事調停手続におけるウェブ会議の広がりについて

家糯周停手続におけるウェプ'会!篭については、令fll 3年121)以|)f、家庭裁fll所本l)'-l l1≦でウェブ会議によ

る誠i｢を開始した後、｜||日次迩川を拡大し、令f11 6年211以|嫌、企'家庭裁判所本庁へと拡大されるに飛ってい

ろ。kた、同年511以降、支部・川張所でも運用が順次開姑され、|,r1年7月には、flil(/)支部・出惟所にお

いて連用が開始された。

（2）家事審判手続におけるウェブ会議の広がりについて

′家事審判手続におけるウェブ会錠については、令fll 5年411から'家庭裁判所本li= 2庁で試irを|)H始し、同

年611から、別の'家庭哉卜l111斤本ji= 2 11二で後見開始の審半||申立州|:(/)受理而接等ﾘ)参与員の説明聴取における

誠｛丁を開始した|名で、｜両1年1211 1､~旬から、全ての高等裁判所本l): ･支部、家庭裁判I1T卒ji: ･支i'fl]・lll帳所に

おいて、家窄審半||手続・I'．d)返還申立手続・家領抗告f続でﾘ)連用を開姑している。

（3）人事訴訟におけるウェブ会議の広がりについて

人,f訴訟の争点整蠅手続におけるウェブ会議については、令fll 5年611から|同]年12H1911主で家I莚裁判所

本1):2庁での試1丁を‘災施したlzで、同年12 1]下旬から、全ての家庭裁判所本庁:．支部において迩川を開始し

ている。

（4）家庭裁判所調査官の調査におけるウェブ会議の広がりについて

家庭裁判所調査'自.の洲frにおけるウェブ会議の禾ll用（以トー「ウェブI凋査」という。）については、合f11 5

年6I-1 1 nから令fⅡ6年1 115R-たで、家庭裁判所本庁-l 11:において試行を実施した。誠i】期間をj由じて、

様々な調査場面でウェブ会議がh号用され、調査の目的が達成できなかった事例や非公開性ﾘ)確保という点で

問題が生じた事|ﾀ'|はなく、ウェブI凋貸が汎用性の高い調澁ﾉﾌﾞ法であることが確認された。令fll 6年111に全
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ての高等裁判所本庁・支部、家庭裁判所本庁及び一部の支部においてウェブ調査の運用を開始し、同年5月

には、全ての家庭裁判所支部においてウェブ調盗の運用を開始している。令和6年1月から令fll 7年3月ま

でにウェブ調査を実施した事件の累計は、7,700件を超えている。

2 家事調停手続におけるウェブ会議の活用について

家事調停手続において令和3年12月から令和7年3月までにウェブ会議を実施した栴件の累計は、5万

3000件を超えている。

【図6】

／－ ~、勺雨
坐
へ
浬

侮
趣
向
唾#7ウェ につ 夕

I
、 一ノ

＜調停委員の声＞＜当事者の声＞

●
‐

名
■■

裁判所に赴く負担が少なく、

時間を有効に活用できた。

裁判所の待合室に行くよりも

待ち時間に打合せをしやすかった。

ハニック障害等の障害を

抱えている当事者も

自宅から安心して参加できた。

①当事者の
頭負担の軽

の
率

出

●
‐ ・代理人事務所や自宅からも

参加でき、安心感があった。

タグ一当事者の動線の配慮等の

事務負担を軽減でき、事情聴取

などのより中核的な事務に

注力することができた。

②DV事案等の高葛藤
事案における危害防止

名
‐ミ表情や佳篁などの非言藷的情報”

交換ができ、安心感があった。

･発言のﾀｲﾐﾝｸを計りやすい。

心情に寄り添った働きかけが可能

当事者の態度も柔和になった。
③電話会議との比較

対面による方か当事者との信頼

関係を構築しやすいことかある、

情緒的なやり取りや調停という場の

零岡気の影或が難Lいごとがある

得られる情報に限りがあるため、

難しい事案は対面で行いたい、

慣れた弁護士事務所から

リラックスして参加できた。

④対面との比較

住

ウェブ調停についての当事昔や調停委員の'受け止めとしては、【図6】のとおり、①当事者の出頭負扣が

軽減できた、②DV事案等の高葛藤事案における危霄防止が容易になった、③表情や仕草等の非言語的情報

の炎換ができる、発言のタイミングを計ﾚﾉやすいなどの点で、電話会議に比べてメリットがあった、といっ

た好意的なものが多く、一方で、⑳得られる情報に限りがある、情緒的なやﾚﾉ取ﾚﾉや調停という場の雰囲気

の形成が難しいことがあるなどﾘ)点で、対面での調停がふさわしい講案や場面があるとの意見もあった。

3 家事審判手続におけるウェブ会議の活用について

家事雷､卜l1手続において令和5年12月から令和7年3月までにウェブ会議を実施した事件の累計は、5,700

件を超えている。

試行段階からウェブ会譲り)利用の多かった別表第二審判事件において、ウェブ会議のアブリケーションユ

z 現在、裁判所において、家事事件についてはウェブ会議のアプリケーションとして、Cisco SVstems,Incの
Cis(､o Webexを用いている。
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を利用した事実では、民事訴訟と|司様に、投稿欄やファイル共有機能を活用して表や調停案の共有をできた

ことが利点として挙げられている。すなわち、投稿欄で期日間の準備事項、期日での確認事項、次回までの

準備事項等を記載するなどして当事者双方との認識共有.をIXIることができたこと、遺産分筈'|事件の遺産目録

や財産分与事件の財産一覧表茅をファイル共有機能を用いて共有することで円滑な審理を1丁うことが可能と

なったことなどがウェブ会議を活用することの利点として紹介されている。また、ウェブ会議の活用により、

高葛藤')事実において、当事者双ﾉﾌが直接接触することを避けつつ、当事者と裁判官との間では顔を見なが

ら円滑なコミュニケーションを図ることができた、DV披害ﾘ)主張(/)ある聿案において安全・安心を確保し

たこで審問を実施できた等の利点も挙げられている。

4 人事訴訟の争点整理手続におけるウェブ会議の活用について

人事訴訟の争点整理手続において令和5年12 I]から令fli 7年31]までにウェブ会議を実施した事件の累計

は、4万1000件を超えている．

ウェブ会譲り)便利機能の活用による審理運営上の工夫としては、民端訴訟と同様に、一覧表や投稿欄の活

用が挙げらｵしている。例えば、双方当事者に人力済みり)財産一覧表を使用しているアブリケーシ三!ンにアッ

プロードしてもらい、当事者双方及び裁判所においてデータを共有~した例が多く、他にも財産分与が争点と

なる離婚訴訟において、財産一覧表の作成要領等の説明耆面をあらかじめ使用しているアプリケーションに

アップロードしておき、画而共有機能を用いて説明しながら当事背に一覧表の入力を働きかけた例や、アッ

プロードされた財産一覧表を期日で画而共有機能を用いて当弔者双方に示し、ll頭での讓論を踏まえてその

場で修正し、修IE後の財産一覧表をアップロードして当事肯と共有した例もあった。また、投槁燗について

は、【図7】のように書記白.、裁判官、当事者がそれぞれの立場で活用しており、允実した期'1間準備につ

ながる工夫もされている。

【|叉'7】

審理運営の工夫～投稿欄の活用例
L

■
一 一‐~言

口 ■ a
h聿冒 記 官 当 事 者裁 判 官

グループ登録完了連

絡、留意点周知

期日調整、期日連

絡、決定告知

期日終了後の協議結

果、次回までの準備

事項、次回期日等の

投稿

書面提出期限の連

絡、書面提出の催促

和解案（和解条項案

のアップロード）

調査嘱託回答書到着
に関する連絡

期日終了後の協議結

果、次回までの準備

事項、次回期日等の

投稿

和解案（和解条項案

のアップロード、条

項についての意見交

換等）

期日間の意見交換等

（財産分与基準日、

財産一覧表の作成に

ついての連絡等）

期日終了後の協議結

果、次回までの準備

事項、次回期日等の

● ◇◇ ● 財産一覧表等のファ

イルのアップロード

◇ 期日間の意見交換等

● 和解案（和解条項案

のアップロード、条

項についての意見交

換等）

●

◇
+

◇

●

●
◇

I◇
|

｜

’
則蕊寧可 ､;_ "I_ " W=曲息箪 ~典､‐
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、

’ 奴

検討会においては、l菖記説明を受けて、デジタルならではの利点というもり)に着目し、単に紙を竜''一にす

るだけではなく、デジタルの機能を使ってどうやって裁判が効率的に運営できるのかというところ力､ら検討

を求める意見があった。

こり)点、民事訴訟手続については、実情調査の結果を踏まえて、Ⅲi ntsを利用して提出されたデータを活

用して、審理の迅速化のみならず、裁fllの質のlb1上に資する取扱いができるのではないかといった指摘や当

事者から提出されたデータを合議体で共有しながら議論ができるといった指摘もあり（113頁一Ⅲ3「検証

検討会での蔬諭｣)、今後もデジタルツールを活用した審理の正夫が加速することを期待したい。

また、現状では、全国的に見るとまだⅢintsが広く利用されているとはいえないが、フェーズ3に|向lけて

訴訟代理人（弁護上）はII1 i ntsを用いて電子提出の方法に習熟することが望まれているところであり(37頁

参照）、改止法の施行後には竜1塚-提出のシステム利用の実情は大きく変わるのではないかといった意見もあ

った。

このような検証検討会での議論等も踏まえて、今後さらに改正法施1丁後の裁判手続について、裁半ll所と弁

護士とで認識を共有L それぞれ習熟をはかることが重要であるといえる。
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地方裁判所における

民事第一審訴訟事件の概況及び実情
’



’

Ｐ
Ｌ

’1 民事第一審訴訟事件等の概況

民事第一審訴訟事件全体の概況

〆民事第-審訴訟事件の新受件数は､過払金等事件（｢金銭のその他｣等)の新受件数の増減を参
け、平成21年をピークにして減少傾向が続いていたが、近年は増加に転じている。

平均審理期間を見ると、平成22年頃から令和3年までおおむね長期化傾向が続いた後、令和5年以

降は短縮している。審理期間が2年を超える事件の割合も、前回の9.9％から7.6％に減少した。平均

争点整理期日回数は若干減少し、平均期日間隔も若干短縮し、全体として、争点整理期間が短縮して

いる。また、係属期間が2年を超える未済事件の事件数及び全未済事件に占める割合は、近年減少傾

向が続いている。

終局区分別の事件割合については、前回（判決で終局した事件の割合が45.8％、和解で終局した事

件の割合が32.8％、取下げで終局した事件の割合が18.1%)と比べ、判決で終局した事件の割合が

50.5%と増加した一方で、和解で終局した事件の割合が31.6%、取下げで終局した事件の害ll合が

14.0％とそれぞれ減少した。なお、対席判決で終局したのは既済件数全体の約24％（判決で終局した

5割強の事件のうち、対席判決によるものが5割弱）となっている。

人証調べの実施率は減少傾向にあり、令和6年は前回より減少し、人証調べ実施事件における平均

人証数は前回とほぼ同様である。

上訴率については、平成28年以降は減少する傾向にあり、令和6年は16．7％であり.、令和4年

(20.8%)より減少している。

合議率については、平成30年まで、既済事件及び未済事件ともにおおむね増加する傾向にあった

が、近年若干減少している。審理期間2年超の既済事件の合議事件数及び合議率は、いずれも増加す

る傾向にあったが、令和6年は、合議事件数は減少する一方、 合議率は29．6％であり、前回

（29.1％）より若干増加している。

、 ノL
「
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○ 事件数及び平均審理期間

民事第一審訴訟事件!の新受件数及び平均審理期間の推移は【図l】（ﾉ)とおりである。

【図1】新受件数及び平均審理期間の推移
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昭和

24年

平成21年（23万5508件）

令和6年は14万1 526件と

新受件数2は、平成18年以降に過払金等事件の新受件数の増加に伴って急増I

にピークとなった後は長らく減少傾向が続いていたが、令和5年に増力l1に転じ

なっている（【Ml】【図2】）。

｜ここでの｢民事第一審訴訟事件｣とは、地方裁判所の通常訴訟事件及び人事訴訟事件を指す。なお、平成16年4月1日以降提
起された人事訴訟(人事を目的とする訴え)は、地方裁判所の管轄から家庭裁判所の管轄に移管されており、地方裁判所は、基
本的には同日以前から係属していた事件及び経過措置により同日以降に提起されたそれに関する反訴事件等のみを審理してい
た。ただし､例えば､同日以降に、地方裁判所の人事訴訟事件の確定判決に対して第三者が独立当事者参加の申出とともに再
審請求をした場合等には、当該独立当事者参加が地方裁判所の人事訴訟事件として新たに立件され､新受事件や既済事件とし
て計上されることがある。

2第3回から第8回まで､過払金等事件が含まれる事件類型である｢金銭のその他｣等の事件を統計から除外する処理(以下｢本件
除外処理｣という。）を採用していたが､第9回報告書において、本件除外処理を改め、第一審訴訟事件全体の統計データのみを
分析の対象とした(本件除外処理の詳細は、第3回報告書概況･資料編24頁以下、本件除外処理を改めた理由の詳細は、第9
回報告書56頁注2以下参照)。本報告書でも､第一審訴訟事件全体の統計データのみを分析の対象としている。
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1図2】新受件数の推移
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最近10年間における既済件数の推移については【|xl3) (ﾉ)とおﾚﾉで府)し）

|唄向にあったが3，令和3年に増加し、それ以降はほぼ横ばいとなっており、

っている。

令fll 2年まではおおむね減少

令和6年は13万9370件とな

【図3】既済件数の推移
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）ただし､令和2年における減少の背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出の影響もある
ものと思われる。
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民事第一審訴訟事件の平均審理期間（填件の受

理日から終局日までの期間の平均||自）は、過払金

等事件の増加の影響を受けて平成18年(7.8月）

以降平成20年(6.5月）まで顕菩に短縮した後、

平成22年（6.8月）以降はおおむね長期化傾向に

あったものの、令fll 5年以降は短縮されて令fⅡ6

年は9．2月となし）、前回(10.5 11)より短縮した

（【表-l1【図5】）。↓‐

【表4】既済件数及び平均審理期間

民事第一審訴訟事件の種類

既済件数 139.370

平均審理期間(月） 9.2

【図5】平均審理期間の推移
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！ただし、令和2年以降の長期化の背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれら
に伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思われ､また、令和4年以降の平均審理期間の短縮の背景には、新型コロナウイル
ス感染拡大の影響で処理が滞り長期化していた事件が減少してきたことによるものとも思われる。
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聿件頽型別の既済件数及び平均審理期間については【表6】のとおりである。

既済件数については、「窪物」（4万0474件）、「金銭のその他」5(2万9156件）、「その他の損害賠

償」（2万3489件）、「吏通損祷賠償」(1万3746件）の|||日に多く、「建物」6(-l万0474件）が前F11

（2万9284件）上レノ1万1190件贈j川したが、その他ﾘ)聿件類型についてば前回主でｳ)調査結果と大きな変

化はない。

、I甚均番蠅期間については、件数の少ない「公宙差||忌め」（5件）を除くと、1乏い'||貝に、「責任追股等」？

（30.0H) 畦簗暇11吋日吉賠償」(26.9月）、「医療損'苔賠償」(24.9月）、となっており、「労･働」

(16.7 11)は農期化傾|hlが継続しているものの、ほぼ全てり)事件領型において短縮した（第10回報告群85

頁【炎6】参照）

【表6】事件類型別の既済件数及び平均審理期間
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手形異議

金銭債権存否

労働金銭

I 知的財産金銭

I 金銭のその他

類 ・車既

幟》一哩叫
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泌斗“一Ｗ一如一畑》岬《恥》“一師

その他その他 8．637 10．9

5「金銭のその他｣は、金銭の支払を目的とする事件で､事件票上個別に分類されて統計が取られているものを除く事件であり、その

中には､いわゆる過払金等事件以外に、手付金、地代、家賃、敷金保証債務の履行等を請求する事件等が含まれる(第5回報

告書概況編17頁脚注3参照)。

‘「建物｣には、建物の明渡し、引渡し、収去、建物に関す~る登記手続を請求する事件等が含まれる(第5回報告書概況編18頁脚

注5参照)。

7「責任追及等｣とはいわゆる株主代表訴訟等であり、具体的には、会社法847条3項若しくは5項、847条の2第6項若しくは第8

項､847条の3第7項若しくは第9項(これらの規定を準用する場合を含む。）に基づく訴え、又は会社法の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律64条による改正前の商法267条3項若しくは4項(これらの規定を準用する場合を含む。）に基づく訴えを

指す。
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既済龍件0)審理期

(7．6(X)）8は、前回

民f第一審訴訟事件ﾘ)審FM期間別の既済件数及び事件沓'l合lt【炎7】のとおし)であり、

問別謂件数の推稗は【|叉'8】ひ)とおﾚﾉである。審理期間が2年を超える事件の割合

（9.9帖）よりも減少している(" 10 Inl報告善86頁【表7】参照) 。

【表7】審理期間別の既済件数及び事件害ll合
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【図8】既済事件の審理期間別事件数の推移
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※ 年度の下の数値は審理期間が2年を超える事件の数である

H端数処理の関係上、表7の数値を足し合わせた数値とは一致しない場合がある。正確な数値については、【図9】のうち｢総数｣の
行を参照されたい。
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【図9】事件類型別の審理期間2年超の既済件数 F

(件）

5,000

4,500

4.000

3,500

3,000

2,500

2．000

1 .500

1,000

500

0

3，813

’
1.894

l､00
903

つ
』

ｉ

ｎ
ぴ
１０４

２８１

０
９
Ⅱ
且７

９１５
Ｊ

２２３

０

１

』

４

０３

《

４

←

此

尽
Ｊ

７
Ｊ

Ｌ

〃
里

一

367

428257 14 . 201
290

2 24
－－－1 ‐

15 0
【0】

L_異

そ
の
他

共
通
義
務
確
認

責
任
追
及
等

公
害
差
止

第
三
者
異
議

請
求
異
議

知
的
財
産

労
働

土
地
境
界

土
地

建
物

金
銭
の
そ
の
他

簡
易
確
定
決
定
異
議

知
的
財
産
金
銭

労
働
金
銭

金
銭
債
権
存
否

手
形
異
議

手
形
金

そ
の
他
の
損
害
賠
償

公
害
損
害
賠
償

医
療
損
害
賠
償

交
通
損
害
賠
償

建
築
暇
疵
損
害
賠
償

建
築
請
負
代
金

立
替
金

貸
金

売
買
代
金

11 LL

1

件の種類 苧僻蕊葺難数に対熱辮塞鰯謬蕊辮鐡蕊におけ…；の割合 ”

年超

事
'三

､蝿6睡炭= … __鍍錘､L』,‐岬三蛾。”一蝿三峨三恥一咄一咄一岬壬岬一昨一岬一職一酬一職

咽一睡一獅一Ｍ－ｗ－畑》蛎一柳一昭一秘

金
銭

41

研…… …
型し一
411

恥一馴一蛾一州

州一岬一皿三祇三哩郡

皿一岬蛾一峨一峨峨
２
》
２

，

封

蜘廻廼一邪一別

17.8％

3．0％

恥一咄一珊一
州補恥一職

峨一恥一恥一岬

唖
一
如

加
一
妬
》
５
－
蛆

0.2％

0.03％

0.004％

0.03％

四
一
３
》
２
》
型

0.2％

0.03％

0.02％

0.2％

馴一恥一伽一恥

責任追及等

共通義務確認

その他 8.6371 6.2％ LOO3 9.4％ 11.6％

事件類型別の審理期間2年超の既済件数は【図9】のとおし)であり、2年超の既済件数全体に占める割合

が高い事件類型が「その他の損害賠償」（35.9％）、「金銭のその他」(17.8%）である点、各事件類型に

おける2年超事件の害||合が高い主要な類型が「達簗暇疵損害賠償」（46.3％）及び「医療損害賠償」

（42.9(賂）である点は、前川と同様である（第10凹報告苦87頁【IZ19】参照）。
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各年12月末時点における未済事件の係|禺期間別事件数の推移は【lX1 10】のとおし)であり、係属期間2年

超の未済事件の割合及び係属期間別事件数の推移は【lxl ll】のとおし）である。係属期間2年超の未済事件の

数は、平成19年主で減少傾向が続いた後、平成20年以降はなだらかな増jjUl頃向が続いていたが9、令fll 3年

(1万2664件）をピークに減少に転じ、令fI16年は1万0330件であった。また、全未済事件に占める係属

期間2年超の未済事件の割合も、｜司じく令fl13年(11.9%)をピークとし、令fI16年は10.2%となっている
10

【図10】未済事件の係属期間別事件数の推移
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60年

平成

5年

9上記の傾向に関しては、過払金等事件の被告会社が倒産手続中であるために訴訟が長期にわたって中断している事案の影響も
考えられる(破産法44条1項、民事再生法40条1項、会社更生法52条1項等参照)。

''〕ただし､令和2年以降の係属期間2年超の未済事件の事件数及び全未済事件に占める係属期間2年超の事件の割合の各増加
の背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影
響もあるものと思われ、また､令和4年以降の各事件数の減少の背景には、新型コロナウイルス感染拡大の影響で処理が滞り長
期化していた事件が減少してきたことによるものとも思われる。
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【図11】係属期間2年超の未済事件の割合及び係属期間別事件数の推移
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○ 終局区分と審理期間の関係

終局区分別の制牛割合については、判決で終局した

事件の割合（50.59ｲ〕）が前|｢'1 (45.8%)より増加し

た。そのうち、対席､fll決の事件の割合(47.7%)は前

1111 (55.5%)よし)減少した。

主た、和解で終局した事件の割合(31.6%)、 取下

げで終局した事件の害'|合（14．0%)は前IEI (それぞれ

32.89ｲ)、18.1%)より減少した（第10 IEI報告苔90頁

【表12】終局区分別の既済件数及び事件割合

＃

事件の種類 ミ#民事第一審訴訟
：；
点

既済件数 139.370

70,423

50.5％
判決

： うち対席

(％は判決に対する割合）

33,598

47．7％
【表12】参照）

44,080

31.6％

1 9,553

14．0％

5，314

3.8％

和解
5

…

取下げ
_‐__ __晋一一一一

それ以外

終局区分別ﾘ)平均審蠅期間は【図

とおﾚﾉであし)、企体的に見て前k｣|よ

している(" 10M報告当90頁【|Xl

13】0）

り短縮

13】参

【図13】終局区分別の平均審理期間

昭1
判決 8．2

13．4(うち対席）

(うち欠席） 3.4

129和解

取下げ 5.9

それ以外 3．4

15．0

叩
印

く〔
切
〆
】

〃
ｆ
ｌ
、

10．05.00．0
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○ 審理の状況

平均期日回数及び平均期日間隔'1は【表14】

のとおりである。平均口頭弁論期日回数(1.2

同）及び平均争点整理期日同数（2．5回）は、

いずれも前[ﾛ］（平均｢1頭弁論期日lnl数1．5 1n1、

平均争点整理期日同数2.6 1n1)より若干減少し

'2、平均期R間隔（2．5月）も、前向（2．6H)

からｲ'fI二短縮した。全体として、争点整理期間

は前|nlよし）短縮している（第10回報告書91頁

【表14】参照）。

1表14】平均期日回数及び平均期日間隔

鍵蕊豊議議蕊 菖叡篭

事件 種類 民事第一審訴訟の

鎮蕊鍵蕊
………

平均期日回数 3．6

ｈ
ｆ
ｆ
ｆ
Ｆ
ｆ
Ｆ
ｆ
ｆ
Ｆ
Ｆ
掘
弔
や
Ｆ
と
・
Ｆ
Ｆ
Ｐ
出
張
張
張
造

うち平均口頭弁論

期日回数

うち平均争点整理

期日回数

1.2

2．5

平均期日間隔(月） 2．5

一

【表15】争点整理手続の実施件数及び実施率なお、争点整理手続の実施件数及び実施率'3 (if

備的I1頭弁論、弁論準備手続及び耆面による准備

手続のいずれかが実施された字件の害'|合）は、

【表15】のとおﾚﾉである‘争点整理手続の実施率

(41.2りも）は、前Inl (47.5%)よﾚﾉ減少している

（第10i可報告書91頁【表15】参照）。

'1平均期日回数とは、平均口頭弁論期日回数(準備的口頭弁論期日及び判決言渡期日を除く口頭弁論期日の平均回数)と平均

争点整理期日回数(準備的口頭弁論期日及び弁論準備手続期日の合計の平均回数)の合計値を指す。また、平均期日間隔と

は、平均審理期間を平均期日回数で除した数値を指す。なお、平均期日回数･平均期日間隔の算出に当たっては、判決言渡期

日のみならず、事件票上の記載項目とされていない和解期日及び進行協議期日が考慮されていないため、実際の期日回数より

も少なめの数値及び実際の期日間隔よりも長めの数値が出ていると思われることに注意を要する(第1回報告書20頁参照)。

'2新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、ウェブ会議又は電話会議を未l1用した、書面による準備手続における協議(期日回

数に含まれない。）が活用されるようになったことの影響もあると思われる。

'3ただし､それほど複雑ではな<1回1回の期日に時間をかける必要がないような類型等の場合、いわゆる争点整理手続を用いず、

口頭弁論の中で争点整理を進める訴訟指揮を行う例も一定数存在するので､争点整理手続の実施率はあくまでも目安にすぎな
い何
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【Ixl l6】のとおし）で

ぶ、内訳には変化が

）より長期化した一

〕月）より短縮した

人証調べを実施して対席判決で終局した事件'4における手続段階別平均期間の推移は【｜

ある。手続全体としては長期化傾向に〃〕ﾚﾉ15、令和3年以降はほぼ横ばいとなっているが

ある。訴え提起から第l IIII川頭弁論までの期間は、令和6年(9.3月）は前回(5.4 M )

方.、第1 u11頭弁論から人証調べ開始までの期間は、令和6年(10.2 11)は前凹(14.0
16

【図16】人証調べを実施して対席判決で終局した事件における手続段階別平均期間の推移

第1回口頭弁論から人証調べ開始 ■人証調べ開始から人証調べ終了訴え提起から第1回口頭弁論

■人証調べ終了から口頭弁論終結 口頭弁論終結から判決言渡し

聴
癖
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癖
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蕪
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荊
奔
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峰
荊
詳
認
碑

0．31 1．9 1 2．013．42．4

５
５

２
２

0．3 1．9 1 2．013，6

0．3 1．9 1 2．113．9

0.3 1.9 1 2．114．12．8

５

１
４
１

１

0.311.8 2．2

岬
ｆ
１

４５

１４
９

１

２
３

0.31 2.0 1 2．315．3

0．411．71 2．215．3

0．3 1．6 1 2．214．0

0，411．6 1 2，212．37．3

0,3 1.4 1 2.210．29,3

25．015．0 20．010．0

平均審理期間(月）

5.00．0

'4人証調べを実施して対席判決で終局した事件のみを取り上げるのは、審理の各段階ごとの期間を取ることが、統計データシステ
ム上、上記の事件でしか行えないためである(この点は、本報告書における他の事件類型についても同様である。）。

'5ただし､令和2年以降の長期化の背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれ
らに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思われる。

l6このような内訳の変化は、民事訴訟のデジタル化を背景とした審理運営の工夫が進み、争いのあることが判明した事件については、
第1回口頭弁論期日を経ることなく､最初からウェブ会議なども活用した争点整理を行うなどの取組が進められていることなどが影
響しているものと思われる。
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人証調べ実施率及び平均人証数'7は【表171のと

おレノである。
【表17】人証調べ実施率及び平均人証数

第5回報告耆概況編37頁でも指摘されていると

おり、民事第一審訴訟事件における平均人証数

（今liII 0．3人）はおおむね減少傾I尚]にある。人証調

べを実施した事件における平均人証数も、ここ10

年間おおむｵ 』横ばい状態であり、令和6年におい

ては、2．6人となっていて、前回とほぼ同様である

（第6 1i1l報告耆30頁【表16】、第7同報告書24

頁【表15】、第8 1nl報告書28頁【表17】、第9F~rl

報告書67頁【表17】、第1O同報告書93頁【表

17】参照）。

人証調べ実施率は、人証調べが実施されること

が少ない事件類型リ) fjl lf!lに影響されやすく、過去

には過払余訴訟が多くあった平成20年前後に人証

調べ実施率が減少した（第5 I｢'1報告壽概況編38頁

【|xl211 )。令和6年は11.4%と前liTI (14.2%) j<

馨

事件の種類 第一
…翻碑…1野二喀計､f誇唾&

人証調べ実施率 11.4％

平均人証数 0.3

うち平均証人数 0.1

うち平均本人数 0．2

人
証

調
べ
実
施
事

件

平均人証数 2.6

うち平均証人数 0．8

うち平均本人数 1.8

【|xl211 )。令和6年は11.4%と前liTI (14.2%)よﾚﾉ減少して↓

照）、建物訴訟の増加も影響しているもり)と思われる（【表6】

ろところ(" 10 1nl報告書93頁【表171参

、第10回報告耆85頁【表6】参照）。

【表18】 人証調べを実施した事件における平均審理

期間及び平均人証調べ期間
人征調べを実施した事件における平均審理期間

（236月）は、前回（23.9月）よりも若’鳶短くな

っている（【表18】【表19】、第10 1n1報告善93

頁【表181参照）。

平均審理期間(月） 23．6

平均人証調べ期間(月） 0．3

【表19】 人証調べを実施した事件における平均期日

回数

平均期日回数 9－9

平均口頭弁論期日回数

(人証調べ期日を含む）
2．6

I うち平均人証調べ期日回数 ||,1

平均争点整理期日回数 7.3

※ 端数処理の関係で､平均口頭弁論期日回数と平均争点整

理期日回数の合計は、全体の平均期日回数とは必ずしも

一致しない。

'7平均人証数は、平均本人数と平均証人数の合計である。ただし、端数処理の関係上、平均本人数と平均証人数の合計値が平
均人証数と合致しない場合がある。
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さらに、人証調べ期日回数別の既済件数及び事件害'1

合について見ると、前回と同様に、およそ9割の事件

は1IEIの期日で人証調べが終えられている一方、 3LJI

以_上の人証調べ期日を雨ねた事件は約1％であるか

ら、ほとんどﾘ)事件で集中証拠調べが実践されている

ことは明らかである（【表20】）（第lO lnl報告耆94

頁【表20】参照）。

【表20】 人証調べ期日回数別の既済件数及び事
件割合

既済件数 -;1弓・事件割合

数
一
一

頭一一
三壹の一

期
一
画

く
品

１
調

一

》

》

一

一

廻紺咽》咽一廻一咽

人証

岬一皿一唖一四一Ｍ

小一僻》職》恥

0.1％

0.02％

0.1％

泪一廻咽一岨一恥畔一認

３
－
⑬

0.03％

0．01％

0.03％

100．0％

■
用
４
▲
浄
甜
Ⅱ
且

……〃学”浄”芦-‘…

４
《
２
－
３
－
８

｝
５
聖
１

鑑定及び検証の実施件数及び実施率については【表

211のとおりであし)、いずれの実施率もHil l｢'1と|両I様で

【表21】鑑定及び検証の実施件数及び実施率

ある（第10回報告等94頁【表21】参照）
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上訴率及び上訴事件割合18の推移については【図22】のとおりであり、平成27年を上．－クにいずれも減少

する傾向にあり、令和6年は上訴率（16.7％）及び上訴事件割合（8.4％）ともに前回（それぞれ20.8％、

9.5％）より減少している。

【図22】上訴率及び上訴事件割合の推移
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'8上訴率は、判決で終局した事件の中で上訴がされた事件の占める割合を指し､上訴事件割合は､全既済事件の中で上訴がされ

た事件の占める割合を指す。例えば､和解で終局する事件の割合が大幅に増加した場合､その分判決で終局する事件として対

立が先鋭なものが残る可能性があるから、上訴率は増加する可能性があるが､判決で終局する事件そのものが和解で終局する

事件の割合の増加に伴い減少することで､上訴事件割合は減少する可能性がある｡その意味で､上訴率や上訴事件割合を見る

に当たっては､終局区分別の事件割合との関係を念頭に置く必要がある｡ただし､今回に関しては､終局区分別の事件割合に大

きな変化が見られないため､この考慮が分析の中で顕在化することはない。
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○ 訴訟代理人の選任状況

訴訟代理人の選任状況は【表23】のとおりであり、

双方に訴訟代理人が選任された事件の割合は、近年増

加傾l尚lにあったが、 令fll 6年 (40.5% ) は前I1'|

（47.9(妬）よりも減少し、代ｵ〕りに、原告側のみ訴訟

代理人が選任された蒋件の割合（令f11 6年48 . 2%)が

前回（41.7%）よし)も増ﾉﾉl1した（第10回報告耆96頁

【表23】参照）’3

【表23】訴訟代理人の選任状況

vIF藍ヨII－

1冊

： 事件の種類 #茎;民事第一審訴訟
瀞 ,管

且 粥：
．葛い,d宅よ'勢

56,385

40.5％

67．205

48.2％

3,978

2.9％

11．802

8.5％

民事第一審訴訟

IF . 斑 弓

双方に

訴訟代理人

原告側のみ

訴訟代理人

被告側のみ

訴訟代理人

本人による

○ 合議の状況

既済封牛における合議事件数旗び合議ネリ)推柊はIlXl 24lのとおし)である。合議率(士 令fllﾉに年(6.0%)

まではおおむね淵ﾉ川傾向にあったが、近年け報,:|減少傾|向lとなっており、令f''6年は5.0%となっている。

【図24】既済事件における合議事件数及び合議率の推移
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'9建物訴訟の増加の影響もあると思われる(【表6】、第10回報告書85頁【表6】参照)。
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【図25】未済事件における合議事件数及び合議率の推移
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未済事件における合議事件数及び合議率の推移は【IX1 25】のとおりである。合議率については、平成30

年(15.3%)をピークとして、近年はやや減少傾li'lにあり、令和6年は13.6%となっている。合議事件数に

令fll 6年(1万3801件）は仙回ついては、令和2年を除いて、おおむね合議率に梢うよ')に推移しており

(1万5343件）より減少した。
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合議・単独別でひ)審理期間2年超の既済事件数及び合議率の推移は【IxI 26】のとおりである。合議事件数

は近年増加傾向にあったが、令和6年（3,145件）は前回（3,784件）より減少した。また、合議率は、令

和元年（34.6%）までは増ﾉ川傾|白lにあったが、その後減少し20、令fl16年(29.6%)は前Igl (29.1%)と同水

準となっている。

【図26】合議･単独別での審理期間2年超の既済事件及び合議率の推移
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令和2年から令和4年にかけての合議率の減少は、令和2年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出
に伴う裁判所の業務縮小を経て、その後単独事件の既済件数が増加したことによると考えられる。
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1． 2 個別の事件類型の概況1． 2

1．2．1 医事関係訴訟

〆医事関係訴訟の新受件数は､ﾋｰｸ時である平成16年(1,089件)から平成21年(707件)まふ
おおむね減少傾向をたどった後、平成21年以降は年間700件台から800件台前半で推移していたが、

令和4年（645件）以降、600件台に減少して、令和6年は658件であった。

平均審理期間は、近年23月から26月の範囲内で推移しており、平成27年以降徐々に長期化して

いたが、令和6年（24.9月）は、令和4年（26.5月）から減少した。審理期間が2年を超える事件

の割合については、令和6年（42.9％）は令和4年（47.6％）より減少した。

人証調べ実施率及び鑑定実施率については前回より減少しており、長期的に見ても減少傾向が続い

ている。

終局区分別の既済件数及び事件割合については、前回から大きな変化は見られず、民事第一審訴訟

事件（全体）と比べて、和解で終局した事件の害ll合が高い水準にあることも、前回と同様である。

ノ
｢

、
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○ 事件数及び平均審理期間

に半関係訴訟'の新受件数及び平均審理期間(ﾉ)推移は【Ixl l】リ)とおし)である｛

【図1】 新受件数及び平均審理期間の推移(医事関係訴訟）
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斬受件数は、Tl,t-l年( 370件）から平成16年

(1,089件）までおおむねﾅ1門ﾉ川|頃|Alにあったところ、

それ以降城少傾|白lに蝿じた後、、|乏成21年以降は年|州

700件台から800件台前､|'署で帷牌していたが、令fII-l

年（645件）以降600件台にil成少して、令fil 6年は658

件で(ﾔ)った。

【図2】平均審理期間

（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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Z().(）

T均審理期間について|士、l-W1鋪一審訴訟封牛（金

作）と比べると高い水準にあり、近年23月から26月

の範|非|内で推移していたが、Thf27年(23.7Ⅱ）以

降徐々に長期化しておﾚﾉ、令fil 6年(24.9月）は、合

fll -l年とほぼ同様で〃〕った(II xl 1】【|､xI21) :｡
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医事関係訴訟 民事第一審訴訟

本報告書において、医事関係訴訟とは、事件票において｢医療損害賠償｣に区分される訴訟を指す(第1回報告吉69頁参照)ゞ

ただし、第9回(令和2年)以降の長期化は、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出に伴い、裁
判所業務を縮小したことの影響もあるものと思われる。

ｌ
フ
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O 審理期間別の既済件数等

審理期間別の既済件数及び事件割合については

【表3】のとおりである。審理期間が2年を超え

る事件の割合は、民事第一審訴訟事件（全体）と

比べると高い水準にあるところ、 平成26年

（39.6％）以降増加傾向に由〕ったが、令和6年

は、前IIJI (47.6%)より減少して42.9%となった

（第6回報告書34頁【表3】、第7回報告書29頁

【表3】、第8 1111報告耆34頁【表3】、第9 1i!}報告

苔75頁【表3】、第10回報告書101頁【表3】参

昭13

【表3】審理期間別の既済件数及び事件割合

（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

事件の種類 医事関係訴訟 民事第一審訴訟

篭

一一一一~一… …………~~…~一一…i－‐~~…
既済件数 676i 139,370

平均審理期間(月） 24．9 9．2

88i

13.0％

90

13－3％

208

30．8％

144

21．3％

125

18．5％

21

3.1％

80,923

58．1％

24,870

17．8％

22.960

16．5％

7,089

5.1％

3,048

2.2％

480

0.3％

6月以内

6月超1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超5年以内

5年を超える

○ 終局区分別の既済件数等

終局厩分別の既済件数及び事件割合については

【表-4】のとおりであり、和解で終局した甫件げ）

割合は、前II1I (53.0(]い より減少して51.5%とな

っているが、民事第一審訴訟市件（全休）と比べ

ると高い水準にある。また、欠啼判決で終局した

謂件が極めて少ない傾|向lも、前1n1と同様である。

($ 10 1｢'1報告書101頁【表4】参照）

【表4】終局区分別の既済件数及び事件割合

（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

事件の種類

聟

蕊鳶譲

蕊 医事関係訴訟 民事第一審訴訟

252

37.3％

251

99.6％

348

51.5％

23

3.4％

53

7.8％

70,423

50．5％
判決

E悪罵冥蒻
33,598

47．7％

44,080

31.6％

1 9,553

14．0％

5,314

3,8％

和解
嘩

鐸

－傘幸一

取下げ

押蝿

それ以外

』ただし、第9回(令和2年)以降に審理期間が2年を超える事件が増加した背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡
大及び緊急事態宣言の発出に伴い、裁判所業務を縮小したことの影響もあるものと思われる。
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○ 訴訟代理人の選任状況

訴訟代理人の選任状況については【表5】のと

おりであし）、双方に訴訟代理人が選任されている

張件の割合(75.0%)は、前回(78.7%)より減

少したものの、依然として高い水準にある（第10

【表5】訴訟代理人の選任状況

（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

蕊 民事第一審訴訟医事関係訴訟事件の種類
桑T璃凹塞野

56．385

40．5％

67‘205

48.2％

3,978

29％

Ⅲ､802

8.5％

507

75．0％

双方に

訴訟代理人回報告菩102頁【表5】参照）

76

11．2％

原告側のみ

訴訟代理人

祁
洲
一
Ⅳ
別

ｌ
認

２
１
字

被告側のみ

訴訟代理人

本人による

65



○ 審理の状況

平均期日回数及び平均期ll間隔については【表

6】のとおりであり、平均期Ⅱ'11|数（9.3回。う

ち平均口頭弁論期日[口l数lt 1.4 11'1、平均争点整理

期I1 1111数は7.8 FI｡)は、前II'1 (10.3 1nl･うち平

均ll頭弁論期日回数は1.7 111|、、1z均争点整理期日

II'|数は8.6 1｢'1。）よりも減'少し、平均期、間隔

（2．7 11)は前inlとほぼ|同l様で応)った（第10回報

告蝶103頁【表6】参照)。

【表6】平均期日回数及び平均期日間隔

（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

ﾄｰ"｡－ “ ‘鴬競啄”,討奪濠祷督~， 『=脈・“扉轆~w、~、鋼” ろ"膿 . ､
K1 L‘ 斑‘

鮭:事欝の種熱劃#医事関係訴蝿民事第一審議”“ヒーー ､ :f亨身懲邉鷺惑,割""- ;|

>Ⅱ玲

医事関係訴訟

狸
牙
９
卯
。
“
》
訓
路事件の種類

勘刮

r

円
い
Ⅱ

b
E

平均期日回数 9.3 3．6

うち平均口頭弁論

期日回数

うち平均争点整理

期日回数

1.4 1.2

2．57.8

|￥均期日闘隔幅'I平均期日間隔(月） 2.7 2．5

争点整理手続の実施件数及び実施率

(医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

1表7）
争点整理手続の実施件放此び実施率に-ついてけき

【表7】のとおりであし）、|" 'if関係訴訟(ﾉ)争点整理

実施率（78.8％）は、前'11I（83.1(X)）上ﾚﾉ減少した

も(ﾉ)ﾘ)、民事第一審訴訟ﾅi件（全体）と比べると顕

將に向い水准にある(f lO |!'|報告善103頁【表7】

31

参照)”
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人証調べを実施して､fll決で終局した:f件（令和6年において、腿判型1係訴訟全作り) 24.0%を占めろ。）に

おける手続段階別平均期間の推移は【Ix1 8】のとおし)である。長期的に兇ろと、訴え提1浬から人証調べ開始

主での『F均期間は長期化傾向にあり、人証調べ開始以降の平均期間はおおむね短縮傾lblにあるもり)")、審瑚

期間全体は長期化傾lblにある』。令和6年は、訴え提起から第l llllll頭弁耐までの平均期間(12.3 11)が前

|口I（5．4月）より長期化した一方5、第1lul口頭弁論期nから人証i淵べ開始までひ)平均期間(16.5 11)は前

|1il (227 11)より短縮し、審蝿期間全体(34.8 11)は、|)ill'il (35. 1 11 )よりも済|廷短縮した。

【図8】人証調べを実施して判決で終局した事件の手続段階別平均期間の推移(医事関係訴訟）

訴え提起から第1回口頭弁論

■人証調べ終了から口頭弁論終結

第1回口頭弁論から人証調べ開始 ■人証調べ開始から人証調べ終了

口頭弁論終結から判決言渡し

0 9 5．8 128平成27年 20.22 7

平成28年 2 1．9 0.4 4．5 1．2．82 9

08 5．0 12．8平成29年 3.0 21．1

平成30年 21．2 0.6 4．4 1 2．92.9

令和元年 22.3 0．91 3．8 1 2．93.2

令和2年 4.1 23.7 0.9 4．2 3．2

1.1令和3年 22.3 3.16．2

令和4年 5．4 22．7 0．8 3．3 1 2．9

令和5年 6.4 20.6 0.5 3．8 1 2．9

令和6年 0．32．8 1 2．916．512．3

35.015-0 25.(） 300 10.0 (月）5.0 10.0 20．000

！ただし、第9回(令和2年)以降の長期化は、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出に伴い、裁

判所業務を縮小したことの影響もあるものと思われる。

，指定済みの第1回口頭弁論期日を取り消し、最初からウェブ会議なども活用した実質的な争点整理手続を行う運用が拡大してい

ることが影響しているものとも思われる。
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人,征凋べ実施率及び平均人証数については【表

9】のとおりである。人証調べ実施率(33.4%)

(士、民蒋第一審訴訟事件（全体）と比べれば依然顕

將に高い水準にあるが、前回（33.5％）から減少し

ており、平成27年以降で見ても城少傾向にある

([|､xI 101) (\ 101'!|報告等105頁【表9】参照)。

【表9】人証調べ実施率及び平均人証数

（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

＝2W率琶~謬 霧謬濟
弔野一置

削 ”ﾏ’

事件の種類．壱

謹雪

尾？的･垂

医事関係訴訟
？、私

上

民事第一審訴訟

人証調べ実施率 33.4％ 114％

平均人証数 0.8 0.3

平均人証数

(人証調べ実施事件）
2.4 2,6

【図10】人証調べ実施率の推移(医事関係訴訟）
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平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

人I;l[ 1淵べを実施した事件における平均舂蠅期間

（36.8H)は、Aill!1i (38.9月）より腕縮したが、氏| |+:

第一審訴訟封牛（金作）け）うちﾉ、柾1淵べを実施した‘'1：

件における平均審理期間(23.6 11 (前掲Ⅲ.1.1

【表181) )と比べて長い傾向が続いている。なお、12

均人!舐I淵べ期間(0.3 11)は､前|!!I (0.7月)から減少

している。（【表11l) ("1ol!!|報告件105貞【表1l】参

HH1

【表11】人証調べを実施した事件における平均

審理期間及び平均人証調べ期間

(医事関係訴訟）
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鑑定'だ施件数及び鑑定実施率については【表

121のとおし)である。鑑定実施率(4.4%)は、

民癌篇一審訴訟事件（全体）と比べて一員して

顕筈に高い水準にあるものの、前IIII (5．8%)よ

ﾚﾉ減少しており、長期的に見ても、平成20年か

らおおむね緩やかな減少傾|向Iにある(" 5 11｣|報

告苫概況編72頁【M13】、第6 11'l報告等38頁

【表121、第7胆l報告群33頁【表12】、第8回報

告群38頁【表12】、箱9 1''l報告耆79頁【表12】、

" 1O l'1l報告善106頁【表12】参雌)。

【表12】鑑定実施件数及び鑑定実施率

（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

I
l

l事件の種類 民事第一審訴訟医事関係訴訟

．= ＝ 一 一 一 秀

実施件数 30 741鑑
定

実施率 1.4％ 0.5％

鑑ｳﾋを実施した:If件における平均欝蠅期間についてI土【Ixl l31リ)とおりであり、、ﾄ均審理期間(548 11)

は、i1ill!II (59.9 M)よりも短縮した。、|晶均審理期|Ⅲlがlt事第一審訴訟上11件（全休）の-)ち(ﾉ)鑑定実施粥件

kレノも顕將に長い傾向は、前Inlと|両l様である。(" 101''|報告耆106頁【|xl l3l参照）

【図13】鑑定を実施した事件における平均審理期間

（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

54．8医事関係訴訟

26．9民事第一審訴訟

0.0 10.0 20．0 30．0 40．0 50．0 60．0

(月）

平均鑑定期間（鑑定採用から鑑定IIf提lll主でのT｢均期間）は【表141 U)とおし）であ〃、前Inl (4.011) k

トノも0.2 11短縮して3.8 11となった(;W lOI口I報告群106頁【表14】参照)。

【表14】平均鑑定期間(医事関係訴訟）

’’

鑑定採用から鑑定人指定までの平均期間(月） 0.03

うち鑑定採用日と鑑定人指定日が同日の事件を除く(月）

3．8’ 鑑定人指定から鑑定書提出までの平均期間(月） 〕.8
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なお、【|X1 151によれば、審理期間が長い事件ほど鑑定書提出主でに吟間を要するという傾向は、従前ほ

ど明確ではないもり)ﾘ)、lil様に認められる（第2 IIII報告群48頁【IxI 59】、第3 1nl報告善概況・資料編69頁

【似l18】、第4回報告群概況編68頁【|xl l8】、第5 1!1l報告耆概況編73頁【図16】、箱61nl報告書39頁【図

15】、第7 Inl報告書34頁【M15】、第8回報告耆39頁【IKI 15】、第9 11!l報告書80頁【|､xl l5】、第10 IIII報告

= 107 n llxl l51参照)｡

【図15】審理期間別の鑑定人指定から鑑定書提出までの平均期間

（医事関係訴訟）
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鑑
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1年超
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1 8
事件数

(件）

※ 審理期間1年以内の事件は該当なし。
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○ 上訴に関する状況

上訴率及び'君訴‘ﾎﾕ件割合については【|xl l6】リ)とおし）であり、民事第 審訴訟制牛（倫体）よﾚﾉ顕著に

高い水準にある

【図16】上訴率及び上訴事件割合の推移(医事関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

<上訴率〉
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1 2 2 建築関係訴訟

〆建築関係訴訟の新受件数は､近年おおむね!"0件から2,050件程度で推移していたが令和6瓢
(1,800件）は前回とほぼ同様である。審理期間については、比較的審理が長期化しやすい暇疵主張

のある建築関係訴訟（27.2月）は前回とほぼ同じであったが、暇疵主張のない建築関係訴訟（14.0

月）が前回(15.3月）より1.3月短縮し、建築関係訴訟全体の平均審理期間(19.9月）は、前回

(21.3月）より1.4月短縮した。

平均期日回数は、暇疵主張のある建築関係訴訟が104回（前回11．1回)、暇疵主張のない建築関

係訴訟が5．7回（前回6．2回）と、いずれも前回より減少した。他方で、平均期日間隔は、暇疵主張

のある建築関係訴訟及び暇疵主張のない建築関係訴訟のいずれも前回とほぼ同様であった。

暇疵主張のある建築関係訴訟における審理期間が2年を超える事件の害ll合(47.0%)は前回と同

じだが、民事第一審訴訟事件（全体）と比べて、審理期間が2年を超える事件の割合が高い水準に

ある。

暇疵主張のある建築関係訴訟における平均人証調べ期間(0.1月）は前回(0.5月）から減少し、

民事第一審訴訟事件（全体）とほぼ同様の水準となっている。

暇疵主張のある建築関係訴訟における鑑定実施率は、平成18年以降で見ると低い水準が続いてい

る。

暇疵主張のある建築関係訴訟のうち、調停に付された事件の害ll合(41.4%)は、前回(53.0%)

よりも減少し、その平均審理期間（33.8月）は、前回（29.8月）より長期化した。平均調停期日回

数(10.4回）も前回(8.0回）より増加した。

その余の主な統計データ（終局区分別の既済件数及び事件割合）について、前回から大きな変化

は見られない。

N
ノ、
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○ 事件数及び平均審理期間

達簗関係訴訟!の新受件数股びﾎ|え均群蝿期間の椛移は【|'xl l】d)とおし）である

【図1】新受件数及び平均審理期間の推移(建築関係訴訟）

建築暇疵損害賠償(新受件数） － 建築関係訴訟全体(平均審理期間）建築請負代金(新受件数）

一暇疵主張あり(平均審理期間） － 暇疵主張なし(平均審理期間
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2
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０

０
５

２
１

新
受
件
数
（
件
）

20．0

15．0
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２
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新受件数は、近年おおむね1,950件力､ら2,050件程鹿で推移し-くいたが、帥Inlから1 ,800件から1 ,850件

程度に減少し、令fll 6年(1800件) liliillulとほぼ|両I様であった。

建築関係訴訟企体0)平均審理期|=＃|については、近イfl8月台で推移し、合fⅡ2年以降膿期化していたが、

令fll 6年はHiIFI (21.3 11)よし)も短縮して19.9 11となった(IIxl l】【|xl2 1)。比較|'|<｣蕃蠅が長期化しや寸一

い暇肚主張のある罐罐関係訴訟(ﾉ〕平均'爵理期間は、llill! !lとほぼli flじ27.2 11であったが、暇疵主張り)ない罐

築関係訴訟（140Ⅱ）がIiln (15.3 11)よﾚﾉ短縮した(ffy lO l'il報告｣if 111頁I|xl 2l参照)2。

’建築関係訴訟には､建築暇疵損害賠償事件(建物建築の施工等に暇疵があったとして損害賠償を求める事件)と建築請負代金
事件(建物建築に関する請負代金等を請求する事件)がある(第5回報告書概況編78頁脚注1参照)。前者において建物の暇

疵が主張されているのは当然であるが､後者においては、被告が建物の暇疵を主張して反論する事件とそうでない事件とがある。

そして、建築暇疵損害賠償事件であっても、建築請負代金事件のうちの暇疵主張がある類型であっても(以上をまとめて｢暇疵主

張のある建築関係訴訟｣という。）、暇疵が主張されることで専門的知見が必要になるなどの点は共通するといえるから、以下の分

析においては、主として、より長期化しやすい、暇疵主張のある建築関係訴訟を取り上げ､必要に応じて暇疵主張のない建築関係
訴訟との比較等を交えながら記述していくこととしたい(この点は、第10回報告書と同様である。同 llO頁脚注1参照)。

2ただし、令和2年以降の平均審理期間の長期化の背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の

発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思われる。
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【図2】平均審理期間(建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

(月）
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○ 審理期間別の既済件数等

審理期間別の既済件数及び封牛割介については【表31のとお｛ﾘである。暇脱主張のある達罐関係訴訟に

おける審理期間が2年を超える事件ﾘ)割介（47.09も）は、|iil l' 11と|両l様であるが、令fⅡ2年(48.0%)以降平

成30年(40.2%)と比べて増"ll{mli,lにあり、民事第一審誹議無件（全休）と比べると高い水唯にある。暇

疵主張り)ない堆罐関係訴訟における雷蠅期間が2年を超える｣Ifi'1:U)'F'la､ (1829も)(-t、Hill!!| (20.1%)よレノ

減少した3。(" H II1l報告苫43頁【表3】、鋪() 11'|報告耆84頁【表3】、箱lO Inl報告詩111頁【表3】参照）

【表3】審理期間別の既済件数及び事件割合(建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

’．】,､鷺騒其令
も ﾛ

事件の種類も ≦
恥

建築暇疵

損害賠償
建築請負代金 暇疵主張あり 暇疵キ張なし 民事第一審訴訟

139.370

１
％

２
１

８
ａｌ

999

549％

434

23．8％

1.386

76.2％

既済件数

(％は建築関係訴訟に対する事件割合）

平均審理期間(月） 178 27.2 14．026．9 9．2

428

30.9％

57

6.9％

106

12．9％

272

33．1％

206

25．1％

402

40.2％

173

17．3％

242

24.2％

114

11．4％

80,923

58.1％

24,870

17．8％

22.960

16．5％

7，089

5.1％

31

7.1％

38

8.8％

164

378％

115

26．5％

6月以内

241

17．4％
6月超1年以内

350

25.3％

205

14．8％

1年超2年以内

2年超3年以内

137

9.9％

25

1.8％

67

15．4％

19

4.4％

140

17‘1％

40

4.9％

64

6.4％

4

().4％

3，048

2.2％

480

0.3％

3年超5年以内

5年を超える

！ただし、令和2年以降に審理期間が2年を超える事件が増加した背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊

急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思われる。
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○ 終局区分別の既済件数等

終局Iﾒ分別の既済|'|敬及び事|II割合については【炎4】のとおし)である。暇ﾘ此i張のある挫築関係

訴訟についてみると、判決で終局した事件(30 5%)のほとんどが対席判決によるもの(91.6%)で

ある点は前lulから大きな変化が見られず、取卜げ’で終ﾙｩした割合(27.4%) (iliill'｣I (39,5%)から減

少したものの、民事輔 雷訴訟事件（企体) (14.0り"6)と比べてなお高い傾向にある。(" lO lul報i'fiff

112H【炎4】参照）

【表4】終局区分別の既済件数及び事件割合(建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

ﾛ '
閏j

暇疵牛張ありM胃

II
ii
』1

! f J"".r.!-,ざ.z ""I、．‘:！‘，判3 !!

;: 手?事割鐡& '1
濁甥
..、Iqr武

■
碇
吋
心 j ‘利 h

暇疵 、

賠償；』
I',

r 蕊藍．

Ⅲ

民事第一審暇疵主張なし建築請負代金種類件の

1 Iさ|’
I F 二F響腿 ￥

250 420

30．5％ 42．0％

229 245

91.6％ 58.3％

325 402

39.6％ 40．2％

225 132

27．4％： 13．2％

21； 45

2.6％: 4.5％

70,4 23

50．5％

33，598

47 7％

44，080

31．6％

1 9,553

14．0％

5,314

3.8％

144

332％

６
％

２
０

５
８３判決

うち対席

6は判決に対する割合)

344

65.4％

130

90.3％

325 402

39.6％ 40．2％

225 132

27．4％！ 13．2％

211 45

2.6%i 4.5%

144

33．2％
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30．4％

14

3.2％

583

42．1％

225

16．2％

52

3.8％

和解

取下げ

それ以外

○ 訴訟代理人の選任状況

訴訟代理人の選征状況については【表5】のとおりであし）、特に暇肚t張のある雄蘂関係訴訟で収ル･に訴

訟代f1M人が選任された:if件の害||6 (86.2%)は、民‘淵第一審訴訟事件（全体) (40.5%)と比べて顕將に,闇1

<、火､卜で訴訟代弾人が選任されていろ{唄向に前|い'から礎化は見られない(" 10 1!'l報告害112口【炎5】

参照)。

【表5】訴訟代理人の選任状況(建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

『

翰 部

曾躍症主張なし
脚：

i言箏野”。’b
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冊
睡
母
冑
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,亀：x‘'習、‘」f『‘ ‘､‐

民事第一審訴訟“||篝蕊&|I
1坐J,『

暇疵’

賠償一

’目 噛白亜

事件の種類
建築

損害

|

I

建築請負代金 暇疵士張あり】

山

琶 弓 ＝

双方に

訴訟代理人

563

56.4％

374

37.4％

16

1.6％

46

4.6％

56．385

40.5％

67．205

48．2％

3，978

2.9％

1 1,802

8 5％
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86．2％
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10．0％

20

2.4％

11

1．3％

刀
眺
》
扣
洲

３
６
癖

９
８
》

894i

64.5％

416

30.0％

26

1.9％

50

3.6％

原告側のみ

訴訟代理人

被告側のみ

訴訟代理人

10

2.3％

7

1.6％
本人による

l取下げ事案の相当部分は､調停成立に伴う取下げ擬制であると考えられる(第5回報告書概況編81頁参照入

75



○ 審理の状況

‘|碇均期日回数股び平均期日間隔5については【表6】d)とおりであし｝、暇脱主張のある罐築関係訴訟にお

ける平均期日胆l" (10.4 ILII)は前|1'1 (11.1回）よりも減少しておﾚﾉ、暇疵主張のない建築関係訴訟におけ

る平均期日回数（5.711'|）も、前|11I (6.2回）から減少している。（第10回報告妻113頁【表6】参照）

他方で、平均期1I i#I III胃は、暇疵1了張の有無にかかわらず、いずれ0)類型でも自il l'ilとほぼ|司様であった

(" lO l'｣l報告耆113頁【表6】参11(1) ｡

【表6】平均期日回数及び平均期日間隔

（建築関係訴訟(調停に付された事件を除く)及び民事第一審訴訟事件）
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歌‘
B』1

‘ 建築暇疵

損害賠償

# p'

言 ',

暇疵字張あり’

『'ﾄﾑ

民事第一審訴訟暇疵字張なし建築請負代金事件の種類 ｛
！

平均期日回数
E 7
J．』 3.610．49－5 6.9

うち平均口頭弁論

期日回数

うち平均争点整理

期日回数

1.4 1.21.41．41.3

2.55.5 9.0 4．48．2

1222．21 2.522平均期日間隔(月） 2．2

′F ,I,'｣唾理1蔦続の実施件数及び実施;稲については【表71のとおりであり、暇庇TZ張のある達簗関係！訴訟

ﾘ)9割枕で争点整理f続が実施されておﾚﾉ、民1f節一審訴i議事件（全体）よし)も争ﾉ1,'確瑚実施率が顯將に高

い似lnlにﾙ》ることは'111'1|と|両l様である（第10 1｢'lfHi',:# 113頁【炎71参照)｡

【表7】争点整理手続の実施件数及び実施率(建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

雫~蔦蕊I

や
一

１
８

鷺
融零

『 ,子,

建築暇疵

損害賠償．．，
｡ ，』。 号 ' 一

語
ｊ
碑
叩
判
可 ｝I鴎疵士張なし｡”事件の種類j .I4#

『
可
１
１

濯
擬
蕊

民事第一審訴訟建築請負代金 畷疵主張あり

‐缶諜J鐸

争
点
整
理

手
続

実施件数 587 57.354ワ反7
J Jj948396

実施率 92.2％ 58.8％ 112％91.2％ 68．4％

調停に付された事件に関しては､調停で争点整理が行われることが多い分、争点整理期日回数が減り、期日間隔が長くなること

があると考えられる。そこで、建築関係訴訟に関する統計データのうち、平均期日回数及び平均期日間隔については、調停に付

された事ｲ牛を除いて算出した。
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人征渦べ実施率及び平均人証数は【表81のとおりであり、平均人証調べ期間（暇IHi張のある雌蕊関

係訴訟）は【表91リ)とおりである｡ lt '11第一審訴訟f3:件（全体）よﾚﾉも人証調べ実施率が高く、12均人証

数も多い傾向にある,il,(については、Ijil l1 !lから変化は兄らｵlない。人征I淵ぺを実施した暇胱T三帳のある建蕊関

係訴訟における平均人訓調べ期間(0.1 11)は、前|'1I (0.5月）から減少し、民事第一審訴訟事件（全体）

（0．3Ⅱ）とほぼ|,fl様の水唯となっていろ。暇疵圭推のない建築関係訴訟における人i柾燗ベ実施率(18.1%)

は、前|!il (21.2%)より減少した｡ ( I}i1褐Ⅲ 1.1【炎17】【表181) (第10 l'l報告# 114頁【炎8】【表

9】参照）

【表8】人証調べ実施率及び平均人証数(建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

F一唖霞乳"即'･E－ ﾐｰ･；『=淳一､
IF里‘ 』.'; 回悌堅電 『8嘘

,' ロ ー Z 1｢‘

築暇疵 ・ 建築請負代金
害賠償

ふf、、‘｣Iー昌一”－．，号'_き＝

証
‐
悶
蟹
止
稔

、＊'J1ﾄｰ>認診圃職′‘剛‘“㎡ ‘（叫 '

Ulq ﾔ

張なし 民事第一審訴訟

、ユ､ ‐ ：“

Lq ＝

i

日
殉
澗
几
仙
朋
陀
７
’
１
Ｊ
に
Ⅲ
能
面
Ｆ
１

'腕謀垂‘零'『－
1， 0 ， 1

事件の種

4，･ 【（、

暇疵圭張

. ~3 1FL

代金

建
損 暇疵

賠償
類 暇疵本張あり し

謎

2‘3鴨｜
I

人証調べ実施率 18.1％ 11.4％28.8％！ 27.5％

平均人証数 0．6 0.8 0.5 (}.30.8

…P……

平均人証数

(人証調べ実施事件）
2．8 2.9 2．62.92,8

ノ、証稠ぺを実施した暇lltT張のある雄簗関係訴弘に

お(ナろ平均審理期間については【表91（ﾉ)とおﾚﾉで応）

り、前|!1I (35.6 11)よレノも特-F珊j川して36.2 11とな

った。氏ｻｷ箭一審訴融@h件（全休) U)")も人征凋べを

実施した制牛における､|え均審理期間（23.6月) (Hill6

11l. 1. 1【表181)と比べて長い|唄向についても、

前'1'|と|汀]様である。（第10回報告書114頁【表9】参

昭1

人証調べを実施した事件における平均

審理期間及び平均人証調べ期間(暇疵

主張のある建築関係訴訟）

1表9)
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鑑定実施率については【IxI IO】

ﾘ）とおりである。暇肚主張のある

建築関係訴訟における鑑定実施率

(0.6%)は前阿(0.8!),())より持

脚成少しておし)、平成18年以降で

最も低い水惟となっている（こび）

一つり)要|犬lとしてI－i、鑑定以外d）

形でﾘ)、建菓関係訴訟への專門家

け)関与が進んでいることが考えら

ｵlろ6｡) (;W 10 1''|報告辞115画

【図10】鑑定実施率(建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

建築暇疵

損害賠償
0．5

建築請負代金 0．2

暇疵主張あり 0．6

暇疵主張なし 00

IIxl lOll参照）

民事第一審訴訟 0.5

1.5 2.0 2.5 3．0

(％）

0.50.0 1.0

6 暇疵主張のある建築関係訴訟のうち、調停委員又は専門委員が関与した事件の害l1合は、平成19年に37.4 %であったものが、

令和6年には508％に達している。
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鑑定を実施した事件における平均審理期間について{-土【IXl llld)とおﾚﾉであﾚﾉ、暇疵-i張のある堆罐関

係訴訟の､F均審理期間（73.2月) lil111II'1 (49. 1 II )よりも増ﾉ川した(fh lOlr'1報告善116頁【lxl ll1参照）
7

【図11】鑑定を実施した事件における平均審理期間
（建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

建築暇疵

損害賠償
84．0

建築請負代金 66‘0

I73．2暇疵主張あり

暇疵主張なし 0．0

民事第一審訴訟 26.9

20．0 4000，0 60．0 8().0 100,0

（月）

平均鑑定期間は【表12】しﾉ)とおレノ3.l 11であし)、llill''I (7.5 11)よし)も短縮した(fW 10 I''|報告#1: 116頁

【表12】参照）制。なお、令和6年I士、鑑定採川|1と鑑7E人指定1IIifて|n1nであった。

【表12】平均鑑定期間(建築関係訴訟）

’；平均鑑定期間(月） 1．1

鑑定採用から鑑定人指定までの平均期間(月）
一

うち鑑定採用日と鑑定人指定日が同日の事件を除く(月）

’ 鑑定人指定から鑑定書提出までの平均期間(月） 3.1

7 ただし､鑑定を実施した事件は計5件(建築暇疵損害賠償2件、建築請負代金3件)しかないことに留意する必要がある。

8 ただし、既に述べたとおり、鑑定を実施した事件は計5件しかないため、平均鑑定期間は、個別事件の影響を受けやすいことに

留意する必要がある。
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主た、鑑定人指定から鑑定書

提出 夫での平均期間を審理期間

別に兇たものについては【図

131のとおりであし）、2年を超

え3年以内の事件(1.9月）は

前''1’（0．6月）よし)挺期化した

もり)の、5年を超えるf件(3.4

11)は前|1'1 (15．0 11)よし）も短

縮している（第10 II!l報告書117

頁【|､xl l3】参照)()。

【図13】審理期間別の鑑定人指定から鑑定書提出までの平均期間

（建築関係訴訟）

4 0

鑑
定
人
指
定
か
ら
鑑
定
書
提
出
ま
で
の
平
均
期
間
（
月
）

3．4
3.5

3.0

2 5

2,0 19

’1.5

1．0 ’

0 5

0.0 0．0(),0

().0

1年超

2年以内

2年超

3年以内

3年超 5年を超える

5年以内

1年以内

【表14】付調停事件数及び付調停率(建築関係訴訟）
付,淵停に関す~ろ状ﾙﾋについて、調

停に付された件数0)ﾉ〈部分を占めて

いる暇慨症張り)ある碓蕊関係訴訟を

見ると、【表14】α)とおﾚﾉ、調停に

{､|された事件の割合(41.41)f,) IjRI}ii

l11l（530％）よレノも減少した("10

|! !l報告群117頁【表14】参照)。

鴬
， ザ ”

暇疵士張あり

』

建築関係

全体

誕鰯
訴訟

事件の種類 暇疵主張なし

｝

既済件数 821 999 1.820

付調停事件数 340 70 410

付調停率 41.4％ 7.0％ 22.5％

9 もつとも、鑑定を実施した事件が計5件しかないことに留意する必要があることについては、既に述べたとおりである
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調停に|､1･された暇肚主張のある建築

関係訴訟ﾘ)平均審理期間は、【図15】

ﾘ)とおﾚﾉ、前回(29.8 11)より増j川し

て33．811となった。調停終「区分別で

見ろと、【|xl l6】U)とおし）、調停成立

封牛(29.91j) (士lill''I (25.4 )1 )より

長期化し、調停不IJt立‘制牛(40.7 11)

は前|!wI (405 1j )よし）杵「長期化し

た‘たた、暇疵-に帳ひ)‘#)ろ建築関係訴

訟リ)平均調停期日|'｢IM (10.4 1'!l)は、

!iill!!I (8.0 IT1)からfWﾉ川した（【炎

171)｡ (" lO li'l報告＃118頁【図15】

【|､xI 16】【表17】参照)。

調停に付されたFff件ひ)力がそ｡)でな

い if件よし）も平均審蠅期間が長くなレノ

((|xl l51)、調停に{､|された事件U) !|1

で1-t、1<成立となった‘桐件ﾘ)方が成立

したﾅ1件よりも審哩が撞期化す-ろiul l,',l

([|xl l61)について(t、削llulと1両l様で

ある（調停に｛､lされた‘'1件d)ル がそう

でない領件よりも平均審理期間が長く

なる要|ﾉ〈|としては、洲停に付さオ'た蛎

件には、建築上葬り)専門家を調停委吐

としてj川えて進↑丁する,IZ,要のある、上

ﾚﾉ專|｣1l l'|ﾐの高い聿案が多いことが考え

られろ｡) (" 10 1111報i'f ,if 1 18頁【M

151【|､xl l6】参照)。

【図15】付調停の有無別の平均審理期間(建築関係訴訟）
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【図16】調停終了区分別の平均審理期間(建築関係訴訟）
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【表17】平均調停期間及び平均調停期日回数(建築関係訴訟）

畷呼 ，‘“理

1霞…ヒサ 環疵主張あり"
悩了 ，

i, "､｡|

→1

訴訟
暇疵手張なし暇疵主張あり

建築関

全

係
体

， ，’事件の種類

５

－

９
６

。

９
１

一

平均調停期間(月） 1 7.3 1 2.6

付
調
停

平均調停

期日回数
7．41 0.4
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○ 上訴に関する状況

｜訴率及び'訴事件割合については【|X1 18】のとおﾚﾉであり、暇疵丁張のある罐築関係訴訟では民蛎第

一審訴訟栴件（全体）よりも’2訴率竿が高くなっている一ﾉﾌﾞ、暇疵主張のない建築関係訴訟のk訴率等(士民

事第一審訴訟事件（全体）と比較的近い水準である。

【図18】上訴率及び上訴事件割合の推移(建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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1．2．3 知的財産権訴訟

〆~薊的財産権訴訟の新受件数(4"件)は､前回(486件)より減少した｡平均審理期間は､平成5年、
(31.9月）以降短縮が進み、令和6年は、前回(16.7月）より短縮して、15．4月となった。

審理期間が6月以内の事件の割合(21.1%)は前回(23.7%)より減少し、6月超2年以内の事件

の割合（62.5％）は前回（52.6％）より増加し、2年超の事件の割合(16.5%)は前回(23.7%)よ

り減少した。

また、知的財産権訴訟は、民事第一審訴訟事件と比べて、判決で終局した事件に占める対席判決の

割合（92.6％）及び当事者双方に訴訟代理人が選任された事件の害||合(80.9%)が極めて高く、平均

争点整理期日回数（5.8回）も多くなっている。

L知的財産権訴訟の上訴率は487％であり、民事第一審訴訟事件の上訴率の約29倍である。 一ノ
！

○ 事件数及び平均審理期間

知仰(j財産権訴訟'U)斬受件数及び;F均審理期間の椎彬(t【に11】リ)とおﾚﾉであり、新受件数は約410件から

約700件の幅d)中で椎移しているところ、令fⅡ6年(464件）は、合f11 -l年( 486件）より赦少した。

平均審理期間については、『F成5年には31.9月、ThMilO年には25.711であったが、そり)侭、制度II'li (/)改善

（特許法104条U)3による無効ﾘ〕抗弁の導入等2)及び迎川liliでﾘ) TJ<3が|､j<|られたことによし)、短縮が進/しだ。

令fll 6年は、前|1!I (16.711)より短縮して、15.411と/償ったが( [|､xll】【|xl21 )、知的財産椎j#雨公(-t、

全休の制牛数が｜:記ﾘ)とおﾚﾉ多くはないため、長期間係l禺していた'li菖件が数多く終局したなと“といった『ｻｷ情

によって、そり)年(/)､ﾄ均審理期間がﾉJミイ｢されることも‘ｷ)り得る(/)で、そり)ような,II,(にも{W意し、′少､しi之い日

で見ていくのが'11当て〃)ろう』。( iW 10I!1|報告善121頁【|､xI 2】参照）

1本報告書において、知的財産権訴訟とは、事件票において｢知的財産金銭｣又は｢知的財産｣に区分される訴訟を指す(第1回報
告言97頁参照)。

z制度面の改善による審理への影響等について、第6回報告書50頁参照

3運用面の工夫による審理への影響等について、第6回報告書50頁参照

↓令和4年の平均審理期間の長期化の背景には、令和2年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並
びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思われる。
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【図1】新受件数及び平均審理期間の推移(知的財産権訴訟）
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※平成16年までの数値は、各庁からの報告に基づくものであり、概数である。

【図2】平均審理期間(知的財産権訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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【表3】審理期間別の既済件数及び事件割合
（知的財産権訴訟及び民事第一審訴訟事件）○ 審理期間別の既済件数等

審哩期間別の既済件数及び事件割合については【表

3】(ﾉ)とおりである。審理期間が2年を超える事件の

割合は杣'11I（23.79()）よし)減少して16.5りもとなった－－

ﾉﾉで、6 11ta2年以内の事件の害'l合は前IIII (52.6%)

より墹加して62.5(X}となり、6月以内の'|\件の害||合は

前|111 (23.7%)よﾚﾉ減少し-<21.1%となっている3．|11I

ll 'lと|!fl様、民事第 審訴訟‘糾牛と比べると、審理期間

が611以内の事件ﾘ)割合が低く、1年を超える事件の

割合が商い(50.8%)。（第10u報告件122頁【表3】

参雌）

産権訴訟

､ 癖，fif.g』.､3'q'
膳 程』‘′

・事件の種類
E 卍

盤

ｆ

民事第一審訴訟知的財
I

割Z 霊一一

既済件数

平均審理期間(月）

139.370193

仙
小
一
”
恥
一
ｍ
恥
一
別
い
あ
辨
一
２
岬

４Ｆｈ唖

・
汗

１

9．2

80．923

58.1％

24.870

17．8％

22.960

16．5％

7,089

5 1％

3.048

2.2％

480

0 3％

6月以内

6月超1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超5年以内

5年を超える

【表4】終局区分別の既済件数及び事件割合

（知的財産権訴訟及び民事第一審訴訟事件）○ 終局区分別の既済件数等

終局区分別ﾘ)既済件数此び領:件‘削介について|士

【表410)とおし)である。46.79(’0)制牛が測決で終局

し、1t1瀞硝一審訴訟 if件と異なりそり)ﾉ〈半が対席判

決でﾙ)$ (926%)。主た、fll解により終｝")した事|'|=

が31 .6%、取下げによし)終局した呉1羊件が18.5()もと、前

l111 (それぞれ33.3%、21 .0I),A)からiIk'ししていろ（輔

101! !l報告苫122頁【表4】参照）。

事件の種類騨
邑 』 』 甦

奄

緊

|職

識騨
民事第一審訴訟知的財産権訴訟

０
％
３
町
型
祁
眺

訓
誠
一
１

１
３

７

２
６４

９
″

３

70．423

50．5％

33,598

47．7％

44.080

31.6％

19，553

14．0％

5．314

3.8％

判決

うち対席

(％は判決に対する割合）

和解

91

18．5％
取下げ

それ以外
16

1.2％

【表5】訴訟代理人の選任状況

（知的財産権訴訟及び民事第一審訴訟事件）○ 訴訟代理人の選任状況

訴訟代即人の選任状ﾙﾋについて( t【炎5】のとおレノ

で府)ろ。80．9《%)の'f件でﾒXﾉﾌに訴訟代1II!人が選任さ

れていて、この割介が民覗第一審訴訟‘稚件と比べて

顕將に商い水準であることに、前'1'|からﾉくきな変化

は兄られない（第101!!l報告善122頁【表51参照）。

, 11

『．･瀞

,､！』民事第一審斫訟

剛
欝
‐

知的財産権訴訟事件の種類

尋 ー

56．385

40．5％

67．205

48．2％

妬
螂
一
配
洲

９
％

９
９

へｊ
ハＵ

Ｉ、》
ｒ①

８

双方に

訴訟代理人

原告側のみ

訴訟代理人

被告側のみ

訴訟代理人

８
％

７
９

９
２

３

２
冊

０
５

８
８

１１３
＄

２
７４本人による

ただし、令和4年の2年超の事件害ll合の増加の背景には、令和2年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言
の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響があるものと思われる。
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【表6】平均期日回数及び平均期日間隔

（知的財産権訴訟及び民事第一審訴訟事件）○ 審理の状況

平均期H同数及び平均期日間隔については【表

6】U)とおﾚﾉである。平均争点整理期II I!'1数は前|1 11

(4.9Inl)よﾚﾉ増jjllして5 . 8Ii71、平均ll頭弁耐期日|1 !|

"lt前I!1I (1．2n)よりWI:1者減少して0.91'!|、平均期

｢1間隔は前回（2.71-1 )よﾚﾉ特f短縮して2.3月とな

った( \lOIT~T1報告等123頁【表6】参照）。

農錘R“驚騨』瞳睦・’劇厩.乳 澪,…ペ

事件の種類

鐸・ 』．｡‘‐

．､覇‘声≦I､_ :

知的財産権訴訟 民事第一審訴訟

事 可

平均期日回数

うち平均口頭弁論

期日回数

うち平均争点整理

期日回数

6．8 3．6

0．9 1．2

5．8 2．5

1 ｣'|
：

平均期日間隔(月） 2 52．3

【表7】争点整理手続の実施件数及び実施率

（知的財産権訴訟及び民事第一審訴訟事件）や,III,('終理手続0)支施件敢及び実施率については

【表71ぴ)とおﾚﾉであり、争点整瑚'たmi率は前'11｜

（83．0(X)）より琳)JIIして84.8リイ)であし)、氏領第 ・

審訴訟&I下件と比べて顕菩に高い水準である（第10

1ul報i'f7竿123頁【表71参照）。

II
ll

&4 .',II、蒔惑．

知的財産権訴訟

冒 一

Ｉ

民事第一審訴訟訴訟・事件の種類
． - 録 二

（

蕊
雲蕊

ロ垂,麺農塞 ih ＝

’

争
点
整
理

手
続

実施件数 57．354418

実施率 11．2％84.8％

【表8】人証調べ実施率及び平均人証数

（知的財産権訴訟及び民事第一審訴訟事件）人1il[ !淵べ実施率及び平均人証数につい~<写は【表

g】ひ)とおりであり、人i;l}調べ実施幸が前I!'1 (13.7

(》も）よﾚﾉ減少して10.5%となったI) (ffylOI!1l報告書

123 q【表8】参照）。

馴辮唖塞罫這讓ｦ謹劇学 #,=:患7言-"弓風,
』ﾛq 7-,呼恕一

知的財産権訴訟

'一' ,『

零民事第一審訴訟
. 'W･ 、,，

,事件の種類′ ･ ”

|<，

人証調べ実施率 11．4％10.5％

平均人証数 0．3 ().3

平均人証数

(人証調べ実施事件）
2．8 2．6

【表9】人証調べを実施した事件における平均審理期

間及び平均人証調べ期間(知的財産権訴訟）人I;l[ i淵ぺを実施した‘ﾊｴ件における､|z均審理期間

股び､12均人証調べ期間については【表()】d)とおり

で(6)り、平均審理期間はRill11I (27.011)より若l.･E

期化して27.2月となり、平均人証洲べ期間は前|｢il

(0.211 )から若干長期化して0.811となった(\10

|! !i報告『砦123頁【表9】参照）。

平均審理期間（月）

平均人証調べ期間(月）

27‘2

0.8

6他の専門訴訟(医事関係訴訟や建築関係訴訟等)と比べて、知的財産権訴訟における人証調べ実施率がかなり低い水準である

（前掲IⅡ 1．2．1【図10】及びIⅡ1 2．2【表8】参照)のは、知的財産権訴訟で人証調べが実施されるのが、冒認出願(発明

者でない者が出願すること)が問題になる場合等、例外的な場面にとどまり、主に問題となる技術的事項についての立証は言証に

よって行われる場合が多いことによるものと解される(第1回報告書102頁、第2回報告書74頁及び塚原朋一｢知財高裁におけ

る特許訴訟の審理充実化について｣知財ぶりずむ2010年7月号2頁参照)。
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○ 上訴に関する状況

｜訴率及び上訴制牛害'|合については【IXllO】のとおし）であり、民'I1鋪 審訴訟事件よりいずれも顕將に同

い水準である

【図10】上訴率及び上訴事件割合の推移(知的財産権訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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1． 2 4 労働関係訴訟

、〆
労働関係訴訟については、平成21年以降新受件数が高い水準で推移しており、令和6年の新受件数は

4,214件であった。事件数増加の影響もあって、平均審理期間が長期化傾向にある。

審理期間が6月以内の事件の割合(18.0%)は前回(15.1%)より増加しているものの、前回と同様、

民事第一審訴訟事件と比べると顕著に低い。これに対し、1年超2年以内の事件の割合（37.6％）は前

回(41.7%)より減少しているものの、前回と同様、民事第一審訴訟事件と比べると顕著に高い。

また、終局区分別の事件割合について、判決で終局した事件の割合（26.4％）は前回（27.2％）より

若干減少したのに対し、和解で終局した事件の割合（62.2％）は前回（52.8％）より増加した。民事第

一審訴訟事件と比べると、和解で終局した事件の割合が高い点は、前回と同様である。

なお、労働審判事件に係る終局事由別の事件割合について、調停成立で終局した事件の割合（65.6％）

は前回（69.4％）から減少し、労働審判で終局した事件の割合（18.9％）は、前回（16.6％）より増加

した。労働審判事件の平均審理期間（96.7日）は、前回（90.3日）より長くなった。

ノ1＆

○ 事件数及び平均審理期間等

労働関係訴訟'ﾘ)新受件数及び平均審理期間の推移は【|xl l】のとおりである。

新受件数は、平IJ哩年から平成16年にかけて剛ﾉ川傾向が続き、一旦横ばいとなった後、、F"21年に急哨し、

その後も,南い水准で推移しており、令和6年は4,214件であった。制牛数墹加の背欺としては、平成20年に!起

きたり一一､/ンシ三1ヅク以降ぴ)景気勧向ﾘ)(fか、′ｿj･伽紛争に対するIEI民一般ﾘ)関心や、時間外の割州筒余拝に

関-『rろ労働音の椎fll,苣識が高主っていること等が考えらｵ’ろ。

合『Ⅱ6年の平均審理期間は、【| xI 2】のとおし)であし）、前ILII (17.211)よし)短縮して、16. 1川となった。

これまでの推移を兇ると、【|xl1】のとおり、Tht-l年(18.511 )からおおむね短縮してきたが、平成22年

以降は長期化傾li'1が見られる。こオIには、｜記で述べたL|f件動|山lのifか、収ﾉﾉ･に訴訟代III!人が選|｢冒された'|f

件0)平均審哩期間|土そｵl以外の預件と比べて顕將に長い|唄向があるところ（IEl7】）、前背の‘}1件の筈'|合

(J)増ﾉ川|頃|向lから(ﾉ)商止たり状態等が反映されているものと考えられる( IM61 )。令fⅡ6年は平均審理期

|H1が短縮したもり)リ)、令fll 6年も新受件欺(/)増ﾉ川が続いていることから、今後の推移について注視していく

必!要が応〕ろ｡

1本報告書において、労働関係訴訟とは、事件票において｢労働金銭｣又は｢労働｣に区分される訴訟を指す(第1回報告吉113頁

参照)。
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新受件数及び平均審理期間の推移(労働関係訴訟）【図1】
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【図2】平均審理期間(労働関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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○ 審理期間別の既済件数等

審理期間別の既済件数及び謂件害'|合につい

ては【表3】のとおりである。審理期間が6月

以内の粥件の割合は、前LI (15.1%)より贈加

して18.0(賂となっているが、民事第一審訴訟

事件と比べると顕將に低い。これに対し、1年

超2年以内の哨件d)割合は、ルill'11 (41.7%) jg

り減少して37.6%となっているが、#il l'll主で

と同様、民謂第一審訴訟事件と比べると顕著

に高い。なお､審理期間が2年を超える市:件の

割合I士、Hill!!I (20.4%)よﾚﾉﾙ批少して17.0《妬と

なっている｡ ("101!1|報告『If127頁【表31参

昭）

【表3】審理期間別の既済件数及び事件割合

（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

評”・霞~ 、 蜜‘‘愚'，リポ

侭事件の種類鴬！
~K: 'I
輩11

弄 腰夢語尾写司！

労働関係訴訟

劃
§,『,'1&帝,事 種類馴闘

?】凸

民事第一審訴訟

既済件数 3．591 139.370

平均審理期間(月） 16．1 9.2

647

18．0％

983

27．4％

1 ,349

37.6％

410

11．4％

188

5.2％

14

04％

80.923

581％

24 ､870

17．8％

22‘960

16 5％

7､089

51％

3,048

2.2％

480

0.3％

6月以内

6月超1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超5年以内

5年を超える

○ 終局区分別の既済件数等

終局|x:分別の既済件数及び'if件割合について

は【表-↓】ひ)とおりである。判決で終j｢,)した事件

（うち9害'|以卜が対席判決でﾙﾌろ．）け)割合が前

|口I (272%)より〃,:W攻少し-~E26.4(ﾉｲ)となったの

に対し、fll解で終I,)した事件の筈'|合は前I11I (52.8

(妬）よし)昭ﾉ川して62.2(%〕となった。fll解で終局し

た事件ﾘ)割合が、lt零第一'瀞訴訟帯件と比べると

高い水准であることはAiIILIIと|,il様である。なお、

取下(fで終局した領件ﾘ):'| G､ (士、前F~il (16.6%)

から減少して76%となっている。( \10111|報告等

127頁【表4】参照）

【表4】終局区分別の既済件数及び事件割合

（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

議旦碇、 ゞ震 一
霊 ，，事件の種類｡又Z

団 ~ §〆 M;、

労岬訴箪|I
民事第一審訴訟

丑=

労働関係訴訟

男

7(),423

50．5％

33,598

47．7％

44,080

31．6％

949

26．4％

869

916％

2,234

62.2％

判決

ヨ

コ
ヨ

うち対席

(％は判決に対する害l1合）

44,080

31．6％

1 9,553

14．0％

和解

274

7．6％

134

3．7％

取下げ

一

４
％

１
８

３
３

５

それ以外
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○ 訴訟代理人の選任状況

訴訟代r'l!人の選任状況については【表51(ﾉ)と【表5】訴訟代理人の選任状況
（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

おﾚﾉである。双方に訴訟代理人が選任された事件

の割合(84.1%)は、前回(87 .0%)からは減少

した。これ提で増加傾li'lにあったところ近年は8

割台で推移し、高止主ﾚﾉ状態にある( IIxI61 )。

ﾒX〃に訴訟代琿人が選任された事件の平均審瑚

期間がそれ以外の事件と比べて諏將に長い|頃|{'l

があること（【図7】）を踏主えると、平成22年

以降における労働関係訴訟全体ﾘ)､Iz均審理期間

け)提期化傾I I'11は、双ﾉﾌに訴訟代III!人が選任された

索件の割合の墹加傾向力､らの高止ゞたり状態が反

藷 ､ ÷■
呼
典
睡
詮
周
瑠
毒
戸
い
ざ
弓
れ
ぬ

民事第一審訴訟事件の種類 労働関係訴訟 ‘

r|T -i:" " '" ．.

獅罫,r 睦昨‘1国露璽国鵯垂

56,385

405％

67‘205

48.2％

3.978

2.9％

1 1!802

8.5％

3,020

84.1％

294

8.2％

203

5.7％

74

2.1％

双方に

訴訟代理人

原告側のみ

訴訟代理人

被告側のみ

訴訟代理人

本人による

映されているものと号えられる。令fll 6年は平均審理期間が輝縮L

いていることから、今後U)推秘について注視していく,IZ,要がある。

たもり)(ﾉ)、令fil 6年も新'受件蚊(ﾉ)塒ﾉ川が統
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【図6】訴訟代理人の選任状況の推移(労働関係訴訟）
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【図7】訴訟代理人の選任状況別平均審理期間の推移(労働関係訴訟）

－←双方に訴訟代理人 寺原告側のみ訴訟代理人 一被告側のみ訴訟代理人 一一本人による

(月）
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_◆一 17.‘115．9 15．7
15 615 (j

◆一
16．0
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平成
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平成

28年

平成

27年

○ 審理の状況

、下均期II IIJI数及び平均期日間隔については

【炎8】のとおし)である。平均期I1 1!!I" (64 1TTI)

は、liill!'I (7.01111) kり減'ししているところ、そ

(/)うち、平均｢1頭弁I諭期nlul" (1.1 11!I)は、自il

IEI (161111)よﾚﾉ減少し、平均争点整瑚期H IIII"

(5.3 1!!l)も、前|｢il (5.4回）より若~la減少し-て

いる。平均期日間隔(2.5 11)は、llill' 1Iから変化

はない。(fff 10 11!1報告苔129頁【炎8】参照）

労働|對係訴訟の平均審理期間U〕憂期化|頃'61に

は争点惟理期間(ﾉ)長期化の影響も考えられるた

y）（輔611】|報告書59頁参照）、そり)推移につい

ては洗視していく必要があろう。

【表8】平均期日回数及び平均期日間隔

（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

民事第一審訴舩
I

労働関係訴訟事件の種類
画

3．66.4平均期日回数

うち平均口頭弁論

期日回数

うち平均争点整理

期日回数

1.21.1

2.55.3

2.5平均期日間隔(月） 2.5
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争,III､(整理手続の実施件数及び実施率について

は【表9】け)とおりである。争点整理手続の実施

件数は、前191 (3,272件）よﾚﾉ減少して3,045件と

なった。また、争点整蠅手続の実施率は、前回

（85.3()6)より荷「減少して84.8呪)となったが､

H |I':輔一審訴訟事件と比べて顕將に高い水准で

あることは前i!IIと|両]様で応)ろ。("10回報告群130

頁【炎9】参照）

【表9】争点整理手続の実施件数及び実施率

（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

常憩､,？『簿燕噌5，曹癖Y増』縁談麓』4厘 ’．

”＄÷”§
rら

労働関係訴訟･と’
常慧’
2異_ !『必 哩司呂 ＝臣、＝．』

罵急
蝿P勘l

事第一審訴訟'響，
通番

$Y;; jt- ,gゞ‘‘ ，と甲州P~ﾖ

ｰ･事件の種類

い-.鞘.一

民事第一

1

…郵晶HY…丑…鐸 哩』も1．L乃麺 ｴｭ

争
点
整
理

手
続

実施件数 ).045 57.354

実施率 41.2％84.8％

人!ilfi州べ実施率及び平均人証数については【表【弓
101リ)とおりで(#)ろ。人i征調べ実施率は、前I111

（32．7(脇）よりi成少して27．5《Iもとなったが、民事

第一審訴訟鞠:{′|冒と比べて商い水碓であることは

前'11|と|両l様である。：主た、人証調べを実施した靜

件における平均人証数(3.0人）は、I11回からほと

んど愛化は見られず、民領第一審i訴訟事件よし）も

多い。(\lOl!!l報告書130頁【表10】参照）

労仙IW係訴訟では、解ﾉ箙権の猯用が争点になる

場合笄、規範的要件をめぐって多くり)帝実が問題

となる一方で、′拝観的証拠が不十分なことも〃)ろため

鋪3111|報告群分析編78頁から84頁参照）

人証調べ実施率及び平均人証数

(労働関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

'1表1oI

議溌蕊識蕊議識罵慧蕊 .『 錐声豈B,』 ･

民事第一審訴訟:島蜘労働関係訴訟型事件の種類';，

I二 － 五

人証調べ実施率 27.5％ 11.4％

平均人証数 0.8 0.3

平均人証数

(人証調べ実施事件）
2.63.0

このよ')な傾lblになるものと解される。（詳糸ll1 (士、

入府l[調べを実施した||}:件における､Iえ均審琿期間 【表11】人証調べを実施した事件における平均審理
及び平均ﾉ、証調べ期間については【表11】のとおり 期間及び平均人証調べ期間(労働関係訴訟）

で応〕ﾚﾉ、Hil者(24.6月) I-t、前|'I1 (23.911 )よし）若

「長くなっているが、後者(0.211) Hg, Hill111力､ら

変化はない。（第10阿報告耆130頁【表l11参照）

さらに、審瑚に比較的長い期間が必要となる、人

平均審理期間(月） 24．6

一一蓉噂

平均人証調べ期間(月） 0.2

証調べを実施して対席半||決で終局した帯件（労働審|411 F続から惇付した訴訟事件2を除く。)3について、手続

段隅別の平均期間の推稗を見ると、論l l''111頭弁論から人証調べ開始までv)平均期間（この期間は、坐本的

に争IⅣ整理期間と与えて良いと思われる。）は、【||xl l2】のとおし)、ト}ill!!I (15.011)より短縮して11.311と

なっているが、訴え提起から第1 l'1ll1頭弁耐史での平均期間は前IIII (5．211 )より股期化して9911となって

おﾚﾉI、企体として長期化|頃向が見られるところである．今後も、争点雑剛期間の帷秘については注視してい

く必要があろう。

‘労働審判手続から移行した訴訟事件とは、労働審判に対する異議の申立てがあり訴訟に移行した事件(労働審判法21条1項、

3項、22条1項)、労働審判を取り消す旨の決定があり訴訟に移行した事件(同法23条)及び労働審判をしない場合の労働審判

事件終了により訴訟に移行した事件(同法24条)を指す。

{I労働審判手続から移行した訴訟事件の中には、第1回口頭弁論期日を指定する前に事件を争点整理手続に付す~る例が相当数

あるところ、当該事件においては、訴え提起から第1回口頭弁論までの期間が顕著に長くなり、他方で、第1回口頭弁論から人証

調べ開始までの期間が顕著に短くなるので､手続段階別の平均期間をより的確に把握するため、分析対象から除いた。

’指定済みの第1回口頭弁論期日を取り消し、最初からウェブ会議などを活用した実質的な争点整理手続を行う運用が拡大してい

ることが影響しているものとも思われる。
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【図12】人証調べを実施して対席判決で終局した事件における手続段階別平均期間の推移
（労働関係訴訟(労働審判手続から移行した訴訟事件を除く)）

第1回口頭弁論から人証調べ開始

■人証調べ終了から口頭弁論終結

訴え提起から第1回口頭弁論

■人証調べ開始から人証調べ終了

口頭弁論終結から判決言渡し
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○ 上訴に関する状況

卜訴率及び上訴'if件割合についてはI|xl l3lのとおりであり、民事箭 審訴訟ｻｷ件よしﾉいずｵi

いﾉk準である。

も顕筈に｢閏

【図13】上訴率及び上訴事件割合の推移(労働関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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<上訴事件割合〉

’｜’ －労働関係訴訟－民事第一審訴訟（％）
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（参考）労働審判事件の概況等

○ 労働審判事件の概況

′貯勵審判f続仕、平成18年-ll1に導入された制度であるところ、労働審半l1事件ﾘ)新受件数についてはI| xI

14lのとおしjで〃)ﾚﾉ、労働関係訴訟と軌を一にして平成21年に大'|｣Hに墹j川し、令fI16年主で高水碓で椎秘し
一一一 1 ，．‐プ

、､’'、

【図14】新受件数の推移(労働審判事件）
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※ 平成18年の数値は、同年4月から同年12月までの数値である。
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労働審判事件に係る終A,j:群由別ﾘ)既済件放及び'k:件害'l合については【表15】のとおし）でた〕り、調停成立

で終局した事件の'苫||合は、削回（69.4％）から城少し、65.6％となっている。労働審判で終局した事件(ﾉ)害|｜

6 (18.9%)は、前|111 (16.6%)から墹jjllL、そのうち、異議申立てがあった判牛の割合は、前!''ld) 50.4

％（274件）から墹加し、53.8% (351件）となっている。（第lO IJ報告許133頁【表151参照）

【表15】終局事由別の既済件数及び事件割合(労働審判事件）

|：
副 輔1日 ’ ．
･1､乳一. 油 噛
ﾏ 1,, 4

- ”､ｿ甲 ヴ

判事件_'､
ﾛ1 吋, 夛

‐職 寺‘．‘F『ヂ

"霞‘辱‘≦‘;"鐵隠”
事件の種類

愛 ヰ ． ｡ 乱 引

！ 唾 岨二』ヨーユ1,一J－匹－

『愈#, -I', W
・労働審

■5

-6』I

'… 露1抵一ゞ､－－，

652

18.9％

2,263

65 6％

228

6.6％

270

7.8％

38

11％

労働審判労働審判 652

351

53．8％

301

46．2％

うち異議申立て

あり
調停成立

うち異議申立て

なし
24条終了

取下げ

却下･移送等

また､労働雷ﾄﾘで終局した事件ﾘ)うち異罐巾立てがなく確定した‘'1:件が労働審判､蒋件術体に占y)ろ害'|合I-k

8.7(｝も(301件）であり、これと調停成立で終局した‘僻件との合計-が労'働審判事件全体に｢L｢める割合(74.3()も）

は、円ill1'1 (77.7%)から1k少した( "10I!il報告善133貞【喪15】参1!({ )。もっとも、取下げで終｝命した粥件( 270

件）の中にも、当‘擬音間(/)r続外での合‘営笄に上ﾚﾉ満足|'I(jに解決したもり)があると考えられるたy)、全体ﾘ）

約8割〔ﾉ)‘'1件(士'乃・働番判r統を契機として最終II1(jな解決に張っているキ)リ)と弩えられる。

【表16】審理期間別の既済件数､事件

割合及び平均審理期間(労働

審判事件）

労働審卜l1判牛の平均審即期間については【妄16】のとおし)、前

|111 (90.3｢1)より農くなﾚﾉ96.711となっている。fた、蕃即期間

別の既済件蚊股び制牛害'|合については【炎16] (J):とおし)、311以

内に終局した事件の割合It49.9%となっておﾚﾉ、llill"I (56.9%)

から減少した。( " 10m1 fll l'f#133頁【表16】参照）

| ｡，
，． 労働審判事件 一
上 鞘 塞

鱸鱗,,I!#:ゞ …
‘謹智『‘，事件の種類
一唾 r

Rも垂, ｢銅 I

ｄ
丁
Ⅱ

既済件数

平均審理期間(日）

1月以内

1月超2月以内

2月超3月以内

3．451

96．7

77

2.2％

599

17．4％

1.045

30.3％

1,585

45.9％

145

4.2％

3月超6月以内

6月超
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【表17】申立人代理人の有無別

の既済件数(労働審判事

件）

I1] i!ﾉ:人代理人の選|ﾓ状もtについては【表17】のとおﾚﾉであり、約()

='|U) !if件で申立人代蠅人が選任されておﾚﾉ、前|jil (90.29も）と同様

に高い水唯にある(" 101nl報告善134頁【表17】参照）。
も 1葡

苧

○ 労働審判事件についての分析

前述ﾘ)とおり、労働審判事件ひ)新受件数は、制度導入以降平成21年主で増加を続け、その後も高水准で推

移していろ。

労働審判手続は、3 111l以内の期11において審理を終結することを原貝llとする帝ll度である（労働審判法15条

2項）ところ、こり)ように労働審判訴件ﾘ)制牛数が高水準で推移している状況笄をも踏まえると、jm 'laかつ

迅速な審哩ﾘ)たy)に(士、労働審判委凶会による迅速処瑚に|向1けた取組はもとよし)、労･働鮮半ll手続にj曲した‘搭

件について猴続が利用されることが一層‘必要であろう。特に、中立人代叩人においては、審前に相手〃と交

渉をし、労働審判乎続での解決に適した事件であるかを見定める必要があり、その際には、その他の乖続（労。

働関係訴訟、民謂調停等）も視野に入れて適切に手続を選択していくことが重要といえよ')ヨ（第4｜い'蠅告善

施輔細58頁でも、適切な手続選択の促進が掲げられている。第51い|報告割既況編112頁脚注4も参照）。そし

て、労働審|当'序件を申し立てる場合には、予想される争点や関連『|;実・証拠のみならす､、当事者間の和1il交

渉に係る術実経過を具体的に記載す-べきとした労働審ﾄ||規則9条1項各号の趣旨に鑑卑、こオLらを十分に記

救できるだけの事llij准備を尽くし、准備イミ足のために申立催に「補充『等而」（労働番､fll規則17条から19条等

参照）の提出が{｡唯も繩り返されるような栴態をできる限り防ぐ′こと竿が代理人に期待されているといえよ

適切な手続の選択に閨する議論について、第6回報告書64頁参照
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車立人代理人あり；
ミ……………－－－－___‐

寧立人代震人なしⅢ

3,051

88.4％

400

11．6％

労働審判事件



1．2．5 行政事件訴訟

/扇菫件訴訟の新受件数(!"‘件,は前回(!“件)より減少した。 、
平均審理期間(14．8月）は、前回(16.4月）より短縮したが、既済事件のうち審理期間が6月以内

の事件及び1年を超える事件の割合は、いずれも前回（それぞれ29.7％、48.5％）から減少し、それ

ぞれ29.3％、45.6％となった。

当事者双方に訴訟代理人が選任された事件及び人証調べを実施した事件はいずれも平均審理期間

が長い傾向にあるところ、双方に訴訟代理人が選任された事件の割合は、前回(47.0%)より増加し

て49.7％となったが、その平均審理期間は、前回（25.5月）より短縮して21.7月となった。また、人

証調べ実施率は前回(23.0%)より減少して19.5%となり、人証調べを実施した事件における平均審

理期間は、前回（32.1月）より短縮して27.0月となっており、双方に訴訟代理人が選任された事件に

おける人証調べ実施率は、前回（44.1％）から減少して35.2％となった。

争点整理手続の実施率は、前回(36.0%)より大きく増加して40.0%となり、民事第一審訴訟とほ

ぼ同様である。

その余の主な統計データ（終局区分別の既済件数及び事件割合）については、全体としては前回か

ら大きな変化は見られなかった。民事第一審訴訟事件と比べると、審理期間が6月以内の事件の割合

が低く、1年を超える事件の割合が高いこと、大半の事件が判決で終局することは、前回と同様であ

ぜ

１
１

‘●．

ノ
P

｣

一 一

○ 事件数及び平均審理期間

（]政’'1件訴訟!(ﾉ)所'更件数及び平均審叫期間の椛秘は【| xl l】のとおりである。新受件赦は

1を期的にはおおむね蛸)川|唄向にあり、、下ﾙﾋ18年以降、2.000件を超える向いﾉk唯で推移して｜

以降(士減少傾向にあし）、令fⅡ6年(-k1,746件であった．

平成4年以降、

たが、、ドルY28年

！行政事件訴訟とは、抗告訴訟(取消訴訟、不作為の違法確認訴訟、無効等確認訴訟、義務付け訴訟差止訴訟)、当事者訴

訟、民衆訴訟及び機関訴訟を指し、国又は地方公共団体を被告とする国家賠償請求訴訟を含まない(行政事件訴訟法2条から
6条)(第1回報告書128頁参照)。
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【図1】新受件数及び平均審理期間の推移(行政事件訴訟）
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平成

8年

平成
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平成

6年

平成

14年

平成
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【図2】平均審理期間(行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）
平均審瑚期間は、平IJt -l年以降大'幅に

短縮し、平成18年以降ltおおむね14 11か

ら1511 0)範囲で椎移しておし)、令fl1元年

以降(-tl6月前後に長期化したが、令fll 6

年の ､1元均審理期間は、llill'il (16.4月）より

短縮して14.8月となった( IIxl 1】【|､xI

2】）。

（月

20，0

18．0

16．0

14．0

12．0

10．0

8．0

6．0

4．0

2．0

0．0

14．8

9．2

民事第一審訴訟行政事件訴訟
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○ 審理期間別の既済件数等

審即期間別の既済件数股び事件割合につい

ては【表3】U)とおﾚﾉである。民事輔一審訴訟

事件と比べて審理期間が6月以内ﾘ)‘州牛の割

合が低く、1年を超える事件の割合がI白iい傾

向にあることは、前''1|とlifl様である。'蕃叫期間

"6 11以内の事件及び1年を超える‘鼎件の割

合は、いずれも前II-II (それぞれ29.7%、48 5%)

から城少し､それぞれ29.3(蹄､45.6(好となっ

た。( ;" 101｢JI報告善137頁【表3】参照）

【表3】審理期間別の既済件数及び事件割合

（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）

房翼竜≦・‘。 。 ’
号 号'目 ､中Z 強

民事第一審訴訟 ；

J員も:、晋‘､露【,9．‘，

行政事件訴訟
癖
醗
彌
碑
困

奴
弾
一

癖
一
紺
顔
‐
『
ｒ
』
別
詮

事件の種 類

既済件数 139.3701.762

平均審理期間(月） 9．2148

516

29.3％

443

25．1％

504

28．6％

198

11．2％

~~青賢
／り

4.3％

25

1.4％

80.923

58.1％

24,870

17．8％

2 2,960

16，5％

7．089

5.1％

3．048

2.2％

480

0.3％

6月以内

6月超1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超5年以内

5年を超える

○ 終局区分別の既済件数等

終局Ⅸ分別の既済件数及び事件割合につい

ては【表4】のとおりであり、判決で終局した

龍件しﾉ)割合（79.2(X)）がHill!!I (77.2()帥 から墹

jjllした。il:政事件訴訟リ) '|1質上、太､''書(ﾉ) 'f:件は

判決で終局しており、fll解による終局はほと

んどない( "10II'l報告＃137頁【表4】参照）。

【表4】終局区分別の既済件数及び事件割合

（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）

■
Ⅱ
４
１
ヨ
ｑ
Ｊ
宮

＝ぬ‘. P

＝①い ■同

‘由錘1

民事第一審訴訟

趣,繕.可Z,‘豐澱, ‘灘

二二 r：

事件の種類 一

恵副'劇
行政事件訴訟田

叶
肝
蝉
口
出

1.395

79.2％

70,4 23

50.5％

33，598

47.7％

判決

下
1,212

86.9％

16

0 .9%

うち対席

(％は判決に対する割合）

44,080

31.6%
和解

抑酔 浄…一

222

12.6%

1 9.553

14．0％
取下げ

一

129

7．3％

5,314

3.8％
それ以外

ヨ端数処理の関係上、表3の数値を足し合わせた数値とは一致しない
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○ 訴訟代理人の選任状況

訴訟代理人3の選任状況については【表5】のと

おし）である。双方に訴訟代理人が選任された事件

の割合は前回（47.0%)より増加して49.7%とな

り、被告側のみに訴訟代理人が選任された事件の

‘鳶||合は前|口I (29.4%)よﾚﾉ時f減少して28.9(船と

なった。また、双方とも本人による[}1件の割合4が

|1iIIIII (19.6%)よﾚﾉ減少して15.4船となった（第

10l''l報告善138頁【表5】参照）。【IXI 6】のとお

し)、メMﾉﾉに訴訟代理人が選任されたゞh三件d)平均審

理期間が、それ以外0)事件よりも一出して顕菩に

農い側li｣lにあることは、前|111と|両l様でル〕ろ。

【表5】訴訟代理人の選任状況

（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）
,,11

．事箪-審鍼I
’

民事第一審訴訟事件の種類 行政事件訴行政事件訴訟

双方に

訴訟代理人

原告側のみ

訴訟代理人

被告側のみ

訴訟代理人

876

19．7％

56，385

40．5％

104

5.9％

510

28．9％

272

15．4％

67，205

48．2％

3,978

2.9％

11，802

8.5％
本人による

【図6】訴訟代理人選任状況別の平均審理期間の推移(行政事件訴訟）

-←双方に訴訟代理人 一子原告側のみ訴訟代理人 寺被告側のみ訴訟代理人 一÷-本人による

（月）

30．0

Ｆ
、
似

－
１

，
ｒ
函

か
０

り
こ

25．0

21，6
21．2

'埋一」L一・---｣夢----.一20．0

13，3
15．0

’
1

I

10．0

5.0

I

I III I ’
0.0

令和

6年

令和

4年

令和

5年

令和

元年

令和

2年

令和

3年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

＄訴訟代理人には、弁護士代理人のみならず、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律5条1項、6

条2項、7条3項等に基づく指定代理人も含まれる。この点は、控訴審における行政事件訴訟(後掲Ⅵ、1．2)においても同様であ

る。

’被告側に指定代理人も付かない事案の多くは、被告が応訴する前に終局したものであると思われる(第1回報告書140頁参照)。
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○ 審理の状況

平｣･り期日li 'l数及び平均期日間隔5については

【表7】のとおりである。平均期、間|涌が月i1回

（3．3月）より若干短縮して3．2月となり、平均

期｢1 ILII数は前回(4．91nl)から若~｢減少して4.6

111|となった（第101!i1報告詩139頁【表7】参照）。

【表7】平均期日回数及び平均期日間隔

（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）
糾塚~~恋 可回国』

号~識 〔 …曲勇翻 鞭

口
Ｆ
・
リ
ー w:q1種翻野牽皇･arw･A",

烏 臨 畢率△上 . .

：Y -毛 垂 、。 蛾
凸腎 ヴロ

鐺． 事件の種類

q

民事第一審訴訟行政事件訴訟ト
レ
■
甲
Ｉ
■
匙
Ⅳ
噌
昼
■
９ 胃. 癖

一一

3．6平均期日回数 1.6

うち平均口頭弁論

期日回数

うち平均争点整理

期日回数

1.22.5

2.52．1

平均期日間隔(月） 2.53.2

【表8】争点整理手続の実施件数及び実施率

（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）争‘'I’唯理手続の実施件数股び実施率は【表8】

のとおりでihる。争,il､( |IK III! 1莨続の実施率は、令fll

2年が23.9(船であったが、nilu (36.0%)から引

き続き増ﾉ川して40.0(>もとなり、民事箱一審訴訟

事件とおおむね1両l程唆リ)実施率となっている6

( f lOl!!I報告書139 1I【喪8】参照）。

1

6

民事第一審訴訟

H』血

- - J

事件の種類 行政事件訴訟

－＝－．－－．－ ＝

争
点
整
理

手
続

実施件数 705 57.354

実施率 412％10.0％

人I;ll調べ実施幸此び12均人征放については 【表9】人証調べ実施率及び平均人証数
（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）

【表9】リ)とおﾚﾉでﾙ)ろ。人証調べ実施率は、前

|｢'1 (23.0%)から19.5(妬へとi成少したが、民寸靜子

－審訴訟『#件と比べて高い傾lhlが〃)ること<t ljil

FIIとlifl様である。ノ、征i淵べを実施した;}':件にお

ける平均人征数は前|111 (2．6人）力､ら2.1人へと杵

「減少した( "lOI!;i報告群139頁【炎()】参照）。

【|xl lO】リ)とおし)、メXﾉﾉ に,訴訟代理人が選任され

た覗件の人証調べ'だ施率(35.2%) ITtilill1'I (44.1

9《)）から減少しているが、それ以外ﾘ)龍件と比べて

る( \1Oli'l報告舎140 [|､xIIO】参照)｡

Ｆ
Ｒ
Ｐ
咄
、

一
■
■
日
頃
Ｒ
門
■
ご
間
旧
ト
ー

Ｉ

ユ．雪 』･急、瀞．

事件の種類

！さ

'4

W
b

h
T 凸 ﾛ

民事第一審訴訟＃ 行政事件訴訟 ｜
M1 ，

人証調べ実施率 19.5％ 11.4％

平均人証数 0．4 0．3

平均人証数 ：

(人証調べ実施事件）！
21 2.6

興して顕著に商い|頃|口lにあZ)ことは、前Inlとl ifl様であ

5平均期日間隔は3 2月であり、民事第一審訴訟事件よりも顕著に長い｡これは、訴訟要件具備の有無や行政実体法規の解釈適
用について専門的な知識が必要となり、当事者の期日間準備に時間を要する場合が多いこと等に起因するものと考えられる(第1

回報告書130頁参照)。

6行政事件訴訟では、通常の口頭弁論期日において争点整理をするケースが多いものと考えられる(第5回報告書概況編53頁

参照)。前回以降、争点整理手続の実施率が大きく増加している要因としては、ウェブ会議を利用した争点整理手続が実施され
るようになったことが寄与している可能性がある。
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【図10】訴訟代理人選任状況別の人証調べ実施率の推移(行政事件訴訟）
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【表11】人証調べを実施した事件における平均審理期間
及び平均人証調べ期間(行政事件訴訟）

人｢il[ 1淵べを実施した‘旧件における平均審理

期間及び平均人証渦べ期間についてけ【表

11】リ)とおりでた〕ろところ、平均審理期間

は前|111 (32.1月）よレノも短縮して27.0I1と

なっておﾚﾉ、平均人証洲べ期間は前|1!I (0.6

11)よりも若干減少し‐E0．3月となった（第

I0I' 'l報告菩140頁【表11】参照).

平均審理期間(月） 27．0

平均人証調べ期間(月） 0．3
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○ 上訴に関する状況

｜元訴率及び卜訴事件割合については【図12】のとおﾚﾉで《ｳ)し)、氏束第一審訴訟筑件よしﾉいずれ｛,顕菩に高

い水准である‘

【図12】上訴率及び上訴事件割合の推移(行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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るI の2

一
一■■■■■■

1 実情調査の位置付け（目的）

民事第一審訴訟事件については、過去の報告耆でも指摘されてきたとおし）、争点整理期間が1を期化し、

それに伴って全体の審理期間が提期化する傾向にある。争点幣瑚は、裁半l1所と当事者との間で_腹要な争点や

{ﾛIが項要な証拠であるかについて認識を共有することにより、攻撃防御を当該争点に集!'］させ、必要な人証

を集!|!して調べることで、光'だした審理を迅速にrTうためのものであるところ、争点整瑚期間が長期化して

いる状況からは、こび)ような認識共ｲ丁の作業が必ずしも円渦に汀ｵ)れていないことが･)かがわれる。

趾11訴訟のデジタル化は、こり)ような争点整理のブラクティスを改善する契機となることが期待される

ところ、前|｢' lの検証で1t、合f11 2年2月に、デジタル化・フェーズ1の運用が開始され、ウェブ会礒等のデ

ジタルツールを活用した争点整理が行われるようになったことを踏たえて、デジタル化．フェーズlが､'2均

審剛期間の長期化笄従前からの課題に与えた影響や合議体の審理0)現状と課題等について,充情i淵澁を↑｢った

実情I淵在では、デジタルツールをi!f用して早期に実質的な争点雑即を実施するための［たが広がし）つつ,捻る

状況がうかがわれた。

前'1｣|の検証以降、合fⅡ5年311に双方当事者がウェブ会議のﾉﾉ式で参加-する弁論碓術手続、合fⅡ6年3

llにはウェブ会議の方式によるII頭弁論の運用が開始され、氏‘抵訴訟ひ)デジタル化がフェーズ2の段階に入

った。主た、令fII-l年-l11以降、民事訴訟法132条の10拝にlILづき、準備詳而、詳証の写し笄の栽1211苦煩

の砿「-提出をロI能にするためひ)システム（民事裁判菩緬竜j'提出システム、通称「nlints (ミンツ)」）の運

用が開始された。今I1!1の検征では、ニのようにデジタル化が進|災するII'、裁判所で使用十る｜浦己システムや

ウェブ会議のアプリケーション等を!|'心と十るデジタルツールを活用した争点整理の運武改善の手法がどぴ）

程唯浸i壷し、進化していろり)力､、また、そうした取組を多くの栽判'自'・弁護士が共有するためにと‘U)ような

取組が行われているのかを調査することとした。これに加えて、I1IInlに引き続き、合讓休による番蝿の現状

と課題についても調査対象とした。

デジタル化が進展するII｣でﾘ)争,1I1整理の運営改善の実情を把握するためには、デジタルヅールの活用が

進み、一走り)蓄積が見込夫れろli:を対象と寸一るり)が相､'1で〃)ろ。こり)ような観点から、実:|ff ,凋査先は、令fロ

2年2Hからフェーズ1(/)運用を開始した第一次実施ji:/償いし絆而の'1世T提出を可能とする|11 intsを全国に

先駆けて導入した庁の!'｣から、異なる地域に所在す-るﾉ〈規模11:及び小規模庁を選定し、合ﾎ116年3月及び

ll llに、これらのli=の本1):及びこれらの庁に対･応する甲位弁推上会に対して実情調商を行った。なお、｜竜

I;dのとおり、これらの11:は、デジタル化が全国に先郡けて実施され、特に先進的な取組が↑rオ)れているため

'r llJIの実情調査d)結果は、判KIの民事第一審訴訟事件の平均II1(jな「実情」とは,IZ,ずしも一致しない点には留

意が,lZ要である。

実情調査の結果は、次のとおし）である。

2 実情調査の結果

（1）デジタル化が進展する中における争点整理の現状と課題について

ア 争点整理の現状等

（ア）序盤の争点整理の充実化（争点整理序盤の口頭協議の浸透）

前回の実情調査では、デジタル化・フェーズlの卜．において、争点整理の序盤において「1頭協議を
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行うプラクティスが紹介された'。この協議は、争点整理の早期の段階で、裁判所と当事者との間で、

主要事実レベルでの争点や主張立証の見通しについて口頭で協議を行い、共通認識を持ち、これを前

提に、その後の審理イメージを共有することなどを目的としたものである。このようなプラクテイス

については、前回の検証検討会において、議論の拡散や五月雨的な求釈明による無用な審理を防ぐこ

とができる旨の指摘があったところである。

今回の実情調査においても、いずれの裁判所からも、多くの裁半ll官がこのような争点整理の序盤の

口頭協議の有用性を認識し、実際の事件で広く実践している実情が紹介され、このような取組により、

①当事者と事案のポイントを共有でき、進行の見通しを立てやすくなる、②当事者が裁判所の心証を

踏まえて、無用な主張立証を避け、ポイントを絞った主張立証が可能になる、③和解の話を進めやす

くなるとともに、和解勧告のタイミングも把握しやすいなどの効果があるという指摘があった。弁護

士からも、このような協議を行う機会は増えており、序盤に双方の主張の骨子を明示的に確認するこ

とにより、双方の主張を噛み合わせることができ、審理期間の短縮につながるなどといった意見

や、最近では、裁判所から、ただ単に相手方の書面に反論することを求められることが減り、どの主

張に対して反論をすべきかについて具体的な話がされるようになっているという指摘があるなど、実

質を伴った争点整理を目指す方向への裁半l1所側の態度の変化に関する指摘もあった。また、弁護士に

おいても、早期に実質的な争点整理を開始するため、交渉段階で当事者がどのような主張をしていた

かが裁判所にも分かるように、要件事実だけでなく、交渉段階で相手方との間でどこに認識の食い違

いがあったかを記載したり、交渉段階の書面を早期に提出する工夫をすることがあるという紹介があ

り、裁判所と弁護士の間で審理の序盤から実質的な争点整理を行う必要性が共有されていることがう

かがわれた。

このような審理の序盤から実質的な争点整理を実施するための期日指定（以下、書面による準備手

続における協議や事実上の打合せ等も含めて、単に『期日」という。）の工夫として、裁判所から、第

1回口頭弁論期日指定後に被告代理人が選任された場合には、①実質的な反論を記載した書面の提出

に必要な期間等を踏まえて新たな期日を指定する（実質答弁先行型)、②比較的近い時期に新たな期日

を指定し、口頭で主要事実レベルの争点や主張予定を確認する（口頭協議先行型）という2通りの対

応が考えられ、事案の軽重、代理人の属性等を踏まえてこれらを使い分ける運用が紹介された。例え

ば、事案が複雑なものについて、被告がしっかりとした準備をしたいという場合には実質答弁を先行

させる場合もあるし、まず事案の大枠を把握したいという場合等には口頭協議を先行することもある

とのことであった。弁護士からは、従前見られた、第1回口頭弁論期日において被告欠席で擬制陳述

をするためだけに原告代理人が出頭することはなくなったという指摘があった。

また、前回の実情調査では、こ のような序盤の口頭協議を効果的に行う工夫として、裁判所から、

当事者双方に対して、参考事項の聴取・事前照会書を活用して、事前交渉の有無、被告代理人の有無、

進行についての意見、デジタルツールを利用したウェブ会議の利用の可否、和解の意向の有無等を確

認し、序盤の口頭協議を実施すべき事案を選別するなどしているとの紹介があった。今回の実情調査

でも同様の取組が行われていることが紹介されたが、従前の紙媒体での照会では回収率が芳しくない

ことから、デジタルツールを活用してオンライン上で回答可能な方法を用いているという工夫も紹介

された。

他方、口頭協議は、裁判所・代理人双方に一定の準備の負担を課すことから、裁判所からは、すべ

ての事件において口頭協議を行うのではなく、口頭協議を実施する事案を選別したり、事案の複雑さ

！第10回検証検討報告会では、「方向性協議｣と呼んでいたプラクティスであるが､このような呼称は特定の庁で用いられるもので

あることから､本報告書では､より一般的に、「序盤の口頭協議｣などと表現することとする。
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等を踏まえて口頭協議の密度を変えながら実施している、あるいは、序盤の口頭協議において無理し

て争点を固めるのではなく、口頭協議を続行しているという実情の紹介もあった。

(イ）活発な口頭協議を行う方策

上記（ア）のとおり、争点整理の序盤から口頭協議を行い、早期に実質的な争点整理を開始するプ

ラクテイスが浸透しつつあることがうかがわれる中、次のとおり、デジタルツールを活用しながら口

頭協議を活性化する工夫も紹介された。

① デジタルツールの活用

まず、裁判所からは、口頭協議の結果、当事者が次回までに検討すべき事項を確認した上で、投稿

機能（36頁参照）を利用して協議結果を当事者と共有する取組により、裁判所の指示が取り違われ

ることなく、協議した内容に沿った準備がなされ、口頭協議の活発化につながっているという紹介が

あった。また、当事者から提出された書面の内容を踏まえ、期日前に、期日に口頭で確認したい点等

について予告することにより、簡単な内容であれば、期日において当事者から口頭で回答をしてもら

える場合があり、口頭協議の活性化に一定の効果があるという紹介があった。

さらに、期日中における工夫としては、耆証のデータに書き込みをした上でそれを画面共有しなが

ら口頭協議を行ったり、誤解なく争点等の認識共有を図るために裁判官が作成した表を共有するなど

の取組が紹介された。こうした表の作成については、弁護士からも一覧表の作成により当事者の主張

の全体像が把握しやすくなり、審理の迅速化にもつながっているという意見があった。この点に関し、

裁判所からは、データの活用が容易になったことにより、当事者との間でこうした表を共同で作成す

る作業を行うことが増えるのではないかという意見があり、弁護士からも、裁半ll所が記載のルールや

表のフォーマットを作成してくれれば、利用しやすい表を作成できるという意見があったところであ

り、今後裁判所と代理人の間で、このような充実した争点整理に向けた共同作業を双方の適切な役割

分担の下に効果的に行うための方策の検討がさらに進むことが期待される。

他方で、弁護士からは、ツールが何であれ、裁判所が分かりやすい求釈明をしなければ、噛み合っ

た議論にはならないという指摘があったが、裁判所が準備事項を投稿機能等のデジタルツールを活用

して明示的に共有することにより、準備事項に関する認識の朗齢はかなり少なくなったという意見も

あり、デジタルツールを用いて事前準備が効果的に行われ、口頭協議の活性化にもつながっているこ

とがうかがわれた。

また、裁判所が適切な求釈明を行うには、裁判所が当事者の主張立証を的確に把握することが重要

であるところ、mintsを利用している事件における工夫として、提出された準備書面のPDFデータ

を活用して、相手方の認否に応じて否認（赤)、不知（黄色)、認める（緑）で色分けし、これをデジ

タルノートアプリ上に切り貼りをして、否認している部分と争いのない部分に整理し、関係証拠を引

用することで、争いのある部分についての証拠のあるなしが一つのファイル上で視覚的に明らかにな

り、事案を把握しやすくなっているという紹介があった。

以上のとおり、デジタルツールの争点整理での活用については、試行錯誤が行われている状況であ

るが、裁判所、弁護士双方から、デジタル化によって自動的に審理が迅速化するものではなく、デジ

タルツールの利用が自己目的化しないように留意し、効果的に活用することが重要である旨の意見が

あった。

② 期日指定等の工夫

裁判所からは、口頭協議により、当事者が反論すべき具体的事項が明らかになることから、例えば、

当事者本人への事実確認が必要な内容であれば準備期間を長くとり、法的評価に閨する主張にとどま

るのであれば準備期間を短くするなど、準備に必要な期間に応じて、次回期日を指定しているといつ

108



た工夫の紹介があったほか、1期日の時間設定についても、通常30分程度であるところを15分にす

るなどして、期日ごとにメリハリをつけて期日の指定等を行う工夫が紹介された。

弁護士からは、準備期間については、①反論の対象となる準備書面及び書証の分量、②依頼者から

の事実確認や証拠の収集・提出が必要な争点かどうか、③他の事件の尋問準備や書面の提出期限等、

④依頼者が個人か法人か等、決裁に時間を要する事情があるか、といった点が考慮要素として考えら

れるという意見があったほか、準備事項の内容等にかかわらず、漫然と長期の準備期間を希望する代

理人に対しては、裁判所から、合理的な期間で準備を行うように指摘してほしいといった意見や、15

分刻みの期日の場合には、裁判所として口頭協議を行うことを想定していないという ことかと受け止

めるといった意見もあったが、いずれにしても、裁判所・弁護士ともに、準備内容に応じた合理的な

準備期間を前提にして期日指定を行うべきであり、当該期日で予想される口頭協議の内容に応じて必

要な期日の時間を確保すべきであるという認識は共有されていることがうかがわれた。

書面の提出期限の遵守

書面の提出期限の遵守状況については、前回の実情調査でも、弁護士から、期日の1週間前に書面

が提出されるのは半分程度であるという指摘もあり、書面の提出期限の遵守について改善が見られな

い状況が広く存在することがうかがわれ、デジタルツールを用いるなどして適切な進行管理をする必

要性等が指摘された。

今回の実情調査では、mintsが利用されている事件の実情も紹介されたが、mintsの自動督促機能

（書面提出期限の数日前に自動的に督促のメールが送信され、期限が過ぎると毎日督促メールが送信

される｡）については、弁護士からは、書面の提出の動機付けになっているという意見があり、裁判

所からも、nlintsを利用している事件ではおおむね書面の提出期限が遵守されており、かつ、書記官

による督促の手間を省くことができるという意見があった。

また、mintsを利用していない事件については、裁判所から、投稿機能やチャット機能を活用して

代理人に準備状況を確認すると、経過報告等を行う代理人もおり、チャット等での督促には一定の効

果があるという意見がある一方、弁護士は裁判所からのチャット等による連絡を常時確認しているわ

けではないので、チャット等を利用した督促はしていないという裁判官も少なくないという実情が紹

介された。こうした実情も踏まえ、裁半ll所からは、裁半ll所からの投稿機能によるメッセージに対して

はリアクションボタンを押すことにより裁判所に対する既読の通知をすることなど、代理人に依頼し

たい事項をまとめたペーパーを作成し、これを代理人と共有するなどして、弁護士に対して、裁半l1所

のメッセージを確認するように促す取組を行っていることが紹介された。

これに対して、弁護士からは、極力期限は守っているが、依頼者側の作業が遅れたり、予想してい

たよりも準備が難航して期限に間に合わないことはあるという実情が紹介される一方で、書面の提出

が期限よりも遅れる場合でも、裁判所及び相手方が読めるよう、期日当日や前日の提出にはならない

ようにし、あるいは、投稿機能を用いて書面等のデータだけでも先に提出しているといった工夫や、

期日を空転させないために、書面の前半部分だけでも準備、提出して、次回までに相手方に認否反論

してもらい、同時並行で後半部分を準備するといった工夫が紹介された。 ・

協議結果の共有の方法

協議結果の共有方法と効果に関しては、最終的に確定した争点や、審理の中盤で争いのないことを

明確にした方がいい場面における当該争いのない事実については調書に記載する一方で、ノンコミッ

トメントルールを前提にした暫定的な協議結果は投稿機能を利用して事実上確認するにとどめている

という紹介があった。これについては、弁護士から、依頼者が確認している書面に記載されている以

上のことは言えないといったノンコミットメントルール自体に慎重な意見があった一方、協議結果が

投稿されると、内容が明確化し、形に残るため、認識共有に資するという意見もあった。もつとも、

③

(ウ）
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裁判所からの投稿を確認しない弁護士もいるという指摘もあった。また、特に、非定型的な類型の訴

訟で、当事者の主張の法的な位置付けが明確でない場合においては、当事者に要件事実に沿った主張

立証を意識してもらうために、期日において、口頭ないし画面共有機能を用いて、争点となる主要事

実や、当事者の主張の骨子について、裁判所の理解を当事者に伝え、朗齢がないか確認した上で、そ

の結果について、投稿機能を活用して当事者と共有を図るといった工夫も紹介された。

なお、裁判所からは、投稿機能を利用して当事者と結果を共有する場合、裁半ll官の異動があった際

にも、前任の裁半ll官が当事者と共有した内容について、後任の裁判官が確認することができ、裁判官

の引継ぎという観点からも有益と考えられるという意見があった。

争点整理を充実させるための組織的取組

(ア） 裁判所内部での取組

今回の実情調査では、裁判所内部において、単に審理運営改善の方策を裁判官の間で共有するにとど

まらず、多くの裁半ll官が過度な負担なくそのような方策を試行、実践できるように工夫を蛭らした組

織的取組が行われていることがうかがわれた。

まず、争点整理序盤の口頭協議について、庁内で広く取組内容を共有するため、転入者説明会等で情

報共有を行ったり、実際に口頭協議を実施している期日を見学することができるようにしているとい

う取組が紹介された。

また、投稿機能を効果的、効率的に活用するという観点から、庁内の裁判官が実際にした投稿例を収

集して、日常的に使用する投稿と、聿案の状況に応じて使用する投稿のサンプル集を作成して、庁内

で共有するという取組が紹介された。

さらに、有志の裁半ll官の間で、参考事項聴取の照会書の作成、試行を行ったり、投稿機能等を活用し

て、審理運営に関する意見交換を行っているという取組も紹介された。

(イ） 弁護士会内部での取組

弁護士会内部での取組として、新規登録者に対する講習として、口頭協議やノンコミットメントルー

ルといった、司法修習中にはあまり取り扱われない実務上の重要事項について周知を図っているとい

う紹介があった。

また、裁半|｣所との間で争点整理やデジタルツールの活用等について協議を行う場合には、弁護士の

間でも議論を行った上、裁判所との協議結果について結果報告を行って弁護士間で周知しているとい

う紹介があった。

(ウ） 裁判所と弁護士会との間での取組

今回の実情調査の対象地においては、裁判所と弁護士会の間では、複数の協議会で争点整理が協議事

項にされているとのことであった。もっとも、前回の実情調査と同様、弁護士会においては、そうし

た議論の結果について、弁護士会の月報や会員専用ホームページで周知しているものの、月報やホー

ムページをあまり見ていない弁護士もいるという課題が指摘された。

他方、審理運営改善のためには裁判所側において弁護士のビジネスモデルを知る必要があるという問

題意識から、右陪席と若手弁護士の意見交換の場を設け、弁護士業務についての認識共有から始め、

その後、デジタル化の中での争点整理や準備書面の在り方について意見交換を行い、その成果を裁判

所及び弁護士会それぞれの内部で共有しているという意欲的な取組の紹介もあった。

また、実情調査を行ったうちの1庁では、mintsの利用率が高いところ、その要因として、裁判所か

らは、弁護士、事務員向けの説明会の実施、説明動画等の周知のほか、個別の事件において初回の期

日の最後に必ず利用の意向確認を行っている旨の紹介があった。弁護士からも、当該庁においては、

裁判所が熱意をもって利用を促していること、実際に使ってみると、書面を正式に提出できる上、正

本・畠||本の作成や書面の郵送・FAXの負担がなくなるなど、使い勝手がよかったことがmintsの普及

イ
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につながっているのではないかという意見があった‘

（2）合議体による審理の現状と課題について

ア 合議体による審理の実情

（ア）付合議の実情について

実情調査の対象庁のうち1庁では、医療関係事件、建築関係事件、行政事件、知的財産事件、労働関

係事件については原則として合議とし、そのほか、世間の耳目を集める事件や事案が複雑困難なもの

も合議に付しており、定期的に、支部も含めた管内の民事担当裁判官全員で担当事件についての意見

交換・相談をする中で、審理や判断が困難と思われる事件について情報共有することにより、適切に

合議に付していると いう実情が紹介された。もうl庁では、合議に付している事件類型としては、安

全配慮義務違反が問題となるものや、証券取引関係、国家賠償、事実関係が複雑で判断に迷うもの、

社会の耳目を集めるもの等があるが、合議基準を設けているわけではなく、新件の訴状の回覧や、定

期的な「棚卸し」（単独事件として係属している未済事件の中に付合議が相当なものが含まれていない

かについて部全体で意見交換し洗い出す作業）に加え、各裁判官から適宜のタイミングで部内で相談

するなどして合議に付しているという実情が紹介された。

もっとも、弁護士からは、事件類型で機械的に合議にしている印象があり、たとえば、単純な事件で

も形式的に医療事件に該当すれば合議になっているという意見や、本庁の専門部で合議になるような

事件が支部で単独で進行している事件もあるなど、合議に付すべき事件について単独で進行している

事件もあるように思うといった意見もあった。

（イ）付合議の効果について

付合議の効果については、裁判所からは、比較的時間に余裕のある左陪席が主任裁判官を務めること

で、複雑な前提事実・当事者の主張の整理、判例調査等を行い、単独事件よりも丁寧に判断を行うこ

とができ、適正な解決に結びついている、各裁判官の経験等を共有することで、審理が漂流すること

を防ぎ、迅速な解決につながる面もある、多角的な視点から適切な結論を導けていると思われるとい

う意見があった。弁護士からも、合議に付されてから急に進行がスムーズになることがあるといった

意見や、合議に付されて困ったという経験はないといった意見が出され、合議体の審理のメリッ|､に

ついては、裁判所及び弁護士の双方が認識していることがうかがわれた。

他方で、弁護士からは、単独事件として進行している事件について合議体による審理が適切であると

考える場合において、付合議の上申を出すことはあるが、当該単独体による審理が不十分であると言

っているように受け取られると思うと、上申を出すことには時踏を覚えるといった意見もあった。

イ 合議の充実・活用を図る取組の実情

限られた時間の中で、合議体内で事件内容を共有できるよう、時系列表や、当事者の主張対比表を作成

し、共有したり、合議の際には、上記一覧表など、必要なものを画面で共有したり、合議の際に、すぐ

に必要な情報にアクセスできるよう、予定表管理ソフトを使ってスケジュールを共有した上で、そこに

合議メモ等の必要なデータを張り付け、情報を一元化するなどの工夫が紹介された。

また、mints上に主張書面・証拠等がアップされている場合、尋問等の弁論期日において、合議体全員

がそれぞれの端末からこれらの書面を見ながら合議事件の審理に参加することができ、より充実した審

理を行うことができているという実情が紹介された。

合議の充実のために、当事者に協力を求めたい事項として、①合議事件については、左陪席が記録を

検討した上で、裁判長等と進行の合議をする必要があるため、準備書面の提出期限から、翌々週に期日

を設定するようにしていることから、書面を提出期限のとおりに提出すること、②mintsを利用すれば、

書記官により提出された書面が記録に綴られて裁判官の下に届くまでのタイムラグを省略でき、また、
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合議体の全員が同時に記録を見ることができるため、迅速な合議に資することから、mintsを積極的に活

用することが挙げられた。

ウ 部全体の事件の処理態勢

前回の実情調査を踏まえた検証検討会の議論においては、バランスの良い合理的な審理・判断が可能に

なるという合議体による審理のメリットを活かし、部内全体で手持ちの事件をマネジメントするという

観点も踏まえつつ、引き続き、合議強化に向けた取組を進めていく必要があることが指摘されていた。

このような指摘を踏まえて、付合議されていない事件も含めた部全体の事件を適切に処理する取組に

ついても調査を行ったところ、上記ア（ア）のとおり、定期的な「棚卸し」のほか、部内での相談を随

時かつ適宜のタイミングで行う、あるいは管内の裁判官が集まっての意見交換を定期的に行うことによ

り、他の裁判官からの意見を聴けるようにしており、こうした相談等を通じて、困難な事件については

合議に付している実情が紹介された。
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3 検証検討会での議論

1 争点整理の現状と課題について

（1）デジタル化が進展する中における争点整理の実情

"10クールの検証検討会においては、争点整理ﾘ)序盤でd~)11頭協燕において、争点整理ｳ)|三帳を形

成することは喧要であり、裁､fll所と当張者が主たる争,1IKや-t張立証の見通しを比有~することで、議論

の拡散や五j] I:i:1的な求釈明による熈用な審理を|ﾘj<‘ことができる旨の指摘があった。今回り)実|肯調査

では、こうした取組が広く浸透していることがうかがわれ、これを評価する恵児があった．もっとも、

部ﾘ)弁護上には、序盤にll弧協I誰を行うことり)恵淀や、ノンコミッ|､メントルール・デジタルツー

ルの扱い等の11頭協議に当たって(/)ルールについて琿解が十分に浸透していないことも")かがわｵ'た

として、裁卜l1lﾘ『から弁護上に対･して、序盤ﾘ)l1頭協儀の‘営菱や、ll頭協議に､'1たって0)ルールを|IWI

に‘;兇明し、弁誰t {Hllからもノンコミットメン｜､ルールの意義･u的について確認するなど、減11所と

弁推｜;との間で十分なコミュニケーションをとることが屯要であるという脂摘が‘も)った。

kた、第10クールの検証検i;､|会で(-t、ll頭協縦を允実させZbためには、簡ili.な打合せや情報此杓.は

チ-I,シl､やメール竿で事前に済たせるなど、期ll間の在り方そ(/)もり)が変オ）らないといけないという

桁摘もあったところ、今回り)'だ|i'i !淵澁で|士、ウェブ、会議のアブリケーシ三Iンの機能の一つである投稿

機能を用いて期｢1におけるII頭協確り)結果をグループ内で共ｲ1-したし)、期、間において釈明を↑r･)と

いった取組が紹介された。こり）ように期、間においても事件を進付させることができる選択llkが1Wえ

ることは望ましいことであると誹lllli "|-ろ一ﾉJ.で、′淀情i凋資でも紹介があったとおし)、それが哉卜ll'白｡に

とつ=<過度な負机とならないよ")に費用対効果を砦え-てメリハリをつけて実施していくことや、詳記

'自､とり)役割分ｲ1lについても棯討-rI-ろことが喰要で‘も)ろという桁摘が《も〕った･

他ﾉﾉ、今lnlの'戈情洲澁で(士、ノ脳､fl1 11｢力､ら{士、｜竜！氾のような投柚機能によるll頭協議v)粘果リ)共有.等

U)(王か、ﾁｰﾐ,ヅト笄を用いて絆而提出リ)督促を行･)取組が紹介さオLたが、一部U)か継士については、

哉ﾄﾘlﾘ『から送られる投稿等を兇ていないという実情もうかがオ)れた･こり),1I,(に関しては、弁謹｜星にお

いて投稿等を確認す-Z6,g要'|､1蚊びそれに向けた裁川所側から0)働きかけり)萌要'|'liが脂摘さオ’たほか、

デジタルツールのh1用によし)期||間でも'f二件が進il:していくことが弁潅十言ﾘ)間でもI忍識されるように

なれ(-f、こうした投稿笄を確認しないといった対応{士なくなっていくリ)ではないかという脂摘があっ

た”

（2）争点整理を充実させるための組織的取組

/TIIIIの実情調古では、多くり_)股､Ill'円｡が過度な負|11なく審瑚運営改善に取ﾚﾉ組めるようにするため、争

,III､〔惟理の序盤ﾘ)ll頭協議について、転入した裁卜ll'白.lblけの説剛l会や実際にII頭協鏡をil:う期|1(/)兄学

を実施したﾚﾉ、実際に事件で使用-;'一ろことができる11頭協議の結県についてり)投稲(ﾉ〕サンプル帷を作

成十るなどの［ﾉくが紹介された。

こ･）した取組に関して、特111(/)知識や技能を待った裁fll'R.でなくても審理連崗の改善の方策を実践で

きるような~I夫をij:うことについては、こり)よ｡)なI夫をこれ-たで実践していなかった裁1211'白も新た

に取ﾚﾉ組んでみよ"）というきっかけとなり、我|ill所全体け)審瑚リ)質の底|三げにつながること力､ら、望

史しい取組であし）、今後も進めるべきであるという‘意見があった

他ﾉﾌで、審理の迅速化の観1A(からは、{Ikl別d)帝件において栽1511 '白.ﾘ)交代が方)った場合においても、

｜リ渦に審理を進{]:させることが『｢〔要であるところ、‘調:件を引き継いだ裁判官がどのような情報を必要

としているかについて弁護士|HIIが把握す-ることは難しいたM)、裁､卜||所側において適切に引継ぎが行わ

れるような工夫を検討することも'II要ではないかという指摘があった。
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2 合議体による審理の現状と課題について

第10クールの検証検討会においては、付合議により､ 事案のポイントや結論に至る道筋が明確になる

ことが少なくなく、審理の促進に役立っているという指摘があった。今回の実情調査においても、裁判

所、弁護士どもに合議体の審理によるメリットを感じていることがうかがわれたが、他方で、弁護士か

らは、単独で進行している事件について合議体による審理が適切であると考える場合においても、代理

人側から付合議の上申を出すことには濤曙を覚えるといった意見もあった。この点については、弁護士

からの上申は適切な付合議の契機となることから、裁半ll所において、弁護士が積極的に付合議上申でき

るような方策を検討するべきではないかという意見もあった。

3 1nintsの活用について

今回の実情調査は、迅速化検証としては初めてmi ntsを活用した審理の実情を調査する機会となったが、

複数の委員から、nlintsで提出されたデータを活用して、事案を効率的に把握する工夫(108頁参照）は、

審理の迅速化に資するのみならず、裁判の質の向上にも資するものであるといった、取組を積極的に評

価する意見があった。また、紙媒体の記録では、合議体の裁半'|官が同時に記録を閲覧することはできな

かったが、mintsを利用して書面がデータで提出されれば、複数の裁判官が同時に記録を読みながら合議

を行うことができるなど、審理そのものだけでなく、合議の活性化の観点でも効果が期待できるという

意見もあった。

その一方で$ nlintsを利用した審理の工夫については、一部の裁判官の個人的な工夫にとどまっている

のではないか、mintsとウェブ会議のアプリケーションをどのように使い分けるのかも検討が必要である

といった課題も指摘されたが、有効な手法については裁判所内において共有するだけでなく、弁護士に

もその理解を浸透させ、裁判所と弁護士が協力しながら､ デジタルツールを活用した効率的な審理を裁

判実務に普及させる取組が重要であることに異論はなかった。
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呵今後に向けて碓討 ■
1 デジタル化が進展する中における争点整理の実!|青と課題について

令和2年2月にデジタル化・フェーズlの運用が一部のI)二で開始された後、現在全ての庁において、ウ

ェブ会議の運用が開始され、広く活用されている。また、ウェブ会議の定着に伴い、投稿機能等のデジタル

ツールの活用も広がっていることがうかがｵ〕れろ。さらに、令和4年からmintsの運用が|||目次開始し、耆而

の竜『提出が実際y)審理において利用口J能となっている。こうしたデジタルヅールを積極的にi門用して審理

の合理化、効率化をlXlることが屯要であることはいう主でもないが、検証検討会でも指摘があったとおり、

デジタルツールを活用した取組は、一部の特別な知識や技能を侍った裁判'自.が行っても、裁判所の謂件全体

の迅速化に結び1,1-くことは期待できないことから、多くり)裁判官が過度な負扣なく実践することができるも

のであることが堕要である。

序盤の争点整理の充実化については、争点整理序盤にll頭協議を行い、早期に主要な争点を確定し、進

行の見通しを立てることにより、議論の拡散を防ぎつつ、的確に争点整理を進めることが屯要であると言え

られるが、今回り)実‘|冑調査では、裁半ll所のみならず、弁護上にもこり)ような認識が定告しつつあることがう

かがオ〕れた。こうした｢1頭協議を沼発化するためには、｜|鎖協議を予定している事項を手前に投稿機能等で

-f告したり、期日において画而共有機能をfll用して共i函の資料を関係者で一緒に確認しながら協議を寸一ろな

どの工夫のほか、期、において、’1頭協礒の結果、寸一なわち、主喫事実レベルの争点や次凹期日までの准備

聿項・提出期限を明示的に確認・共有するなど､のﾉﾉ策が考えられる。また、争点整理序盤の11頭協議を効果

的かつ充実したものとするためには、’1頭協譲り)HI'1(｣ ･,意義やノンコミットメントルール等の基本的なルー

ルについて、裁判所・代理人間で'－．分に認識共有しておく必要がある。

他方で、期日間において投稿機能等を利用しながら争点整蝿をする場合には、弁護上が投稿等を確実に

確認することが前提となる。既に多くり)弁護上が、裁判所による投稿機能等の活用を月ij提に、裁卜ll所から0）

投稿笄に適切に対応しているもひ)ﾘ)、期｢1間において投稿等を用いるフラクティスは比較的新しいもり )で[f）

り、期、間に投稿等を確認しなければならないという認識が,IZ､ずしも全ての弁誰l:に浸透していないことが

うかがわれる。こうしたブラクティスを走者させるた,Y)には、期日間の役柄等ﾘ)確認の,g要'|､ﾉ|iについての弁

謹士IHllの認識の性化と、それに向けた裁判所|M||の組織的かつ継続的な働きかけが或要である。

また、特に複雑な事件においては、 覧表を活用して事件ひ)全体像を把握したLで整理を行うことが有

効な場合もあると考えられる。一覧表は従前から油用されているが、今回り)実'|冑調査では、主張善面のデー

タを活用するなどして、裁判所と当事者との間でこのような一覧表をより効率的に作成する取組も広がし)つ

つあることがうかがオ)れた･今l'_'l0 )実情i淵査では、mi ntsで提出された書面U)データを活用して裁卜ll宮が弔

案を効率的に把握す-る［ﾉくも紹介されたが、このような工夫も含めて、フェーズ3において記録が'電子化し

た段階ではさらにテータリ)活用による争点整理の効率化がIXIられることも期待されるところであるが、′実情

調査において指摘があったとおり、データの活用自体を自LLH的化市ることなく、そり)作業に当たっては、

裁､fII所と当事者が一覧表作成の目的・方法について十分に認識を共有したtで、適切な役割分担ひ)|ぐで作成

十ることが重要であると,'巴､われる。

争点整理を充実させるための組織的取組に関しては、裁判所からは、審理運営改善の取組を広く裁判官

の問で共有するためﾘ)工夫が紹介されたが、｜記のとおﾚﾉ、審理運営改善の取組は、特別な知識・技能を有．

する裁判官だけではなく、多くの裁判'自.が過度な負担なく実践できるものでなければ、裁判所全体ﾘ)審理ﾘ）

迅速化に結び付けること|士|且難であると考えられることから、このような視点を持って今後もT夫を凝らし

ていくことが必要である。他方で、Aill' !l d)実情調査と|両l様、今Iplの実情調査においても、弁護上の問で0)争

点整理に関する取組等のl吉l知については、弁護上全員に共有するのは難しいという課題0)指摘もあったとこ
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ろであり、効果的な取組等について広く周知できるよう、引き続き弁護士会と裁判所とで連携しながら取り

組んでいくことが必要であると考えられる。

2 合議体による審理の現状と課題について

合議体による審理については、バランスの良い合理的な審理・判断が期待できるなどメリットが大きいこ

とについては、裁判所及び弁護士の双方が認識しているところである。 これまでは、基本的には裁判所が主

導して付合議の判断を行ってきたところ、今後とも裁判所内部における適時適切な付合議のための体制や仕

組みを構築するための取組は継続する必要があるが、それに加えて、弁護士からの上申も適切な付合議の一

つの契機となると考えられることから、弁護士から裁判所に対して積極的に付合議の上申ができるような方

策について検討することも考えられる。

3 フエーズ3の開始に向けて

今回の検証は、前回に引き続き、デジタル化によって争点整理がどのように変容しているかに着目して調

査を行ったが、これらの調査を通じて、ウェブ会議や投稿機能等といったフェーズ2までに導入されたデジ

タルツールを用いながら、裁判所と当事者の間で、訴訟の早い段階から、争点についての認識を共有して、

効率的に審理を進めるプラクテイスが浸透してきている実情がうかがわれたところである。また、今回の実

情調査では、フェーズ3の一部先行実施と位置付けられるmintsを活用した取組が紹介されたところ(108

頁参照)、このような取組は、必ずしも一般的なものではなく、特に先進的な庁の取組と思われるものの、

電子提出されたデータの活用による更なる審理の合理化、効率化の可能性を感じさせるものであった。フェ

ーズ3の開始が目前に迫り、新システムの導入に向けた準備が本格化する一方、デジタル化を契機にした審

理運営改善の営みの真価が問われる時期に差し掛かっているところであり、新システムの機能を前提とした

新たな視点から、これまでの争点整理改善の取組がさらに深化していくことに期待したい。
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地方裁判所における

刑事通常第一審事件の概況及び実情
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刑事通常第一審事件の一審 概況l事通1

刑事通常第一審事件全体の概況1． 1

r 、

刑事通常第一審事件全体について見ると、事件数（新受人員、終局人員）については、平成28年以降、

令和4年までおおむね減少傾向が続いたが、令和5年及び令和6年は増加した。平均審理期間について

は、長期化傾向にある。

事案複雑等を事由とする長期係属実人員数については増加がみられるが、その余の主な統計データ

（否認率、平均開廷回数、平均開廷間隔、平均証人尋問公判回数､ 平均被告人質問公判回数等）につい

ては前回から大きな変化はみられない。
ノL
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刑事j血常第一審事件'の新受人員（延べ人員）’及び終局人員（実人員）3の推移については【図l】【|;xI 2】

のとおし)である｡平成28年以降おおむね減少傾向が続いたが､令和5年以降墹加に転じ、前lr'1 (新受人員59 , 503

刑事j血常第一審事件'の新受人員（延べ人員）ピ及び終局人員（実人員）』の推稲

')とおし)である｡平成28年以降おおむね減少傾向が続いたが､令和5年以降墹加｜

ﾉ、、終局人員42,278人）から増加した（新'受人員69,652人、終局人員47,558人）

【図1】刑事通常第一審事件の新受人員(延べ人員)及び平均審理期間の推移
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【図2】刑事通常第一審事件の終局人員(実人員)の推移
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ここでいう｢刑事通常第一審事件｣とは、通常の公判手続による訴訟事件をいい、略式事件を含まない。

延べ人員とは、同一被告人について、追起訴があった都度1人として累積計上したものを指す。

実人員とは、同一被告人について複数の起訴があっても、弁論終結時において弁論が併合されている限り1人として計上したもの

を指す。

１
２

３
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T要罪名別終局人員については【表3】ひ)とおﾚﾉであり、前'1'|と|同l様、窃盗、覚醒剤事犯、交通事犯がH

､‘ﾉｰっている（第lOl!II報告善155頁【表3】参照）。

【表3】主要罪名別終局人員(実人員）
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爵1起訴罪名と認定罪名が異なる場合や罰条変更等の場合は、裁判員裁判対象事件の罪名と異なる罪名であっても、裁判員裁判

対象事件として計上される。

2裁判員裁判対象事件のうち､'1裁判員法3条1項の除外決定があったもの、2裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の

支部に起訴された人員を除く。

3 未遂処罰規定のある罪名については、未遂のものを含む。

4「不同意性交等･同致死傷｣には、処断罪が｢強姦･同致死傷｣、「集団強姦･同致死傷｣及び｢強帝l1性交等･同致死傷｣のものが

含まれる。

5「自動車運転死傷処罰法違反｣には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条から6条の各罪で終

局した事件が計上されている。同法の施行日は、平成26年5月20日であり、同法附則14条により、同法の施行前にした行為に

対する罰則の適用については､なお従前の例によることとされているため、同日以前の危険運転致死傷(平成25年法律86号に

よる改正前の刑法208条の2に係る罪)については、「その他刑法犯｣欄に、同日以前の自動車運転過失致死傷(平成25年法律

86号による改正前の刑法211条2項に係る罪)については、「業務上･自動車運転過失致死傷｣欄に､それぞれ計上されている。

迫,哩訴(ﾉ)有無別割合については【|､xI 4】

のとおし）である。追起訴のある聿件け)'脾'ln、

は、前|1 11とぽぽ同様(24.8《賂）であし)、

企体v)約4分(ﾉ)lをlliぬる（第1011 1|報告群

155rI [|､xI4】参照）。

【図4】追起訴の有無別割合

’
追起訴なし

75.2％
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刑事通常第丁-審事件の慨ﾙﾋは【表5】のとおﾚﾉである‘

【表5】刑事通常第一審事件の概況データ
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一
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》
２
》
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Ｍ
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Ｍ
》
哩
一
皿

平均取調べ証人数

平均証人尋問公判回数 ※6

平均被告人質問公判回数

否認率(％）

※7

叩
一
岬
一
切
一
脈
一
“
一
“

弁護人選任率(％）

国選弁護人選任率(％）

私選弁護人選任率(％）

外国人(要通訳)率(％）

鑑定実施率(％）

検証実施率(％）

細
一
認

0.1

※1 平均審理期間は､審理期間区分ごとに設定された代表値(基本的には、各区分の中間値が代表値とされている。）に､各区分ごとの

事件数を乗じたものの総合計を事件総数で除する形で算出されている。期間の区分は、1月以内･2月以内･3月以内･6月以内・1

年以内･2年以内･3年以内･3年を超えるものの8区分である。‐

※2 受理から第1回公半l1期日までの平均期間は、受理から終局までの平均審理期間から、第1回公判期日から終局までの平均期間(算
出方法については※3を参照)を控除して算出している。

※3 第1回公判期日から終局までの平均期間は、※1と同様の方法により算出している。したがって、同期間は､最短であっても0 5月とな
る。

※4 開廷回数とは、これまでの報告書と同様、実質審理(冒頭手続､証拠調べ手続､弁論手続又は判決宣告手続)を行った公半l1期日の
開廷回数のほか、証拠調べを実施した公判準備期日の回数を含むものであり、平均開廷回数とは、公判を開いた被告人1人当たり

のものをいい､移送など公判が開かれずに終局した事件については、平均開廷回数を算出する対象事件から除外した。

平均開廷間隔とは、受理から終局までの平均審理期間を平均開廷回数で除したものをいう。

平均証人尋問公判回数は、証人尋問が実施されずに終局した事件は除外して算出した。

平均被告人質問公判回数は､被告人質問が実施されずに終局した事件は除外して算出した。

国選弁護人と私選弁護人が同時に選任された事件や国選弁護人が解任された後に私選弁護人が選任された事件(その逆の場合も

含む。）は、「国選弁護人選任率｣及び｢私選弁護人選任率｣の双方に計上されているため、両者の合計は｢弁護人選任率｣を上回っ

ている。

裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

裁判員裁半l1に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。

５
６

７
８

※
※

※
※

※9

※10
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追起訴の有無別の平均審瑚期間については【IxI 6】d)とおりである。追起訴のある'f件の平均審理期間(6.0

月）及び追起訴のない制牛の下均審理期間(3.211 )は、月ill! ilとIモぽ|両1様である（第1 01{:II報告耆157頁【|xl 6l

参照）＠

【図6】追起訴の有無別平均審理期間及び審理期間の分布

’
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０
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総数

(平均審理期間3.9月）
22.835．926.12.4

５
８

３

Ｏ
Ｑ

Ｑ

■
■

追起訴あり

(平均審理期間6_0月）
41.36．7 23．8

８

９
２

０

１
０

０

■
■

■

追起訴なし

(平均審理期間3,2月）
16．739.832．43.0

0% 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1 00%

※ 総数とは、2つ以上の項目がある場合の各件数を合算したものをいい､例えば､本図のとおり

追起訴の有無別においては、追起訴がある事件数とない事件数とを合算したものをいう。

なお､類似の概念である｢全体｣については、【図11】の脚注を参照

【図7】審理期間の分布審理期間の分布については【IxI7】け)とおりであし)、

* fIM期間が3月以内ﾘ) ;11件は、前IIII (66.6%)よりi政'｣′、

して64.49〈,となし)、3 11fa6 1-1以内の索件は、ルil l' '|

(212%)よﾚﾉ淵j川して22.8%となった。その一ﾉﾉで、

審蠅期間が1年を超える事件は、前|1 11とぽぽ|司様(3.7

96）である。( \l0I!1|報告fffl57頁【|､xI 7】参照）

追起訴の有無別で兇た審理期間の分ｲliについて|士

【lXl6】のとおりであし)、追起訴ﾘ)ない市件では審瑚期

間が31}以内の '1':|'|:"75 . 2%を｢#めろぴ)に対し、追起

訴ゾ)(F)ろ制牛では31.0%である。

3年を超える3年以内

I
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帝案複雑等を雇禰由として2年を超える長期にわたって係属している実人員の推移については【IxI 81のと

おﾚﾉであり、前回(174人）から燗ﾉjllして180人となっている4

【図8】事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移
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【図9】審理期間別平均開廷回数

、
ｌ
ノ

回
０

／
Ｉ
、

ｒ
Ｉ
』

３

20．0
17．6

15．1

11．9

10.0
8.1

5．3

).0
2.01．7

1．2

0．0

1月以内 2月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内 5年を超える

平均開廷Ipl数5及び平均開廷間隔については【表5】【表10】のとおりであり、いずれもHillE1からぼとんと

憂化は兄られない( "lOl!!l報告善156頁【表5】、159頁【表10】参照)｡

↓長期係属事件の状況をより詳細に述べたものとして、最高裁半||所事務総局刑事局｢令和5年における刑事事件の概況(下)｣法

曹時報77巻3号61頁から84頁(令和5年)。

:’開廷回数は、基本的には審理期間が長くなるほど増加する傾向である(【図9】)。
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【表10】平均開廷間隔(全体、自白、否認）平均審理期間の推移（全体、自白、否認6）について

は【側l1】のとおりである。自白事件及び否認事件のい

ずれについても長期化傾向がみられる。 …~~~－
1▲画且ロー … 韓幸 な……… ロロロロ” 吾■号J－㎡ご…弾

平均開廷間隔(月）

全体 自白 ：;:’ 否認

･･---…ず-垂--‘長-----唾-ﾕｰｰｰｰｰｰｰ岩,-,F■'『1,2ざ!'■,,'▽封','F･串■R･!､ﾛｰ-㎡健一･〃,-F_缶-------FJ,－．碑rゴー…w一－一"ｺｰ…

“’1．1，

1図11)｜平均審理期間の推移(全体、自白、否認）

ｊ月
加

く
１

－全体 一一自白 一 否認

一一一一土

1 ll 4

9.0

6.0

9池
一
考
舐

２
－
６←２

＆
令一一
鋤←←郡3.0

3

0.0

平成

29年

平成

30年

令和

元年

令和

2年

令和

3年

令和

4年

令和

5年

令和

6年

平成

27年

平成

28年

※ 全体とは､2つ以上の項目がある場合において、図表に掲載されている項目のほか、図表に掲載されていない項

目をも含んだものをいい､例えば､本図のとおり、自白｡否認別においては、自白及び否認以外に､被告事件につ

いての陳述に入らずに終局した事件をも含む。なお、類似の概念である｢総数｣については、前掲【図6】の脚注を

参照

公 fll前整理手続に付された人員と付されなかった人員に分けた場合の平均審理期間については【表12】【表

13】のとおし)であﾚﾉ、公判前整理手続に付された人員の平均審理期間は､‘前|回lとほぼ同様（総数14.9月、ロ

白11 .011、否認17.8月）である（第lOlul報告菩160頁【表12】【表13】参照）。

{〉自白とは、終局の段階において、全ての公訴事実を認め、かつ、法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事

実を主張していない場合をいう。否認とは、終局の段階において、公訴事実の全部若しくは－部を争い、又は被告人が終局の段

階まで黙秘していた場合並びに公訴事実を認め、法律上犯罪の成立を妨げる理由や刑の減免の理由となる事実を主張した場合
及び証拠能力を争って無罪を主張した場合をいう。
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【表12】公判前整理手続の有無別の終局人員(実人員)及び平均審理期間

公判前整理手”………．……

続に付された

人員

….価…･………『管'…届蹄‘辱….瀞'.､'』'､診…w晶
唱
： 一
彊

唱
ミ

公判前整理手，
続に付されな

かった人員

46.568

………………?………鱸… …鍵
'

1: ；

自白 ;: I
1母 《

；
....._.‐ ‐..….‘－．...._≦..､蕾..､瞳…".､息.率.….‘､1--.……－．_…

4,｣5,ll $6531 L76!

総数

》
１

０
￥

２
函
２

１
”

８
企
０

｜

釦
０

華

踏
Ｉ

→

等
１

８
－

８
《
２

６
－

７
尋
１

５
１

一
山
唖

１
０

１
９

２
９

１

終局人員 47,558

14.91 11.03.7； 3.2: 10．41 1．8平均審理期間(月） 3.9

（）内は公判前整理手続実施率(％)である。

終局人員には被告事件についての陳述に入らずに終局した人員を含む。

｢公判前整理手続に付された人員｣欄の｢その他｣は公判前整理手続に付されたが､被告事件についての陳述

に入らずに公訴棄却、移送等で終局した人員である。

公判前整理手続に付され、かつ､期日間整理手続にも付された人員が38人ある。

１
２

３

※

4

【表13】自白･否認別及び合議･単独別の公判前整理手続に付された終局人員(実人員)及び
平均審理期間

合 議

：……－－……‐－_一÷_=…‐………ゞ=一…==…….… …"……‐

総数 i

1：法定合議：裁判員裁判:#非対象法定：裁定合議
； 対象事件 合議事件 』

卿……当

単独

蕊

I．』■凸．－．..▲ZMb茜凸一』

78終局人員

総数

17．8平均審理期間(月） 17．4 24 613．914．9 14．0

6 9終局人員 )92 5397412

うち自白公
判
前
整
理
手
続

16．2平均審理期間(月） 10．8 9．9 18．511．0 10.8

69終局人員

平均審理期間(月）

51431 17568 148

うち否認

25.3 18．019．617．0 16．917．8

うち被告事件に|終局人員
ついての陳述 1

前に移送等で

終局 平均審理期間(月）

1010 10

一一キー缶』》芦一

8．28．2 8．2

0.20.212．3公判前整理手続実施率(％） 1596.02．1 36．5

※1 裁判員裁判対象事件の公判前整理手続実施率が100％にならないのは､公判前整理手続に付される前に移送

等で終局した事件や、裁判員裁判対象事件以外の事件について、公判前整理手続に付されずに公判を開いた

後、罰条の変更等により裁判員裁判対象事件になり、期日間整理手続に付された事件等があるためである。

2 合議単独別の人員は処断罪名を基準として集計しているため、この表の裁判員裁判対象事件には､裁判員の参

加した合議体により審理終局したが、終局時の罪名が法定合議事件に当たらない人員は含まれない。

3「裁判員裁判対象事件｣は､裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

4「裁判員裁判対象事件｣は､裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。
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否認率については【IX1 14】け)とおりであり、多少の増減はあるものの、おおむね横ばいの状況にある。

審理の状況に関するそり)余り)統計データを見ると、平均取洲べ証人数(0.6人）を始")として、平均証人尋

問公判1口l数(1.2Inl)、平均披告人質間公判'且'数(1 . 11111)、鑑定実施率(0.3%)、検証実施率(0.01%)と

いった証拠調べの実施状況については【表5】【表15】【表16】のとおりであり、前回から大きな変化はみ

られない（第10回報告善156頁【表5】、161頁【表15】【表16】参照）。

控訴率（全体11.0%、ijl白8.1%、 否認39 2%)について(t【表17】のとおりであり、前II'1 (全休11.5%、

自白8.4％、 否認427％）から大きな変化はみられない( "lOI｢'1報告書161頁【表17】参照）。

【図14】否認率の推移
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【表16】平均被告人質問公判回数

（全体、自白、否認）

【表15】平均証人尋問公判回数

（全体、自白、否認）

－－~~＝
平均被告人質問

公判回数

全体 ： 自白 ： 否認

三一"…IW1l.I;

1表17】控訴率(全体、自白、否認）

了~r三三三~＝
年

全体
…一尾

11．0％

自白 ； 否認

｜
；

控訴率 39．2％8.1％

※ 控訴率は判決人員(有罪(－部無罪を含む。）及び無

罪人員の合計)に対する控訴人員の割合である。
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マ､零

2 ：,1． ．
！’ ､暑己…』．､一匹上

裁判員裁判対象事件の概況1． 2

、"

裁判員裁判対象事件の新受人員及び判決人員は、令和6年は前回から若干増加しているが、長期的に

みると減少傾向にある。平均審理期間及び審理期間の大半を占める公判前整理手続期間については、い

ずれも、－時は長期化傾向に歯止めが掛かっていたが、令和6年は再び長期化傾向がみられる。
＆ －ノ

茶1項各)ﾅに該当寸-ろ唱蒋件及び'両l法5条本文に

【|'xl l81ひ)とおり僅力､であるが、現在U)刑事：

殿､卜||員裁半||対象甥件（裁､卜l1員法施行後に起訴された|,1法2乗1項各

該当する1f件）が全体に占める'苫'|合（新'更人員での割合）（士、【|'xl 1l

｢赤弘において裁判員栽判のim'li･允'典・迅速化は最大U)課題となって（

"fll員栽 lall対象封牛に限定した概況の1説明を別項目で↑Tうこととした

ﾅRっていることから、今l11lの検I舐においてキ

【図18】刑事通常第一審事件及び裁判員裁判対象事件の新受人員

通常第一審事件69,652人( 100.m6)

その他の事件68,763人(98.剛）

喝
、
馴
到
捌
口
印

－－－ 1

帥

一

m
裁判員裁判対象事件889人(1.3帥

延べ人員である。

｢裁判員裁判対象事件｣には､裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に

起訴された裁判員裁半l1対象事件は含まれない。

１
１

〔
こ

※
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たず、‘隙件数の動li'1については【炎19】【図20】のとおりである。新受人員は、平成28年主で減少傾向

が続き、その後横ばいリ)状況が続いた後、近年は再び減少傾向がみられたが、前|1!I (839人）から岩I蛸ﾉ川

して889人となった。 |11決人員についても、おおむｵl同様の傾|白]であり、前回( 738人）から若干贈ﾉ川して

848人となった。なお、【表19】では、累計の新受人員の多い111貝に、罪名別ﾘ)人員数を掲げているところ、

強盗致傷、投入の各罪名が突出して多い傾向が読み取れろ‘，

1表19】裁判員裁判対象事件における罪名別新受人員の推移
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※ 1 延べ人員である。

2 受理後の罰条の変更等|こより.裁半|l員裁判対象事件|こなったものを含まず_同事件に該当しなくなったものは含む｡

31通の起訴状で複数の罪名の異なる裁判員裁判対象事件が起訴された場合は､法定刑の最も重い罪名に計上した｡

4 未遂処罰規定のある罪名|こついては、未遂のものを含む。

5｢不同意わいせつ致死傷」は､監護者わいせつ致死傷及び令和5年法律第{i{1号|こよる改正前の(準)強制わいせつ致死傷を含む。

6｢不同意性交等致死傷」は、監護者性交等致死傷､平成2<)年法律第72号による改正前の(準)強姦致死傷及び令和5年法律第66号による改正前の(準)強制性交

等致死傷を含む。

7「強盗･不同意性交等｣は.平成21I年法律第72号による改正前の強盗強姦及び令和5年法律第“号による改正前の強盗･強制性交等を含む｡

8「強盗･不同意性交等致死(強盗･不同意性交等殺人)｣は､平成29年法律第72号による改正前の強盗強姦致死及び令和5年法律第66号による改正前の強盗･強

制性交等致死(強盗･強帝11性交等殺人)を含む｡

9｢危険運転致死｣は.平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に閏する法律2条|こ規定する罪で

ある。

l(l「銃刀法｣は、「銃砲刀剣類所持等取締法｣の略である。

11「組織的犯罪処罰法｣は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律｣の略である。

12｢麻薬特例法」は､｢国際的な協力の下に規制薬物|こ係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神楽取締法等の特例等に間する法律｣の

略である。

13「麻薬取締法｣は、「麻薬及び向精神薬取締法｣の略てある。

l』 裁判員裁判に間する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。
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【図20】裁判員裁判対象事件における判決人員の推移(自白･否認）
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※1 判決人員は実人員である。

2 判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み、公訴棄却判決があった

ものを含まない。

3 裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

否‘忍率については【|､xI 201 7のとおしjであﾚﾉ、､|211決人員で52.6リイ,と、|}ill1 !Iから(fとんど礎化はない(" 10

|! '1報告# 164頁【|xl 20】参照）。

次に、平均審蠅期間（終局人員）については【表51 (/)とおり、前|!il (13.811)上ﾚﾉ符'二長期化して14.0

月となっているが、′番理期間が2年を超える弔件ぴ)割合は、前|口’（8.2(%,）より減少して7.2％となっている

( "lOI!1l報告善156頁【表5】参照)"欝叫期間ﾘ)分ｲ|jについては【IxI211 U)とおりで《6〕し)、審理期間が6Ⅱ

以内リ)判牛は、＃ill'!I (11.6%)よりルf少して8.7%となった一ﾉﾌで、1年超2年以内ひ)@|f件が前|11I (34.8%)

よりt紬||して37.0(船となった( $IOI!!l報告当165頁【|xl21】参照）。

【表5】と【図20】とで、数値に若干相違があるのは、前者には、公訴棄却判決、公訴棄却決定、移送その他による終局人員が含
まれるためである(なお、【図20】の注2も参照)。
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【図21】裁判員裁判対象事件における審理期間別事件割合の推移
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※1 裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

2 裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く

平均審IIM期間（刊決人員）は【|'xI 22】U)とおりで力〕り、公fll前騨II!乎続期間の平均(t [|xl 23】0)とおし）で

ある。特に公半|IHilEIIM F続期間0)平均は、、白、否I沼のいずれについても、令fll元年頃力､ら長期化lu(li,lが続

いており、令和5年("ill11I (総数11.5 11)からｻ+1:卜減少したが(11.1 11)、令和6年は贈"Ⅱした(11.8 11) ･

審理期間の内訳をみると、【IxI 24] d)とおﾚﾉ、公1411前整理手続期間が審瑚期間ﾘ)大､fを古け) 公判lil懐理

f統期間が長期化す-ろと'畜琿期間#)1を期化する関係に(いろ。更に公､fll l}il幣蠅手続期間別の帝件割合の椛秘を

寡ろと、【|;xI 25】〃)とおり、前回り)令fⅡ4年の時点では、合fⅡ2年から令fll -l年の3年間で比較して.津ると、

611以|ﾉ､]及び1年超1年6月以内については大きな迩卿jはなく、他ﾉﾉ･で、1年6川超についてはﾉ<きく昭ﾉ川

しているなとｷといった傾向がみらｵ'たが、令和4年から令fn6年の3年間は、1年611超及び611以内につ

いては減少し、6 11ffj911以内皮び1(|超1年611以内については贈ﾉ川しているなと’といった月iIInlとはやや

異なる傾|山lがみられる。

平均開廷|両l数については【表51のとおし) 5.61I'1となっており、前II!I (5.41且｣）力､ら〃1:下増加していろ（箱

lO l''l報告書156頁【表51参照）。
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【図22】裁判員裁判対象事件における判決人員の平均審理期間の推移
（総数・自白･否認）
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【図23】裁判員裁判対象事件における判決人員の公判前整理手続期間の平均の推移
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【図24】審理段階別の平均日数の推移
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追起訴があった事件等)を除く。

2 公判前整理手続を一旦終了し､裁判員候補者の呼出しを行った後、第1回公判期日の前に、公判前整理手続を再開したもの

がある。

3日数の平均によるため、【図22】【図23】の平均審理期間及び公判前整理手続期間の平均とは一致しない‘

132



【図25】裁判員裁判対象事件における判決人員の公判前整理手続期間別事件割合の推移
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2半l1決人員は裁判員裁判対象事件以外の事件について、公判前整理手続に付されずに公判を開いた後、

罰条の変更等により裁判員裁判対象事件になり、期日間整理手続に付されたもの等を除外して算出した。

3 判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み、公訴棄却判決があったものを含まない。

4 裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。
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平均評議時間の推移については【|x1 26】のとおし)であり、自白事件では、前回(644 .9分）より減少して615.0

分となり、否認＊件についても、前回(1,107.1分）よﾚﾉ減少して1,060.9分となった。

証拠調べの実施状況については、平均取調べ証人数（2．8人）、平均証人尋問公1(I回数（2.4回）、平均被

i'f人質間公､判同救(1 .81111)、鑑定実施率(6.9%)及び検証実施率(0.1%)がいずれも前1EI (それぞれ3.1

人、2.41111、1 .81111,7.7%,0.0%)から大きな姪化は兄られない。（【表51 ) (\10Inl報告書156頁【表

5】参照）

なお、、白事件における検察官詩求証人の取調べ人数（その多くは犯'|冑関係と思われる。）は、0．6人とな

っており、裁判員法施汀|向後の時期（平成22年は0.4人）より増ﾉjllしている（「裁判員裁判り)実施状況につい

て剛」10頁【表8】）。こり)状況は前回から継続しておし)、|]白事件であっても、哉判員が法廷で臨場感を持

って心証を形成することができるよう9,1R要な犯情事実に関する､I/証が人証によって1『われるという運用が

・股化したといえる。’0’1

【図26】平均評議時間の推移(総数・自白･否認）

’
総数 自白 ■否認（分）

1 200.0

l l071 10566 1060．9

1", 194．2
857．

1004．3

959.8 961.5

蝋Ⅲ 加。
1 000.0

７
２

沼
８

５

．

７
９

４
１

３
６

卵
』
１
Ｍ

６
６

“
４

４
５

３
７

２
４

１
８
１

ゞ

６
１

１

6150

800.0 ｜

Ｉ

.9 61

1
1

644

600.0

７
３

岬
、
両4帥.0

2(〕0.0

, ’ ｜’
0.0

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和 令和 令和 令和 令和 令和

21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年 6年

※ 評議時間には、中間評議に要した時間を含まない。

Hこの資料は、最高裁判所ウェブサイトから閲覧す-ることができる。

https:/ /www.saiballin.[ourls.goj p/shiryo/index.html
9裁判員経験者を対象としたアンケートにおいても、疑問点を直接尋ねることができる、心情･態度等が分かりやすい、信用性の判

断もしやすいなどといった理由から、人証の方が耆証より分かりやすいという意見が多数を占めた(最高裁判所事務総局｢裁判員

裁判実施状況の検証報告書｣76頁図表41（平成24年)参照)。

'(！もとより、性犯罪の被害者を始めとして、証人の二次被害等への配慮が必要であることは言うまでもない。

川 統計上は把握しにくいが、自白事件において、罪体に閨する被告人質問を乙号証(被告人の供述調書等)の取調べに先立って

実施し、被告人供述が得られて必要性がなくなれば乙号証は採用しないといった方法で、被告人質問の局面でも公判中心主

義、直接主義を実質化しようという取組も定着しつつある。
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一
一一

1 実情調査の位置付け（目的）

刑筆事件については、裁､fll員栽'21対象｝f件における公判前整瑚-手続が挺期化し、允実した公判前整理手続

を迅速に行･)ことが屯要な課題となっているところ、そ(/)跿期化ﾘ)!要因については、統計-敗値ﾘ)分析だけで

は把握し難いことから、箱8回検証から実情調澁を実施し、公判前整理手続の長期化要肱|や公1皇||前整理手続

ﾘ)充実・迅速化に向けて採られているﾉﾉ策笄について聴取を行ってきた。これまでの報告苫では、公判前｛嬢

蠅炉続の長期化についてIt、事件内容の変化、、!1$牌背のI那訟活動、裁判|ﾘ｢ﾘ)訴訟脂挿など様々な要|ﾉ〈lが複合

的に影響を及ぼしていると与えられるとした’三で、この．)ち①粥件内容の蛭化0)要|ﾉ〈lは、fl学技術ﾘ)進腱や

社会情勢ﾘ)姪化嘩を背景とするいオ)ば外ｲl2的なもり)でた)り、訴訟関係者ﾘ) 111組に上って面ちに改齊を図ろこ

とIt容易ではないが、②当 |;者(/)訴訟渦動や裁fll lﾘrU)I赤融脂挿については、公､判帥惟理「杭ｿ)光'実・迅速化

に|山lけて、公判前整理F統ではipIをと『の程I蛭羊細に整理す-べきか、哉判所と当術肯U)役割分ｲ'1は‘ど･)あるべ

きかといった公判前整理F統ﾘ)jgll1の)IL礎となるべき,I｣l､(について、法曹二行で議耐を深め、共j血認識を形成

していくことで、この要|ﾉ〈lによるj乏期化を改善する余地が府)ると脂摘したところで〃)る。

／f回の検証においては、これ史での実情調査の結果からの経年迩化や、I)=の規橦や地域'| ' |ｮによる対･比を↑｢

．)観点から、こオLkでと|1T1様、裁判員裁､卜ll対象領件における公､|;l1前整理F統の長期化要|ﾉ〈|の分析股び公1411前

整蠅手続の充実・迅速化にli']けたﾉﾉ策等について調査を行うこととし、令和6年511及び'両|年10 11に、!|!MJ

"l i=及び小規模川:の地方哉卜ll所本1i:5 1 1i:d)計2 1i=の裁､卜lllﾘ｢並びにこｵ1らぴ)裁‘側所に対応--) -ろ柿察l):及びil-1_

位弁護上会に対して実情洲汽を実施した。なお、近年、裁判員裁､fll非対象‘欄件の否認事件の'下均'鮮理期間の

長期化|頃I凸lが顕蒋となっていることに鑑み、実|肖洲壷においては、裁判員澁判非対象聿件ひ)公1(|1 71f ll術につい

ても調査を行い、これまでとは違った視,!|IAから検征テーマを深堀ﾚ)することとした。

′庭情調在の結果U)要,1,1,(は、次ひ)とおりで”)る。

2 実情調査の結果

（1）公判前整理手続の長期化要因等について

ア 法曹三者の意識

今lulの稠澁においては、充実した公､卜ll前整瑚下統をj1浬にil )ことの意義について法脾三者の,哲識を聴

取したところ、'|f件関係背ﾘ)記'億の減退や、彼'1ii者宇ﾘ) Qlll、樅古人U)4ｲ'柄拘束に伴･)1<fll統といった、

長期化による弊'苫に対十る共j山した問題‘意識が怯稗三一片から示されたが、他ﾉﾌ、検察官の立場からは、迅

速化を過度に強1淵寸-ろことで榊/li｣､(や証拠の整理が|-分にされない場合もあること力､ら､ 允実した公川前整

11M手続を行うことも敢要である片d〕意兄があり、主た、弁護ﾉ、U)立場力､らは、被告入り)|jﾉj御惟をｲ｢仙十ろ

ための准備に時間をかける必要もあるため、公､卜ll前懐即f続の期間のﾎ卒が強調されることに懸,念がある旨

Lﾉ)意見があった。

イ 事件内容の変化

窄件内容の礎化（|ﾘﾌ犯カメラ映像やSN SU)メッセージ零L/)'拝観的‘証拠の増ﾉJI1、科学|｢I(J ･専門l'I(j知兇が

問題となる甫件の増り||、捜査段階で黙秘す-ろ‘伽言件の増"l1)が公判前整理手続の1と期化に影響していること

については、これまでひ)実情燗從とおおむね同様U)認識が法曹二肯力､ら示さオ'た。また、事件内拝0)愛化

として、追起訴が続く組徹的広域下件（強張致傷謂件等）が増川lしているとの紹介があった。

（ア）防犯カメラ映像やSNSのメッセージ等の客観的証拠の増加

防犯カメラやドライブレコーダー等d)映像、SNSのメ､ｿセージ、スマートフォン等の'毛''一機器のデー

タといった客観的証拠が塒j川している,!‘!‘(について法韓云榊)認識は一致しておし)、検察'自.の側からは、帷
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察官による分析や解析に時間を要するだけでなく、弁護人から証拠開示請求を受けると、開示対象を精査

したり、マスキングの要否を検討した上で作業することに時間を要していることが、また、弁護人の側か

らは、開示された証拠につき、謄写して検討したり、勾留されている被告人に確認を求めるのに時間を要

していることが、それぞれ紹介された。

（イ）科学的。専門的知見が問題となる事件の増加

責任能力や法医学等の科学的・専門的知見が問題となる事件が増加している実情があるところ、検察官

の側からは、責任能力にそこまで疑義がないような事案でも、裁半ll員が不安に思うことがあるかもしれな

いとして、責任能力の鑑定を実施する事案が増加しているという意見があった。また、弁護人の側からは、

証拠開示を受けてから協力医等を確保して反論・反証を準備する必要があり、時間がかかることはやむを

得ない、費用を工面できずに弁護士会等のってで協力医等に無償又は少額で依頼しているような場合には

急かすことができない、といった意見があった。

また、死因が争われる事案について、特定の法医学者に死因鑑定が集中し、鑑定書の完成まで起訴後半

年から1年以上かかることもあり、弁護人が鑑定書を見るまでは意見を述べられないとして、長期化の要

因になっている実情がうかがわれた。これに対し、検察官の側からは、鑑定書が作成される前に鑑定医の

意見をまとめた調書を作成して開示する工夫をしており、弁護人はそれを前提に主張を検討することがで

きるのではないか、という意見があった。

（ウ）捜査段階で黙秘する事件の増加

検察官の側からは、捜査段階で被告人が黙秘した場合、被告人の言い分が不明であるため、捜査機関と

しては公判段階を見据えて網羅的に証拠を収集せざるを得ず、証拠量が増大して公判前整理手続が長期化

する旨の意見があり、他方、弁護人の側からは、被告人が黙秘することで取調べ状況をめぐる無用な争い

がなくなるという、長期化の歯止めにつながる要因を示唆する意見があった。

（工）追起訴が続く組織的広域事件（強盗致傷事件等）の増加

被告人がいわゆる「闇バイト」に応じて組織的に広域にわたって強盗を繰り返す共犯事件が増加してお

り、このような事件では、証拠量が多い上､ 共犯者間の証拠意見の調整に時間を要するために長期化しや

すい、という実情が示された。

ウ 当事者の訴訟活動及び裁判所の訴訟指揮

証拠開示に時間を要していることや、弁護人がどこまで主張すべきかをめぐって紛糾して長期化するこ

とがあるといった点については、これまでの実情調査とおおむね同様の認識が法曹三者から示された。

（ア）証拠開示

証拠開示については、検察官の側から、客観的証拠が増大している中、検察官としては幅広に証拠の任

意開示をしているが、自白事件か否認事件かにかかわらず、弁護人が広範に証拠の開示を求めるため、マ

スキングや謄写に時間を要しているとの実情の紹介があった。これに対し、弁護人の側からは、任意開示

はあくまで任意であり、類型証拠開示請求をして全ての証拠を確認した上で防御を尽くす必要がある、と

いう意見があった。

（イ）主張整理等

①公半ll前整理手続においてどこまで主張を整理すべきかや弁護人の主張明示義務の範囲について、法曹

三者で共通認識が得られておらず、検察官が弁護人の主張が抽象的にとどまるとして求釈明を申し立て、

公判前整理手続段階で弁護人が主張すべき範囲をめぐって紛糾するなどして長期化することがあることが

うかがわれた。弁護人の側からは、公判段階になって被告人質問で被告人が供述すれば足りるようなこと

まで検察官から公判前整理手続段階で主張するよう求められることがある、公判前整理手続段階で主張を

明示することで、被告人の公判段階での言い分が限定されたり、証人に対する弁護人の反対尋問の獲得目

標等が明らかになってしまうようなことはしたくない、という意見があった。他方、検察官の側からは、
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弁護人が抽象的な主張をするにとどまる場合には､ 立証責任を負う検察官としては網羅的な主張立証をせ

ざるを得ない、裁判員に分かりやすい審理をするためには、証人に対して重点的に尋問すべき事項等を把

握するため、弁護人に具体的に主張してもらう必要がある、という意見があった。

②弁護人の方針について、類型証拠開示が全て終わるまで主張を一切示さない方針をとる弁護人が一定

数見られるという実情が示された。弁護人の側からは、仮に被告人から事件に関する話を聞いていたとし

ても、証拠開示を経て弁護人が証拠の検討をするまでは、暫定的にであっても軽々に見通しや方針を示す

ことはできない、という意見があった。

③裁判所の訴訟指揮について、検察官・弁護人の側からは、当事者間で証拠開示や主張のやりとりをめ

ぐって膠着状態に陥った際に、裁判所が適切にコントロールすることが求められる、という意見があった。

また、検察官の側からは、裁判所が弁護人に対して主張等の提出期限を明確に切ることがないため、弁護

人からいつまでも具体的な主張がされずに長期化している、という意見があった。裁判所の側からは、訴

訟指揮が裁判体によって異なるために当事者が手続の進行を予測できない可能性があり、事件類型ご､との

プラクティスを積み上げて訴訟指揮についてのコンセンサスが得られれば迅速化に資するのではないか、

という意見があった。

④立証の在り方について、統合捜査報告書の作成や刺激証拠の取扱いをめぐる調整に時間を要する、と

いう実情が示された。統合捜査報告書については、検察官の側からは、盛り込む情報やレイアウト等に検

討を要するほか、原証拠との整合性のチェックをした上で弁護人の同意を得るための調整が必要であり、

多大な時間を要している、原証拠を抄本化したものを証拠として取り調べることも考えられるのではない

か、という意見があった。

⑤審理計画の組み方について、裁判所の側から、コロナ禍で事件処理が滞留したことや、余裕を持った

審理日程を組むことで第1回公判から判決宣告までの実審理期間が長期化していることもあり、別の事件

の公判期日を指定しようとすると半年以上先に期日を予定せざるを得ず、結果として本来であればもっと

早く公判前整理手続を終えられることができた事件も長期化している、という実情が示された。

（2）公判前整理手続の充実・迅速化に向けて採られている方策等について

ア 個々の事件において採られている方策

公判前整理手続の充実・迅速化のための方策として従前から行われている、起訴後早期の打合せや公判

期日の仮予約については、前回の報告書においても形骸化が指摘されていたが、今回の実情調査において

も、効果が限定的にとどまっている実情が示された。

起訴後早期の打合せについては､_検察官の準備がまだ不十分であったり、弁護人から見通しが示されな

い、あるいは示せないことも多く、効果があるのは一部の事件にとどまるという実情がうかがわれた。ま

た、公判期日の仮予約については、期限が設定されてそれに向けて準備が進められることで迅速化の効果

はあるものの、期日の再調整が実際上は難しく、予約したとおりの日程で審理を行わざるをえないことが

あるため、そもそも期日の仮予約をするのに当事者が篇曙する面もある、という意見があった。

その他の取組として、裁判所からは、期日前にその期日で行う内容についてメール等で当事者と共有し

ている旨の紹介があった。

イ 個々の事件の処理を超えて採られている方策

前回の報告書では、裁判員裁判が終了した際に行われる振り返りの会や定期的に開催される法曹三者に

よる研究会等において公半|｣前整理手続の長期化の問題を取り上げてその運用の基礎となるべき点について

共通認識を形成していく必要があると指摘されたところである。

しかしながら、振り返りの会については、公判前整理手続の進行についても話題になってはいるものの、

公判段階での訴訟活動に関する話題が主になっており、公判前整理手続の進行について深まりのある議論

がされているわけではないことがうかがわれた。
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また、法曹三者による研究会等については、コロナ禍で中断していたといった事情もあり、今後活用を

検討しているという実情が示された。

（3）裁判員裁判非対象事件の否認事件における公半ll準備の実情について

裁判員裁判非対象事件の否認事件における公半l1準備の実情については、裁判員裁判対象事件と同様、客

観的証拠の増加、追起訴の完了までに時間を要する組織的かつ広域にわたる事件の増加等の事件内容の変

化が長期化に影響している実情がある一方で、非対象事件特有の事情として、裁判員裁判の公判の予定が

優先的に立てられるため、非対象事件の公半l1期日を入れづらい面があることも示された。

公判前整理手続や期日間整理手続の活用状況についてみると、非対象事件においては、重たい手続であ

るとして敬遠されがちであり、当事者の協力によって証拠開示や争点整理を進めていくのに事実上の打合

せで対応していることが多いという実情が示された。検察官の側からは、公判前整理手続等に付すことで

争点が明確になることもあるが、公判前整理手続等に付しても弁護人が具体的な主張をしなければ争点を

整理することはできず、弁護人の方針に左右される部分も大きい、弁護人から証拠開示請求等の様々な請

求がされてかえって長期化する場合があるといった意見があった。他方、弁護人の側からは、証拠開示を

求めるために弁護人が公判前整理手続等に付すよう請求しても、裁判所・検察官が消極的な対応をする場

合が多いといった意見があった。

また、非対象事件においては、裁判体が裁判官のみであることもあって、裁判員裁判対象事件のような

争点や証拠の整理、厳選が行われにくいこと、さらには、裁判員裁判のような連日開廷が難しく、立証も

五月雨になりがちであることといった実情が示された。
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ざ

会での3

1 法曹三者の意識の違いについて

公判l1il '整理手続の迅速化に向けた法曹三者の意識について、それぞれの立場の違い力､らくる意織の違い

があﾚﾉ、裁半||員附ll度が施r丁された初期ﾘ)頃は裁､fll員制度を失敗させないよう法背三者で協力していこうと

いう雰|＃|気があったが、現在では立場d)違いが先鋭化してし去っており、こび)意識の違いを超えて迅速化

U)たけ)のﾉﾉ策を兄出すことは難しい旨ﾘ)指摘があった。他ﾉﾌ、法曹三者それぞｵLの‘意識が訴訟ﾊ呵伽にI又映

される以|き、法I溥三吉で鍍論をして、公､fll中,L,-た淀といった理想に立ち返って迅速化の意義を共有する必

上要がある‘とい｡)意兇がル〕った。

2 当事者の訴訟活動及び裁判所の訴訟指揮について

弁誰人が広範に証拠IW示をﾉ|《〃)るた〃)に長期化するとか、弁稚人のi(!脹すべき範|丼|をめく，って紛糾十る

ことで膿期化するといった当‘'1者ﾘ)訴訟活動を"-)ぐる|川題については、怖案官と弁護人とで立場の違いが

ある以卜、解決十ることが難しいとい')指摘があった。にた、刑彬訴訟法316条ﾘ)3で､｣1 :|'者とj批､卜ll所がと

もに允支した公|1前藤fII!縣売をj且速に行っていくことが求〃)られておﾚﾉ、裁半||所が公判〃I整理下続をリー

ドしていくことをよしノー層期待したいという,営兇があった。

弁誰人'ﾉ)主張明示表街をめぐる問題については、法r慣|全の茂拷ﾘ)問題と迅速化のためｳ)ベターブヲクテ

ィスの|川)迫とltiX別寸-ろ必要があし）、後肯については立場の違いを超え‐<共j由認識を得:ること|-t雌しい以

lz、前杵を基准に号えるべきである、法伸l〃)炎拷”純|丼Iについては岨に罐諭を深めていくことがﾉky)ら

れる、&if案ごとに、審fII!『訓一画,～の影響のｲ1無という観[,｣､'<からは公1211前幣fIM F続段階でどこ主で弁!進ﾉ、がiZ

張を明示する必要があるけ)かを具体的に銭諭し、法背三荷の{:||/[即解を深める迩淀(士ル)ろ、事件頼咽にItく

じ-<-iZ張明示炎i:衿ﾘ)範|井|につい-<共j由理解を形l,tしていくことも考えられろ(/)ではないかとい").苣兇が

ル)った。

また、立場の違いから生じる対逝点を確り越えること(-t難しいが、証拠り)開示や統合捜査報告答の作成

律ﾘ)作業において、柔I炊な対1,t;がさオlな力､ったﾚﾉ、当'#行間ﾘ)コミュニケーシ≦Iン1<足笄の問題によって

I']渦に進められていない現状にあること力､ら、こういった作業を円柵に進めらオIれぱ迅哩化に資司rろり)で

はないかとい．)怠兄が《いった．

3 公判前整理手続の充実・迅速化に向けた方策等について

振り返り0)会笄の個々の11二件をi由じたルくり返し)リ)1'1で公半ll 9il !終瑚下統ﾘ)挺期化につい-こもテーマとし

て取レノ｜そげて議耐を深め、その経I強を裁判所・椣察庁・弁護士会で共消.していく必要が‘も､るとい．〕,営兄が

(f)った･

4 その他

客観的征拠の墹加といった粥件内容け)礎化に対応す-ろために(-t、『悩菖件処理に必要な法曹二者の体制1m(/)

問題や被告人と十分に,ilF拠を検荷､l･するたけ)ﾘ)環境ﾘ)整伽を指摘する意兄ﾘ)ほか、統合捜從報告;l半で(士なく

原証拠を抄本化して取ﾚ)渦べろ｜夫があるリ)ではない力､という,営兄があった。
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今 けてのI四ト

一
一
一
一

今|{ '1の実情調街によっても、これ主での実情調査と|両1様、公判前整理手続の長期化については、客観的証

拠の燗j川を含めた謂件内容の変化があることにﾉ川え、当市者の訴訟汁吋動や裁半||所の訴訟指揮の問題が總合的

に影響を股ぽしていることがうかがわれた。これまでの報告書で指摘されているとおり、寝件内存ﾘ)礎化と

いったいオ)ぱ外在|'I(jな要田があるI|】で公判前整理f綻び)是期化に対処するためには、、11寵肯の訴訟1|呵勧や裁

+ll所の!訴訟指揮を兇面していく必要が(*)ろ。

しかし、当領者の訴訟活動や裁卜||所ﾘ)訴訟指揮の在りノブについては、それぞれ立場が異なっている法背二

一門･間で共i由認識が得られていないことが')かがわれた。公､卜||前整叫脈続においてipIを上．ﾘ)程度詳細に‘終蠅す

べきか、縦､'1所と当，|端･の役割分↑l1はど-)あるべきかといった、公判nil整理手続の連用ひ)ﾙ噌礎となるべき点

については、法曹二肯で共通認識を形)jt十べ<努ﾉﾉを継続していく,必要があり、そのような錠論を路=たえた

新たなフラクティスを兇出していくことが1<ﾛI欠である。

こり) ｣1il､(、前IDIの報告等において、||古l々U)哉判員哉!fllが終了した際に行ｵ)れろ振り返りの会や法韓三門一間で

定期|II(Jに開催される研究会等で公判月ij整理手続ﾘ)ｲ}冒し)ノノ．や長期化の|川題について縦論することが有用で方)ろ

と桁摘されたところであるが、今IIIIの実情調査においては、振ﾚﾉ返ﾚﾉの会について、公､卜ll段階での訴訟h叶勤

に関する話題が主になっており、公 |211仙幣理手続について深主ﾚﾉのある鏡諭がされているわけではなく、法

背三肯による研究会等については、ｺﾛｰﾉｰ禍の影響も表だ残っておﾚﾉ、従前ほど讓諭が活発に行われていろ

と史ではいえない現状がうかがわれた。刑事裁判の堆本原則である当帝-肯追行主義ひ)下、公判前整蝿r続に

おけるや,!‘'､唖び証拠の整瑚は当覗者間でi三体|lI(Jにi],jJれろべきも(/)であり、具体的龍件において公､ﾄll liil整理

手続に樵ｵ)ろ検察'白及び弁護人としては、手続をITI渦に進められるよう、より密接なコミュニケーション岸

とって~丘いの認識の削酷を解消していくことが里にれろ‘そして、裁､|;ll所において#>、手続を適切にコント

いく姿勢が求められ,ろ|］－ルL
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家庭裁判所における

家事事件及び人事訴訟事件の

概況及び実情等
’



』ア

＆
1 家事事件の概況

家事事件全体の概況1． 1

〆~~家事事件｣のうち別表第_審判事件の新受件数は.前回とほぼ同様に､主として､相続放棄申述受瓢
事件、後見等監督処分事件等の増加の影響で増加傾向にある。

別表第二事件について、新受件数は、調停事件を中心におおむね高止まり状態にある。審判事件の平

均審理期間については、緩やかに長期化していたが、令和6年は短縮した。調停事件の平均審理期間に

ついては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により令和2年に大きく長期化し、以後は令和

5年に若干短縮したものの、令和6年は横ばいとなっている。審理期間別の既済件数及び事件割合を見

ると、前回と比較して、審理期間が6月以内の事件の割合が若干増加している。令和4年にそれまでの

平均審理期間の長期化傾向が一段落した要因としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響

が落ち着いたことのほか、同感染症の感染拡大を契機として各家庭裁判所において行われている調停運

営改善の取組の効果が現れてきたことが考えられる。

一般調停事件については、新受件数がおおむね減少傾向にある中、平均審理期間については、令和3

年までは長期化傾向にあったが、令和4年には減少に転じ、以後はおおむね横ばいとなっている。審理

期間別の既済件数及び事件割合を見ると、前回と比較して、審理期間が6月以内の事件の割合が若干減

少している。令和3年までの傾向については、前回と同様、相対的に平均審理期間が短い傾向にある取

下げで終局した事件の割合が減少していることに加え、婚姻費用分担事件の増加傾向（多くの婚姻費用

分担事件は､夫婦関係調整調停事件と並行して審理され、婚姻費用分担事件の解決が優先されたり、離

婚・婚姻費用のいずれの問題を先に取り上げるかということ自体で手続が紛糾したりするなどして、離

婚条件等の実質的協議に入る時期が遅れるなどの影響が生じ得る。）が影響しているのではないかと考

えられる。他方で、令和4年に平均審理期間が短縮に転じた要因としては、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大等の影響が落ち着いたことのほか、同感染症の感染拡大を契機として各家庭裁判所において

行われている調停運営改善の取組の効果が現れてきたことが考えられる。

｜ 終局区分別の既済件数及び事件割合については､前回から大きな変化は見られないものの、別表第二

調停事件についての「それ以外の事由」で終局した事件の割合が、前回(16.7%)より1.4%増加して

18.1%となっており、一般調停事件についての「それ以外の事由」で終局した事件の割合が、前回

（15.7％）より1.1％増加して16．8％となっている。これは、前回指摘されているとおり、主として、

噂停に代わる審判で終局した事件の影響によるものと思われる。 ノ
！

1本報告書で取り上げる｢家事事件｣は、家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判事件(以下｢別表第一審判事件」

という。）、別表第二に掲げる事項についての審判事件(以~下｢別表第二審判事件｣という。）、別表第二に掲げる事項についての

調停事件(以下｢別表第二調停事件｣という。）及び別表第二に掲げる事項以外の事項についての調停事件(以下｢一般調停事

件｣という。）である｡別表第二審判事件と別表第二調停事件を併せて｢別表第二事件｣という。

なお、本報告書で取り上げる事件には、家事審判法が適用された事件も含まれているが､便宜上、そうした事件も含めて：「別表

第一審判事件｣、「別表第二審判事件｣又は｢別表第二調停事件｣という呼称を用いることとする。また、以下、本章において単に

「調停｣という場合には、家事調停を指すものとする。
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○ 別表第一審判事件

別表第一審判‘脾件の新受件数及び平均審瑚期間の推移は【MIIU)とおﾚﾉでﾙ)ﾚﾉ、合f116年における既

済件数及び平均審理期間は【表2】のとおりである。

令fl16年の新受件数( 102万0157件）は、前|1II (95ノブ4573件）より6 9%tWj川しており、塒加傾|白lは続

いていろ。こうした塒j川|唄向の丁三な要Iklは､1鳶月統放棄I|1述受理事件の新'受件数が、前|1 11の26万0497件から

30万8753件に墹加したことに加え、後見等監督処分ﾅf件と後見人等に対する報酬付与1撫件を合計した新受

件数が、前|1'lの36万6654件から37万8162件に墹力llしたことにあり、これには、高齢化U)ほか、相続放棄

申述受理ｻｷ件については、法改'正により令和6年4月1nより#||続登記の申請が義務化されたこと等の影響

もあると,'dj､われ、後兄関係|li:件について(士、これ夫で|情摘さオLているとおり、成年後兇市ll度ﾘ)利用者散が累

積的に増"llしていること等が影響していると思われる（第9回報告菩153頁、第10 1111報告等180頁参照)。

【図1】新受件数及び平均審理期間の推移(別表第一審判事件）
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別表第一審判封牛の既済件数は、家事事件全体ﾘ)8割以上を占めており、その平均審琿期間が1.0 11と短

期間である傾向に変化は兄られない(" 10回報告課180頁【表2】参照）。

【表2】家事事件の既済件数及び平均審理期間

I
身

別表第一

審判事件

別表第二

審判事件

別表第二

調停事件
事件の種類 一般調停事件

既済件数 80｡73021,736 17．4331 ,0 1 8,705

｜…………~………~…~一~~~－1

平均審理期間(月） 1.0 6.0 7.6 6．5

褥即期間別の既済件数及び事件削合は【表31リ)とおりであり、ノ〔､ﾄの事件が611以内に終局L

という傾向に変化は見られない(" 101川l報告書181頁【表3】参照）。

ろ
１

ｌ
ｂ

｝Ｌ

【表3】家事事件の審理期間別の既済件数及び事件割合

別表第二

調停事件

44，888

55.6％

22,920

28.4％

1 0,942

13．6%

1 .980

2.5％

別表第一

審判事件

1 ,0 1 0,058

99.2％！

別表第二

審判事件

1 4,770

68.0%

4,829

22.2％

1,746

8.0％

391

1.8％
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6月超
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0.7%

1 ,080

0.1%

195

0.02%

4,898

1 0.3%

526

1.1％
2年を超える
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終局区分別の既済件数及び事件割合は【表4】のとおりであり、認存で終局したものが97.5(%,で、他の

終局区分0)割合が非常に少ないことは、前lulと|司様の傾lblである(fW lO I''|報告苔181頁【表4】参照）。

【表4】家事事件の終局区分別の既済件数及び事件割合

別表第二

調停事件 一般調停事件
表第別表第二

審判事件

別表第一

審判事件

80,730

100.0％

40,40 1

50.0%

1 1,812

1 4.6%

13，886

17．2％

1 4,631

1 8.1%

一唖州恥恥岬職僻岬
調
眺

４
‐

７
０

４
１

21,736

1 00.0%

12,022

55.3％

2，371

10．9%

2，851

13．1％

1 ,018,705

1 00.0%

993,475

97.5％

2,47 1

0.2%

1 3,680

1 .3%

9,079

0.9％

総数総数
左

18，212

38.4％

1 3,775

29.脇

7,493

1 5.8%

7.953

1 6.8%

成立認容

不成立却下

’
取下げ取下げ

鐸一一》再韓幸

4，492

20.7％

！

＃
；

それ以外それ以外
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○ 別表第二事件

令『'16年における別表第二事件ﾘ)既済件数及び平均審理期間は【表2】のとおﾚﾉであﾚﾉ、新受件数及び

平均審蠅期間ﾘ)推移(士【IxI 5】〃)とおりである。

【図5】新受件数及び平均審理期間の推移(別表第二事件）
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調停栴件の新'受件欺は、ここ10年間(tおおむね8万件前後で推移し、令和6年ItliiIIJ ( 7万7054 fl:) k

り贈"llし8万1191件となったが、長期的にみて高止便り状態にある。審卜ll事件の新受件数は、令fll 2年擴

で2〃件Iij後で椎秘していたところ、令fⅡ3年(27J 3016件）にlWﾉjllしたが、そり)後はおおむね商|上愼レノ

状態にあり、令fⅡ6年は2万2072件であった。平均'毒蠅期間2について兄ろと、，洲停張件は、、｢l't 27年

(5.7 11)から令fll元年(6.7月）にかけて増加傾|山lにあったが、令fl｣ 2年に大帆に塒ﾉ川して7.5 11とな

り、令f'13年及び令f11-l年は7.7 11、合f11 5年及び令f11 6年は7.6 1]であった3．合fⅡ2年ﾘ)長期化ﾘ)背景

には、｜司年の新型コロナウイルス感染症v)感染拡大及び喋急事態宣言の碓出並びにこれらに伴う裁卜lll1｢蟻跨

り)縮小ｿ)影響もあるもり)と思われるところ、令f11 -I年にそれ主でﾘ)12均番理期間ひ)腫期化傾I‘]が一段薄し、

&本項において、別表第二審判事件の審理期間とは、審判事件として係属した時(審判事件として申立てがあった時、調停が不成

立になって審判移行した時等)から審判事件として終局した時までを指す(調停事件についても同様である。）。この点、V、1．2．

1以降と異なる統計処理がされているので(後掲V. 1.2. 1【図10】の注記参照)、注意されたい。

］なお 未済事件の平均係属期間は、平成26年以降、5．6月から7．3月の間で推移している(未済事件の平均係属期間の令和5

年までの推移については、最高裁判所事務総局家庭局｢家庭裁判所事件の概況(1)－家事事件一｣法曹時報第76巻第12号

96頁第20表参照)。
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令和5年以降に若干短縮している要因としては、同感染症の感染拡大等の影響が落ち着いたことのほか、同

感染症の感染拡大を契機として各家庭裁判所において行われている調停運営改善の取組（第9回報告書196

頁、198頁、第10回報告書223頁、224頁参照）の効果が現れてきたことが考えられる。一方、審判事件

も、平成27年以降緩やかに長期化し、令和5年の平均審理期間は6．3月となったが、令和6年は減少して

6.0月となった4．

審理期間別の既済件数及び事件割合は【表3】のとおりであり、審理期間が6月以内の事件の割合（審

判事件で68.0％、調停事件で55.6％）は、審判事件では前回（67.2％）より0.8%増加し、調停事件では

前回（55.4％）より0.2%増加している。また、審理期間が1年を超える事件の割合（審判事件で9.8%、

調停事件で16.0%)はく審判事件では前回(10.3%)より0.5%減少し、調停事件では前回(16.4%)より

0.4％減少している。（第10回報告書181頁【表3】参照）

終局区分別の既済件数及び事件割合は【表4】のとおりである。調停事件について、調停成立で終局し

た事件の害1l合(50.0%)は前回(50.6%)より減少し、調停不成立で終局した事件の割合(14.6%)は前回

（14.8％）より若干減少し、取下げで終局した事件の割合（17.2％）は前回(17.9%)より減少している。

他方、それ以外の事由で終局した事件の害||合(18. 1%)が前回(16.7%)より1.4%増加しているが、これ

が、主として調停に代わる審判で終局した事件の増加によると思われることは、前回までに指摘されている

とおりである56｡ (第8回報告書109頁【表4】、110頁、第9回報告書155頁【表4】、157頁、第10回報

告書181頁【表4】、183頁参照）

』なお、未済事件の平均係属期間は､平成26年に6．7月であったが､令和5年には6．4月となっている(未済事件の平均係属期

間の令和5年までの推移については､最高裁判所事務総局家庭局･脚注3．86頁第9表参照)。

5令和5年の既済事件(別表第二調停事件)のうち、1 1.3%が調停に代わる審判により終局している(最高裁判所事務総局家庭
局･脚注3.92頁第14表参照)(令和3年は10.0%) (第10回報告書183頁脚注6参照)。

6審判事件で｢それ以外｣による終局が多いのは､審判事件として審理している中で合意形成がされ､事件が調停に付されて調停
成立となり､審判事件が当然終了する場合が一定数あるためである。
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○ 一般調停事件

令和6年における一般調停事件の既済件数及び平均審理期間は【表2】のとおりであり、新受件数及び

､12均審蝿期間の推移は【|､xI 61のとおりである。

【図6】新受件数及び平均審理期間の推移(－般調停事件）
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一般I淵停事件（そり)ﾉ<部分を夫婦関係凋整調停‘|)言件が占める7｡）0)斬受件数は、、|え成27年以降、おおむ

ね減'少傾向が続いていたが、令fll 5年以降、緩や力､左墹加傾I凸lに転じている。、Iz均'ff j'|!期間は、行FⅡ兀年

（5．7 11)たで緩やかに墹加していたところ、令fll 2年に6.7 11、合f11 3年に6.8 11と大きく増ﾉ川したが、

令fll -I年に6.5月にi成少し、以後横ばいとなっていろ、なお、未済:lf件の平均係属期間も、平成26年(4.2

月）から合fl｣元年(4．7 1])まで緩やかに墹加した後、合1､11 2年(5.9 11)に大幅に昭ﾉﾉllし、令fll -l年及び

ffll 5年は5.7 ｢lとなっている8．

群即期間別の既済件数及び顎:件割合lt【表3】のとおﾚﾉであり、審理期間が6II以内の事件け)筈'崎

（62.3()6）は自illul (63.0%)よレノ0.7%減'少しており、′番理期間が1年を超える甫件(ﾉ)割合(11.4%)は、

前|'1I (11.2%)より0.2%増加している。(\ 10 II'I報告善181頁【表3】参照）

終局K分別の既済件牧及び布件'｢吟'|合は【表4】のとおりであり、調停成立で終局した市:件(/)割合

（38.4(船）は前II'1 (39.3%)よりルセ'少した一ﾉﾉｰで、1凋停不成立で終局した事件ﾘ)割合(29.0%)は前IUI

（28.2％）より墹加し、取下げで終ルウした事件の割合(15．8%)は月ill'al (16.8%)より減少した。なお、そ

'

且

7夫婦関係調整調停事件の新受件数は、令和5年において3万7674件、令和6年において3万828 1件である(なお、司法統計

では、夫婦関係調整調停事件を｢婚姻中の夫婦間の事件｣と表記している。）。

8未済事件の平均係属期間の令和5年までの推移については、最高裁判所事務総局家庭局･脚注3．96頁第20表参照
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れ以外ﾘ)聿由で終局したf件の害||合(16.8%)が前|1i1 (15.7%)より1.1%増加しているが、これは、Tと

して、捌停に代わる審卜llで終局した,If件ﾘ)影響によると,I苫､ｵ)れるり。(" lO llil報告耆181頁【表4】参照）

‐般調停事件の12均審理期間が令fll元年まで緩やかな長期化傾li'lにあったことについては、相対･ l'I(Jに､｢z

均審蝿期間が短い傾向にある取ドげで終局した事件の割合が減少していること(IIxI 71参照）に)川え、婚

姻‘幽用分机謂件が墹〃IIILR I(,lにあること（多くり)婚hltl賞'川分担事件は、ノく婦関係調整調停封牛と並ｲ丁して審理

され、幡姻費用分れ1領件の解決が優先されたり、離幡・幡姻費用ぴ)いずれ〔ﾉ)問題を先に取り’2げるかという

ことn体で手続が紛糾したﾚﾉするなどして、離婚条fl等ﾘ)実質的協,湖こ入る時期が遅れるなどの影響が生じ

得ろ。）が影響し-くいろと与えられることは、前凹夫でとIITI様である。(" ()回報告群158頁、第10 111|報告

# 184頁参照）

主た、平均審理期間が令fll 2年にﾉ<liMに士乏期化したところ、そり)甥|大|は新型ｺﾛｰﾉｰウイルス感染1,12(/)感

娩拡ﾉ〈の影響によるもり)と考えられ、他力、平均審蠅期間が令fll -1年に知縮に転じた『堤|ﾉ〈|として(士、新型ｺ

ﾛｰﾉｰウイルス感染症0)感染拡大等の影響が落ち告いたことのぼか、’1｢l感唯症の感染拡大を契機として各‘家庭

裁判所において行ｵ)れている調停連満改善の取組(" 9 1111報告書196 rI､ 198頁参照、鋪10回報告ilf 223

頁、224頁参照)(/)効果が現れてきたことが考えらオlろ。

【図7】一般調停事件の終局区分別割合の推移
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9令和5年の既済事件(一般調停事件)のうち、1 0.6%が調停に代わる審判により終局している(最高裁判所事務総局家庭局･脚

注3．92頁第14表参照)(令和4年は97%)。調停に代わる審判により終局している一般調停事件の害l1合が増加している一因

として、家事調停手続におけるウェブ会議について令和3年12月以降||偵次運用を拡大してきたところ､離婚調停についてウェブ

会議では調停を成立させることができないため(なお、法改正により令和7年3月1日以降可能となった。）、ウェブ会議において事
実上当事者間に合意が整った場合に、調停に代わる審判をする運用がなされてきたこと等の影響が考えられる。
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一般洲停弔:件の中で大部分を占める夫婦関係調整調停事件の終局｢又分別の平均審理期間は【図8】のと

おし)である。終局事件全体の平均審琿期間は、令和〕亡年(5.9 II)まで緩やかな増加傾向にあし)、令fⅡ2年

(6.9 11)に大幅に塒ﾉjllした後、合fll -↓年(6.7 Q)に若吋威少し、その後はおおむｵ〕横ばいとなっている

（令fll 6年は6．8〃）。その推移の傾向は一般調停彌件とほぼ同様であり、考えられる要I大lも一般調停預件

と|司様に考えられる

{図8】夫婦関係調整調停事件における終局区分別の平均審理期間の推移
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犬婦関係調整調停事件の平均期日|1 '1数及び平均期、間隔0)推移は【|xI91 10のとおりである。平均期R Inl

数は、令f112年に減少したものの全休として緩やかな燗ﾉ川傾I白}にあﾚﾉ、他方で、平均期ll間隔は、令fll 2年

に大l幅に墹加し(2.1 11)、その後令f11 -l年(1.9 11)にかけて減少したものり)、以後は横ばいとなっている

この10年間の推移を兇ると、平均期｢1間隔の長期化のﾉﾉ．が平均期l1 1111数の増加よしノもH立っておﾚﾉ、こり）

平均期、間隔の長期化が、平均審瑚期|＃lﾘ)矢期化のTたる‘要因になっているものと思われろ。夫た、令f11 2

年に､ﾄ均期、回数が減'少し、平均期、間隔が大幅にlと期化した要|ﾉ〈|は、新型ｺﾛ-j-ウイルス感碓症0)感堆拡

入り)影響によるもり)と弩えらｵL，他ﾉﾉ･で、平均期H期|#|が令和4年に短縮に転じた要Iﾉtlとしては、新型コロ

十ウィルス感染症〔ﾉ)感唯拡大〔ﾉ)影響が淵ち昔いたことが考えられる。

【図9】平均期日回数及び平均期日間隔の推移(夫婦関係調整調停事件）
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※ 平均期日間隔は、平均審理期間を平均期日回数で除した数値である。

※ 端数処理の関係で、表示された数値が同一となることがある。
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10図9については、各家庭裁判所において令和6年度以降本格的に期日間隔短縮の取組が進められてきた状況等(実情調査にお

ける取組状況につき186頁参照、統計も踏まえた今後に向|ナての検討課題等につき192頁参照)を踏まえ、第11回報告書か
ら新たに挿入したものである。なお、ここでの平均期日間隔は、期日外で取下げ等により終局した事件分も含めた審理期間の平
均値を、実際に行われた期日回数(例えば、期日を実施することなく取下げのみで終局した事件はOとなる。）の平均値で除して
算出しているため、実際の期日間隔よりも長めの数値が出ていると思われることに注意を要する。
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個別の事件類型の概況1． 2

1．2．1 遺産分割事件

〆高齢化の影響等により新受件数(審判十調停)は近年増加傾向が目立っている｡平均審理期獣
は、令和元年までの数年間で見れば12月を下回る水準で推移していたところ、令和2年に前年と比

較して大きく長期化したが、令和4年以降は緩やかな短縮傾向にある。令和4年から平均審理期間

が短縮に転じた要因としては、前掲V.1.1で指摘したのと同様に、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大等の影響が落ち着いたことのほか、同感染症の感染拡大を契機として各家庭裁判所にお

いて行われている調停運営改善の取組の効果が現れてきたことが考えられる。審理期間別の既済件

数及び事件割合を見ても、前回と比較して、審理期間が6月以内の事件の割合が増加し、1年を超

える事件の割合は減少している。また、平均期日回数は前回より若干減少しており、平均期日間隔

も前回より若干短縮している。

調停に代わる審判で終局した事件の割合は、前回（29.2％）より増加して31.3％となっており、

前回と比べても、他の事件類型と比べても、調停に代わる審判が更に積極的に活用されている。

手続代理人弁護士の関与がある事件数は、長期的にみて増加傾向にある。

、平均当事者数については‘前回から大きな変化は見られない。 ノノ
！

L

新‘受件数（審判十!淵停）及び平均'番嘩期間の推移は【|xl lO】のとおりである

【図10】新受件数(審判十調停)及び平均審理期間の推移(遺産分害ll事件）
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※ 本図における平均審理期間は、審判、調停の両手続を経た事件(例えば､調停が不成立になり審判移行した事件、あ

るいは審判申立て後に調停に付された事件)についても、これらを通じて1件と扱って計上した数値である(本項におけ

る既済事件のデータは全て同様である。）。これに対し､本図における新受件数は、調停としての係属と審判としての

係属を別個に見た数値であり、例えば調停事件が不成立となって審判移行した場合には、審判事件の新受事件が1件

増える扱いとなる前提がとられている。
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新受件数は、高齢化の影響等により近年(士墹加|頃li'1がII立っておりにあし)、令和6年は前|口1 (1)J6687

件）よﾚﾉ約17%増ﾉ川し、1万9550件となった。

令fll6年における‘ﾄ均審理期間は【|､xl ll】のとおり12.1月で、前I111 (12.9月）から0.8月減少している

ものり)、前回と|両l様、民市第一審訴訟制牛(ﾉ)平均審理期間と比べて長くなっている(fW lOI可報告書188頁

【l･xI 10】参照）。平均審理期間は、合fII元年までﾘ)数年間で見れば、【IxI IO】のとおし)、12月を下|1'1る水

准で椎秘していたが、令『ll2年に前イドと比較して大きく墹ﾉjpし、12 11を｜を回ったが''、令f11 -l年に減少に転

じ、以降は緩やかな減'少傾向にある。令f11 -l年から平均審理期間が短縮に転じた要|ﾉ〈lとしては、新型コロナ

ウイルス感染症の感唯拡大等の影響が藩ち昔いたことv)(fか、同感染症ﾘ)感染拡大を契機として各家庭哉fll

所において行われている調停連武改善(ﾉ)取組(\9 Inl報告等196頁、198頁参照、箱lO I1il報告苦223頁、

224頁参照）の効果が現れてきたことが砦えられる。

【図11】平均審理期間(遺産分割事件及び民事第一審訴訟事件）
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【表12】審理期間別の既済件数及び事件割合

（遺産分割事件及び民事第一審訴訟事件）
′番fII!期間別d)既済件数及び龍:件割合lt【表

12】ひ)とおし）である。番瑚期間が611以内の弔

件0)害||合が前回（32.8%)より増)川して34.9%

となし）、1年を超え_ろ靜件0)割介も前|且’

(35.0%)より減少して32.5(）もとなった（第10

|! 'l報告# 188頁【表11】参照）。

遺産分割

事件

民事第一審

訴訟
冒諦の種類

,5 379i ，39 37。既済件数

平均審理期間(月） 9．212．1

80,923

58．1%

24､870

1 7.8%

22,960

16．5％

7,089

5.1%

3,528

2.5％

5,361

34.9％

5,016

32.6％

6月以内

6月超1年以内

3,575

23.2％

958

6,2％

469

3.0％

1年超2年以内

2年超3年以内

3年を超える

'！これは、令和2年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影

響もあるものと思われる。
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【表13】終局区分別の既済件数及び事件割合

（遺産分割事件）

終崎区分別の既済件数及び事件割合は【表13】

のとおりである。調停成立で終局した事件の害'|合

(44.1%)は、前|''|と|両l様であり、審判（認容、

却下、分割禁止）によし）終局した泰件の筈'|合は、

l)i1l1'I (9.5%)よﾚﾉ減少して8.0%となった。主

た、調停に代オ〕ろ雷､fllで終局したt#件の割合は、

liilli'l (29.2%)よﾚﾉ贈ﾉ川して31.3(脇となったが、

これ(士、婚姻関係『打件や『･の監誰調:件といった他

")＊言件頓型よりもかなり,高い割介であり（後掲

I 『. 1.2.2【表24】、後掲I 『. 1.2.3

【炎32】参照）、遺産分割泰件において、簡易迅

速な紛争解決手段としてi凋停に代わる審判が更に

砿伽'|りに活用されていることがうかがオ〕れろ。

(fW lOIIII報告群189口【表121参照）

6,776

44.1%

214

1 .4%

4,817

31.3%

2,289

14．9％

45

0.3%

1,198

7.8％

27

0.2％

13

0．08％

調停成立調停成立

調停をしない

調停に代わる審判

取下げ

当然終了

認容

却下

分割禁'卜

llj '11営門数の推移は【|'xl l4】のとおし)であり、平均､'1市背数は4,7人ilil後で椎秘している

【図14】当事者数の推移(遺産分割事件）
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遺産分割些劉牛における手続代瑚人弁誰上関与率及び､|乞均審理期間の推移は【凶15】のとおりである。当

審昔ﾘ)いずれかに手続代瑚人弁誰止が関与した事件ﾘ)割合は、長らく6割台で推移していたが、15年ほど

前から墹加傾向にあﾚﾉ、平成30年頃からは80%前後で高l上まレノしているものの、手続代理人弁護_L関与率

の高い制牛類型であるということができる。なお、手続代理人弁誰上の関与がある市菖件ひ)ﾉﾉが、そ〃)IMI与が

ない‘)1件よし)も平均審理期間が長いという傾lblに変化けない。（第lO l''l報告耆190頁【IXl l41参照）

【図15】手続代理人弁護士関与率及び平均審理期間の推移(遺産分割事件）
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【表16】平均期日回数及び平均期日間隔

（遺産分割事件）

、'2均期nll 1l数及び平均期H間隔は【表161

ﾘ）とおりである。 平均期日lul数(5.l ll1I)

（そり)ほとんと『が調停期llである｡)は、前

|111 (5.2 1111)から特「jf少しており、､12均期

｢l間|箱（2．4月）もIill1II (2．5月）から#'!千減

少している。（第10 1!'|報告善191頁【表151

参照）。

遺産分割事件事件の種類

－

5.1平均期日回数
－

７

－

４

平均調停期日回数

平均審判期日回数 0．4

平均期日間隔(月） 2．4

※ 平均期日間隔は、平均審理期間を平均期日回数で除した数値

である。

※ 端数処理の関係で、平均調停期日回数と平均審判期日回数の

合計は、全体の平均期日回数とは必ずしも一致しない。
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【表17】調査命令の有無別の既済件数及び事件

割合(遺産分割事件）

遺産分割事件に係る洲査命令の有無別の既

済件数及び事件割合は【表17】のとおりであ

り、稠街命令のあった事件の害'|合が前回

（2．8％）より若干墹ﾉﾉ|]して3．0％となってい

る(" 10 11!l報告等191頁【表16】参照）。

467

3.0%

14,91 2

97.0％

調
査
命
令

あり

なし
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1．2．2 婚姻関係事件'2

〆~薪薑件数(審判+調停,は近年減少,頃向にあったものの､令和5年以降緩やかな増加傾向に転八
ており、依然として高水準にある。平均審理期間は、平成27年以降、長期化傾向にあり、令和2年

に大幅に長期化したが、令和4年は前年から短縮し、以後は横ばいとなっている。この長期化傾向

に関連する事情として、前掲V. 1.1で指摘したのと同様に、相対的に平均審理期間が短い傾向

にある取下げで終局した事件の割合が減少していることや、婚姻費用分担事件の増加傾向（多くの

婚姻費用分担事件は、夫婦関係調整調停事件と並行して審理され、婚姻費用分担事件の解決が優先

されたり、離婚・婚姻費用のいずれの問題を先に取り上げるかということ自体で手続が紛糾したり

するなどして、離婚条件等の実質的協議に入る時期が遅れるなどの影響が生じ得る。）が挙げられ

るとともに、手続代理人弁護士関与率の増加が事件の困難化傾向を示唆していると考えられるこ

と、令和2年の大幅な長期化は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によるものと考えられ

ることは、これまでと同様である。他方で、令和4年に平均審理期間が短縮に転じ、その後も横ば

いとなっている要因としては、前掲V 1 1で指摘したのと同様に、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大等の影響が落ち着いたことのほか、同感染症の感染拡大を契機として各家庭裁判所にお

いて行われている調停運営改善の取組の効果が現れてきたことが考えられる。なお、平均期日回数

（3.6回）については、前回と同様である一方で、平均期日間隔は、前回(2.0月）より若干減少し

て1.9月となった。

なお、調停に代わる審判で終局した事件の割合は、前回（9．4％）より増加して11,0%となつ

ぜ．また調査命令のあった事件の割合は前回'16｣蝿)より減少して…となった。‐ノ

I

1

'2婚姻関係事件には、一般調停事件に分類される夫婦関係調整調停事件、別表第二事件に分類される婚姻費用分担事件、離
婚後の財産分与事件、請求~す~べき按分割合に関する処分(離婚後の年金分害||)事件等が含まれる。
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新'受件数（審判十調停）及び平均番蠅期間の推移はI|xl l81のとおりである。

合fⅡﾉL年以降、新受件数は減'少傾|「｣lにあったが、令fll 5年以降、緩や力､な蠕加傾向に転じ、令fⅡ6年は

6万9103件となっている。

【図18】新受件数(審判十調停)及び平均審理期間の推移(婚姻関係事件）
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※ 本図における平均審理期間は､審判、調停の両手続を経た事件(例えば､調停が不成立になり審判移行した事件、あ

るいは審判申立て後に調停に付された事件)についても、これらを通じて1件と扱って計上した数値である(本項におけ

る既済事件のデータは全て同様である。）。これに対し､本図における新受件数は､調停としての係属と審判としての

係属を別個に見た数値であり、例えば調停事件が不成立となって審判移行した場合には、審判事件の新受事件が1件

増える扱いとなる前提がとられている。

【表19】既済件数及び平均審理期間

（婚姻関係事件）

平均審蠅期間は【|､xl l8】及び【炎191のとお

り、Tb世27年以降農期化傾向にあり、令和2年

（7．011）に大幅に墹加したが、合f11 -l年(6.9

11)にIt 9il年(7．2 11)から減少し、行f｢] 5年及

びfi､f11 6年はおおむね|司様の7.0 11で〃〕つた。

【表20】審理期間別の既済件数及び事件割合

（婚姻関係事件）

* r'l!期間別の既済件放及び事件割合は【表201

のとおし)であし）、審理期間が6Ⅱ以内ﾘ)｡f件の割

合がHill''I (58.8%)よし)若干減少して58.4%とな

り、6flを超え1年以内d）事件ひ)'背'|合は前II'1

（28.3(ﾉｲ,）より若「墹加して28．6(妬になし）、1年

を超え_ろ龍:件の害'la､lt 13.0%と前I!1| (12'9%)と

ほぼ|両l様であった("10m報告苦193頁【表19】

参照）。既済事件の審理期間別事件割合の推移は

【|､xI 21】d)とおﾚﾉであし)、近年、審III!期間が611

以内Iﾉ)‘櫛件の割合が減少傾向にある‐ﾉﾉで、1年

を超える粥件、特に1年を超え2年以内d)事件の

沓'|合が墹加傾向にあったが、合fU3年以降、審理＃

36,650

58．4％

1 7,962

28.6％

7,304

11．6％

719

1.1％

136

0.2％

6月以内

|｢一 6月超1年以内

一…

1年超2年以内

2年超3年以内

3年を超える

月以内(ﾉ)事件(ﾉ)害'|合が増加に転じ、そ(ﾉ)後はおお審理期間が6
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むね|両l様U)割合で推移している

【図21】既済事件の審理期間別事件割合の推移(婚姻関係事件）
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なお、婚姻閏係,If件の平均審理期間が令和3年主で跿期化する傾向にあったことと関連して、夫婦関係

洲整調停事件について前述した（前掲V.1.1参照）リ)と1両l様に、【Ix1 22】及び【図23】のとおり、相

対的に平均審理期間が短い傾向にある取下げで終局した帝件の害'|合が減少傾向にあることのほか、婚姻費用

分ｲuf件が増加傾向にあること'3(多くd)婚姻費川分Ill事件は、夫婦関係調整調停事件と並行して審理され、

婚姻費用分担事件の解決が優先されたﾚﾉ、離婚・幡姻賞用のいずれの問題を先に取レノlこげるかということ自

体でf統が紛糾したﾚﾉするなどして、離婚条件等の実質|'I(J協議に入る時期が遅れ$などの影響が生じ得る｡）

が影響していると考えられることI-k、これまでと|両l様である。（第9 II!l報告壽167頁、箭10回報告iff 194頁

参照）

他ﾉﾉで、令和4年に平均審理期間が短縮に転じ、その後もおおむね横ばいとなっている要因としては、

前述したとおﾚノ（前掲Y.1.1参照）、新型．｢]ナウイルス感唯症の感染拡大竿0)影響が落ち告いたこと

り)ほか、｜司感碓症ﾘ)感叫と拡大を契機として各家庭裁判Iﾘ『において{｢ｵ)れている調停連街改善の取組（箱911'1

報告背196頁、198頁、箱lO li1l報告辞223頁、224頁参照）リ)効陥が現れてきたことが砦えられる

【図22】終局区分別事件割合の推移(婚姻関係事件）
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'鼬婚姻費用分担事件の新受件数は、平成26年において、審判事件3,476件、調停事件1万8570件(合計2万2046件)であ

り、令和5年において、審判事件3,945件、調停事件2万1574件(合計2万5519件)である(最高裁判所事務総局家庭局・

脚注3･81頁第4表88頁第12表参照)。なお、審判の申立てがあっても、多くの場合には、調停に付されて進められているも

のと思われる。
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【図23】終局区分別の平均審理期間の推移(婚姻関係事件）
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終局区分別の既済件数及び事件

割合(婚姻関係事件）

【表24】終ﾙijlﾒ員分別の既済件欺ﾉ文び聿件割合は【表24】ぴ)と

おし)-で〃)ろ。調停成立で終局した箭件の筈'|合は、前''1｜

（46.81ﾉｲ)）より減少して46．096となった。調停不h町!/己

で終Aう)した事件0)'jf'| G､(t、前I111 (16.9%)よしj WI: ｢-iW

ﾉjllして17.1(蹄、認容又(士却下り)雷fllで終局した制牛ひ）

割合(士、I1ill!1I (8.3%)とほぼ同様ｳ) 8.4%、取下げ､で

終局した謂件の冑|l合は、前ITTI (17.6%)より減少して

16.4%となった。洲悴に代わる審卜llに上ﾚﾉ終局した1 ':

件ひ) 'IIf'|合は、前I1-'I (9．4%)より噌jjllして11.0%とな

った。(" 10 1ril報告辞196頁【表23】参照）
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【表25】平均期日回数及び平均期日間隔

（婚姻関係事件）

平均期日Ipl数及び平均期日間隔は【表251のとお

ﾚﾉでtf)ﾚﾉ、平均期|1 11!|数(3.61LII) (そのほとんどが

調停期ロである。）は、月i1回と同様である。平均期

日間隔(1.9月）は、削II111 (2.0 11)よし）も若干減少 事件の種類 婚姻関係事件

(\ IO II1I報告善197頁【表24】参照）。
1 －－一 1 づ

し L､、｡

平均期日回数 3.6

平均調停期日回数 3.5

平均審判期日回数 0．1

平均期日間隔(月) i 1.9

平均期日間隔は、平均審理期間を平均期日回数で除し

た数値である。

端数処理の関係で、平均調停期日回数と平均審半ll期日

回数の合計は、全体の平均期日回数とは必ずしも一致

※

※

しない。
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手続代琿人弁護｜身関与率及び平均蒋理期間の推移は【|XI 26】のとおし）であり、ここ数年、手続代理人弁

護_上の関与がある事件の割合は増加している（当謂背のﾒXﾉﾉ又はいずｵl力､一方に手続代理人弁護上り)関与が

ある事件の割合は、合fl12年以降は6 %'1を超えている。）。当事者の双方に手続代III!人弁護士の関与がある

事件ﾘ)平均審理期間(士、当落者のいずれかに手続代琿人弁護上の関与がある事件0)平均審理期間を’三1口|ﾚﾉ、

主た、当篭者ﾘ)いずれかに手続代理人弁護士の関与がある事件の平均審理期間は、当＊者のいずれにも手続

代理人弁護上の関与がない事件の平均審理期間を12l!!|ることから、r統代瑚人弁護l〃)関与が増え_たことと

平均審理期間が長期化する傾向にあることは相関してい5といえ、F統代蠅人弁護l身関ケ率の増加が、：膨件

〔ﾉ)困難化傾向を示唆しているものとも弩えられる

11

【図26】手続代理人弁護士関与率及び平均審理期間の推移(婚姻関係事件）
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調査命令ﾘ)有無別ひ)既済件数及び"#件割合 【表27】調査命令の有無別の既済件数及び事件害l1合
（婚姻関係事件）

I-t【表271のとおりであり、調査命令ﾘ )(V)/E)

た事件の割合(13.8%) (-t、前|111 (16.1%)

より減少した（第10 111|報告当198頁【炎26】

参照）。事件別の渦代命令の有無別ひ) if件筈'l

合を見ると、令fll 6年U)婚姻費用分担事件で

8.637調
査
命
令

あり
13.8％

54.134

なし
86.2％

調術命令のあった栴件の'』f'lG､ (5.2%)は、令fII -l年(8.0%)より2.8%減少し、合f11 6年の夫婦|判係調整

調停1f件で調査命令0)応〕つた事件ﾘ)F'ln､ (19.8%)も、令fⅡ4年(22 .0()い よしノ2.2%i成少していろ。
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1．2．3 子の藍護事件'4

〆新員件数(審判十調停)は､令和3年に大幅に増加し､令和4年は大幅に減少したものの､長期融
に見ると緩やかな増加傾向にある。他方で、平均審理期間は一貫して長期化傾向にあったが、令和6

年は若干短縮した。長期化傾向の要因として、養育費請求事件等と比べて審理が長期化する傾向があ

る面会交流、子の監護者の指定及び子の引渡しの各事件が増加傾向にあることが挙げられることは、

前回と同様であるが、令和6年に平均審理期間が短縮に転じた要因としては、前掲V.1.1で指摘

したのと同様に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が落ち着いたことのほか、同感染症の

感染拡大を契機として各家庭裁判所において行われている調停運営改善の取組の効果が現れてきたこ

とが考えられる。平均審理期間の短縮に伴い、6月以内に終局した事件の害l1合は、前回(48.9%)か

ら増加して49.9％となり、1年を超える事件の割合は、前回(19.8%)から減少して19.0%となっ

た。平均期日回数は前回と同様の4，1回で、平均期日間隔も前回と同様の2．1月であった。

調停に代わる審判で終局した事件の割合は、前回と同様の7.1%であったほか、調査命令のあった

ぐ件の割合は前圓“，鶏'より減少して"‘蝿となった， ノ

例

！

L
P

新'乏件域（審判十調停）及び平均審蠅期間の推柊lt llxl28lのとおりである‘

【図28】新受件数(審判十調停)及び平均審理期間の推移(子の監護事件）
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※ 本図における平均審理期間は、審判、調停の両手続を経た事件(例えば､調停が不成立になり審判移行した事件、あ

るいは審判申立て後に調停に付された事件)についても、これらを通じて1件と扱って計上した数値である(本項におけ

る既済事件のデータは全て同様である。）。これに対し､本図における新受件数は、調停としての係属と審判としての

係属を別個に見た数値であり、例えば調停事件が不成立となって審判移行した場合には、審判事件の新受事件が1件

増える扱いとなる前提がとられている。

'4子の監護事件に'よ 養育費請求事件等(養育費請求事件及び未成年者の扶養料請求事件)のほか、子の監護者の指定事件、

子の引渡し事件、面会交流事件が含まれる。いずれも別表第二事件である。
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【表29】既済件数及び平均審理期間
（子の監護事件）

新'受件数は、令fll 3年に大I幅にﾅ牌ﾉ｣llし、令和4年(士

大1幅に減少したものの、平成27年以降長期的に見る

と緩やかな増加傾向に〃〕り、令和6年は4万4898件

となった。平均審蠅期間は、一貫して長期化傾向が続

いておﾚﾉ、令和5年は8．5月となったが、【表29】に

もあるように、令fll 6年は若干減少し、8.3月となっ

た｡

既済件数 34,816

平均審理期間(月） 8.3

|z!把り)Ek ･)な長期化傾向の理由とし-ては、【IxI 30】のとおり、ここ数年間、養青費請求事件等よし)も相

対･的に'番理が長期化ﾏ)-ろ傾向があるim会交流、子0)職!灘荷の指定及び』'･リ)引渡しの杵'|f件を合わせたそり)他

(/) 1'-の蟷誰事件ﾘ)新受件数が長期的に兇て増加傾向にあることが碓げられろ( IIxI 30】のとおり、平成27

年から令fII 6年主での間、隻育費請ﾉk制牛等の平均審叩期間は4．511から6.2 11リ)問で樅移しているが、そ

の他ｿ) 1'-の幣護事件U)平均審理期間は7.5 11から10.7 1}へとより髄筈な増加|頃I向]を示している。）。他ﾉ/

で、令f11 6年に平均審哩期間が短縮に転じた要因としては、前述したとおし)(liijial'r. 1. 1参照）、新咽

コロナウイルス感唯症の感染拡ﾉ<(/)影響が落ち着いたことのほか、liTI感唯症の感染拡大を契機として各家庭

ff fll所において行われている調停連崗改善の取組("9 1''|報告詩196 1'(，198頁、端lO l''l報告答223頁、

224画参照）d)効果が現ｵLてきたことが弩えられる。

【図30】子の監護事件に係る類型別の新受件数(審判十調停)及び平均審理期間の推移

その他の子の監護事件の新受件数
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【表31】審理期間別の既済件数及び事件割合

（子の監護事件）

審理期間別の既済件数及び事件害'|合は【表31】

ﾘ)とおし）であり、前述ﾘ)とおし) f f'il期間が短縮し

たことに伴い、審理期間が6月以内の事件の割合

は、前回（48.9(賂）よﾚﾉ増加して49 9%となし）、

1年を超える事件ﾘ)割合は、前呵（19.89ｲ)）よレノ

i成少して19.0%となった（第10 IIII報告書201頁

【表30】参雌）。

1 7,380

49.9％

10,81 1

31.1%

5,583

1 6.0%

921

2.6％

121

0.3％

6月以内

6月超1年以内

錘 堤 竪竪 …一

辛

一

1年超2年以内

2年超3年以内

3年を超える

【表32】終局区分別の既済件数及び事件割合

（子の監護事件）

終局区分別ﾘ)既済件数及び事件沓||合は【表32】

ﾘ)とおりである。調停成立で終ﾉ師)した事件v)割合

が前何(50.0%)とほぼ|面I様の50. 1(蹄となった。

認容又は｣11下の審判で終局した割合( 18.2%)

(士、前Inlと1I1様であﾚﾉ、調停に代わる審半llで終局

した事件(ﾉ)割合(7.1(X))も、前|' '|と同様で方)つ

1 7,435

50.1%
調停成立

508

1 .5%
調停をしない

2.479

7.1%
調停に代わる審判(第lO II!|報告書201頁【表311参照）た

7,886

22.7％

187

0.5％

取下げ

当然終了

4.930

1 4.2%

1,391

4.0％

認容

却下
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【表33】平均期日回数及び平均期日間隔
（子の監護事件）

平均期R 1nl数及び平均期日間隔は【表33】

のとおﾚﾉであﾚﾉ、平均期II回数(4.1n) (そ

のほとんどが調停期nである。）は前II'|と|両l

様であり、平均期日間隔(2.1月）も前|1 1lと|同l

様で〃)つた･(" lO IIII報告書202頁【表32】

参照）、

子の監護事件事件の種類

平均期日回数 1.1

平均調停期日回数 3.4

平均審判期日回数

叩
一
皿

平均期日間隔(月）

※ 平均期日間隔は、平均審理期間を平均期日回数で除した数値

である。

※ 端数処理の関係で、平均調停期日回数と平均審判期日回数の

合計は、全体の平均期日回数とは必ずしも一致しない。

【表34】調査命令の有無別の既済件数

及び事件割合(子の監護事件）

渦庇命令d)有無別の既済件数及び事件割合は

【表34】ひ)とおりであし）、調査命令のあった事件

の害||合は、「1II II!I ( 43.7%)よレノ1.9%減'少して

41.8%となっているが、他ﾘ)家欝 #件よし）もそ(ﾉ）

割合が高いことは前'11|とM様でル)ろ（前掲V.

l.2. 1【表171、#iliaV. 1. 2. 2【表

27】、箱10 1'1l報告耆202頁【表33】参照）。

14.559

41．8%

20,257

58.2％

調
査
命
令

あり

なし
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１
１

ｒ
Ｌ

〆人事訴訟に関し、新受件数は､令和2年までは減少傾向にあったものの､近年は下げ止まり傾向に
あり、令和6年(9,073件）は前回(8,984件）より若干増加した。一方、平均審理期間は、前回

(14.3月）より増加して14.8月となっており、長期化傾向はほぼ一貫して続いている。審理の長期化

傾向の要因として、財産分与の申立てのある離婚事件の割合が、長期的に見て増加傾向にあるほか、

そうした事件も含め人事訴訟における争点整理期間が長期化しており、その要因として、①財産分与

の申立てのある離婚事件で、預金取引履歴の開示範囲をめぐって当事者が対立したりするなど、資料

収集をめぐって審理が難航しがちであること、②離婚原因について、必ずしも事案の結論と結び付か

ない周辺事情についてまで主張の応酬が繰り返されること等が指摘されていることは、前回と変わら

ない。平均審理期間の長期化に伴い、1年を超える事件の割合が前回（49.2％）より増加して51.1％

になったが、民事第一審訴訟事件と比べて、審理期間が6月以内の事件の割合が低く、1年を超える

事件の割合が高い傾向が見られることについては、前回から大きな変化は見られない。また、平均期

日回数が前回（6．2回）よりも増加して6．8回になった一方で、平均期日間隔は前回（2．3月）よりも

若干減少して2.2月となった。

判決で終局した事件の割合は前回とほぼ同様であったが、和解の割合は前回（34.8％）より減少し

て32.1％となった一方で、.取下げの割合が前回（22.2％）より増加して24. 1%となった。

、 Hh

L ノ
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人事訴訟事件の概況2．1

○ 事件数及び平均審理期間

人領訴訟の新受件数及び平均審理期間ﾘ)推移lt【図l】のとおりである。

斬受件数は、平成27年以降、減少傾向が続いていたところ、令fll 3年は哨加に転じたが、そり)後減少し

ており、令和6年(9 , 073件）は前IIII (8,984件）より若'瑠加している。一方、平均審蠅期間は、ほぼ一出

して長期化傾Iblにある。なお、令fII 6年の､|え均審皿期間(14.811 )は令和5年(14.9月）より若'減少して

い5が、これは、1吋産分午の申立てのある‘ｻｷ件の割合が済|減少したことの影響と考えられ(llxll8参照】)、

財'龍分与り)申立てのある判牛の平均審理期間は依然として是期化傾lhlが続いていろ（【図15】参照)。

【図1】新受件数及び平均審理期間の推移(人事訴訟）
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平均審蠅期間は【図21のとおりであり、前'11|と同様、民事第一審訴訟事件と比べて、長くなっている

( z101!!|報告耆204頁【|xl 2】参照)。

【図2】平均審理期間(人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

（月）
1 6.0

1 4.0

1 2.0

1 0.0

8．0

6.0

4．0

2．0

0.0

148

9.2

民事第一審訴訟人事訴訟

【表3】審理期間別の既済件数及び事件割合

（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

○ 審琿期間別の既済件数等

審理期間別の既済件数及び事件割合は【表

3】のとおし）で方)ろ。審IIM期間が6月以内の

ｻﾄ冒件ﾘ)割合は、前I111 (224%)より若干増加

して22．8(%)となった一方、1年を超える，僻件

の割合も、ルi1回(49.2%)より1.9()も増力llして

51.1% (4,580件）となった。|)il l! IIと|司様、民

珊:第一審訴訟事件と比べ、審理期間が611以

内ﾘ)事件d)割合が低く、1年を超える市件(ﾉ）

割合が高い点が特徴である。( "l0LI報告善

205頁【表3】参照）

民事第一審

訴訟
人事訴訟事件の種類

－

９

唾

６

》

９

》

８

既済件数 1 39,370

平均審理期間(月） 14．8 9.2

2,047

22．8％

80,923

58．1%

24,870

17．8%

22,960

16．5%

7,089

5.1％

3，048

2.2％

480

0.3％

6月以内

2,342

26．1％

3,203

35.7％

6月超1年以内

1年超2年以内

1,080

1 2.0%

283

3.2％

14

0.2％

2年超3年以内

3年超5年以内

5年を超える
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既済事件の審理期間別事件割合の推移は、【図41のとおりであり、審理期間ﾘ)長期化に伴い、審理期間

が6月以内しﾉ)事件の割合が減少|頃向にある一方で、1年を超える'If件(ﾉ)割合は墹加傾向にある。

【図4】既済事件の審理期間別事件割合の推移(人事訴訟）
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【表5】終局区分別の既済件数及び事件割合
（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

○ 終局区分別の既済件数等

終局区分別の既済件数及び事件害'|合は【表5】

のとおり である。半||決 （39．8『X〕） は前I可

(40.0% ) と ほぼ同様であったが、 和解

(32.1%)は円iln (34.8%)より減少した一ノブ

で、取下げ(24.1%)が前II'1 (22.2《賂）より増加

した!。なお、判決で終局した'l1件のうち対席判

決に kる割合(71.6%) (士、前|''1 (71.2%)とIf

ぽ同様であり、民事箱一審訴訟謂件と比べても高

い水唯を維持していろ。(" 101' II報告誉206頁【表

5】参照）

民事第一審

訴訟ゞ
人事訴訟事件の種類

3,573

39.8％

2,559

71.6％

2,877

32.1％

2．158

24.1％

361

4.0％

70,423

50．5％

33,598

47.7％

44.080

31.6%

判決

I
うち対席(％は判決

に対する割合）

和解
－

19，553

1 4.0%

5,314

3.8％

取下げ
一一一

それ以外

訴訟代理人の選任状況

(人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

【表6｝○ 訴訟代理人の選任状況

訴訟代III!人の選任状況|士I表6】d)とおりであ

ﾚﾉ、趾領第一審訴訟11件と比べて、収ﾉﾌﾞ･に訴訟代理

ﾉ、が選任された｡lf件の割合が高く(6割をHいIって

いる。）、本人による:if件ﾘ) ='l合が低いことは、Ijil回

と(モぽ|｢flじである( f lOIIII報告# 206貞【表61巻

|旧1

民事第一審

訴訟
人事訴訟事件の種類

5，742

64.0％

2．792

31.1%

56,385

40.5%

6 7,205

48．2％

双方に

訴訟代理人

原告側のみ

訴訟代理人

3,978

2.9％

1 1,802

8.5％

被告側のみ

訴訟代理人

145

1．6％

290

3.2％
本人による

1和解の害||合が減少する－方、取下げの割合が増加している原因の－つとして、令和5年12月より人事訴訟においてウェブ会議の

利用が可能となったところ、離婚の訴え等についてはウェブ会議で和解を成立させることができないため(なお、法改正により令和7

年3月1日以降可能となった。）、ウェブ会議において事実上当事者間に合意が整った場合に、調停に付して調停に代わる審判を

する運用(確定した場合、訴訟は取り下げられたものとみなされる。）がなされていること等の影響が考えられる。
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○ 審理の状況

平均期1I II'l数（平均11頭弁論期日|1 !|数股び平均争点整蠅期H I111数け)ﾒX方）及び平均期日間隔は【表7】

のとおし）である。平均I]頭弁論期nk'|" (1.9F'l)がllilli｣1 (2 . 11n1)より減少した一方、平均争点耀理期日I｢'1

数（4．8回）は前I111 (4. 1回）よﾚﾉ増加しておﾚﾉ、全体ひ)平均期HI可数(6．81111) ()Ail''1 (6.21ul )より墹加し

ていろ。平均期｢|間隔（2.2月）については、ルIIII｣I (2.311)より特{:i成少していろ。（第1 0LI報告善206頁

'1表711参照）

【表7】平均期日回数及び平均期日間隔

（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

I！ 民事第一審

訴訟3’

事件の種類 人事訴訟

識羅
|■

平均期日回数

一
昭

一
妬’

うち平均口頭弁論

期日回数
1.21.9

うち平均争点整理

期日回数
4.8 2．5

平均期日間隔(月） 2．52.2

I

※ 平均期日間隔は、平均審理期間を平均期日回数で除した数値である。

※ 端数処理の関係で、平均口頭弁論期日回数と平均争点整理期日回数の合計は、

全体の平均期日回数とは必ずしも一致しない。
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平均期I1 1nl数及び平均期、間隔の推移は【図8】のとおりである。平均期I] IJ数について(士、平均口頭

弁論期日11 11数が長期的に見て緩やかな減少傾向にあるのに対し、平均争点整理期日回数は、平成27年以降令

和元年まで一貫して瑠加傾向にあり、それに伴い全体の平均期I]回数も増加傾'61にあった。令和2年からは、

平均争点整理期日回数が減少に転じる一方、それまでおおむね横ばいであった平均期、間隔が大幅な増加に

転じたが、その背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言ﾘ)発出並びにこれ

らに伴う裁半ll所業務の縮小やその後の同感染症の感染拡大の影響があるものと思われる( flOlul報告書207

頁参照)。もっとも、平均争点整理期、回数及び危体の平均期n i!'1数は令fⅡ5年以降再び贈加に転じる一ﾉﾉ、

平均期日間隔は合f11 6年になﾚﾉihk少に転じており、その背緊に{-t、新型コロナウイルス感唯症拡ﾉ<(/)影響が

落ち行いてきたことがあるも0)と思ｵ)れる･

【図8】平均期日回数及び平均期日間隔の推移(人事訴訟）
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※ 平均期日間隔は、平均審理期間を平均期日回数で除した数値である《

※ 端数処理の関係で、表示された数値が同一となることがある。
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【表9】争点整理手続の実施件数及び実施率

（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）

争点整理手続の実施件数及び実施率は【表91

ﾘ)とおﾚﾉで方)ろ。争点整理喉続の実施率は、前'11｜

（69.4％）よりli:干減少して68.9%であったが、

民事第一審訴訟鞘二件と比べて高い水准にあること

は前1I1と同様である( "10回報告善208頁【炎

9】参照)。

民事第一審

訴訟
事件の種類 人亭訴訟

一岬争
点
整
理

手
続

実施件数
一

実施率

57.354

！
；68.9％ 11.2%

【表10】人証調べ実施率及び平均人証数

（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）
人征稠ベ‘糞施率及び､12均人荷ll数は【友1010)と

おりである。人証調べ'更施率(34.0%)は前向

（37.3呪)）よりも減少しているが、氏‘}'言琉一審訴

松事件と比べて高い傾|山lが続いていること.(士前回

とlnl様である（第10 1111報告等208頁【表10】参

照)。こうしたI頃向には、当事音一間に争いのない事

実についても証明が,IZ,要であること（人-聯訴訟法

19 1項）や、婚姻生1片中の事実関係について証

明ノノのI間iい井証が少ないことが影響しているもの

と思われる。

民事第一審

訴訟
事件の種類

人証調べ実施率 34.0％ 11．4％

平均人証数 0．308

平均人証数

(人証調べ実施事件）
2.3 2.6

なお、人征調べを'実施した事件における､|匠均 【表11】人証調べを実施した事件における平均審理

磨即期間股び‘'た均人証調べ期間は【表lllのと 期間及び平均人証調べ期間(人事訴訟）

おﾚﾉであﾚﾉ、平均審即期間(19.211 )は前I' '|

(18．111)よﾚﾉ昭j川しておﾚﾉ、T均人証調べ期

IIW (0.211)も前IDI (0.1II)より杵干墹ﾉjllして

いる( " lOI!il報告書208頁【表111参照)。この

平均審瑚期間が、民事第一審訴6公事件（全体）リ)23

11ill! !|と|両l様で応〕る。

611 (前掲111. 1. 1【表181)と比べると短いことrt、

175

平均審理期間(月）

平均人証調べ期間(月）

19．2

0．2



離塒ﾘ)訴えにおける訴訟代理人弁護上の関与d)有．無別の平均審理期間の推移は【|xl l2】リ)とおﾚﾉであﾚﾉ、

当蒋侍り)双方又はいずれか一方に訴訟代理人弁護上の関与がある宇件の平均審理期間は、当事者のい-ずれに

も訴訟代理人弁護士の関与がない‘制牛の平均審理期間を顕著に|:l''lっており、近年はおおむね9か月ほど長

<なっていろ

【図12】離婚の訴えにおける訴訟代理人弁護士の関与の有無別の平均審理期間の推移
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離婚の訴えにおける親権者の指定をすべきf又は財産分与の申立ての有無別の審理の状況は【表13】の

とおりである。離婚の訴えのうち財I雁分与の申立てが"〕ろ顎件（以下「財産分与の巾､‘[てがある離幡事件」

という。）の平均審瑚期間(19.2月）がそれ以外の謂件(12.9月）よし)長くなる傾向は前|可主でと変ｵ〕らな

いが、前I｢71 (財産分与の申立てがある離婚事件につき17.8月、それ以外の事件12.7月）よし)もその差が拡大

している。財産分与の1I1立てがある離婚帝件の終局区分別の事件苫'|合について見ると、fⅡ解で終局した事件

(/)割合がHIIII1 (46.2%)より3.3%減少して42.9%となった一方、、fll決で終局した謂件の害'l-合が前M

(31.4%)より0 . 2%lW"llして31.69もとなり、取|､~げで終局した事件U)'[#'l合が前|｢'1 (19.8%)より3.2(賂墹ﾉjll

して23.0()6となっている2。（第lOIL'l蝿告井210頁【表13】参照）

離婚の訴えにおける親権者の指定をすべき子又は財産分与の申立ての有無別の審理の状況
(人事訴訟）

【表13】

離婚以外財産分与の申立て離婚

あり なし

4.555 1．174既済件数

平均審理期間（月）

平均期日回数

平均期日間隔（月）

争点整理実施率
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！ 6月超

；： 1年以内

審 ’ 1年超
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判決
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離婚の訴えについて、和解の害ll合が減少する一方、取下げの割合が増加していることの考えられる原因については注1参照
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なお、財産分与の申立てがある離婚ﾁ千件の終局区分別の平均審蠅期間は、【図14】のとおり、判決による

場合ﾘ)ﾉﾉが和解による場合よしﾉおおむね5か月程I聾長くなる傾|白lが兇られる･

【図14】財産分与の申立てがある離婚の訴えにおける終局区分別平均審理期間の推移
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離婚の訴えにおける親権者の指定をすべきl鯵-又は財産分与｢桐､Iノミての有無別平均審哩期間の推移は、【IXI

15】のとおし)である。雌婿")訴えﾘ)うち親権者の桁定をすべきfがいる事件の平均審理期間は、ここ数年

親権者の指定をす-べきj'･がいない離幡穂件の平均'瀞j'|!期間をtl｢'|っているが、その差ltlか月に満たず、

それほど大きくはないのに対し、財産分与の申立てがある離婚事件の平均審理期間は、同申立てがない離

峪制牛の平均審理期間を一貫して’二I!'|っておﾚﾉ、ここ放年は、おおむｵ15，6かII(王ど長くなる似l ''11が見

られる｡

【図15】離婚の訴えにおける親権者の指定をすべき子又は財産分与申立ての有無別平均審理期間の推移
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離婚の訴えにおける財産分与申立ての有無別平均期H 1nl数及び平均期日間隔の推移は【|3 16】のとおレノ

である。平均期n 1i'l数については、財産分与の申立てがある離婚-窄冒件が同申立てがない離婚事件を｜回って

おり、ここ数年は、おおむね3回ほど多くなる傾向が兄られるり)に対し、平均期日間隔については、財産分

与の申立てがある離婚封牛の方が|両l申立てがない離蜻事件よりも短く、ここ数年は、おおむね0.2かllほど

短くなる傾向が見られる3。

【図16】離婚の訴えにおける財産分与申立ての有無別平均期日回数及び平均期日間隔の推移
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※ 平均期日間隔は､平均審理期間を平均期日回数で除した数値である。

※ 端数処理の関係で、表示された数値が同一となることがある。

3財産分与の申立てがある事件の方が同申立てがない事件よりも平均期日間隔が短い傾向にある理由としては、同申立てのある

事件は、同申立てのない事件よりも、当事者双方に訴訟代理人が選任されている害ll合が高いところ(【表13】参照)、訴訟代理人

が選任されていない場合には、選任されている場合よりも、期日間における準備に時間がかかることも一因ではないかと推測される
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○ 上訴に関する状況

｜話訴率』及び上訴辮件割合5は【|xll71 (ﾉ)とおりである。民事箱一審訴訟事件に比べ、いずれも高水唯であ

プ

ノ.、
ン に

【図17】上訴率及び上訴事件割合の推移

（人事訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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」上訴率は、判決で終局した事件の中で上訴がされた事件の占める割合を指す。

5上訴事件割合は、全既済事件の中で上訴がされた事件の占める割合を指す。
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|審理期間の長期化傾向に関する分析2． 2

【|､xl l81からは、既済事件に占める財産分与り) 1II立てがある離婚事件の害'l合が長期的に増加|頃向にある

こととおおむね対応す-ろ形で、人'if訴訟の平均審理期間が矢期化する傾向にあることが読み取れることから、

財産分与の申立てがある離婚事件の増ﾉJIIが人事訴訟全体の平均審蠅期間を押し上げている原因の一つで【偽る

と推測される。この人領訴訟の平均審瑚期間の長期化に関しては、財産分与の申立てがある離婚事件につい

て、資料･収集をめくゞって審理が難航しがちであること(ﾉ)ほか、離幡原iX|について、，必､ずしも事実の結禰には

結び|､l･かないI吉l辺事情について主で稚張の応酬が繰り返されがちであること等が指摘されている。財産分与

(/) I1引立てがある離幡制牛の割合については、今後も帷移を見ていく必要があろう。主た、この財産分ﾉﾁ(/) ｢|]

立てが‘もる離婚事件については【表6】、【表131及び【|xll91 ")とおり、訴訟代瑚人が選任された"If件ﾘ)割

合が人,|f訴訟令体と比べても高く、ビI;冒件ﾘ)困難さを示唆しているとも弩えられる。

人擶訴訟において、いオ)ゆろ欠席fll決6により終局す-ろ場合でも証拠調べが’必要であることが、民ｻｻ第一

審訴訟事件と比べて審蠅期間が長くなる要|大|の つでﾙ)ろとの指摘（第31｢'|報告苫分析編35頁、第5 I'!l報告

人ナ罰下訟において、いオ〕ゆる欠岬i,ﾄlli足oにより終局T-る場合でも荷IHI

群訴訟事件と比べて審蠅期間が長くなる要|大|の つでﾙ)ろと(ﾉ)指摘(2

辞概況締66頁）に．ついても、前提事情の大きな変更けﾐ.)かがオ〕れﾅﾙﾐい7‘

【図18】離婚の訴えにおける財産分与の申立てがある事件の割合(既済事件)及び人事訴訟の平均
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(；ここでいう欠席判決とは、適式な呼出し(公示送達による呼出しを含む。）がされたが、被告が、答弁吉その他の準備書面を提出

せず、口頭弁論期日に出頭しなかった場合にされる判決という意味である。

7もつとも、公示送達による場合や、調停の経過等から被告の出頭が見込まれない場合に、第1回口頭弁論期日において必要な証

拠調べが行われるよう、原告代理人弁護士に準備等を求める運用も行われており(小河原寧編著｢人事訴訟の審理と実情〔第2

版〕22頁、23頁)、欠席判決においても証拠調べを要することが審理期間に与える影響は限定的なものと思われる。
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【図19】財産分与の申立てがある離婚の訴えにおける訴訟代理人選任状況の推移(人事訴訟）
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また、【図20①】及び【図20②】ひ)とおり、人証I淵べを実施して対席判決で終局した.|1:件（全体及び財産

分与り) II'立てがある雌幡@|f件ﾘ)双方）において、含計り)平均舂蠅期|川のlを期化が、12として、訴え提起から

ffy 1 1''lll頭弁I諭期|1史での期間び)1"りl化にﾉjllえ：、第l l!!lll頭弁論期|~|から人征洲べ|ﾙ|始圭でﾘ)期間、‐ｹｰな

j〕ち争,IA(整理に費やされる期間d)1を期化にkって/tじていることがi流み取れる。

人事!訴訟におけるこうした争点惟即期間ﾘ)長期化に関してば、従仙から、例えば、財産分与(ﾉ) 'l'立てが

ある離塒事件については、対象財産に係る資料を保有する|MIIにおいて、感情的反発笄の瑚由からその提出を

lli沓するために、反対当寸1者が多数ﾘ)|淵古'嘱託のII1,1/:てを行ったし)、噛惟時（別居ll,ir)のﾄjil侭におけるf自余

の熈断引き出し笄に|M1し、預金地引展l樅の開示範|丼lをめぐって当弔荷が対立したし)するなど、資料収唯をAI)

<,って'番理が難航しがちであること、主た、離幡111(IMについては、M榊凹を継続し鮴い喰大な事||1｣ (民法

770= 1項5号）が抽象的な要件であることもあって、感情的な思い入れﾘ)強い当 if行間で、必ずしも‘ﾄ窯

の砧,論と結び付かないl吉l辺事情についてまで主張の応酬が繰り返さオlがちであること聯ﾘ)指摘がされていた

が("61u｣報告書187頁、琉9 1I!l報告＃194頁、第l OII !I報告耆221頁)、この点についても大幅な事情リ)礎剣士

うかがわれない。

g訴え提起から第1回口頭弁論期日までの期間が長期化している要因としては、－部の家庭裁判所において､調停段階において当
事者双方に訴訟代理人が選任されており、訴訟においても選任される予定がある場合には､事案によって、第1回目の期日として

口頭弁論ではなく弁論準備手続等の期日を指定し､早期に実質的な審理に入れるように工夫していることも一因ではないかと推
測される。このようにして長期化した期間も含めて、争点整理に費やされる期間ということができる(第10回報告書216頁参照)。
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【図20①】人証調べを実施して対席判決で終局した事件における手続段階別平均期間の推移

（人事訴訟）
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【図20②】財産分与の申立てがある離婚の訴えのうち人証調べを実施して対席判決で終局した事件
における手続段階別平均期間の推移(人事訴訟）
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るる ののII

一
一

一
一

1 実情調査の位置付け（目的）

家LK調停聿件については、平均審理期間が令fII 5年に一部の蒋件領型においてやや短縮したものの近

年は緩やかな長期化傾lblにあり、人市訴訟聿件については、新受件数が一貫して減少傾lbl (fffll3年を

除く。）にある一ﾉﾉで、平均審即期間は農期化が継続している。

二・）した状『兄ﾘ)!|1，第10 1!'1報告件において、家f1ZI凋停事件については、新型コロナウイルス感染席の

感染拡大を契機に各家庭裁半||所において開始された1淵停運営改善ﾘ)取組として、紛争解決に必喫な情報

を惟叫し当事者0)if体的な紛争解決‘意欲を高めるための働き掛けをi｣: ･)という側Ⅲをも屯視したメリハ

リリ)ある無情聴取．,洲整、調停期IIの時間の日安や一定(/)事件領型における期n 1111散り)目安の微だ、洲

停ﾘ)進捗状況禅に|鯉1十る!凋停委曲会と当靜者・代琿人との認識共有-化などの取組が確認され、 走(/~)h忙

果を｜:げつつあると評価がされたが、他方で、｜|古l別の取組の趣旨･H的に立ち返り効果検証とf断り)改

善を|､xIっていくことが1II要である行脂摘された。主た、人事斫訟!|f件については、！Ⅱ産分与の審瑚や離

婚原|火|をめぐるif椎↑，/証の長期化ひ)背緊として、、'1サギ者間ひ)感!|,'i (/ )もつれがあること、時機に後ｵ［た攻

撃|ﾘj御方法の却下ひ)規定が適用されないことなどが誰げられ、そぴ)克IIH策の一つとして、標準的な番蠅

モデル等を整備し哉卜||所と弁護上会との間で共有す-ろことの有用‘|ﾉ'2などが指摘された。

ノナI111の検証で(士、令fll 6年511に、平均審蠅期間が近年短縮傾l i｣lにル)ろ大規模'家庭裁fll所1斤及び|両l

裁判所に対応す-る単位弁護士会Ⅳ『I瓜(/)弁護上に虻|･して、同年lO llには、平均審即期間が近年やや｣を期化

｜噸|Alにある[1]規模家l莚裁判所lll二蚊び|何1裁判所に外l l,t:する単位弁進上会所|畠d)弁1進上に対して、それぞ

れ'炎情調査を実施LI、①家索調停における淵停運営改善の取組の効果の検証と!Ⅱなる課題（ウェーノゞ会議

笄y)hW用、家事調停栴件ﾘ)期、間隔ﾘ)短縮に向けた取組等(/)状#｡、効果、課題及びその克服策等)、②人

‘'1訴訟における合IIM I'I(Jかつ効眼l'I(｣左や,l,l､(耀理笄d)'災現のためU)ﾉﾉ･簾と,梨魑（人‘押雨公,11件(/)'番III! " )現状、

介哩的かつ効果|'I (jたやﾉ!II轄理等リ)実現に向けた［ﾉ§例竿）について、哉半ll官、，州停差員、弁護|:から意

兇を聴取した。

実情捌青の結果U)要,!‘!‘(は、次ﾘ)とおりである。

2 実情調査の結果

（1）家事調停における調停運営改善の取組の効果の検証と更なる課題

ア ウェブ会議等の活用

放判所の側からは、令fII-l年10 11にウェブ会議の利用がuI能となった大規模家庭栽判所から、(1)'代理

人選任1if案では、イ<相当な事情がない限ﾚﾉ、，I}言件魎型を問オ)弓|曾、初|1 11期、を含め、適宜ウェブ会読を'実

施しており、特にI)V半案等では積極的にウェブ会縦を提案していろ、②本人&I;案で(士、非公開'|'li U ) *R

保を'|真哩に見極めつつ、ウェブ会錠も徐々に実施し始めておし)、今後はよしﾉ磧伽'I(Jな斫用が兇込夫れる、

③代理人選任調案及び本人調案のいずれにおいても、対面での調整を試みる必要|'|ｮが,司い場合には出頭

してもらうよ．)要請することがある、といった実'|冑が紹介された。令fn6年211にウェブ会議ﾘ)利用が

口I能となったL|'規模家庭裁判所からは、これまでけ)ところ専ら代理人選任事案でf||州がなされてきたが、

今後は本人事案でのfll用拡大も検討しているとの実情が紹介された。主た、lfu1山i家庭裁判所いずれか

らも、ウェブ会議ﾘ)ﾉﾉがより期11を!凋整しやすいとの実情が紹介された。

！実情調査先については、庁や弁護士会の規模によって効果的な調停運営の在り方や人事訴訟における審理の在り方が異なり得
ることを踏まえ、事件の個別性の影響を受|ナないよう、一定数の家事調停事件及び人事訴訟事件が係属し、かつ、規模の異なる
2庁(大規模家庭裁判所及び中規模家庭裁判所)及びこれらの庁に対応する弁護士会を選定した。
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弁護士の側からは、中規模家庭裁判所に対応する弁護士会の弁護士からはウェブ会議の機材数等の制

約があるとの指摘がなされたものの、上記両弁護士会いずれの弁護士からも、①ウェブ会議の運用自体

に関してこれまで特段の支障は感じていない、②ウェブ会議は電話会議と比較すると表情等も分かる上

に音声も明瞭であり意思疎通がしやすい、といった意見が述べられた。

イ 家事調停事件の期日間隔の短縮に向けた取組等

家事調停事件の期日間隔の短縮に向けた取組については、これまで調停運営改善の取組の一内容とし

て取り組んできた家庭裁判所もみられたところ、令和6年4月に最高裁判所から、この期日間隔の短縮

に向けた取組について、協力庁からのヒアリング結果等を基に期日間隔長期化の原因分析や期日間隔短

縮に向けて考えられる方策等を紹介した参考資料が送付され、これを契機として、全国の家庭裁半ll所に

おいてその取組の検討と実践が広く進められており、裁判所の側からは、それぞれ進展状況に応じた取

組が紹介された。従前から取組を進めていた大規模家庭裁半ll所からは、①調停の時間枠をl枠90分、午

前l枠・午後2枠の1日3枠制を基本としているところ、期日間隔は、次回期日までの検討・準備の必

要性等に応じて設定しており、関係者が多いために期日が入りにくいことが多いものの、調停室が一杯

となるために期日が入らないことはない、②次回期日候補日の提示の際の工夫（手元の候補日シー|､に

lか月以内の候補日を掲載)、係間での調停室の融通、繁忙な調停委員同士の組合せを避けて指定する工

夫等の改善策を講じている、③遺産分害||事件について2期日指定（次回期日のみならず次々回期日を指

定しておくこと）を原則化する取組により、おおむね1か月毎に期日指定ができ、期日間隔の短縮効果

を感じており、今後は他の事件でも積極的に活用する方策を検討している、④婚姻費用・養育費等の事

件については、3回程度の期日での早期解決を目指すようにしている、といった取組が紹介された。令

和6年4月後に取組を開始した中規模家庭裁判所からは、①次回期日候補日のシートに記載する候補日

を2週間後からlか月半後までとし、その範囲内で期日が調整できない場合には、評議等による事情の

確認、ウェブ会議等の代替手段による上記範囲内での期日指定の提案、2期日分をまとめて指定するな

どの対応を行っている、②特定の調停委員に事件が集中することのないよう担当件数を管理するといっ

た取組や、大規模家庭裁判所における上記④と同旨の取組が紹介された。

他方で、弁護士の側からは、大規模家庭裁判所に対応する弁護士会の弁護士から、①日程調整の際に、

裁判所から示される候補日がlか月より先であることが多く、場合によっては2，3か月先の期日にな

ることもあり、期日間隔が長すぎると感じることが多く改善が必要である、②その要因として担当曜日

が固定されていることがあると思われ、事件の担当係制を流動的にする方策や通常の時間枠とは別の時

間帯での期日を指定するといった方策が考えられる、③調停期日の所要時間や間隔が過不足ないものと

なるように、代理人弁護士としては、準備事項の期限を遵守することのほか、期日間に書面を一往復す

ることができるように書面の提出期限を設定してもらうなどの工夫をしている、といった意見等が紹介

された。中規模家庭裁判所に対応する弁護士会の弁護士からは、①期日間隔が長すぎると感じることが

少なくなく、支部の事件も含めると、期日間隔が2か月以上空く例も複数あり、短縮する必要がある、

②改善策として、現状は調停期日の所要時間が長いことから目安を設けるなどしてこれを短くした上で、

午後の調停期日の時間枠を現状の1枠から2枠にすることが考えられるといった意見（評議待ちのため

に長時間かかっている例もあったとの指摘もあった）のほか、③最近では、第1回期日調整の際に、代

理人弁護士の予定を柔軟に考慮し、比較的短時間でも確保できる時間帯があれば、その時間帯を活かし

て早期に期日指定がなされることもあるといった実情が紹介された。

ウ 事情聴取や期日運営の工夫

裁判所の側からは、上記両家庭裁判所いずれからも、①事案全体の見通しや当該期日の到達点を意識

して書面評議を行うほか、対面での事前評議も積極的に行い、進行方針を確認している、②期日運営の

各局面に応じて、中間・事後評議も活用し、争点を踏まえた進行方針等を検討・共有できるよう努めて
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いる、③当事者の理解を促進する工夫として、ホワイトボード（携帯可能なノート形式のものも含む）

を活用して争点や検討事項の整理・視覚化を行い、認識の共有を図る事案もある、といった実情が紹介

された。

弁護士の側からは、大規模家庭裁判所に対応する弁護士会の弁護士から、ホワイトボードに争点整理

の状況や経済事案における金額の算定根拠が示されていた事案では、視覚的に分かりやすくなり当事者

本人の理解に資する面もあった上、代理人としても当事者本人と方針を協議する上で有用であった、と

いった実情が紹介された｡ 中規模家庭裁判所に対応する弁護士会の弁護士からも、ホワイトボードを活

用して期日の到達点等を確認した事案においてはその後の進行が明確になるとの好意見が示されたが、

他方で、現状はホワイトボードの活用が限定的であるとしてその活用の拡大を求める意見のほか、争点

や準備事項をメモにして当事者に交付することによって認識共有化を図ることを求める意見や、事案や

争点に応じた効果的な事情聴取がされるよう調停委員の研修等を充実させることを求める意見も上がっ

た。

工 審判等の見通しの意識・共有・伝達

裁判所の側からは、大規模家庭裁判所から、①別表第二事件等を中心に、裁判官による審判移行後の

見通しについて、事案によりその確度に幅があることを前提に評議で|随時共有するようにしている、②

当事者に対しては、調停委員を通じて又は裁判官が直接、審判移行後の見通しを事案に応じて適時に必

要な範囲で説明することが多いが、結論の見通しの確度次第では、現時点の主張立証に基づく暫定的な

心証であることを留保した伝え方となるように留意している、③離婚調停については、早期に不成立に

なるものも少なくないため、人事訴訟移行後の見通し等の伝え方については事案や局面による差が大き

い、といった実情が紹介された。中規模家庭裁判所からも、おおむね上記①から③までと同旨の実情の

ほか、調停委員が見通し等を伝える際には、当事者に対し、評議を経た上での見解であることも伝えて

いるとの工夫が紹介された。

他方で、弁護士の側からは、大規模家庭裁判所に対応する弁護士会の弁護士から、離婚調停時に代理

人弁護士に委任しなかった当事者本人に対して、人事訴訟移行後の見通し等に関し、調停委員会から不

十分又は不適切な説明がなされているものとうかがわれる例もあるとの指摘がなされた。中規模家庭裁

判所に対応する弁誰士会の弁護士からは、調停委員から示された審判の見通しと実際の審判結果が異な

ったことなどもあるとの指摘がなされた。

オ 関係職種間の連携、調査官関与の実情

裁判所の側からは、大規模家庭裁判所から、①調停委員による担当裁判官への評議要請が重複した場

合には、評議の代打制（その日に対応可能な他の係の調停担当裁半ll官が代わりに評議に関与するシステ

ム）を確立しており、代わりの裁判官が一般的な進行方法や考え方を伝えることで解決に導ける事案も

多い、②書記官については、当事者及び調停委員との接点が多いために有益な情報が集まることが多く、

こうした書記官のいわゆるハブ機能を活かすための連携を係単位で工夫しており、書記官による的確な

評議の前捌きがあると同じ時間帯の調停全体の運営が円滑になる、③裁判官と家裁調査官の間では、必

要に応じて、個別の立会事件の期日前に進行方針や裁判官・調停委員との期日での役割分担について打

ち合わせたり、調査報告書の記載内容について意見交換を行ったりするなどのほか、年に数回、裁判

官・調停官と家裁調査官との意見交換会を開催して、連携と相互理解に努めている、といった実情が紹

介された。中規模家庭裁判所からは、家裁調査官について、当番制（日ごとに当番調査官を割り当て、

その日の期日において関与を求められる場面が発生した場合には当番調査官が対応するシステム）を採

用しており、期日当日に子に関する争点が顕在化した場合等においても、他職種と適切に連携して適時

に事件関与がなされているとの実情が紹介された。

弁護士の側からは、大規模家庭裁判所に対応する弁護士会の弁護士から、家裁調査官の調査について、
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丁寧な調査をしてもらっていると感じているが、もう少し当事者が調査報告書に反論する機会があった

方がよいと感じることがある、といった意見等が述べられた。中規模家庭裁半ll所に対応する弁護士会の

弁護士からは、調停委員に関し、研修等も充実させ法的知識等の向上を図るべきであるとの意見や、家

裁調査官に関し、庁の規模から担当者が固定化し、多様性が確保されないことについての懸念が述べら

れた。

（2）人事訴訟における合理的かつ効果的な争点整理等の実現のための方策と課題

ア 人事訴訟事件の審理の現状

裁判所の側から、第1回口頭弁論期日から人証調べ開始までの争点整理期間が長期化している原因に

ついて、大規模家庭裁判所からは、①財産分与の審理において、具体的な根拠のない財産開示要求、多

数にわたる調査'嘱託の申立て、取引履歴等に基づく細かい求釈明、浪費・隠し財産や未払婚姻費用に関

する細かい主張立証などがなされた場合に、その整理に時間を要していること、②人証調べ前の和解協

議にも時間を要する事案もあり、その要因として、感情的対立の大きさ、住宅ローン債権者との調整、

和解案提示後の新たな証拠の提出などがあること、③当事者の非協力的な姿勢により親権に関する家裁

調査官の調査に時間を要する事案も一部にあることなどが挙げられた。中規模家庭裁判所からは、①財

産分与に関し、調停段階で十分に整理がなされておらず、訴訟段階になって対象財産を探す段階からス

タートする事件や、離婚を争う被告が予備的に財産分与の申立てをするかに検討を要する事件があるこ

と、②離婚原因に関し、ポイントを絞らず長期にわたる経過等が主張されるケースではその整理のため

に長期化しがちであること、③和解協議に関し、当事者が、審理の上では必ずしも重視されない資料等

につき協議の前提として提出を求めたり、条件面で細部においてこだわる点を小出しにしたりすること

で長期化する傾向にあることなどが挙げられた。

弁護士の側からは、上記両弁護士会の弁護士いずれからも、財産分与の整理に時間がかかる事案や、

当事者本人が代理人弁護士に委任することなく訴訟追行する事案については、長期化する傾向にあると

の指摘がなされた。

イ 合理的かつ効果的な争点整理等の実現に向けた工夫例等

（ア）財産分与の審理における工夫

裁判所の側（大規模家庭裁判所）からは、財産分与の審理において、分与対象財産画定の基準時に

争いがある事案において早期に合意を働き掛ける、事前に探索的な調査嘱託は採用しない旨伝えるこ

とにより不必要な調査嘱託の申立てを抑止するといった工夫が紹介されたほか、弁護士会との意見交

換会において、財産分与の申立時には基準時を明らかにするとともに少なくとも申立人側の財産資料

を提出するよう要望し、これらが不足している場合は直ちに補充を求める運用を開始したとの取組が

紹介された。

弁護士の側から、大規模家庭裁半ll所に対応する弁護士会の弁護士からも、相手方当事者が財産隠し

を疑うなどして開示要求を繰り返すといった事案では、裁半ll官が調査嘱託先を一定限度で制限するな

ど毅然とした訴訟指揮が行われており、有用である旨の意見が述べられた。中規模家庭裁判所に対応

する弁護士会の弁護士からは、調査嘱託の申立ての採用方針に関して裁判官によって大きな差がある

ことは望ましくなく、広範に過ぎる調査嘱託の申立ては採用すべきでない、といった意見が述べられ

た。

（イ）離婚原因の審理における工夫

裁判所の側から、離婚原因に関して長期にわたる経過等が主張された場合、原告側には破綻原因と

して特に重視する点につき特定を求め、被告側にはその点を中心に認否反論をするよう促していると

の実情や、関連性の乏しいと思われる周辺事情に関する主張立証については、不必要な反論のためだ
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けに期日を重ねることを回避する訴訟指揮を行い、拡散防止を図っているとの実情が紹介された。

弁護士の側から、必ずしも事案の結論と結びつかない周辺事情についても、本人の意向に基づき代

理人弁護士として主張せざるを得ない場面も多いと思われるが、そのような場合でも、期日において

裁判官から当該主張の争点との関係での重要性等について示唆があれば、当該主張を深掘りせず進行

するよう本人を説得しやすくなるとの実情が述べられるほか、周辺事情については主張書面には記載

せず本人の陳述書に記載してもらうようにしているといった工夫も紹介された。

(ウ）裁判所・弁護士会との間の審理方針等の共有

裁判所の側から、大規模家庭裁判所からは、①当事者との間で、事案に応じて争点ごとの審理方針

について協議したり、判決までの大まかな進行を確認したりしている、②財産分与の審理の在り方や

審理モデルに関して、弁護士会との勉強会を企画している、といった紹介がなされた。大規模家庭裁

判所に対応する弁誰士会の弁護士からも、裁判官によっては、当事者との間で、審理方針や標準的な

審理の在り方について共有する試みがなされているとの実情が紹介された。

中規模家庭裁判所からは、これまで弁護士会との間で人事訴訟の審理の在り方等について協議する

機会はなく、今後その方策について検討していくとの実情等が紹介された。

(工）その他の審理の工夫

裁判所の側から、①当事者双方に対して訴訟進行に関する照会書の提出を求めた上で、初回期日に

おいて、調停の経緯、反訴・附帯処分の予定、争点、和解希望を早期に確認するとともに、反訴提起

等を早期に促す‐（大規模家庭裁判所)、②令和5年12月以降に人事訴訟における争点整理手続等でも利

用可能となったファイル共有等ができるアプリケーションを活用し、財産一覧表の共有、期日間の協

議、準備事項等の投稿、提出期限のリマインド通知を行う、③陳述書提出を求めるタイミングで尋問叢、準備事項等α

期日を仮決めする (大規模家庭裁判所)、といった工夫例が紹介された。

189



ア
h

（

1 家事調停における調停運営改善の取組の効果の検証と更なる課題について

検証検討会では、実情調査において、家事調停ﾘ)期、の設定等について、事案等に応じてウェブ会錠

(/) fll用が進みつつあることに好,意|'I(ﾉな首兇が出されたほか、次I1｣1期、主での間隔に関しては、我fll所の

側で争点や審理を意識してきめ細かな渦整がなされている点を評価する意見や、次|111期日の候補、につ

きlかII以内の11時や他の係の調停室を融通口｢能な日時も提示口I能としたり、2MII指定をしたり言|-る

ことで短縮する試みがなされている,1,11を評価する‘営兇が出された。主た、期｢1終了ll牛に調停委員会と当

‘ｻf背ﾒXﾉﾌとの間で次|! 1l期日主でﾘ) 71f iliii押頁等0)'嬢蠅をすることで、12に期、間隔ﾘ)短縮が進むU)ではな

いかとり),営見や、様々な［夫・取組を継続した’2でそれらが期'1間|鞘ﾘ)短縮等リ)ために実効的なり)かを

瞼17l[していく,IZ要があるのではないかとの恵兄も出された。

他方で、家事洲伸び)期日間|肩については、家ホ調停が話合いによる解決を目脂十もり)であることから

輝ければよいというわけではないもり)の、弁護｜〃)側から、調停委員会の側から提示される次|1 11期llが

2かll以’2先となる例が複数あﾚﾉ、期H間隔が促寸-ぎるとして改善ﾘ)必要があるとの指摘かさオLている

ことから、裁半ll所のIMllにおいて、期、間隔に関し､!1f背の|則と認識の隔たりがあることを踏まえ、現状

の期｢1間隔の長期化要Iklが調停裳リ)問題なのか、1淵停委員の問題なのかなどを的確に把握した｜ﾐで、改

善にIhlけた対応を強化することが誼甥ではないかとり)指摘や、栽判Iﾘ｢と弁謹l身食とり)問の,意兄交換会等

に上るコミュニケーションが必要ではないかといった指摘がされ、紛争を抱えているﾕ5字音本人にとっ

て次'11|期日が2力､ll先に指定されろ〔ﾉ)は耐え難いこ とではないかといった意見も出された。

そり)ぽか、①I凋停において調停麥員会が訴訟、零fll笄の見通しを伝えることについては、調停と訴訟

の役削り)違いを蹄主えた｜見で、寵案や当事者0)ニーズを見極y)てijう必要があるとり)指摘や、②'|'規模

′家庭溌卜II所に対応言I-ろ弁護士会リ)ﾌ|誰上から調停ll!f i川が蛙い行ﾘ),意兇が示された,1I1,1<については、禍停委

嵐会の評議を待つlljf間が影響していろと十れ(-fその時間を短縮可l-ろ上･)なTJ<#)｣IZ､要ではないかとの脂

摘や、各期日の位置付け、当該‘}'案の争点、そり)Ⅱの協籠予定&}f項笄を調停委員会と当事者との|＃1でj曲

切に共有しつつ、調停委員がこれらを意識し整哩しながら聴取等をイjうことで改善が同れるり)ではない

か（そり)よ･)な争,l,l､(を’意識した恥1k竿の在ﾚﾉ方についての調停委員に対する研||苫も1胸要ではないか) L

いった指摘もなされた。

2 人事訴訟における合理的かつ効果的な争点整理等の実現のための方策と課題について

人嚇訴訟における争点整理ﾘ)在りノアに関し、検ﾎl[椎討会では、′だ|Iﾔ調査を通じて、①裁､卜||所から、事

HIIに探索的な洲在1IM,花は採用しない旨伝えることにより不必要な洲在I嘱託の｢|'立てを抑ll三寸-ることや、

当市者との間で、顎'龍に応じて争,I｣l;(ごとび)舂蝿方針を協議したﾚﾉ、、fll決までの大まかな進行を確認した

レノして共有するといった広い意味でリ)計画的な審蝿が行われていることを評価寸一ろ意見や、②人領!赤訟

について不慣れな代理人弁護上等も 定程度存在すると患わｵlろところ、審琿モデルの策定やこれを弁

護上会と共有していくことがfl-効であり、また、審理の在りノノ等に閲して弁護｜冒会ﾘ) IMllとの認識此有が

十分に|叉'られていない場合には、家I莚哉判所と弁誰上会との間で定期的に協議や意見交換の場を持つこ

とで審理の改善につながるのではないかとの意兇、③財産一覧表弾の活用につきデジタル化によってエ

ノ<がなされて更に審理が円滑になるﾘ)ではないかといった意見が出された。

他ﾉﾉで、財産分ケ.ひ)審理期間を短縮1-ろためには、信頼性のある基礎資料が旱期に共有されるj二うな

審瑚運営上の工夫や帝'|度'三の対応が,IZ要ではないかといった意見が出された。また、人事訴訟の審理期

間が毎年長期化し-ているところ、財産分与の審理運営の問題なのか、制度上の問題なのか、調停ﾘ)段階
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で何か工夫することがあるのかなど、様々な要因が考えられ、難しい面もあるが、対応策を検討してい

く必要があるとの指摘もなされた。そのほか、調停段階において人事訴訟を見据えてどのような審理を

すべきかとの点については、話合いによる解決を目指す調停と訴訟との性質の相違等を踏まえつつ、事

案や当事者のニーズに応じて適切な審理運営の在り方を検討する必要があるといった意見が出された。
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5
必、

1 家事調停における調停運営改善の取組の効果の検証と更なる課題について

実情調査では、新型コロナウイルス感染床の感染拡大を契機に各家庭裁半ll所において開始された渦停

運街改善の取組が、各‘家庭裁fll所において一定‘樫I蔓浸透し、各li薑ﾘ)実情に応じて様々な~I~JぐがけわｵLて

いることが確認された。

i凋停運営改善の取組の中で、家'liz!淵停事件の期、間隔の短縮にI山)けた取組については、次|口｣期I1を一

定期間内とするための運用ルールや候補日のツールの見直し、調停期、リ)時間忰について午後2枠制の

導入やこれを可能と-j-ろための1 1111当たりの時間枠ﾘ)設定、｜凋停室ﾘ)係間の,紬j血諄も含めた次|!'l!WI II U)

粟1敗な‘没定、2期、脂定等ﾘ)-［たがなされている裁11所があし)、′奥効的な取組として;ｷ価することがで

きる。もっとも、『淵停期日リ)間隔については、統計I|､xI 9】によれば、新型コロナウイルス感染席ﾘ)感

染拡ﾉ“)ピーク時（令fⅡ2年に終1nうした夫婦関係調整調停事件の平均期日間隔(士2．1 11)に比べ一<輝縮|頃

|(｣lに,めるとはいえ（令fl16年(ﾉ)|nl平均は1.9 11)、I ITI感染拡大前ﾘ)水准（令fII元年ﾘ)In1平均は1.7 11)主

で短縮している状乃Lに(士ない卜に、実情渦澁では、弁護上り) IHIIからは洲停期H間隔ﾘ)提さについて2か

l1以12となる例が悔数あるなと、の状況が紹介され、惟証検討会においても改善にIblけた対応を強化し-<

いくことが重要である旨の指摘がなされた。期日間隔の長期化ひ)要|大lについては、哉|皇||所側・当:|f者側

の心弾的要因'や、調停室等ﾘ)禾'|川状柵｡，調停委員ぴ)指定状況など、谷家庭裁卜'|所ﾘ)実情に応じて様々な

もり)が吟えらｵlろところ、そり)農期化は、審瑚1り|間企休0)長期化につながっている’2に、当'椚者間の話

合いひ)機運の維持・IA1ltといった紛争解決機能U) II'l1からも早期に改善が求")られるもり)といえる。今l1 11

リ)実情凋査-で紹介がなされた期日間隔の短縮に|i｣1けた各種取組笄について、各家庭裁判所がそ(/)|fii報を

共有し、それぞｵl(/)農期化要|ﾉ〈lやそり)実情に応じて取り入れるぼ力､、効果検証やこれを踏まえた改善を

Inilろなどして、継続II1(jに効果III(jな取組を進めていく‘ﾋ要性がII&jiいといえろ。なお、多くり)家庭栽判所

が期ll間隔短縮にli'1けた取組を強化し始めた時期は行fⅡ6年の､|tif頃であり、その取組0)効果が統計｜鷺

明らかとなるゞ主一さにlt一定のタイムラグがあるもり)と号えられるが（【同91のとおり令和6年に終}[,)し

たﾉ加,f}関係調整調停ゞ|；:件の平均期I1 rhl肩は前年以AiI (/)水準と大きく変わっていないところ、lt記のタイ

ムラグが関係していることも考えられる。）、ノナ侭は統計の動向笄も池視しつつ、什繩取組ﾘ)効果幟!;'}ﾐや

砲なる改善につなげていくことが'『[要である。

史た、検証械討会においては、辮案や局面に応じてウェブ調停の1!叶用が徐々に進んでいる,1I,〔につき好

意的な意見が示された。ウェブ調停については、Ili頭時に比べれば得られる情報坐に一定の制約がある

一ﾉﾉで、電話会錠と比I鮫した場合ぴ)コミュニケーションの取りやすさや、当ナf背の出頭の負担梓減、期

’11凋盤ﾘ)しやすさといった利,I｣'､(も桁摘されておしj、ノテ後、本人確I栂や非公開'|､'|2(/)lll保がj曲りjになされる

ことをIMI提に、当桝-行本人も含〃)て曳なる活用拡ノミがなされることが望主しいといえる。

そのほか、実情i淵貸で紹介された、メリハリリ)ある謂情聴取・洲整、次|口1期|｜提での準備市項笄0)確

認・明確化等け)l火、審卜|｣等の兄j由しり)適切な共ｲ1-と伝達、‘淵停姿員会の評叢り)允実や関係職柿間の適

切なj亜携といった各'家I莚裁判lﾘTにおける取組は、一定f｢f度浸透しているもり)と,'』､ｵ〕れろが、これらは‘家

‘瀞凋停の紛争解決機能を向上させる｜弓で有益な取組であﾚﾉ、今後もそり〕効果検証や改善を車ねつつ、継

続的に取組がなされる必要がある。

』これまでの期日間隔の長期化(特に新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による長期化)によって､調停委員の側や当事

者(代理人弁護士)の側において、次回期日を一定期間内の範囲で調整しようとする意識や、次回期日までの間隔がある程度長く

なることへの抵抗感が薄れ､新型コロナウイルス感染症の感染拡大が落ち着いた後も、このような意識が定着したまま期日調整等が

なされてきたことが考えられる。
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2 人事訴訟における合理的かつ効果的な争点整理等の実現のための方策と課題について

人事訴訟の審理期間が長期化する要因として、これまでは、財産分与に関し、当事者が財産資料の任

意開示に応じないことや多数の調査嘱託、求釈明等がなされてその整理に時間を要すること、離婚原因

に関し、周辺事情に関する主張立証の応酬が繰り返されることなどが指摘された。今回の実情調査では、

財産分与に関し調査嘱託の採用方針を明示して濫用的な申立てを抑止する方策や広い意味での計画的な

審理を行うこと、離婚原因をめぐる周辺事情に関する主張立証の応酬について裁判官が適切に訴訟指揮

をすることで長期化を避ける方策が紹介されたが、このような方策は弁護士の側からも理解を得られて

いることがうかがわれ、これらの訴訟指揮等が適切になされることで審理の長期化が一定程度抑止され

るものと考えられる。

さらに、これまでの検証検討会において指摘されているとおり、上記のような訴訟指揮・審理の工夫

等について審理モデル2として策定するなどして裁判所内で共有・承継していくとともに、これを弁護士

会とも意見交換会等を通じて共有することで、当事者の訴訟活動がより効果的・効率的なものとなり、

審理期間の短縮にもつながることが期待できる。一部の家庭裁判所では、離婚訴訟の審理モデルに関し

て弁護士会との意見交換を実施予定であることが紹介されたが、各家庭裁判所の実情に応じて、このよ

うな審理モデルの共有や審理の在り方についての意見交換等を進めていくことは、人事訴訟の審理期間

の適正化に向けて必要かつ有益な取組になると考えられる。

2審理モデルについては、東京家庭裁判所家事第6部(人事訴訟専門部)が、東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京

弁護士会の協力を得て、人事訴訟の審理の在り方に関する意見交換会を開催した上で､そこでの議論の成果を整理した｢東京家
裁人訴部における審理モデル｣を公表している(家庭の法と裁判51号129頁、判例タイムズ1523号5頁)6
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Ⅵ

上訴審における訴訟事件の概況
｜ ミ



、
■
Ｉ
‐

恥
４

の概況控訴審訴訟事件軍高等裁判所にお等 における

民事訴訟事件の概況1． 1

既済件数及び平均審理期間

(民事控訴審訴訟事件）

【表1｝

民龍搾I訴審訴訟,If件'ひ)既済|牛数及び､|z均審理期間

23につい-<は【表l】0)とおし)である。既済件数

(士、|}ill!1I ( 1万344 1件） にﾚﾉ約400件jk少してlノノ

3036件となった。平均審蠅期間it､ liill!II (6.5 H )

よレノ0.1月短くなし) 6.4 11となった(;W lOIDI報告許

229頁【表l】参照）

1本報告書では、地方裁判所が第一審としてした民事訴訟事件の終局判決及び家庭裁判所が第一審としてした終局判決に対して

控訴が提起された事件を分析の対象としている。同一の第一審半||決に対して控訴と附帯控訴がされた場合、それぞれを別個の
事件として統計処理している。

2控訴審記録受理から控訴審終局までの期間のみが対象であるから、控訴提起から控訴審記録受理までの間は含まれない。
3前掲III1. 1脚注2と同様に、民事控訴審訴訟全体の統計データのみを分析の対象とした。
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事件の種類

｜ ,"“既済件数

平均審理期間(月） 6．4

騨溌溺騨溺鬮
＝埋曽頚霊巽謂

麹
認砺

hl8▲唾 乖 憾侭涛



霧件頼型別の既済件数及び平均審理期間については【表2】のとおりである。平均審理期間は、全体と

しては6．4月であり、前|''I (6.5 11)から大きな変化I士ない。100件以卜の既済件数がある事件類型のう

ち、比較的大きな変化があったものとしては、「建築請負代金」（前|口16．7月、今l111 8.0月）、「労･働金

銭」（加1r'1 6.6月、/fl111 7.0月）の平均審琿期間は長期化しており、・方、「売買代金」（前回6.9 11，今

|｢''6．2 11)、「限療損害賠償」（前l111 8.0月、今I111 7.5 11)、「建物」（前回6.0 11、／γI可5.5月）、「士

地」（仙In1 7.6月、今|'11 7.2月）の平均審蝿期間は短縮していろ(" 1O l''1報告書230頁【表2】参照）。

【表2】事件類型別の既済件数及び平均審理期間(民事控訴審訴訟事件）

; ：'”済件数|'|平均審建蝿蝸事件の種類“ 1，4 』1， 妙一丁 凸'-． ‘

群,『1亭 一

事件の 事
既済件数，|平均審理期間(月）種類 (月

卜

建 物

土 地

総 数

売買代金

貸 金

立替金

建築請負代金

建築暇疵損害賠償

交通損害賠償

医療損害賠償

公害損害賠償

その他の損害賠償

手形金

手形異議

金銭債権存否

労働金銭

知的財産金銭

金銭のその他

恥一祀一帥

邪
一
泥
一
泗
一
卵
一
祀
一
媚
》
別

砥三山一籾一調一価壹乃一慨
恥
山
一
籾
》
沁
晒
乃
一
咽
、
－
４
－
繩
－
２
－
３
〃
賜
閲
“

１ ３

￥

－
１

》４
￥

３
’
１ ２

Ｍ
一
睡
》
“
一
蝸
一
帥
一
諏
一
昭

土地境界

労 働

知的財産

請求異議

第三者異議

細
》
“
一
別
》
８

公害差止め

離 婚

離 縁

認 知

親子関係

人事のその他

妬
一
耐

金
銭

幟一劃《鋤》卵一弧

“
一
蛇
一
躯
一
”
》
“

Ｍ一岻斗“《“

人
事

その他 1 ,048 6．9

ｍ
一
応
一
郎
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【|xl 4lのとおりである。全体としては、

22年から平成24年にかけて事件数が急､増

令f11 6年においては、斬受件数は前|1!| ( 1

民事控訴審訴訟制牛の新受件数の推移については、【|xI 3】

長期的に増加傾向が続く!''、過払余等'I1件の影響により、平成

し、そり)後、過払金等事件の減少の影響により減少傾|句に転じ

万3480件）から減少し、1万2662件となった。

【図3】新受件数及び平均審理期間の推移(民事控訴審訴訟事件）
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Wi均審理期間の推稗については【IxI3】

|凸lが続いていたところ、平成26年以降緋l

|土長期化の傾向にあり、令和6年は6 4月

【図5】リ)とおりであり、長期的にはおおむね一貫して短縮傾

長期化した後、平成28年以降は横ばいで推移していたが、近年

となった4（【表l】）。

【図5】平均審理期間の推移(民事控訴審訴訟事件）
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17年18年19年20年21年22年23年24年25年26年27年28年29年30年 元年 2年 3年 4年 5年 6年

'g j:1I!期間別の既済件牧及び事件'!#IIA､については【炎6】d）

とおし)である。審琿期間が6月を超える事件ﾘ)答'|合は、トjil l[｣|

（33.9％）から若干減少し33.4％となった(\ lO l'il報告雲

232頁【表6】参照）。

【表6】 審理期間別の既済件数及び事件割

合(民事控訴審訴訟事件）

羅豊
膳悪聖
は. 噛苦f

聯謡唄？

一一１
１

薮
銅
訓
ｒ
Ｆ
ｒ
０
旧
匹
１
画
群
ｌ
睡

民事控訴審訴訟

§､戦" " I|; 1,'､

事件の種類
Ij－1紙

画！

既済件数

平均審理期間(月）

3月以内

3月超6月以内

13.036

一 r一一一睡一一寺一一一 一

6．4

1,613

12.4％

7.074

54.3％

3,502

26.9％
6月超1年以内

727

5．6％

120

09％

1年超2年以内

2年を超える

’令和2年以降の長期化の背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う
裁判所業務の縮小の影響もあるものと思われる。
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箱 審'受理から控訴審終局主でU)､'2均期問並びに期|間|別ﾘ）

既済件数及び事件割合については【表71リ)とおりである。

この平均期間は、前|11I (29.3月）よﾚﾉ#1,:干短縮して29.0月

しなった。また、合而|･で2年を超える期間を要した事件の割

合も、前lbl (57.0%)よレノ3.3%i版'少し、53.7%となった

($ 1011!|報告等233頁【表7】参照）。

第一審受理から控訴審終局ま

での平均期間並びに期間別の

既済件数及び事件割合

【表71

（民事控訴審訴訟事件）
凸 一期雪一…包奉 一~一 雫 I言…= 吾 ” ､

:.事件の種類 民事控訴審訴訟ｷの耐

纒儘i､恥，Ⅲ蝿‐し,匙.'錘

既済件数

６
０

１

９
６

２
１１

平均期間(月）

1，199

10．3％

4‘177

36．0％

3.570

3().7％

2，225

19．2％

445

3.8％

1年以内

叫

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超5年以内

5年を超える

※附帯控訴申立て等を除く。

終肋K分別の既済'1数及び享件割合については【表81 (/)

とおりであり、約6'1#'lが､|211決で終局し（うち約2割が原1211決

敗椚し（・部取消しを含む。））、約3割がfll解で終局して

いる傾向は、月iI IIIIと|i｢l様である（第lO l!!I報告善233頁【表

8】参照）。

【表8】 終局区分別の既済件数及び事

件害ll合(民事控訴審訴訟事件）

≦総閏
到

"；
蕊愚

令乃心 ｡

． ~＃1、 尋

民事控訴審訴訟事件の種類

画 卓 望■

既済件数 13.036

8，437

64 7％

6.634

78．6％

1 ,740

20．6％

3.337

25．6％

231

1.8％

607

4.7％

424

3.3％

判決

うち控訴棄却

;（％は判決に対する割合）

砺鰯'鴬熟，
和解

訴え取下げ
…一

控訴取下げ

それ以外

終ﾙｳ区分別の平均課1M期間について{士【Ixl91 d)とおりであり、i要な終局区分である判決(6.8 11)に

おい-ては、前1gl (6.9 11)より短くなり、fⅡ解(64 11)においては、前回(6.3 II)より長くなった（第
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IO II'|報告書234頁【|xI 9】参照）

1図9】終局区分別の平均審理期間(民事控訴審訴訟事件）

判決 68

9

(うち控訴棄却） 6.3

(うち原判決取消し） 8.5

l－

刀
牛
干
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河

ｎ
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工
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控訴取下げ 3.4

それ以外 3．3

12．0
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訴訟代瑚人の選任状ﾙﾋ及びそり)帷移については【炎10】

【|､xl ll】のとおりである。【|xllll (/)とおり、双方に訴訟代

理人が選任された事件0)割合は前|'↑I（73.9％）より減少し、

72.9(姑であった。他ﾉﾉ、本人による制牛の割合（5．2％）は

前Inl (4.7%)より増川'し、控訴人IHII (ﾉ)み訴訟代理人が選任

された事件の割合(6.0%)、 被控訴人側のみ訴訟代琿ﾉ、が

選任された事件の割合(15.9%)は、いずれも月il凹（それぞ

れ5.796,15.7%)より珊jjⅡした" ("101｢'1報告書235頁【表

10】参照）

【表10】訴訟代理人の選任状況

（民事控訴審訴訟事件）

Ｈ
串
嗣
な
到

。
』

’
司
令

鯨

民事控訴審訴訟事件の種類
罐到霞

一一一■

9．498

72.9％

783

6.0％

2.077

15．9％

双方に

訴訟代理人

控訴人側のみ

訴訟代理人

被控訴人側のみ

訴訟代理人

678

5.2％
本人による

【図11】訴訟代理人の選任状況の推移(民事控訴審訴訟事件）

双方に訴訟代理人 控訴人側のみ訴訟代理人 ■被控訴人側のみ訴訟代理人 ■本人による

54% 153% 5.3%|平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年

73.9％

74．8％

74．7％

76．0％

5.0％5.4％ 1 4.8%

5.4％■■14.4% 5.4%

5.4％’ 13．5％ 5.0％

5.6% 1 4.8%75.1％

1 5.6%5.3％

5.7％

73．9％

73．3％

73．9％

73．3％

72．9％

16.5%

5.7% | 1 5.7% 4.7%

6.2% | 15.4%■■■

6．0% 15.9% 5.2%

0% 10% 20% 30% 40M 5mb 6(yM 70% 80% 90% lOOW
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審理の状況について見ると、まず、平均期n l!'1数（平均n頭

弁論期、回数及び平均争点整理期11 111l数）及び平均期|1間隔に

ついては【表12】のとおりであり、平均期日回数(1.7 11!I) (

前回(1.8回）よし)減少し、平均期日間隔(3.7 11) (士前回

(3.6 11)より長期化した（第lO l''l報告耆236頁【炎121参

照）。｜|頭弁論期nIMで結審した領:件割合及び､ﾄ均審蝿期間

の椎移については【IxI 13】のとおﾚﾉであり、令fll 6年は、口頭

弁1浦期|11nで結審した事件の割合( 68.9 9も） が前1画｜

（65.2‘)ｲ,）より増ﾉ川し、平均審蠅期間（6．4月）（土前ll'1 (6.5

11) kﾚﾉ短縮した。

【表12】平均期日回数及び平均期日

間隔(民事控訴審訴訟事件）

|l
I
I 民事控訴審訴訟事件の種類

迩溌鍔 睡騒鹿畠

平均期日回数 1.7

うち平均口頭弁論

期日回数

うち平均争点整理

期日回数

11

0.6

平均期日間隔(月） 3．7

【図13】口頭弁論期日1回で結審した事件割合及び平均審理期間の推移

（民事控訴審訴訟事件）
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８

６
４

２
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８
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700
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665.0 62．1
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60．0
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6年
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令和

3年

平成

30年

令和

元年

平成

28年

平成

29年

平成

27年

【表14】争点整理手続の実施件数及び

実施率(民事控訴審訴訟事件）
争,l,lJ罐哩手続ひ)'実施件数及び実施率(士、【表14】v)とお

りであし）、実施率(13.6%)は、前|!!I (18.39(,)より11'少､し

た(;W lOll'l報告耆236貞【表141参照)･
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事件の種類 磯

群…燕－１１犀；
争
点
整
理

手
続

民事控訴審訴訟

1.775

13.69



人証i淵べ実施率及び平均人証数については【表15】のと

おし)であり、実施率(1.3%)はIiil'11 (1.6%)よﾚﾉ減'』ﾉ､し、

人証調べが実施された聿件における､'2均人証数(1.8ノ､)

は、前I1I1 (1．8人）から変化はない("10回報告群237頁

【表15】参照）。

【表15】人証調べ実施率及び平均人証

数(民事控訴審訴訟事件）

I騨篭蕊 I 蛎
瞳

|蝋

|‘
|角
,里

民事控訴審訴訟事件の種類

戸･－－-’----1'- ,-2.,.:,_ご鈍函菖些’－－．－ …凹醇 一周、

人証調べ実施率 1.3％

0．02これらと併せて、前述(ﾉ)とおり、平均期｢l回数が1.7 1ulと

少ないことも踏主えると（【表121 )、控訴審において改

めて争JIII､'整瑚を｛I暑い、人『証調べを実施-|I-る事件は少ない状況

にル)ろといえる．

平均人証数

平均人証数

(人証調べ実施事件）
1.8

最尚裁､卜|｣ル『への｜訴キミ股び上訴‘11:件,i#'1 6

については、【表l6lゾ)とおり、|､i',: if件

では、｜:訴率（28.4船）は、前II'|とI11様で

あるが、|z訴聿件'削介(-t 18.4%であし)、niI

II1I (17.9%)よﾚﾉ燗ﾉJIIし、卜告受即!li:件に

ついては、上訴率（32.4()も）、’2赤"}f件'1If' l

合(21.0%)のい‐|雪れもHill!!I (それぞれ

31.79も、19.9%)より贈ﾉ川した(" lO I!!l

【表16】最高裁判所への上訴率及び上訴事件割合

（民事控訴審訴訟事件）

，、. 、y身~、~ :~茸、』
今 鵬 、

“，；事件の種類

１
１
也
嘩
Ｉ
陥

岬

。』『

”
件

》壼箒
塁

上

ゞ
己

師
鯲
・
過

卑
ｄ
ｉ
ｂ
Ｌ
０
日
凸
卜
齢
円
園
串
、
唖
ｍ
紬
雨
咽

王守 L zllｲ

上告受理事件

Ｆ
四
円

上告事件
噂 .！

.、 話 ‘,卜

上訴率 28.4％ )2.4％

上訴事件割合 18.4％ 21．0％

※ この表における上訴率及び上訴事件割合は、いずれも推計的な算定方法

による数値である｡上訴率は、令和6年1月1日から同年12月31日までの「高等

裁判所において受理した上告事件及び上告受理申立事件の新受件数｣を同期

間における｢高等裁判所における判決で終局した事件数｣で除した割合、上訴事

件割合は、同新受件数を同期間における｢全終局事件数」で除した割合であ

る。

※ このデータには、高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告又

は上告受理の申立てがされた事件に当たらないもの(高等裁判所を第一審とす

る人身保護請求事件･飛躍上告事件等)を含む。

報告了隼237頁’1表16】参照）
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’
行政事件訴訟の概況1. ，2

控『1下審におけるr丁政,|f件訴訟'ﾘ)新受件欺及び平均審蝿期間の推移については【lxl l7】リ)とおりである｡・

新'受件数は平成29年以降減少傾向にあし)、令fⅡ6年は、前回（792件）から減少して744件となった｡平均

畜琿期間について(士、liil凹(7.3 11)より短縮して7.1 11となった：

【図17】新受件数及び平均審理期間の推移(控訴審における行政事件訴訟）

301.200
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新受件数
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445 10400 8.3

7．67．37．111．2
6．5

_〃鳶
5.9

263 259 258３旧
ノ
ノ

5200 6.1

00 和
年

〈
わ
（
Ｏ

和
年

く
わ
八
斗

平成

'5年

平成

20年

平成

30年

砿
奔 平成

10年

平成

25年

昭和

63年

昭和

58年

昭和

18年

昭和

53年

同一の第一審判決に対して控訴と附帯控訴がされた場合、控訴事件と附帯控訴事件とを別個の事件として統計処理している。

令和2年から引き続き長期化傾向にある背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並び

にこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響があるものと思われる。

１
２
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審哩期間別の既済件数及び事件沓||合については【表18】のとおし)である。既済件数は、前回(762件）を

|己凹レノ830件となし）、審瑚期間が611を超える事件ﾘ)割合は、前Inl (438(ﾉも）より減少して41.3%3となっ

た(" lO II]|報告書239頁【表18】参照)@

第一審受理から控訴審終局までの平均期間並びに期間別の既済件数及び事件割合については【表19】の

とおﾚﾉである。こ(/) ､|え均期問仕、ﾛill11i (29.7月）上ﾚﾉも短縮して28.2 11となし）、2年以内に控訴審v)終局

に至る:f:件苫'|合は、I1II!'1 (50.0%)から昭ﾉJIIして55.5%となった(" 10IMI報告,if 239頁｛表191参照）。

第一審受理から控訴審終局までの

平均期間並びに期間別の既済件数

及び事件割合(控訴審における行

政事件訴訟）

【表19】
審理期間別の既済件数及び事件割合(控訴審におけ

る行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件）

【表18】

:‘驚蝋
一.､職

Sける番

訴訟
4

霞
,胃'.』，

繊蝋錨麗婦踊'灘鑑

刃
側
囲
庇
．

劇
｛
．魑噌』:'|" I:. …ﾎﾄ"o

f控訴審における

、 行政事件訴訟

蝿壼僻\躯I苧，
;::》\＃ '1

事件の種

『WL
I

軍 . ‘’

民事控訴審訴訟 鱗脅
識緬?驚癖鼻

類 控訴審における

行政事件訴訟
事件の種類

#
件訴訟

､－ 1‐ … 唾＆ 姑＝ 一 司 卓 L 一Z宅

既済件数

平均審理期間(月）

13,036830 既済件数 811

…三一‐～両 声

6.47.1 平均期間(月） 28．2

一一一r

77

9.3％

410

49.4％

280

33.7％

1,613

12.4％

7,074

54.3％

3,502

26.9％

727

5.6％

120

0.9%

1,613

1 2.4%

98

12．1％

352

13.4％

3月以内 1年以内

3月超6月以内 1年超2年以内

183

22.6％

130

16．0％

48

5.9％

内

一

内

以

》

以
年

一

年
１

岬

２

超

岬

超

月
一

年
６

諦
１

2年超3年以内

46

5.5％

17

2.0％

I

3年超5年以内3年超5年以内
■一…

2年を超える 5年を超える5年を超える

※ 行訴法18条、19条による訴えの追加的併合及

び附帯控訴申立てを除く。

端数処理の関係上、表18の数値を足し合わせた数値とは一致しない。
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終局区分別の既済件数及び事件割合については【表20】のとおﾚﾉであり、判決で終局した事件割合が前

FI (920%)から砦「増加して92.4%となり、うち原卜l1決取消しとなった事件割合が前IIII (8.3%)から減

少して7.2％となった。民事控訴審訴訟事件と比べると、fll決（控訴棄却）で終局した制牛割合が高く、判

決（原判決取消し）で終局した事件割合が低い傾向にあることは前l1 'lと同様である。（第10 11!!報告響240

頁【炎20】参照）

終局区分別の平均審理期間については【IxI21】のとおりであし）、判決（控訴棄却）は前回(7.4 11)から

若「短縮して7.1 1]となし)判決（原.fll決取消し）は杣|111 (10,3 1-1)から長期化して12.0 Hとなった。

【表20】終局区分別の既済件数及び事件割合(控訴審に

おける行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件） 【図21】終局区分別の平均審理期間

（控訴審における行政事件訴訟）
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【表22】訴訟代理人の選任状況(控訴審における行政

事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件），訴訟代理人の選任状況については【表221のと

おりであし)、双方に訴訟代理人が選征された零件

ﾘ) 'jf'l合が、前1nl (55.1%)よﾚﾉ墹ﾉjllして58.7%で

あった0)に対し、収ﾉJとも本人による‘11菖件の割合

は、前Inl (10.6%)よﾚﾉi成少して9.3%であった。

民事控訴審訴訟事件と比べると、メXﾉﾌに訴訟代瑚

人が選任された事件U)割合が低い値li'1にあること

はQil l1 !lと|司様である。(\ 1O l'1|報告丼240頁【炎

221参照）

民事控訴審訴訟
控訴審における

行政事件訴訟
事件の種類

&

双方に

訴訟代理人

控訴人側のみ

訴訟代理人

被控訴人側のみ

訴訟代理人

487

58.7％

15

1.8％

251

30．2％

77

9.3％

9‘498

729％

783

6.0％

2,077

15．9％

678

5.2％I本人による
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審理の状況について兇ると、【表231のとお

り、平均期日lnl数（平均1l頭弁論期｢1 1nl数及び

平均争点整理期日I! ]l数の双ﾉﾉ) (1.4 LI)及び

平均期、間隔（4．9 1-1)はHil li'lとほぼ同数であ

った（第10 1nl報告書241頁【炎23】参照）』。

||頭弁論期日1 1plで結審した常件割合股び平均

審瑚期間の推移(士【IxI 24】のとおし）であしj、’

|'11(/)l l頭弁論期|~1 (/)みで結審に篭ろ封牛の割合

（71.2(%)）はIiIII1I (62.3%)から剛加し、平均

'蒔蠅期間 (71 11)は前I!'1 (7.3 11)から若干

1迎縮した !。

【表23】平均期日回数及び平均期日間隔(控訴審におけ

る行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件）

面
」

’ 控訴審における

行政事件訴訟
訴訟民事控訴審訴訟事件の種類

平均期日回数 1.71．4

うち平均口頭弁論

・期日回数

うち平均争点整理

期日回数

1.3 11

0．60．2

平均期日間隔(月） 3．74．9

※ 端数処理の関係上、平均口頭弁論期日回数と平均争点整理期日回数の合

計値が、平均期日回数の数値と合致しない場合がある。

【図24】口頭弁論期日1回で結審した事件割合及び平均審理期間の推移(行政控訴審訴訟）
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」令和2年から引き続き長期化傾向(平成30年は平均期日回数が1.4回、平均期日間隔が4.4月であったが､令和2年にはそ
れぞれl 5回、5 1月となり、その後はほ|ま同様である。）にある背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急
事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響があるものと思われる(第8回報告書152頁【表23】、第9回報告
書215頁【表23】、第10回報告書241頁【表23】参照)。
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争'｢I1ｽ擢理実施率については、【表251 (ﾉ)とお

し）、前凹（4．2％）よﾚﾉ墹加して49《ﾀｲ,となった

が、民事控訴審訴訟事件と比べると顕筈に低い

ことは前回と同様である（第1011『|報併書242頁

【表251参照）。

【表25】争点整理手続の実施件数及び実施率

（控訴審における行政事件訴訟及び民

事控訴審訴訟事件）
再一 一一一一一

露蕊

１

＄‐；山岫嘩蠅鞄
画
４
二
Ｆ
。
ザ

ロ ー 軍 や存

調
製
鐵
鰯

＝ h両_ 蓑 ' 雁 坪』

園事件の種類

'典,,Xj_" "､

蕊

控訴審における

行政事件訴訟
民事控訴審訴訟i
,型＃ , ,

' 1，l ' 『

錨服黛‘蝋鑑灘鯛;騒騒洞

争
点
整
理

手
続

実施件数 41 1.775

実施率 4.9％ 13.6％

【表26】人証調べ実施率及び平均人証数(控訴

審における行政事件訴訟及び民事控

訴審訴訟事件）

人!;lli 1淵べ実施率及び､Iえ均人;II散については

【表26】のとおりで〃)り、前IIJIと|両l様、人証調

べを'ﾒさ施した市件(ﾉ)割合は｣卜常に低くなってい

る（この点は、民ｻｷ控訴審訴訟宰件と同様であ

る。）（第10同報告許242頁【表26】参照)｡

謹騨雰蓉叫羅震遡露禰1 章輻 込’■‘ ｡JⅡ I.，

毎W』‘￥1 ’．‘“;,． ‘鋸

民事控訴審訴訟

蝿一

控訴審における

行政事件訴訟
事件の種類

司

人証調べ実施率 1.2％ 1.3％

I

平均人証数 0．02 0,02

平均人証数

(人証調べ実施事件）
1．9 1.8

最商裁fIl所へり）’二訴率及び'2訴調件'i#'|合については

【炎27】のとおりである．上告塀件ﾘ）｜訴率は前|''｜

（46.3(妬）からｲ'1二「減少して45．8％となり、Iz訴市三件

F'l rT(42.0%)は前|' '|とほぼ同様で力)ろ。｜君告受即調：

件リ）’2訴率及びl2iW '11言件割合（それぞれ50.3()<)、

461%) は、 いずれも前回 （それぞれ47.8 %、

432()f,）から増加した。(" 10 1111報告苔242頁【表

27】参照）

【表27】最高裁判所への上訴率及び上訴事

件割合(控訴審における行政事件訴

訟）

了一言~.”‐､－一ー

｛上告署琿事件’

1 D P

埼孑

埠 争

上告事件‘鰯癖，
』』 弓1 1 J蔀‘ 『

■ 当9－2認垂諏

序 ‘::‐

嫌!' ,-,事件の種類
'1．．．

上告受理事件。

鋤

1

上訴率 15.8％ 50.3％

上訴事件割合 42.0％ 46.1％

※ この表における上訴率及び上訴事件割合は､いずれも推計

的な算定方法による数値である。上訴率は､令和6年1月1

日から同年12月31日までの｢高等裁判所において受理した

上告提起事件及び上告受理申立事件の新受件数｣を同期

間における｢高等裁判所にお|ﾅる半l1決で終局した事件数｣で

除した割合､上訴事件割合は、同新受件数を同期間におけ

る「全終局事件数｣で除した割合である。
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' 3 ‘ |刑事訴訟事件の概況
刑‘ﾄ控訴審訴訟事件の新受人員（延べ人員）及び終局人員（実人曲）についてはI|､xl l】【表2】のと

おりで")ろ。新受人員は、平成29年まで6,000人前後で推移していたが、令禾116年は、前回とほぼ|両l様の

4,980人となった。終局人員（実人員）は、前l｢II (4,820人）より燗ﾉ)llして4,928人であった（第10 II!|報告

苔245頁【表5】参照）。

【図1】新受人員(延べ人員)及び平均審理期間の推移(刑事控訴審訴訟事件）

5．01 2,000

’ |”
新受人員

一→一平均審理期間 3 (） ‘1.(）

一一一→一→

|().000
1．0

3 ‘1 3 4 3．．1
3，3？ 一

8.000

新
受
人
員
（
人
）

平
均
審
理
期
間
（
月
）

０
０

九
Ｊ

へ
と

6.000

4,000

6,017 6,124 5,976 5,750 5,814
5,398 5，205 4,759 4,663 4,980 1.0

2.000

0．0、

令和

6年

和
年

く
わ
４

和
年

く
わ
５

平成

30年

和
年

く
わ
２

令和

3年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

令和

元年

【表2】刑事控訴審訴訟事件の概況

新受人員(延べ人員） 4.980

終局人員(実人員）

平均審理期間（月）(控訴審記録受理から控訴審終局）

4.928

4.0

平均開廷回数(公判が開かれずに終局した事件を除外） 2.1

一一

平均開廷間隔（月）(控訴審記録受理から控訴審終局） 1.9

平均取調べ証人数 0．05

弁護人選任率(％） 96，2

事実の取調べの実施割合(％）

ｌ

》

０

４

』

５
３

」

４

t告率(％）

※1 平均開廷回数は、被告人1人当たりのものである。

2 平均開廷間隔とは、控訴審で記録を受理したときから終局までの平均審理期間を
平均開廷回数で除したものをいう。
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平均審理期間については【|xl l】【表21のとおし）である。平均審即期間は、近年高止主レノしておﾚﾉ、

4.0 11であった。

第一審受理から控訴審終局主での平均期間並びに期間別の終局人員股び事件割合については【表41d）

とおりである。こび)平均期間は、平成18年以降、10月向ij後で推移していたが("51pl報告書概況編214頁

【図11】、帝6 1111報告壽205頁【表4】、第7 1111報告耆143頁【表4】、第8 IIII報告耆155頁【表4】参

照）、令和2年以降、長期化し（第9 1n1報告書218頁【表41，第lO i'll報告書244頁【表4】参照）、令

和6年においても|jiIIHI (12.9 11)から13.3月に長期化している。期間別ﾘ)零件割合を見ると、第一審受即

から1年以内に終局十る束件が約7宵'|をlliめることば従前の傾li'lと同様である。

【表4】第一審受理から控訴審終局まで

の平均期間並びに期間別の終局

人員及び事件割合(刑事控訴審

訴訟事件）

【図3】審理期間の分布(刑事控訴審訴訟事件）

2年以内

事件の種類 刑事控訴審訴訟

終局人員(実人員） 4.928

平均期間(月） 13．3
II

3,31 2

67．2％
1年以内

1，243

25．2％

242

4.9％

111

2.3％

20

0.4％

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超5年以内

5年を超える

終局区分け)分｛|j及び終局区分別の1晶均'瀞理期間については【表5】のとおりである。終局区分の分1iに

ついて1t、Ail回とIfぼ同様であり、約7 '!\'|が控訴棄却、約1割が破棄[1 |411、2 :'l弱が控訴取「げで終局し、

これら以外の終同脛分I士ほとんどない。終局区分別け)1z均審1IM期間については、そり)大半を占〃)ろ控訴棄上|1

臆び破棄自判で終局した事件（それぞれ4．4月、5.3 11)は、前|可と|司様である("10回報告詩245頁【表

5】参照）。
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審理の状況について見ると、平均開廷 【表5】終局区分の分布及び終局結果別の平均審理期間
（刑事控訴審訴訟事件）

l1｣|数及び 平均開廷間隔については【表

2】のとおりであり、前回と|両l様である

（第lO I'1|報告書243頁【表2】参照）。

事実り)取調べの実施害'|合の推柊について

は【|叉'6】のとおし）であし）、令和6年

も、これ圭での減少傾向にI1|｣して、前1II1

（38.7()〈,）から減'少し、34．1%であっ

た。平均取渦べ証人蚊については【炎

2】リ)とおし)であし)、0．05人と削回と|両I

様に'少ない（第lO IIII報告書243頁【表

2】参照）‘これらの統計データから

(士、控訴審が事後番であるとり)趣旨を反

映した審即がより広く進〃)られているこ

とがうかがオ〕れる｡

上告率についてはI表2】のとおし)であり、

弁護人選任率については【表2】のとおり‐

243頁【表2】参照）。
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【図6】事実の取調べの実施割合の推移(刑事控訴審訴訟事件）
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グ
ー
１
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」

＆
Ｂ
Ｉ
刈

所における上告審訴訟訴

一
■

二匹

審

冒手

概裁 件2 最高裁判 況の

民事訴訟事件の概況2．1

ltf: la告@f件及び民訴|呈告受蠅訴件'の新受件敢及び平均審理期間2の推移については【|xll】のとおりで

方〕ろ。新受件数と平均審11I4期間には一走り)相関関係があるといえ、I山i者0)推移にはおおむね類似した傾l'ilが

兄られろハ、Iz均審弾期間は、平成21年以降長期化傾向となり、、li成26年から短縮傾向に転じ、令fll元年以

降はおおむね長期化傾向となっており、令f｢1 6年においては、|3 1'f事件が3.8月、｜弓告受哩事件が3.9 11と

なり、前'11（そｵlぞれ3.4 11，3．6 11)よし)長期化した。

【図1】新受件数及び平均審理期間の推移(民事上告事件及び民事上告受理事件）
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※ 上告事件の平均審理期間について、高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起された事件数を基に算

出しているが、平成6年以前は、このような事件に当たらないもの(高等裁判所を第一審とする人身保護請求事件･飛躍上

告事件等)が統計上区別されていないため、これを含んだ事件数を基に算出している。

※ 上告受理事件については、現行法が施行された平成10年以降の統計データを示す(以下同じ。）。

※ 新受件数については､最高裁判所に直接上告状が提出された直受事件及び高等裁判所が第二審としてした終局判決に対

して上告提起又は上告受理の申立てがされた事件に当たらないものを含む。

1本報告書では、民事訴訟事件のうち、高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起され、あるいは上告受理の

申立てがされた事件を主な分析対象としている(ただし、【図’】の脚注を参照)。なお、1件の事件について上告.上告受理の双方

が申し立てられる、いわゆる並行申立事件も相当程度あることに留意が必要である(後掲V1．2.2においても同様である。）。

2上告審あるいは上告受理審にお'ﾅる記録の受理から終局までの期間の平均である｡なお、上告受理事件について上告受理決定

がされた場合には、それによって上告があったものとみなされる(民訴法318条4項)から、その後判決等が出された場合に終局
と扱われる。
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審理期間別の既済件数及び事件割合については【表2】のとおりである。｜告事件については、審理期

間が3月以内の事件の割合(51.6%)及び3月超6月以内ﾘ)事件け)割合(33.7%)がいずｵLも前1n1 (それぞ

れ、56.09ｲ,、34.2%）より減少L･、審理期間が611超1年以内の事件の害'l合(12.7%)が前1n1 (8.39も）よレノ

塒j川するなど、全休的に挺期化しておし)、、Iz均審理期間(3.8 H)は、帥|!!i (34 11)よし) 0.4 11長くなっ

た。卜告受蠅事件についても|前1様の傾|白lであﾚﾉ、′審理期間が311以内の事件の割合(49.0%)及び3月超6

11以内U)-if件の割合(35.7%)がいずれもI11IIII (それぞｵ1，50.9%、37 . 6%)よし)減少し、審理期間が6月

超1年以内の事件の害'lfT (13.2%)が前IITI (9.8%)より墹加しておしj、、F均審蝿期間(3.9 11)が前|' 1l

(3.6 11)よレノ0.3 11長くなった。なお、1上倒I'I(｣多数(ﾉ〕市:件が、’2告事件であれば決定（却下決定又は棄上ll

決定）、｜告'受理.l手件であればｲ<'受理決定で終局していることは、前｢'|と|両I様である(" lO lul報告舎247

頁【表2】参照）。

【表2】審理期間別の既済件数及び事件割合並びに終局区分ごとの審理期間別の既済件数及び事件割合
（民事上告事件及び民事上告受理事件）
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23.1％
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309

13.1％
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1,175

49.0％

856

35.7％
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13．2％
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2.0％

1

0.04％

3月以内

5

41.7％

1

8.3％

6

46.2％

4

30.8％

3月超6月以内

2

40.0％

2

40．0％

】

20．0％

1

9.1％
6月超1年以内

０
％

１
９１Ⅸ1年超2年以内

2年を超える

1年超2年以内

2年を超える
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【表3】第一審受理から上告審終局までの平均期間並

びに期間別の既済件数及び事件割合(民事上

告事件及び民事上告受理事件）

主た、第一審受理から’2告審終局主で(/)平均

期間並びに期間別の既済件数及び‘ﾐﾄ件沓'l合につ

いては【表31のとおし)である。上告市件の平

均期間（39.2月）は前l!il (38.8月）より長期

化しており、卜告受理事件(40.3月）は、前回

(40.6 11)よし)短縮していろ。合計の期間が3

年を超える-事件の割合は、’二告封牛で44.396、

卜告'乏琿↑;件で48．4(%)と、いずれも前II'1 ( |己告

ｻｻ:件44．5%、上告'受理制牛49.3%）より減少し

瀞隠鶏

鳶 上告受理事件事件の種類

霧､､』 ： 師≦

件の種類 上告事件

既済件数 1.855 2.397

平均期間(月） 39．2 40．3

10

0．4％

404

16．9％

823

34.3％

891

37.2％

11

0．6％

368

19.8％

655

35.3％

612

33．0％

209

11．3％

1年以内

仁（第l0 I'1l報告＃248頁【表3】参照）
1年超2年以内

2年超3年以内

｜
； ‐_ ___

3年超5年以内

一

269

11.2％
5年を超える
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行政事件訴訟の概況2.‘ 2

『丁政卜告轆件及び行政|告受理‘糾牛l(ﾉ)新受件数及び平均審理期間ﾘ)推稗については【|xI 41リ)とおし）で

ある。新受件数は、令和6年においては、上告、上告受理（それぞｵL 372件、440件）ともに前|!'l (それぞ

れ331件、373件）より琳加した。平均審蠅期間は、上告は平成9年、t告受瑚は平成15年がピークであっ

たが、いずれについても、平成15年以降に顕著に短縮した侭、平ljt 20年以降は、′礎動はあるもり)の横ばい

0)状態となり、平成28年から更に短縮{LFIII'!1にある2

【図4】新受件数及び平均審理期間の推移(行政上告事件及び行政上告受理事件）

上告受理事件数

一串上告受理事件平均審理期間

上告事件数

一一一上告事件平均審理期間
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)00
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０
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０
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２
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2．0

0．0

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和 令和令和 令和

元年 3年 5年 7年 9年 11年 13年 15年 17年 19年 21年 23年 25年 27年 29年 元年 3年4年 6年

※ 新受件数については、最高裁判所に直接上告状が提出された直受事件及び高等裁判所が第二審としてした判決に対し
て上告の提起又は上告受理の申立てがされた事件に当たらないものを含む。

1本報告吉では、行政事件訴訟のうち、高等裁半||所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起され、又は上告受理の申立
てがされた事件を主な分析対象としているが、民事訴訟事件と異なり、高等裁判所が第一審としてした終局判決に対する上告及
び上告受理事件(知的財産権関係、独占禁止法関係等の審決取消訴訟等)も分析対象に加えている｡この点の詳細は、第5回
報告書概況編222頁脚注8参照

z令和2年の長期化の背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判
所業務の縮小の影響があるものと思われる。
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終局区分別の既済件数については【表5】のとおりであし)、’三告事件であれば決定（却下決定又は棄却

決定）、上告受理事件であれば不受理決定で終局した市:件が9割を超えることは前回と同様である。平均審

理期間については、決定（’2告事件）及び不受理決定（｜弓告受琿粥件）で終局した事件では、前''1’（それぞ

れ2.1月、2.4月）より昭加し、それぞれ2.8 11、3.7月となった。【表5】は、審理期間別の’術件害'l合に

ついても示しておﾚﾉ、卜告、上告受理ﾘ)いずれにおいても、審理期間が3月以内ﾘ)事件ﾘ) 'IIfil合は｢jil回（それ

ぞれ79.99()、740％）よﾚﾉ減少し、それぞれ64.79も、61.9% となった。他方、611を超える事件の害'l合は

前'11I（それぞれ4.0()6,7.1%)より大幅に増加し、それそ．れ14.0%、14.0%となった(" 10LII報告耆250

頁【表5】参照）。もっとも、t告、上告受理とも、鵯件数が年間数画件程度であるため、終局した事件の

係属期間によしノー時|!1(Jな影響が出やすいことにもIW意がビ要である。

】審理期間別の既済件数及び事件割合並びに終局区分ごとの審理期間別の既済件数及び事件割合

（行政上告事件及び行政上告受理事件）

上告事件〉

1表51

箪鰯、1冒~恥.謹蔚'1§罰“ず．
終局区分

瀦'記

取下げ決・破棄 決定
〃 里 一 吟

その他他総数 判決･棄却 判
0

題一匹吉。
＝ 字

1

3471’ 既済件数

平均審理期間(月）

3月以内

3月超6月以内

犯
一
脇

却
一
鋤
一
郡
幽
別
秘
一
羽
恥
測
峨

一

１
－
ｍ 配
一
郡
恥
帥
珊
咽
蛾
６
脚

一

７
２

3.1％

8

25．0％

23

71.9％

6月超1年以内

1年超2年以内
1

100.0W，

2年を超える

<上告受理事件〉
罰驍

決｡破棄 不受理決定釧､
窪
P｜

’ 圃賞愈畿,､ゞ総数 ” ‘
“唾郡， ‘蝿錨僑一

破棄・曹
V

定 f判決･棄却 判 不受理 取下げ“ I その他終局区分
朧 邪や

極ラ】

既済件数 4328 3144 l

18．0平均審理期間(月） 18．0 ]､7 1.54．0

275

61.9％

107

24.1％

27

6.1％

35

7.9％

272

63.0％

107

24．8％

27

6.3％

26

6．0％

3

100.0％
3月以内

3月超6月以内

6月超1年以内

1年超2年以内

2年を超える

3月以内

3月超6月以内

ﾛ

8

100．0％

1

100．0％

ZI 1 1 ： 1
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箱一審受理から｜告審終局までﾘ)平均期間並びに

期間別の既済件数及び半件割合について(~土【表61

0)とおﾚﾉである。｜告事件及びlz告'受理'I;冒件の平均

期間（それぞれ40.8月、42.9 11)については、い

ずれも仙l1'I (それぞれ35，8月、39.8月）からtWj川

した。期間別に見て‘も、’二告、｜弓告受理のいずれに

おいても、5年超リ)事件ﾘ)割合が塒ﾉ川した（上告‘h：

件は、Iill!1ld) 7.0%から18.2%、’二告受理事件は、

【表6】第一審受理から上告審終局までの平均期間並

びに期間別の既済件数及び事件割合(行政上

告事件及び行政上告受理事件）
”

告受理事件‘尋、
‐・→二一.‐二と

琴

I!
繩

I'I
賎

1：FjNz 房 ,凸､ ④

｡"事件の種類駁
壷 ？ 】．

卜告告事
『

P

、ル上
･專

瞭 4

層{牛､、‘
.＝藍．.

既済件数 374336

－－『一一一~‐
平均期間(月） 12．940．8

14

4.2％

92

27．4％

99

29．5％

70

20．8％

61

18．2％

11

2.9％

84

22.5％

111

29．7％

94

25．1％

74

19．8％

1年以内

(ffy lO l'!I報告害251l1ill''I (ﾉ) 12.3%から19.8%)
1年超2年以内

頁【表6】参照）：’

2年超3年以内

3年超5年以内

5年を超える

※ 高裁第一審判決に対する上告及び上告受理事件を除く‘

3令和2年以降長期化傾向にある背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれら
に伴う裁半||所業務の縮小の影響があると思われる。
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－

2.」32

刑+f卜告制牛'の新受人員（延べ人員）及び平均審琿期間の推移については【図11 (/)とお

新受人員については、約2,000人前後で墹減を繰り返していたが、令fI1 6年は、前|1 !Iとほ

ﾉ、となった。

平均審瑚期間については、近年はほぼ横ばいで推移しており、令和6年は2．9月であった。

llしﾉ)とおし）である。

6ill1 'Iとほぼ同様U) 1,692

【図1】 新受人員(延べ人員)及び平均審理期間の推移(刑事上告事件）
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1本報告書で取り上げている刑事上告事件は、最高裁判所における刑事訴訟事件のうち高等裁判所が第二審としてした終局半||決

に対して上告が提起された事件である。
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(実人員）及び審理期間の分ｲ|i状ﾙﾋについては【表2】のとおりである。審理期

前|1111司様、その大半が3月以内に終局している(\ 10回報告書253頁【表2】

終局区分別の終局人員

間ひ)分ij状ﾙdについては

参照）。

【表2】終局区分別の終局人員(実人員)及び審理期間の分布状況(刑事上告事件）

職票冒､：腫栗差戻移送I皿±書襄"J△議案“
、”－…"￥ー……_……_－－…息.__….､ _｣_…….…. _… ，_….､－－－－－－

』 」 334,

;”下”
鼠---.．…､._－－－

終局区分 ： 総数

…一………!i_ …‐
終局人員 1 ,607 8 265

平均審理期間(月） 4.8 1．03，32.9

151

9.4％

311

19．4％，

7791

48．5％i

3151

19．6％！

26

1.6％！

21

1.3％‘

4i

0.2％！

150

56．6％

99

37.4％

16

6.0％

1

12.5％

1

12.5％

2

25.0％

1月以内

211

15．8％

76］

57.0％

312

23．4％

26

1.9％

20

1.5％

4

0．3％

1月超2月以内

１
％

６
０

７
７５2月超3月以内

２
％

’
４

３
３２3月超6月以内

37.5％37.5％
'

6月超1年以内

］

12.5％

］

12.5％
1年超2年以内

ー

2年を超える
|'

箱一審受理から上告審終局夫でひ)平均期間舵びに期|尚l【表3】第一審受理から上告審終局まで

別の終局人員及び聿件割合については【表3】ひ)とおし） の平均期間並びに期間別の終局

人員及び事件割合(刑事上告事件）
でｶﾌﾞる。こび)平均期|冊lについては、前回(18.1 11)よし）

…
・
…
…

若'長期化して18.8 11となった(;W lO l''1報告許253頁

【表31参照）。期間別ひ)状ﾙﾋを兇ろと、箒 審受III!か

ら｜Z告審終局までの期間が2年以内の桝件が大半であ

る”

刑事上告事件事件の種類

アーーー

終局人員(総数） 1.607

平均期間(月） 18．8

即岬一郎小馴峨一蛇鍛一理峨

一

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超5年以内

5年を超える
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配布資料

首都直下地震等対応

業務継続計画（案）
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第1編 本計画の目的等

第1章 本計画の目的

本計画は、首都直下地震その他の大規模地震（千代田区の最大震度6強以上の

地震をいう。以下同じ｡）をはじめとする業務の中断をもたらす可能性のある事象

（以下「原因事象」という。ただし、「新型インフルエンザ等対応業務継続計画」

を発動すべき場合を除く。）の発生により、業務の実施に必要な人的・物的・情報

等の資源の供給減少や災害応急対策業務等の増加といった制約が生じた状況下に

おいて、最高裁判所として優先的に行うべき業務を定め、業務継続のための必要

な措置等を定めることにより、来庁者､職員等の生命身体を保護すること、庁舎、

設備等の保安管理を行うこと、優先的に行うべき業務を遂行すること、及びその

他の業務の早期再開を図ることを目的とする。

本計画は、想定される被害の下での行動指針を示すものに過ぎないことから、

実際に原因事象が発生した場合には、具体的な被災状況等を的確に把握し、状況

に応じて柔軟かつ適切に対処することが求められる。

第2章 本計画の適用範囲

本計画は、最高裁判所（司法研修所及び裁判所職員総合研修所を除く。以下同

じ｡）を対象とする。ただし、事務総局経理局厚生課（以下「厚生課」という｡）

については、第6編のみ適用する。

司法研修所及び裁判所職員総合研修所は、本計画とは別にそれぞれ業務継続計

画を策定するものとする。

第3章 基本方針

本計画は、次の基本方針に基づき、原因事象発生時において、来庁者、職員等

の生命身体を保護し、庁舎､ 設備等の保安管理を行い、優先的に行うべき業務を
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遂行し、その他の業務の早期再開を図るものとする。
f

第1節 業務の分類及び整理

1 優先的に行うべき業務

原因事象発生時においては、来庁者、職員等の生命身体を保護し、庁舎、

設備等の保安管理を行い、優先的に行うべき裁判事務等の業務を遂行するた

め、災害応急対策業務（以下「災害対策業務」という｡）を迅速かつ的確に行

う必要がある。

また、平常時において最高裁判所が行う裁判事務及び司法行政事務（以下

「通常業務」という｡）のうち、停止又は遅滞により国民の権利関係や生活等

へ重大な影響を及ぼすため、原因事象発生時の制約のある状況下においても

継続すべき業務（以下「継続業務」という｡）を遂行する必要がある。

そこで、災害対策業務及び継続業務を、優先的に行うべき業務（以下「非

常時優先業務」という｡）とした上で、災害対策業務について時系列に沿って

整理するとともに、継続業務を特定する。

2 優先的に再開すべき業務

継続業務以外の通常業務については、原因事象発生後、いったんは中断す

るものの、地域や庁舎等の復旧状況等を踏まえつつ、停止又は遅滞による国

民の権利関係や生活等への影響の程度等を考慮して段階的に再開する。そこ

で、継続業務以外の通常業務について、いまだ制約のある状況下においても

優先的に再開すべき業務（以下「優先再開業務」という｡）と、それ以外の業

務に分類し、優先再開業務を特定する。

第2節 原因事象発生時の体制

非常時優先業務を遂行するため、災害対策本部（以下「本部」という。）を直

ちに設置する。

また、勤務時間外に原因事象が発生した場合にも非常時優先業務を遂行する
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ため、原因事象発生時に非常参集する者（以下「非常時参集要員」という｡）を

定めるとともに､参集の時期､参集後の基本的な対応等の必要な事項を定める。

第3節 平常時における準備、措置等

平常時から、庁舎等の被害防止措置の推進、物資の備蓄等の物的態勢を整え

るとともに、防災訓練、研修等の各種の教育や訓練を行い、職員の防災意識を

酒養して原因事象発生時における対応能力を向上させることにより、最高裁判

所の業務継続力の確保及び向上を実現する。

第2編 大規模地震発生時の対応

第1章 被害想定

第1節 想定災害

想定災害は、最高裁判所が所在する千代田区に大きな被害を及ぼすと予想さ

れるマグニチュード7クラス以上の首都直下地震とする。

被害想定は､上記首都直下地震により、首都圏において大きな被害が発生し、

電気、水道、ガス、通信等の施設の被害による供給支障及び道路、鉄道等の被

害による交通機能支障が生じ、最高裁判所の業務継続に大きな影響が出ること

を前提とする。

第2節 最高裁判所の被害想定

1 庁舎等

庁舎の状況や想定災害等に照らし、庁舎が使用できる場合のほか、火災の

発生や天井、壁の崩落等により庁舎が、一定期間使用できない場合も想定す

る。
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なお、最高裁判所庁舎は、耐震改修工事の完了に伴い震度6強から震度7

程度の地震の震動及び衝撃に対しては、倒壊し又は崩壊する危険性が低く、

同程度の地震後も構造体の補修をすることなく使用することができ、人命の

安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。

2 ライフライン

（1）電気

復旧に1週間程度要するものと想定する。

（2）水道

上水道の復旧に1週間程度、下水道の復旧に1か月程度要するものと想

定する。

（3）ガス

高圧ガス及び中圧ガスは継続的に供給されるが、低圧ガスは安全装置に

より供給が中断する可能性があり、その復旧にはlか月程度要するものと

想定する。

3 通信及びシステム

（1）通信

ア 電話

復旧に1週間程度要するものと想定する。

イ J・NET (インターネット、メール等）

最高裁判所及びデータセンタに設置しているJ･NETの基幹ネット

ワーク機器やサーバ等が損壊した場合は、修理や調達を要するため、復

旧に数か月以上を要するものと想定する。

(2)システム

最高裁判所及びデータセンタにサーバを置いて管理しているシステムに

ついては、同サーバが損壊した場合、修理や調達を要するため、復旧に数

か月以上を要するものと想定する。なお、これらのシステムは、J・NE

EI
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Tのネッ トワーク網を利用しているため、J・NETが復旧するまでの間

は利用できない。

第2章 業務の分類及び整理

第1節 非常時優先業務

最高裁判所が、大規模地震発生時において行うべき非常時優先業務を、次の

1及び2とする。

1 災害対策業務

大規模地震発生時において行うべき災害対策業務を、別紙1のとおりとす

る。

2 継続業務

最高裁判所の通常業務のうち、継続業務を、①文書の受付に関する事務、

②刑事事件の勾留及び保釈に関する事務、③裁判事務の継続業務を行うため

に必要な司法行政事務（保管金業務、庁舎管理業務等）とする。

第2節 優先再開業務

継続業務以外の通常業務のうち、優先再開業務を、①人身保護事件に関する

事務、②特に緊急を要する執行停止、特別抗告、再抗告等に関する事務（保全

事件やDV事件に関する特別抗告等)､③裁判事務の優先再開業務を行うために

必要な司法行政事務（保管金業務、庁舎管理業務等)、④特に緊急を要する司法

行政事務（要急の外部対応、給与事務等）とする。

第3章 業務継続のための執行体制

第1節 本部
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1 設置

大規模地震が発生した場合には、何らの決定等を要することなく、本部が

設置される。

本部の組織は、別紙2のとおりとする。

2 本部会の開催等

（1）本部長は､必要に応じ、副本部長及び本部員（以下｢本部員等」という｡）

をもって構成する本部会を開催し、その協議の結果を踏まえ、本計画に基

づく事務の処理に関する方針を定めるとともに、その方針を実施するため

に必要な指揮監督を行う。

（2）本部会は原則として中会議室で開催するが、庁舎の安全性確認の結果等

を踏まえて、適切な場所で開催することができる。また、ウェブ会議等や

持ち回りの方法により開催することもできる。

（3）緊急を要するため本部会を開催するいとまがない場合その他本部会の開

催に支障がある場合は、本部長は、本部会の開催に代え、①副本部長両名

若しくはいずれか一方からの意見を聴取した上で、又は②単独で、上記(1)

の方針決定等を行うことができる。

3 本部長の職務等

本部長は、本部の事務を統括するとともに．、本部員等及び補佐機関の班員

の被害状況等に応じ、執務可能な職員をもって、本部及び補佐機関の構成員

を適宜変更できる。

第2節 補佐機関

1 平常時における準備や本部設置前の対応等を行うとともに第1節の1に基

づき設置された本部の補佐機関の役割を果たすため、情報担当班、人的対応

班、物的対応班及び裁判対応班を編成する。

2 職務及び組織
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補佐機関の行うべき災害対策業務は、別紙1のとおりとし、補佐機関の組

織は、最高裁判所長官が別に定める。ただし、補佐機関の班員以外の職員も

災害対策業務に協力するものとする。

第4章 大規模地震発生時の対応

大規模地震が発生した場合、各職員は、何らの指示や決定を待つことなく、直

ちに以下の対応を取る。

第1節 勤務時間内に大規模地震が発生した場合

1 補佐機関による初動対応

大規模地震発生後、直ちに、物的対応班は、保安管理、初期消火等の初動

対応を行い、情報担当班及び物的対応班は、避難の判断等に必要な被害情報

を収集する。

2 避難

2－① 避難指示等がある場合（避難の判断等に必要な情報が収集でき、避難

指示等が出せる場合）

（1）被害情報及び避難の要否の伝達

最高裁判所事務総局経理局長（以下「経理局長」という｡）は、被害情報

及び避難の要否を職員に伝達する。伝達は、原則として庁内放送により行

うが、庁内放送が入らない法廷等は、裁判部の連絡職員が伝達する。

なお、庁内放送が利用できない場合は、内線電話を用いたり連絡職員が

伝達したりする。

（2）避難

職員は、避難指示に基づき、避難誘導担当者の指示のもと避難する。

ただし、事件に関する来庁者については対応している職員又は裁判対応

班が避難誘導し、その他の来庁者については対応している職員が避難誘導
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する。

避難場所は、特段の指示がない限り、正面広場とする。

2－② 避難指示がない場合（避難の判断等に必要な情報が収集できず避難指

示等を出せない場合、又は避難指示等を伝達することができない場合）

職員は、避難指示がない場合であっても、被害状況（天井落下、大型備品

の転倒や移動等）を踏まえ、各自の判断により避難する。この場合、できる

限り、避難誘導担当者の指示のもと、まとまって避難する。

また、職員の避難状況を踏まえ、事件に関する来庁者については対応して

いる職員又は裁判対応班が避難誘導し、その他の来庁者については対応して

いる職員が避難誘導する。

避難場所は、特段の指示がない限り、正面広場とする。

3 避難後の対応

（1）避難場所等における対応

人的対応班､物的対応班及び裁判対応班は､避難場所において、来庁者、

職員等の安否確認、負傷者の救護、被害状況の確認、物資の配賦準備等を

行い、物的対応班は庁舎の安全性確認を行って、それぞれ情報担当班に被

害情報等を伝達する。情報担当班は、上記被害情報等を本部に伝達する。

（2）庁舎等の使用

ア 庁舎の安全性確認等の結果、庁舎において非常時優先業務を行うこと

ができる場合、庁舎を使用して同業務を行う。

イ 庁舎の安全性確認等の結果、庁舎において非常時優先業務を行うこと

ができない場合、他の裁判所の庁舎等を使用して同業務を行う。

なお、他の裁判所の庁舎等の使用を検討するに当たっては、以下の順

序で検討する｡

（ｱ）東京高等裁判所の庁舎

（ｲ）東京地方・家庭裁判所立川支部等の東京都内の裁判所、司法研修所
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及び裁判所職員総合研修所のうち相当と考えられる庁舎

（ｳ）他の裁判所庁舎等

(3)その後の対応

ア 非常時優先業務の担当者

（ｱ）情報担当班は、来庁者、職員等の安否情報、庁舎の被害情報等を本

部に伝達する。また、裁判対応班は、緊急に処理すべき裁判事務を把

握して本部に伝達する。

（ｲ）本部は、当面の事務の処理に関する方針を検討するとともに、災害

対策業務に関する必要な判断及び指示をする。

（ｳ）裁判対応班は、本部が検討した事務処理の方針を踏まえ、各裁判体

と連絡を取り、緊急に処理すべき裁判事務を行う。また、その他の非

常時優先業務の担当者は、自主的に又は本部の指示に基づき、非常時

優先業務を行う。

イ 非常時優先業務の担当者以外の職員

一斉帰宅による混乱等を防止するため、本部の指示に基づき庁内待機

又は帰宅する。職員は、帰宅する場合には、翌日以降の連絡先及び連絡

方法を安否確認担当者に伝える。 情報担当班は、安否確認担当者を通じ

て、帰宅した職員に対し、連絡網等により、本部の指示を連絡する。

ウ 来庁者等への対応

人的対応班及び物的対応班は、来庁者等に対し、適切な待機場所を提

供するとともに必要な物資等を配賦する。

第2節 勤務時間外に大規模地震が発生した場合

勤務時間外（平日の勤務時間外並びに休日及び祝日をいう。）に大規模地震が

発生した場合の対応は、次のとおりとする。

1 初動対応
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在庁の設備運転管理・保守委託会社従業員及び警備委託会社警備員（以下

「在庁業者」という｡）は、初期消火等の初動対応を行う。

2 避難

在庁の職員は､被害状況を踏まえ､各自の判断により避難する。この場合、

できる限り各部署でまとまって避難する｡経理局長等の指示がある場合には、

その指示に従って避難する。

避難場所は、特段の指示がない限り、正面広場とする。

3 非常参集

大規模地震が発生したときの非常時参集要員を、次の(1)及び(2)とする。非

常時参集要員が参集できない場合には、その代理者が非常参集する。

（1）最優先の参集要員

庁舎等の被害確認及び安全性確認、地域や裁判所の被害情報の収集及び

伝達、外部機関への対応等の最優先で行うべき災害対策業務の担当者とし

て指定された情報担当班及び物的対応班の班員(以下｢最優先の参集要員」

という。）は、夜間（日没後日の出前をいう。以下同じ｡）であっても、本

部の指示を待つことなく、直ちに最高裁判所に非常参集する。

（2）最優先の参集要員以外の非常時優先業務の担当者（ただし、勤務時間内

に大規模地震が発生した場合にのみ生じる業務の担当者を除く。以下、こ

の項において同じ｡）

ア 本部長、副本部長及び本部員

本部長、副本部長及び本部員は、情報担当班が収集した情報等を踏ま

え、当面の事務の処理に関する方針等を決めるため、①夜間に大規模地

震が発生した場合は翌日の昼間（日の出後日没前をいう。以下同じ｡）に、

②休日・祝日の昼間に大規模地震が発生した場合は速やかに、最高裁判

所に非常参集する。

イ その他の非常時優先業務の担当者
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その他の非常時優先業務の担当者は、災害対策業務及び継続業務を行

うため、①夜間に大規模地震が発生した場合は翌日の昼間に、②休日・

祝日の昼間に大規模地震が発生した場合は速やかに、最高裁判所に非常

参集する。

ウ 最優先の参集要員以外の非常時参集要員は、最高裁判所が使用できな

い場合には、本部長から指示された裁判所等に非常参集する。

（3）非常参集免除事由

次のいずれかに該当する場合は、(1)又は(2)の参集を免除する。

ア 自己又は家族につき以下のいずれかの事情がある場合

（ｱ） 死亡し、負傷し、又はその安否が不明の場合

（ｲ） 危険が切迫している場合

イ 他の業務で遠隔地に出張中の場合

ウ 参集途中の火災等により参集が事実上不可能な場合若しくは生

命・身体に著しい危険が予想される場合、又は救命活動に参加する必要

が生じた場合

エ テレワークのための通信環境が確保されており、かつ、テレワークに

より非常時優先業務を実施可能である場合

オ その他前各号に掲げる事由に類する場合

（4）非常時参集要員及びその代理者は、大規模地震発生後、直ちに、参集の

可否等について互いに連絡を取り合い、本部長に対し、連絡網等により、

参集の可否等（非常参集免除事由に該当する場合はその旨）を連絡する。

4 避難（非常参集）後の対応

（1）在庁業者及び在庁する補佐機関の班員は、職員等の安否確認、負傷者の

救護、被害状況の確認等を行い、在庁の又は非常参集した物的対応班は庁

舎の安全性確認を行って、それぞれ在庁の又は非常参集した情報担当班に

被害情報等を伝達する。上記情報担当班は、本部に上記被害情報等を伝達
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する。

（2）庁舎の安全性確認等の結果、庁舎において非常時優先業務を行うことが

できる場合、庁舎を使用して同業務を行う。

（3）庁舎の安全性確認等の結果、庁舎において非常時優先業務を行うことが

できない場合､本部長は､最優先の参集要員以外の非常時参集要員に対し、

連絡網等によりその旨連絡するとともに、本部から指示があるまで待機す

るよう指示する。

他の裁判所の庁舎等の使用について、第1節3(2)イのとおりの順序で検

討し、同裁判所の庁舎等を使用して非常時優先業務を行う。本部長は、最

優先の参集要員以外の非常時参集要員に対し、連絡網等により、同業務を

行う裁判所の庁舎等を連絡し、非常参集を指示する。

（4）在庁する非常時参集要員以外の職員は、非常時優先業務の遂行に協力す

るものとするが､その必要がない場合は､本部の指示があればそれに従い、

指示がなければ各自の判断により庁内待機又は帰宅する。帰宅する場合に

は、帰宅する旨並びに翌日以降の連絡先及び連絡方法を在庁の補佐機関の

班員若しくは非常参集した情報担当班に伝える。

5 安否情報の伝達等

帰宅した職員及び在庁しない職員は、事態が落ち着いた段階で、安否確認

担当者に対し、連絡網等により、自己及び家族等の安否情報、住居の被害情

報、出勤の可否、連絡先等を伝える。

情報担当班は、安否確認担当者を通じて、帰宅した職員及び在庁しない職

員に対し、本部の指示を、連絡網等により連絡する。

第5章 本部の廃止

本部長は、ライフライン、通信及びシステム、交通施設の復旧状況等に加え、

政府の動向等の諸般の事情を踏まえ、通常体制への復帰が相当であると判断した

12



ときは、その決定により、本部を廃止する。

第3編 大規模地震以外の原因事象発生時の対応

1 最高裁判所長官は、千代田区に大規模地震以外の原因事象が発生した場合であ

って、第2編の第2章から第5章までに定める対応に準じた対応を取る必要があ

ると認める場合には、直ちに、本部を設置する。ただし、最高裁判所長官に差し

支えがあるときは、同事務総長、同事務次長又は同事務総局総務局長が、この順

序で同長官に代理して本部を設置する。

2 本部長は、上記1に基づき本部が設置された場合、第2編の第2章から第5章

までに定める対応に準じて取るべき対応の方針を定める。

3 職員は、上記2により定められた方針に基づき、第2編の第2章から第5章ま

でに定める対応に準じた対応を取る。

第4編 平常時における準備、措置等

第1章 人的態勢の整備等

第1節 非常時優先業務の担当者及び代理者の指定

非常時優先業務について、次のとおり担当者及び代理者を指定する。担当者

及び代理者を指定するに当たっては、一定時間以内に参集することができると

見込まれる職員数を踏まえ、1週間にわたり交代制で常駐するのに必要な人数

を勘案し、必要なローテーションを確保するものとする｡

1 補佐機関の各班長は、別紙1の災害対策業務について、担当者及び代理者

を指定する。

2 各部署において、継続業務について、担当者及び代理者を指定する。
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第2節 非常時参集要員名簿の作成

補佐機関の各班長は、非常時優先業務の担当者及び代理者に指定された者の

参集に要する時間を調査するとともに、その氏名、担当業務の内容､ 参集に要

する時間等を記載した名簿（以下「非常時参集要員名簿」という｡）を作成し、

これに関する情報を適切に管理する。

第3節 非常時優先業務の担当者及び代理者の準備

1 非常時優先業務の担当者及び代理者に指定された者は、非常参集に備え、

事前に徒歩による登庁ルートを確認するなどの必要な準備を行う。

2 非常時優先業務の担当者又は代理者に指定された者は、その所属する部署

における優先再開業務の担当職員との間で、優先再開業務の再開のための連

絡及び連携の態勢を確認するなどの必要な準備を行う。

第4節 非常時優先業務の担当者又は代理者の異動

非常時優先業務の担当者又は代理者が異動した場合には、速やかに新たな担

当者又は代理者を指定する。この場合において、補佐機関の各班長は、新たに

非常時優先業務の担当者又は代理者に指定された者の参集に要する時間を速

やかに調査し、非常時参集要員名簿の必要な更新を行う。

第5節 平常時の準備

補佐機関の各班長は、その担当する災害対策業務が円滑に実施されるよう、

必要な準備を行う。

各部署においては、その担当する継続業務及び優先再開業務が円滑に実施さ

れるよう、必要な準備を行う。
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第2章 庁舎及び執務室の環境整備

第1節 施設及び機器の整備の推進

非常時優先業務を実施するために必要となる施設及び機器の整備を推進する。

第2節 被害防止の措置

庁舎及び執務室等について、天井落下防止、書棚等転倒防止、什器・備品の

集約化や固定化等の措置を進める。また、室内における物品の積上げを避ける

など、執務室の環境整備に努める。

第3節 待機場所等の確保

非常時優先業務の担当者、庁内待機をする職員、帰宅困難者や避難住民等へ

の対応のために、想定される被災状況等を勘案しつつ、適切な待機場所、宿泊

場所等を確保する。

待機場所、宿泊場所については、女性が安心・安全に利用できるよう男女別

とするものとする。なお、待機場所、宿泊場所の検討に当たっては、女性職員

や障害がある職員が参画するものとする。

第3章 ライフライン

第1節 電気

商用電源の供給が停止した場合、自動的に非常用自家発電機が起動する。

非常時優先業務の遂行のために、1週間分程度の非常用電源の燃料を確保す

るとともに、必要な乾電池等の備蓄を確保する。

第2節 水道
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受水槽には約100トンの水が貯水されているが、受水槽等が破損した場合

に備え、非常時参集要員の1週間分及び非常時参集要員以外の職員等の3日分

程度に相当するペットボトル飲料水の備蓄を確保する。

第3節 ガス

ガスの供給が停止した場合、ほとんどの場所で空調設備が作動せず、代替す

‘る設備はないため、防寒のための毛布等の備蓄を確保する。また、給湯設備の

代替として、カセットコンロ等の備蓄を確保する。

第4章 通信及びシステム

第1節 通信

1 電話

断線等により1週間程度使用不能になる可能性もあるため、携帯電話メー

ル等による複線化を図り、非常時に備えた情報通信態勢を構築しておく。

2 J･NET

最高裁判所及びデータセンタに設置しているJ･NETの基幹ネットワー

ク機器やサーバ等が損壊した場合は、可能な限り早期に修理や調達その他の

復旧作業を行う。ただしく復|日に数か月以上を要する場合があるため、J･

NET以外の方法でインターネットやメールを利用できる回線を確保し、冗

長化を図る。

第2節 システム

最高裁判所及びデータセンタにサーバを置いて管理しているシステムについ

て、同サーバが損壊した場合には、可能な限り早期に修理や調達その他の復|日

作業を行う。ただし、復旧に数か月以上を要する場合があるため、システムを
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利用しなくても業務を継続できる方法について検討する。

また、サーバ内の重要なデータについては、バックアップ等の措置を講じて

おく。

第5章 物資

第1節 食料、飲料水その他の生活物資

ライフライン等が被害を受けることに加え、一斉帰宅による混乱等の防止の

ために職員に庁内待機を指示することや、帰宅困難者や避難住民への対応等を

考慮し《非常時参集要員の1週間分及び非常時参集要員以外の職員等の3日分

程度の生活物資を備蓄する。

物資の備蓄については、女性の視点や障害者等の多様なニーズを踏まえて適

切に行う必要があることから、その選定は、女性職員や障害がある職員の参画

により行うものとする。

第2節 仮設トイレ等

下水道が被害を受けること等を考盧し、非常時参集要員の1週間分及び非常

時参集要員以外の職員等の3日分程度の簡易トイレを備蓄する。また、下水道

の利用支障が長期にわたる事態を想定し、仮設トイレを整備する。

簡易トイレや仮設トイレの設置・運用に当たっては、利用者の精神的負担を

軽減させるために、可能な限り男女別に利用できる環境を整備するとともに、

障害者等への配慮を行う。

第3節 救助用資機材

職員や来庁者を救助すること等を想定し、バール、ジャッキ、担架等の救助

用資機材を備蓄する。
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第4節 保管場所

物資は、来庁者、職員等への配賦の便や、庁舎に入ることができない場合が

生じうることを勘案し、適切な場所に保管する。

第6章 外部への対応

関係機関等との間で、原因事象発生時における連絡を円滑に行うことができる

よう、連絡窓口の交換その他の連絡態勢を整備する。

また、報道機関に対し、原因事象発生時における最高裁判所の事務処理の方針

等を情報提供するため、連絡態勢を整備する。

第5編 教育及び訓練

第1章 教育

第1節 全職員への周知

原因事象発生時において迅速かつ的確に本計画を実行できるよう、全職員に

対して本計画及びその概要を配布するなどして、全職員への周知を図る。

第2節 研修等

原因事象発生時において迅速かつ的確に非常時優先業務を遂行できるよう、

非常時優先業務の担当者に対し、基礎知識を付与する教育や業務に関する研修

等を行う。

第3節 職員の啓発

原因事象発生時に備え、個人用品として必要となるもの（長時間歩くための
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靴、体温調節が可能な衣服、持病の常備薬等）を各職員が準備しておくことを

推奨する。

また、一斉帰宅による混乱等を避けるため、職員に庁内待機を指示すること

を踏まえ、職員に対し、家族等との安否連絡に関する複数の手段（通話やメー

ルのほか、携帯電話災害用伝言板、災害用伝言ダイヤル171等）を周知し、

利用を促す。

第2章 訓練

原因事象発生時における業務継続力の向上を図るため、全職員を対象とする防

災訓練を少なくとも年1回行う。

また、全職員を対象とする安否確認訓練や、非常時参集要員を対象とする非常

参集訓練、非常時優先業務の担当者を対象とする業務遂行に関する訓練､ 本部の

設置及び運営の訓練、発電機稼働訓練等を実施する。

幹部職員や管理職員は、これらの訓練に積極的に参加する。

第6編 和光市において原因事象が発生した場合の対応

第1章 和光市における原因事象発生時の体制

第1節 基本方針

最高裁判所和光庁舎が所在する埼玉県和光市において業務の中断をもたらす

可能性のある事象が発生し、裁判所職員総合研修所の首都直下地震等対応業務

継続計画（以下「総研業務継続計画」という｡）が発動したときは、厚生課は同

計画に従う。

第2節 平常時の業務の中止
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総研業務継続計画が発動したときは、平常時において厚生課が行う業務（以

下「厚生課業務」という。）は、いったん中止する。

第3節 災害対策業務の実施

総研業務継続計画が発動したときは、厚生課所属の職員は、同計画に基づく

災害対策本部の指示に従い、同計画に定める災害対策業務を実施する。

第4節 経理局長への報告

最高裁判所事務総局経理局厚生課長（以下「厚生課長」という｡）は、通信が

復旧した後、速やかに、経理局長に対し、所属の職員の安否情報、庁舎の被害

情報等を報告する｡

第5節 業務の段階的再開

1 厚生課長は、通信が復旧した後、経理局長の指示に従い、厚生課業務を段

階的に再開する。

2 厚生課長は、通信が復旧するまでの間においても、地域や庁舎等の復旧状

況等を踏まえ、予め定めた優先順位を前提に、再開可能な厚生課業務を段階

的に再開することができる。

第2章 平常時における準備等

第1節 平常時における準備、措置

厚生課長は、最高裁判所和光庁舎において、第4編第2章から第6章までに

定める準備等（ただし、報道機関にかかる連絡態勢の整備を除く。）と同等の準

備等を、最高裁判所事務総局の関係局課及び裁判所職員総合研修所と連携して

行う。
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第2節 職員への周知

厚生課長は、原因事象発生時において迅速かつ的確に本計画を実行できるよ

う、所属の職員に対して本計画及び総研業務継続計画を配布するなどして、職

員への周知を図る。

第3節 訓練

厚生課長は、原因事象発生時における業務継続力の向上を図るため、所属の

職員を対象とする防災訓練、安否確認訓練等を、裁判所職員総合研修所と連携

して実施する。

第7編 本計画の見直し等

1 情報担当班長は、(1)各補佐機関や各部署における第4編の準備、措置の進捗状

況、(2)第5編の教育及び訓練の実施状況及び結果、(3)政府における想定される災

害や被害想定の見直し等の有無等について情報を集約した上、年に1回、本部の

構成員となるべき者（ただし、最高裁判所長官を除く。）が出席する会議（議長は

最高裁判所事務総長が務める。以下「本部メンバー会議」という｡).において報告

するとともに、本計画の見直しその他本計画の円滑な実施のためにとるべき措置

に係る方針（以下「見直し等に係る方針」という｡）の案を付議する。

2 最高裁判所事務総長及び同首席調査官は、本部メンバー会議における審議の結

果を踏まえ、見直し等に係る方針を決定し、情報担当班長に指示する。

3 情報担当班長は、上記2の指示を各補佐機関や各部署に伝達するとともに、上

記2の指示が的確に実施されるよう連絡調整を行う。
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(別紙1）

災害対策業務一覧表

｜

｜

’

業務再開に向けた段階緊急対応段階発生直後の初動対応段階

発生後1週間から数か月程度発生当日から1週間程度発生直後から3時間程度

来庁者､職員等の安否情報

庁舎､設備(電気､通信､システム等)の被害状況
ﾛ■－＝＝＝＝q■q■ﾛ■~＝＝‐＝｡■q■ﾛ■q■‐＝＝｡■＝＝ﾛ■ﾛ■q■ー－－一一＝｡■ﾛ■ﾛ■q■ーー画＝甲ﾛ■ﾛ■｡■｡■q■q■＝＝■■再■■q■ﾛ■1■q■‐ー＝q■4■ﾛ■｡■｡■q■ーー画一＝｡■ﾛ■ﾛ■＝ﾛ■ﾛ■ﾛ■再ローーロ■＝＝＝＝q■■■ー‐＝q■q■＝q■~ーーーーー。■

地域(交通機関､道路､通信網､ライフライン等)の被害状況
ﾛ■■1■PPd■ﾛ■＝ﾛ■ﾛ■ﾛ■■■韓ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■1■ﾛ■ﾛ■毎F＝ﾛ■｡■｡■q■q■ﾛ■ﾛ■画■■■■口4■＝ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■国－1■q■4■』■ﾛ■＝■＝ﾛ■ﾛ■ﾛ■■＝戸q■｡■q■q■凸ﾛ■q■ﾛ■ﾛ■唖■■＝＝｡■q■q■q■ﾛ■1■1■Ⅱ■＝＝ﾛ■q■＝ﾛ■ﾛ■q■唾再毎.■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■口車■毎戸ロ■ロ■ロ■

二次災害の情報

他の裁判所の被害状況及び執務態勢
ﾛ■ロ■＝＝口毎J■｡■ﾛ■｡■｡■ﾛ■ﾛ■q■~q■1■1■＝＝ﾛ■ﾛ■■■＝‐＝■＝‐｡■4■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■■1■＝ﾛ■＝＝＝＝＝｡■ﾛ■q■q■ﾛ■q■ﾛ■1口再q■4■ﾛ■＝ﾛ■ﾛ■ロー＝＝｡■｡■｡■ﾛ■4■ﾛ■ﾛ■q■ﾛ■■I■■1■Pq■ー＝4■ﾛ■ﾛ■ﾛ■■■■‐ﾛ■ﾛ■＝ﾛ■ﾛ■q■ﾛ■－1■＝‐■■＝＝。■

関係機関の被害状況及び執務態勢
■■＝＝＝ﾛ■ﾛ■ﾛ■■｡■4■q■q■q■q■q■q■q■口1■1■｡■＝ﾛ■ﾛ■＝ﾛ■q■q■ﾛ■q口韓●■q■q■＝ﾛ■＝ﾛ■ﾛ■I■I■1■‐‐P4■1■＝＝＝＝ﾛ■ﾛ■■I■1■ﾛ■｡■ﾛ■q■ﾛ■ﾛ■q■q■ﾛ■I■■■‐｡■｡■q■ﾛ■q■ﾛ■ﾛ■■ﾛ■■■■再＝＝＝ﾛ■＝ﾛ■ﾛ■q■q■重■■ﾛ■4■＝ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■q■q■q■■

公的機関や自治体の活動に関する情報
ﾛ■q■‐再毎口ﾛ■＝ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■画■ﾛ■｡■ﾛ■q■ﾛ■ﾛ■＝I■画P＝‐4■ﾛ■ﾛ■＝q■｡■ﾛ■q■■再南国＝ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■q■4■ﾛ■ﾛ■■ﾛ■q■画＝＝＝＝q■ﾛ■q■■■Ⅱ■■■｡■Pﾛ■＝＝＝q■q■q■q■ロロq■Ⅱ■戸＝ﾛ■ﾛ■＝＝ﾛ■ﾛ■‐■●■■4■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■q■q■q■q■q■■■ﾛ■■

来庁者､職員等への災害情報の発信

他の裁判所との連絡
一■■ロ■ロ■4■4■寺一ローーーーーー＝＝q■q■＝画画■■■■＝＝＝＝＝q■ーｰー＝-＝＝＝q■q■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ー＝＝ローローロー‐＝q■q■＝ーーーーー＝＝‐＝q■q■q■＝ー＝ーロー画一＝＝q■ﾛ■ー■ローロロロローー＝＝ﾛ■ﾛ■■■‐ーーーーー画

関係機関への対応
1■イ■画q■1■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■q■q■q■■ﾛ■■■■q■｡■ﾛ■｡■ﾛ■ﾛ■＝■1■1■‐ヰー‐ﾛ■q■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■1■1■ぬ再＝｡■ー＝q■1■q■ﾛ■白色■■卸1■■■ロ■ロ■ロ■ロ■ロ■ロ■＝＝ロ■q■q■‐

報道機関への対応

一般の問合せ窓口の設置及び対応
ロ■ロ■I■I■1■1■P｡■｡■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■＝ﾛ■ﾛ■ﾛ■■ 苗I■｡■1■｡■q■q■ﾛ■q■q■q■＝ﾛ■ﾛ■＝■｡■｡■｡■ﾛ■｡■＝ﾛ■＝＝ﾛ■ﾛ■ﾛ■ロﾛ口韓韓宇■｡■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■■q■q■画ﾛ■■■軸＝

裁判所の業務態勢､受付窓口等の広報

情
報
収
集
・
伝
達情
報
担
当
班

外
部
対
応

人
的
対
応
班

火気等の安全措置､機械設備の一

時停止

初期消火活動､消防への通報

..…__.._ , , , , .......__ ……__､ ..…..___ …......_…….._....__」庁舎の保安及び警備

庁舎､設備(電気､通信､システム等)の被害確認､危険箇所の表示､撤去

庁舎の安全性確認

｜
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司法行政に関する重要なデータの保全
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来庁者､職員等の待機場所の確保及び提供

一.…農:魏流罰修患.--..1.-..…….-....-….~.~.~~.~...‐庁舎､設備の修繕

一…惣誕蝿達溌學請__...』息__惣彰1割調隻_室壜鰐請.‐
宿舎の被害確認､修繕､仮宿舎の検討及び確保

物
的
対
応
班

_誹醗遥韮屋壁獅導_1-______.…_.…____-...-______｣_….--....----._______‐
事件関係者の安否確認
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｜
裁判記録､証拠物､事件関係データ等の保全

緊急に処理すべき事務の把握､裁
判体への連絡等

事件関係者との連絡､調整等
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受付窓口、事件関係者の問合せ窓口の設置及び対応

裁
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(別紙2）

最高裁判所災害対策本部組織表

本
部
長
等

○本部長：長官

○副本部長：事務総長、首席調査官

○事務総局本部員：事務次長、総務局長、人事局長、経理局長、民事局長（兼行政

局長)、刑事局長（兼最高裁判所図書館長)、家庭局長、秘書課長（兼広報課長)、

デジタル審議官、審議官、事務総局参事官

○裁判部本部員：上席調査官（民事、行政、刑事)、大法廷首席書記官、訟廷首席書

記官

本
部
員

（注）

1 本部長に差し支えのあるときは、副本部長両名が共同で代理し（本部会の議長は、事

務総長が務める｡)、第2編第3章第1節2(3)に定める場合には、副本部長両名の協議に

より同(1)の方針決定等を行うことができる。

副本部長両名は、本部長の差し支えが解消した後、直ちに本部長に方針決定等の内容

について報告して本部長の承認を求めなければならない。

2 副本部長のうち、事務総長に差し支えのあるときは、事務総局本部員がこの表に記載

の順序で代理し、首席調査官に差し支えのあるときは、裁判部本部員がこの表に記載の

順序で代理する。

3 本部員に差し支えのあるときの代理については、長官が別に定める。
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1 基本的な考え方

1 目的

新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイ

ルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年か

ら40年の周期で発生している。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得

していないため、世界的な大流行（パンデミック）となり、大きな健康被害とこれに伴

う社会的影響をもたらすことが懸念されている。また、コロナウイルスのような既知の

病原体であっても、ウイルスの変異等によりほとんどの人が免疫を獲得していない新

型のウイルスが出現すれば、パンデミックになることが懸念される。さらに、未知の感

染症である新感染症についても、その感染性の高さから社会的に影響が大きいものが

発生する可能性がある。このため、新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策

特別措置法（平成24年法律第31号。以下「特措法」という｡）第2条第1号の「新

型インフルエンザ等」をいう。以下同じ｡）の発生時においては、感染拡大を可能な限

り抑制し、国民の生命及び健康を保護するとともに国民生活及び国民経済に及ぼす影

響を最小となるようにすることが必要であり、国家の危機管理として対応する必要が

ある。

裁判所は、新型インフルエンザ等発生時においても、国民の権利の実現、各種の紛争

解決､刑罰法令の適正な実現その他の裁判所の機能を最低限維持することが求められ

る。

本計画は、特措法第6条に基づき策定された新型インフルエンザ等対策政府行動計

画（以下「政府行動計画」という｡）や内閣官房内閣感染症危機管理統括庁において作

成された「新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン(令和6年9月2

7日)」（以下「政府のガイドライン」という｡）を踏まえ、新型インフルエンザ等発生

時に想定される被害状況等に応じて、裁判所が求められる機能を維持し必要な業務を

継続できるよう、適切な対策を講ずることを目的として策定するものである。

2 本計画の適用範囲

本計画は、すべての裁判所を対象としている。各裁判所（司法研修所及び裁判所職員

総合研修所を含む。以下同じ｡）においては、本計画を踏まえた上で、各裁判所の実情

や地域の事情を反映した業務継続計画を適宜策定するものとする。

なお、各裁判所において業務継続計画を策定する際には、関係機関と十分な調整を行

うものとする。

3 他の業務継続計画との関係

最高裁判所においては、首都直下地震を想定した「最高裁判所首都直下地震等対応業

務継続計画」を策定しているところである。同計画と本計画とでは、非常時における制

約のある状況において、継続すべき優先業務を特定し、裁判所の機能を維持するという

目的やその実現のための方法などの点で共通する要素もあるが、首都直下地震と新型
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インフルエンザ等では、被害の地理的な範囲被害が継続する期間、被害への対応など

異なる要素が多いことから、本計画は、首都直下地震を想定した業務継続計画とは別個

の業務継続計画として策定するものである。

4 実施体制

(1) 平常時の体制

新型インフルエンザ等の発生に備え、事務局等において、関係機関とも連携を図り、

情報収集に努める。また、定期的な訓練等により新型インフルエンザ等対策の点検及

び改善に努める。

（2） 発生時の体制

ア 最高裁判所においては、政府が新型インフルエンザ等対策本部（特措法第15

条第1項。以下「政府対策本部」という｡）を設置した場合には、裁判所としての

対策を推進するため、対策本部‘(別紙1参照）が、何らの決定等を要することなく

設置される。本部長は、対策本部を開催して速やかに本計画を発動する。

上記の場合のほか、裁判所として本計画に基づく対策を推進する必要がある場

合には、最高裁判所長官は、対策本部（別紙1参照）を設置する。対策本部が設置

されたときは、本部長は、対策本部を開催して速やかに本計画を発動する。

イ その他の各裁判所においても、上記アの各場合には、その対策等を推進するとと

もに、業務継続の組織体制の構築と指揮命令系統を明確化するための意思決定機

関として、対策本部等を設置して、業務継続計画を発動する。

（3） 対策本部等の廃止

最高裁判所においては、本部長は、感染状況や政府の方針等を踏まえ、必要がな

くなったと認めるときは、決定により、対策本部を廃止する。その他の各裁判所に

おいても、地域の感染状況等を踏まえ、必要がなくなったと認めるときは、対策本

部等を廃止する。

第2 業務継続計画の前提となる被害状況等の想定

新型インフルエンザ等の流行が国民の生命及び健康や社会経済活動等に与える影響

は、病原体の病原性や感染性等に左右されるものであり、現時点で正確に予測すること

は難しい。このため、政府行動計画においても、新型インフルエンザや新型コロナウイ

ルス感染症以外の呼吸器感染症も念頭に、中長期的に複数の感染の波が生じることも

想定し、幅広く対応できるシナリオを想定しているものであるが、政府のガイドライン

においては、社会経済への影響の規模の目安として、例えば、職員の最大40％程度の

欠勤を想定することなどが考えられるとされている。

本計画は、上記のような被害状況等の想定を前提として策定するものであるが、新型

インフルエンザ等の流行規模や被害の程度は、出現した新型インフルエンザ等の病原

性や感染性等に左右されるものであり、現時点で予測することは難しいことから、実際
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には、被害の状況や事態の進行に応じて柔軟に対応する必要がある。

第3 発生時の業務体制等

1 業務継続の基本方針

裁判所は、新型インフルエンザ等発生時において、利用者や職員の生命及び健康を保

護しつつ、最低限の機能を維持するため、新型インフルエンザ等発生時にも継続が必要

な業務を絞り込み､人的資源を集中させるとともに、感染拡大につながるおそれのある

業務は極力中断する。

具体的には、裁判所は、新型インフルエンザ等発生時において、利用者や職員の生命

及び健康を保護するために、新型インフルエンザ等の発生により新たに発生し、又は業

務量が増加する業務（以下「強化・拡充業務」という｡）を優先的に実施するとともに、

裁判所の最低限の機能を維持するために必要な業務（以下「一般継続業務」といい、強

化・拡充業務と併せて「発生時継続業務」という｡）を継続することとし、その他の業

務（以下「発生時継続業務以外の業務」という｡）は縮小又は中断する。そこで、裁判

所の業務を、「発生時継続業務」（強化・拡充業務及び一般継続業務）と「発生時継続業

務以外の業務」に分類し、「発生時継続業務以外の業務」には優先順位を付ける。

その上で、新型インフルエンザ等発生時において、発生時継続業務を適切に実施、継

続できるよう、必要な人員、物資等を確保する。特に人員については、国内における新

型インフルエンザ等の発生以降、発生時継続業務の実施及び継続が困難となるおそれ

があると判断した場合には、発生時継続業務以外の業務を一時的に大幅に縮小又は中

“ 断し、その要員を発生時継続業務に従事する職員の代替要員として確保する。

2 業務の分類

（1） 発生時継続業務

ア 強化・拡充業務

新型インフルエンザ等の対策に関する業務であり、新型インフルエンザ等の発

生により新たに業務が発生し、又は業務量が増加するものである。

具体的には、利用者や職員の生命及び健康を保護するとともに、指揮・命令系統

を維持して裁判所の最低限の機能を維持するために必要な以下の業務がこれに該

当する。

・ 新型インフルエンザ等に関する情報収集・分析、その連絡調整等の業務

・ 感染防止対策業務（庁舎管理等）

・ 人員体制、発生時継続業務等に関する指揮・命令等の業務

・ 国民に対する業務の状況の周知、利用者等からの問い合わせへの対応等

イ 一般継続業務

政府のガイドラインにおいては、最低限の国民生活の維持等に必要な業務であ

って、一定期間、縮小又は中断することにより、国民生活、社会経済活動や国家の
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基本的機能に重大な影響を与えることから、国内で感染が拡大・まん延している状

況であっても業務量を大幅に縮小することが困難なものとされている。

裁判所においては､裁判所の最低限の機能を維持するために、緊急性が特に高い

業務（別紙2参照）を一般継続業務とする。

なお、各裁判所においては、管内の支部や簡易裁判所の人員体制等を考慮し、令

状事務等について、関係機関と調整の上､対応が可能な本庁又は支部に集約するこ

とも検討する。

（2） 発生時継続業務以外の業務（縮小又は中断業務）

政府のガイドラインにおいては、一定期間、大幅な縮小又は中断が可能な業務であ

り、業務の実施が遅れることにより国民生活や社会経済活動に一定の影響はあるが、

業務資源の配分の優先順位の観点から一定期間の縮小又は中断がやむを得ないもの

とされている。

裁判所においては､発生時継続業務以外の業務についても、緊急性や国民の権利利

益に与える影響の大きさに応じて､優先順位を第1順位から第3順位まで付け(別紙

2参照)、優先順位の低いものから縮小又は中断する。

3 新型インフルエンザ等発生時の執務体制の確保

（1） 指揮・命令系統の確保

新型インフルエンザ等発生時に、業務上の意思決定機能を維持するため、各局部課

等において以下の事項を検討する。

・ 権限者の感染に備えて、代行者等を指名する。

・ 権限者と代行者等が同時に感染しないよう、同時同場所の勤務を避ける。等

（2） 人員計画等の作成

各裁判所において、発生時継続業務を適切に実施､継続するために必要な人員を確

保するための人員計画を策定する。

当該計画は､発生時継続業務を適切に実施､継続するために必要な人員を算出した

上で、学校・保育施設等の臨時休業や一部の福祉サービスの縮小などにより、出勤が

困難となる可能性のある職員等が生じることや通勤時や勤務時の感染機会を低減す

るための方策として、フレックスタイム制や早出遅出勤務を活用すること、状況に応

じて自宅における勤務を行うことも考慮して策定する。

（3） 特定接種体制の構築

各裁判所においては、特定接種の実施が必要となった場合に、速やかにこれを実施

することができるように、特定接種体制を構築する。

4 業務継続計画の発動・運用

各裁判所は、政府が政府対策本部を設置した場合には、速やかに業務継続計画を発動

する。業務継続計画に基づく業務体制等の実施は、政府行動計画及び政府のガイドライ

ンにおいて示された新型インフルエンザ等発生後の各時期（初動期及び対応期）におけ
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る業務量の考え方に基づいて､事態の進展を踏まえて、計画的に発生時継続業務以外の

業務量を減少させることが重要である。しかし、発生した新型インフルエンザ等の病原

性､感染性等が不明である可能性が高いため、発生時継続業務以外の業務については、

状況を見ながら必要に応じて縮小又は中断する。また、各裁判所の体制等の実情や地域

の事情も異なることから、業務継続計画の運用については､各裁判所の実情等を踏まえ

て柔軟に行うことが必要である。

(1) 初動期

国内で発生した場合を含め世界で新型インフルエンザ等に位置づけられる可能性

がある感染症が発生した段階では、今後、政府対策本部等が立ち上がり、新型インフ

ルエンザ等対策が実施されることを念頭に､各裁判所において、一時的な業務量の増

加に柔軟に対応しつつ､新型インフルエンザ等に関する情報収集に努め、業務継続計

画に修正等を加える必要性の有無について検討し、縮小又は中断する業務や縮小内

容等の方針について関係機関に周知するなどして、発生時継続業務以外の業務量を

迅速かつ計画的に減少することができるよう体制を整える。

(2) 対応期（封じ込めを念頭に対応する時期）

国内での新型インフルエンザ等の発生当初の封じ込めを念頭に対応する時期では、

政府対策本部の設置及び基本的対処方針の策定後において、政府は、感染症を封じ込

めることを念頭に、確保している医療提供体制で対応可能な範囲に感染を抑制する

ため、強力なまん延防止対策を行うことが想定される。各裁判所は、感染対策を拡充

するとともに、発生時継続業務の実施及び継続のために、各裁判所の実情等に応じて、

発生時継続業務以外の業務のうち、優先順位の低い業務を縮小又は中断し、業務量を

段階的に減らすことを検討し、特定の部署で欠勤者が多数となった場合には応援体

制をとることも検討する。

(3) 対応期（病原体の性状等に応じて対応する時期）

国内で感染が拡大し、病原体の性状等に応じて対応する時期では、ワクチンや治療

薬の開発・普及が十分でない段階においては、基本的に新型インフルエンザ等の特徴

や病原体の性状、医療提供体制等を勘案しつつリスク評価を行い、これに合わせて、

とるべき対策を柔軟に変化させていくことが求められる。感染拡大に合わせてまん

延防止対策がより強化されるとともに、欠勤率が上昇すること等によって発生時継

続業務の実施及び継続がより難しくなることが想定されるため、各裁判所は､感染拡

大の傾向を勘案しながら計画的、段階的に発生時継続業務以外の業務を縮小又は中

断し業務量を減らしつつ、発生時継続業務を実施及び継続する。

(4) 対応期（ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期又は特措法によらない基

本的な感染症対策に移行する時期）

ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期においては、水際対策やまん延防

止対策等の国民生活及び社会経済活動に大きく影響を与える措置について、リスク
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評価に応じて縮小等の検討がなされるとともに、関係機関における実施体制につい

ても、縮小の検討がなされる。各裁判所においては、適切なタイミングで発生時継続

業務以外の業務量を徐々に回復させつつ、必要な感染防止対策を継続し、通常体制へ

の段階的な移行を検討する。通常業務体制への移行については、地域における感染状

況等を踏まえ、各裁判所が柔軟に判断する。
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○ 新型インフルエンザ等発生時の業務量の変化（イメージ）
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第4 業務継続のための執務環境の確保

1 物資・サービスの確保

庁舎管理や警備、清掃・消毒業務、各種設備の点検・修理、消耗品の供給等、新型イ

ンフルエンザ等発生時においても発生時継続業務を適切に実施、継続するために必要

な物資・サービスをリストアップするとともに、物資については必要に応じて備蓄する。

2 事業者への要請

上記1の物資・サービスを提供する事業者（委託業者）に対し、業務継続のための協

力を要請する。当該事業者による物資・サービスの提供が困難である場合には、代替策

を検討する。

3 食堂・売店等の営業

各裁判所の庁舎内で営業する食堂や売店等については、当該地域における新型イン

フルエンザ等の感染状況、食堂等の利用状況、周辺の施設の状況等を考慮した上で、営

業を継続するか否かを検討する。

第5 感染対策の実施

発生時継続業務を適切に実施､継続するため、新型インフルエンザ等に関する基本的

な知識等を職員及びその家族に周知するとともに、政府のガイドライン(別紙3参照）

等を参照の上、感染対策を実施する。

第6 業務継続計画の維持・管理等

1 関係機関との調整

業務継続計画の実行に際しては関係機関との連携が不可欠であるから、関係機関と

の調整を十分に行う。

2 教育・訓練

業務継続計画の実効性を高めるため、職員に対し、平常時から同計画の周知に努め、

業務継続等の重要性を認識させる。特に強化・拡充業務に従事する職員に対しては、研

修、訓練等を通じて必要な知識等を習得させる。

3 改善

新型インフルエンザ等に関する新しい知見が得られた場合や、教育等を通じて課題

が明らかになった場合等には、適宜、業務継続計画の見直しを行う。
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(別紙1）

最高裁判所新型インフルエンザ等対策本部 構成員

本部長

副本部長

長官

事務総長

首席調査官

（事務総局本部員）

事務次長

総務局長

人事局長

経理局長

民事局長 (兼行政局長）

刑事局長

家庭局長

秘書課長（兼広報課長）

デジタル審議官

審議官

事務総局参事官

（裁判部本部員）

上席調査官（民事、行政、刑事）

大法廷首席書記官

訟廷首席書記官

本部員

オブザーバー 司法研修所事務局長

裁判所職員総合研修所事務局長

最高裁判所図書館長
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(別紙2）

業務 の 分 類

民事 刑事 家目目 少年 司法行政

発
生
時
継
続
業
務
の
う
ち

一
般
継
続
業
務

文書の受付に関する事務

･保全に関する事務(特に緊急性の高いもの）

･DV事件に関する事務

･人身保護に関する事務

令状に関する事務

保全に関する事務(特に緊急性の高いもの）

･裁判部の一般継続業務を継続
するために必要な事務(外部機関
対応,会計事務,広報事務‘管理事務
等）

･令状(身柄に関する裁判を含む｡)に関する事務

･医療観察事件(鑑定入院命令.決定がされている

事件)に関する事務

･観護措置(令状に関する事務を含む｡)に関す
る事務

･少年審判(観護措置がとられている事件)に関

する事務

上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

･保全に関する事務(上記以外のもの）

･執行に関する事務(特に緊急性のあるもの）

･倒産に関する事務(特に緊急性のあるもの）

聯停公判……壊陶に関する事務||儒全に関する事謝上"外"”略式手続に関する事務

･第1順位の裁判部の業務を継
続するために必要な事務

･給与事務

第
１
順
位

一一

第
２
順
位

一
一
第
３
順
位

発
生
時
継
続
業
務
以
外
の
業
務

･上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

･民事訴訟に関する事務

･督促手続に関する事務

･民事調停に関する事務

･執行に関する事務(上記以外のもの）

･倒産に関する事務(上配以外のもの）

，その他の民事事件に関する事務

･家事審判に関する事務

･家事調停に関する事務

･人事訴訟に関する事務

･その他の家事事件に関する事務

･刑事公判(勾留がされていない事件)に関する事

務

･医療観察事件(隆定入院命令･決定がされていな

い事件)に関する事務

･その他の刑事事件に関する事務

･少年審判(観護措置がとられていない事件)に関
する事務

･その他の少年事件に関する事務

.第2順位の裁判部の業務を継
続するために必要な事務

･検察審査会に関する事務

上記いずれにも該当しない総

務･人事･会計'資料等の事務

※「令状」には「一時保護状」を含む。
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（別紙3）

新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン（令和6年9月27日）【抜粋】

6． 感染対策の検討・実施

○ 各府省等は、新型インフルエンザ等発生時に庁舎内における感染拡大を防止するため

に、必要十分な感染対策を講じる必要がある。そのため、平時から開始するものを含め、

実施する感染対策を定める。

（1）平時における感染対策の検討

① 職場における感染リスクについて、業務内容も踏まえ、職場ごとに評価し、感染リ

スクを低減する方法を検討する。

a 発熱や咳などの症状のある職員の出勤を控えるよう促すなど、発症者の入室を防

ぐ方法を検討する。

b 多数の者と接触する機会のある各府省等においては、特に感染対策を充実させる

必要がある。訪問者等に対しても、その理解を得つつ、感染対策の実施を要請する

ことを検討する。

② 感染対策の実効性を高めるため、職場で感染した可能性がある者がいる場合を想

定し、以下のような対応措置を立案する。

a 職場で感染の疑いのある者が発見された場合を想定し、対処する作業班を決める。

b 個人防護具や消毒薬等を備蓄する。

（2）発生時における感染対策

○ 以下に示すものは一般的な感染症対策として行われている事例であるが、感染症対策

は感染症の特性によって異なり、さらに有事に刻々とその対策が変化していく面を有し

ていることから、ホームページ等'を通じて情報を入手し、最新の知見に基づき対応をし

ていくことが重要である。

ア）一般的な留意事項 一

○ 職員に対し、以下の点について注意喚起を行う。

① 発熱、咳、全身倦怠感等の症状があれば出勤を控えるよう勧奨すること。

② 換気、マスク着用等の咳工チケット・手洗い等の基本的な感染対策等を行うこと。

③ 出張等で外出する場合は､流行地域への移動を避ける、公共交通機関のラッシュの

時間帯を避けるなど、可能な限り人混みを避けて行動すること。

'参考1：厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ、「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法につ

いて」(https : //wwwmhlw. gojp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_OOOO1 html)

参考2：内閣感染症危機管理統括庁、「事業者の皆さまへ」

https : //www. calcm gojp/business/index htm l ）（
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イ）職場における感染対策の実行（職場の清掃・消毒・換気）

① 職場における接触感染の防止のため､必要に応じ､次の方法等により、職場の清掃・

消毒を行う2．

a 通常の清掃に加えて、特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、

椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れると

ころの拭き取り清掃を行う。

b 職員の感染が判明し、その直前に職場で勤務していた場合には、当該職員の机の

周辺や触れた場所などについて、消毒剤による拭き取り清掃を行う。

② 新型インフルエンザ等の特性によっては、飛沫感染及び接触感染に加え、エアロゾ

ル感染に対応する必要がある場合が考えられる。エアロゾル感染への対策として、建

物の構造や室内温度､外気温に応じ可能な範囲で換気を行うことが望ましい（必要な

換気量が確保されているかを確認する方法としては、二酸化炭素濃度測定器(CO2セ

ンサー）の活用等がある｡)。効果的な換気のため、必要に応じ次の方法に留意して行

う。

a 定期的な機械換気装置の確認やフィルタ清掃等が重要であることから、機械換

気が設置されていない場合には窓開け換気を行う。窓開け換気を行う際には、2

方向の窓を開けると換気効果が大きい。換気方法については、夏の暑さ等外気条

件を考慮し室内環境に配慮して換気方法を選択する。

b 感染を防ぐためには空気の流れにも配慮が必要である。十分な外気の取り入

れ・排気と併せ、空気の流れにより局所的に生じる空気のよどみを解消する。エ

アロゾルの発生が多いエリアから排気して、反対側から外気を取り入れると、浮

遊するエアロゾルを効果的に肖ll減することが可能である。

c 目を覆う程度の高さより高いパーティションや天井からのカーテンなどは、空

気の流れを阻害しないよう、空気の流れに対して平行に配置するように注意す

る。

※上記①および②の感染対策について、特に発生初期のような病原体の性状が判明し

ていない間は、いずれの対策も行うことが望ましい。

ウ）職員の健康状態の確認等

○ 各府省等は、欠勤した職員本人や同居者等の健康状態の確認(発熱の有無や発症者と

の接触可能性の確認）や欠勤理由の把握及び本人や同居者等が感染した疑いがある場

合には連絡するよう指導する。

エ）庁舎内で職員が発症した場合の対処

2感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後や鼻水を手でぬぐった後に、机、ドアノブ、スイッチなどを触

れると、その場所にウイルスが付着する。ウイルスの種類や状態にもよるが、飛沫に含まれるウイル

スは、その場所である程度感染力を保ち続けると考えられるが、清掃。消毒を行うことにより、ウイ

ルスを含む飛沫を除去することができる。
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① 病原性等の状況に応じ、発症の疑いのある者を会議室等の別室に移動させ､他者と

の接触を防ぐ｡発症者が自力で別室に向かうことができない場合は､個人防護具を装

着した作業班が発症者にマスクを着けさせた上で援助する。

② 通常､職員本人あるいはその家族からの連絡が想定されるが､職員本人から直接連

絡が困難な健康状態や、家族にすぐ連絡が取れない場合などは、各府省等は、都道府

県等が設置する相談センターに連絡し、発症した日付と現在の症状を伝え、今後の治

療方針（搬送先や搬送方法）について指示を受ける。地域の感染拡大の状況により、

入院の勧告から自宅療養､宿泊療養まで治療方針は変化する可能性があるため、発症

者を確認するたびに指示を受けることが望ましい。

なお、新型インフルエンザ等の流行初期には、全ての新型インフルエンザ等患者

（疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある

者を含む）は入院措置の対象となり、感染症指定医療機関等で治療を受ける。ただし、

流行初期以降の感染が拡大している時期には、患者の症状の程度から、入院の必要性

の有無を判断する場合もある。患者に入院治療の必要性が認められない場合は、自宅

療養や宿泊療養を行うことが考えられる。

(職員の同居者等が発症した場合の対処）

③ 職員本人だけでなく、同居者等の発症や職員の感染者との接触についても把握す

ることが望ましい。

④ 同居者等が発症した場合､職員自身が濃厚接触者と判断され､都道府県等から外出

自粛等を要請される可能性がある。各府省等は、国が提供する外出自粛等の期間の基

準等の情報を適宜入手する。

⑤ また、特に保護者･介護者である職員については、こどもや被介護者が感染した場

合、その看病等の対応により、休暇の取得やテレワークの実施が必要になる可能性が

あることに配慮する。

（3）海外勤務する職員等への対応

○ 新型インフルエンザ等が発生した場合、各府省等は、海外勤務、海外出張する職員等及

びその家族への感染を予防するため、必要に応じて、以下の措置等を講ずる。

① 発生国･地域に駐在する職員等及びその家族に対しては､外務省から発出される感

染症危険情報や現地の在外公館の情報等を踏まえ、現地における安全な滞在方法や

退避の可能性について検討する。

② 発生国・地域への出張については、不要不急の場合､ 中止を検討する。また、感染

が世界的に拡大するにつれ、定期航空便等の運航停止により帰国が困難となる可能

性があること、感染しても現地で十分な医療を受けられなくなる可能性があること、

帰国した際に感染しているおそれがある場合には、医療機関や宿泊施設等に長期間

停留される可能性があること等に鑑み、発生国・地域以外への海外出張も中止・延期
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することも含めて検討する。

③ 海外からの出張者受け入れについては、水際対策により入国制限等の措置が講じ

られ、出張者の入国（海外へ一時帰国後の再入国を含む）に影響を与えることが想定

されることから、国から発信される最新の情報､要請等を参考にして具体的な対応方

針等を検討することが望ましい。

（参考）特定接種

○ 特定接種とは、特措法第28条に基づき、「医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安

定を確保するため」に行うものであり、政府対策本部長がその緊急の必要があると認める

ときに、臨時に行われる予防接種をいう。

○ 新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる職務や、新型インフルエンザ等

の発生に関わりなく、行政による継続的な実施が強く求められる国民の緊急の生命保護

と秩序の維持を目的とする業務や国家の危機管理に関する職務等に従事する公務員につ

いては、特定接種の対象となり得る。

○ ワクチンについては、副反応のおそれがあること、接種を行っても完全には感染を防ぐ

ことができないため接種後にも感染対策を講じなければならないこと、また、発生状況に

応じて、特定接種が行われない場合があることについて、本人に説明して同意を得ておく。
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裁判所ウェブサイト及び最高裁判所民事・刑事判例集

に掲載されている裁判例における記載の違いについて

(報告書案）

令和7年●月

最高裁判所事務総局
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(はじめに）

最高裁判所は、判例として公表に値する判断を含む裁判を明らかにし、下級

裁判所の執務の参考とするため、昭和23年頃から最高裁判所民事・刑事判例

集（以下 ｢判例集」という｡）を刊行している。また、判例情報への国民の迅

速かつ容易なアクセスを可能にするため、平成9年から裁判所ウェブサイトに

おいて、言い渡された最高裁判決の掲載を行ってきた。

本報告書は、複数の最高裁判所の大法廷判決の判決書について、原本の記載

と裁判所ウェブサイト及び判例集における記載に相違があることが判明したこ

とに端を発し、司法行政事務の適正な遂行の確保に関する有識者委員の意見を

うかがいながら行った調査・分析の結果を報告するものである。

有識者委員会合は、令和3年11月から令和7年6月までの間に、合計6回

にわたり開催し、有識者委員からは、最高裁が行う調査の内容や方法、調査結

果に基づく評価、今後の方策などについて様々な観点から客観的な意見をいた

だいた。

本報告書は、第6回の有識者委員会合において了承されたものである。
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第1 調査・検証の経緯等

1 端緒

報道機関から、昭和23年から平成9年までに言い渡された最高裁判所

の大法廷判決14件について、裁判所ウェブサイトの記載と判例集の記載

に相違がある箇所がある旨の指摘を受けた。これを受けてこれらの判決に

ついて調査を行った結果、判決書原本の記載と裁判所ウェブサイト及び判

例集における記載に相違がある所が相当数あることが判明した'。

2 調査の開始と有識者委員会合の開催

上記指摘を受けた段階では、このような相違が生じた原因について、いず

れも判決の言渡し後時間が経過していることから明らかではなく、ウェブ

サイトや判例集に登載しているその他の判決書や決定書についても、その

記載と、判決書や決定書の原本（以下、これらを総称して「判決書原本｣ と

いうこととする｡）の記載との間に違いがないとはいえない状況であった。

これは、裁判所ウェブサイトや判例集についての信頼を損ないかねない

事態であると考えられたことから、半l1決耆原本の記載との相違の有無及び

原因の調査を行うこととした。そして、この調査の適正さを担保するため、

外部の有識者から意見を聴取すべく、司法行政事務の適正な遂行の確保に

関する有識者委員による会合（以下「有識者委員会合」という。）を開催す

ることとした。

3 有識者委員会合の開催状況

有識者委員の構成員及び会合の開催日程等は、以下のとおりである。

（1）構成員

梶木 壽 氏 弁護士、元広島高検検事長、元防衛省防衛監察監

谷 眞人 氏 弁護士（※ 第1回会合のみ）

神田 安積 氏 弁護士（※ 第2回会合以降）

高橋 滋 氏 法政大学教授

（2）開催日程等

令和3年11月29日 第1回会合

令和4年 9月16日 第2回会合

」記載違いが判明した14件の大法廷判決は別紙1のとおりであり、相違一覧については、裁判所ウェブサ

イトを参照されたい。上記の裁判例については、令和3年10月21日、判明している箇所につき修正を

施した上で公開済みである。
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令和5年10月24日 第3回会合

令和6年 9月10日 第4回会合

令和7年 5月20日 第5回会合

令和7年 6月17日 第6回会合

(3)議事要旨・資料

各会合の議事要旨及び資料については、裁判所ウェブサイト(https : /

/www. courts. go・jp/toukei_siryou/siryo/hanrei-kaigOu/index. html)

において公開している。
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第2 調査の内容

1 調査の必要性

上記のとおり、報道機関から指摘を受けた14件の判決について、指摘箇

所を確認したところ、判決書原本の記載と裁判所ウェブサイト及び判例集

における記載との間に、指摘された以外にも相当数の相違があることが判

明した。

一方で、上記の各判決は、いずれも言渡し後時間が経過しているため、相

違が生じた原因は明らかではなく、上記の各判決以外の判決等についても、

裁判所ウェブサイト及び判例集上の記載と判決書原本の記載との間に違い

がないとはいえない状況であった。

このような状況から、これらの相違について、どの程度の量があり、その

内容・程度はどのようなものであるかや、相違が生じた原因について更に調

査をする必要があると考えられた。そして、調査の適正さを担保する観点か

ら、外部の有識者の意見を踏まえて、裁判所として行うべき調査の内容等を

検討していくこととした。

2 調査の方針・手法

（1）相違に関する調査

一連の調査検討は、次の作業の段階を経ながら概ね令和3年10月か

ら同7年4月まで行った。

ア まず、報道機関から指摘を受けた14件の判決については、指摘され

た箇所以外の部分についても違いが含まれている可能性があったこと

から、有識者委員会合第1回までの間に上記14件の判決のうち10

件につき、全文について改めて記載の相違を確認し直す作業を行ったユ

（以下、同調査を「予備調査」という。)。

イ 次に、予備調査の結果や有識者委員会合第1回における議論も参考

にして、昭和23年から平成29年までの70年間について、各年1件

ずつ計70件の判決をサンプルとして抽出して記載の相違を確認し、

明らかになった相違箇所についてその内容程度を分類して評価するな

どの作業を行った（以下、同調査を「サンプル調査」という。)。

ウ サンフ°ル調査において確認された相違内容、相違出現頻度、ウェブサ

イト掲載の事務フローと判例集の刊行の事務フローの違いによる相違

なお、残りの4件についても後日全文について調査し直している。
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発生の可能性の高低、利用者（国民全体）のアクセスの容易性、調査に

当たる裁判所の態勢などを総合的に考慮し、裁判所ウェブサイトに掲

載されている平成28年中までの全ての大法廷判決・決定（855件

（民事255件、刑事600件)）を対象3として、判決書原本との記載

の相違を確認し、分類評価することとにした（以下、同調査を「大法廷

判決等全件調査」という。)。

エ なお、大法廷等全件調査については、上記のとおり、裁判所ウェブサ

イトを対象とするもので、判例集は対象としていない。他方、予備調査

及びサンプル調査については､判例集も対象としていたが、その相違の

分析の仕方が大法廷判決等全件調査のそれとは必ずしも同一ではなか

った。そこで、予備調査及びサンプル調査の対象となった大法廷判決．

決定のうち、判例集と対照したものについては、別途、大法廷判決等全

件調査と同じ手法で分類し直すこととして、その結果を分析評価する

こととした（以下、同調査を「補充調査」という｡)。

(2)原因に関する調査

相違に関する調査と並行して、相違が生じた原因についての調査、すな

わち裁判所ウェブサイトヘの掲載フローや判例集への刊行フローについ

ての調査も行うこととした。

，この調査の対象の判決・決定には、予備調査及びサンプル調査の対象となった大法廷判決・決定も含まれ

ている。
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第3 調査の結果

1 予備調査

(1) 調査の工程・方法

予備調査においては、まず初めに、対照をする元となる判決耆原本又は

その謄本を入手した。一部は最高裁判所に保管されているものもあるが、

古いものについては、検察庁や国立公文書館から取り寄せた。

また、対照作業をするに当たっては、原本の保護の観点から、原本その

ものを利用するのではなく、コヒ°－を取って行うこととした。コヒ°－を取

るに際しては、1枚1枚手作業で行ったが、特に古い判決耆原本等は、紙

質や製本の状況に鑑み、特にﾙ|真重な取扱いが必要であった。

上記の作業を経て、裁判所の職員が、実際の判決書原本又はその謄本と

対象の判例集やウェブサイトの記載を一宇一宇確認し、その作業を各裁

判例について2回行う、いわゆるダブルチェックを実施した。

（2）調査の結果

予備調査の結果、最も多い違いの類型としては漢字の字体が異なると

いうものであり、これが全体の大部分を占めること、次に単純な脱字が2

0件ほどあり、次いで誤字が13件ほどあったこと、「署名押印すること

ができない｡」といったフレーズが丸ごとなくなっている脱字が上記のほ

かに7件あったことが判明した!。

2 サンプル調査

（1）調査の工程・方法

上記のとおり、サンプル調査として、昭和23年から平成29年までの

70年間について、各年1件ずつ判決を抽出することとし、実務上も法理

論上も重要度の高い判例が掲載された裁判集5に掲載されたもののうち、

大法廷判決・決定を優先し、対象年に大法廷判決・決定がない場合には小

法廷判決・決定から選択し、民事事件と刑事事件の比率が1対1となるよ

う対象判例を選択した。抽出した70件については､判例集のみ調査した

ものが20件、ウェブサイトのみ調査したものが20件、両方調査したも

のが30件であり、年代が偏ることのないように配分した。

1裁判所ウェブサイト上(h上塑s : //wMw. courts. gQ二皿/toukei_siryou/siryo/hanrei/index. html)に、予備
調査による相違の具体的内容及び正誤表の一覧を掲載し、同ウェブサイト上に掲載している判例について

は、令和3年10月21日に修正の上公開した。

5株式会社有斐閣が発行する「憲法半ll例百選I(第7版)」、「憲法判例百選Ⅱ（第7版)」、「民法半ll例百選I」

（第8版)、「民法判例百選ⅡI(第2版)、「刑法判例百選I (第8版)」及び「刑法判例百選Ⅱ（第8版)」
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そして、予備調査の際と同様、対照をする元となる判決書原本又はその

謄本を入手し、対照作業のためコピーを取った上で、裁判所の職員が、実

際の判決書原本又はその謄本と対象の判例集やウェブサイトの記載を一

宇一宇確認し、その作業を各裁判例について担当する職員を替えて2回

行う、いわゆるダブルチェックを実施した。

なお､調査の対象から、相違の内容が異字体であるものについて除外し

た。

(2)調査の結果

相違の内容としては､誤字を含む文字の変更が最も多く、これに続いて、

文字の脱落や、「・・・」（リーダ）の数や種類の相違などがあり、これら

が相違の半分以上を占めた。そのほか、句読点の脱字、加入、変更も発見

された。

他方、フレーズや単語単位での相違について、加入は見られず、脱落は

少数見られたが、行単位での脱落などは確認できなかった。

また、フレーズや単語単位の脱落は昭和23年から昭和56年までの

比較的古い時代にのみ見つかっており、判例集は平成7年まで、ウェブサ

イトは平成18年までのものに相違が見られたが、平成19年以降の判

決等には相違が見られなかった6．

3 大法廷判決等全件調査

（1）調査の工程・方法

サンプル調査において確認された相違内容、相違出現頻度、下記のとお

りの裁判所ウェブサイト掲載の事務フローと判例集の刊行の事務フロー

の違いによる相違発生の可能性の高低、利用者（国民全体）のアクセスの

容易性､調査に当たる裁判所の態勢などを総合的に考慮し、この調査にお

いては、裁判所ウエブサイトに掲載されている平成28年12月までの

全ての大法廷判決・決定（855件（民事255件、刑事600件)、延

べ7379ページ7）を優先的に調査することとにした。

また、作業の合理化効率化のため、デジタル技術を活用できるかについ

ても検討した。しかしながら、対照作業の前提として、判決書原本をスキ

ャニングして文字データ化する作業(OCR)が必須であるところ、OC

Rの精度に問題があることが明らかとなった。すなわち、民間の業者の協

力を得て実際にOCRを行ったものの、手書きの判決書についてはぼと

6前掲の裁判所ウェブサイト上に、サンプル調査による相違の具体的内容及び正誤表の一覧を掲載し、同ウ

ェブサイト上に掲載している判例等については、令和4年5月30日までに修正の上公開した。

7裁判所ウェブサイトに掲載されたページ数で換算した。
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んど読み取ることができず、平成12年頃までの縦書きの判決書につい

ても一応読み取れるもののその精度は高くなかった。また､横書きの判決

書はデジタル技術の活用になじみやすいと考えられたが、横書きの書式

になった平成13年以降の判決等については、サンプル調査の結果によ

ってもそれほど相違がなく、費用をかけてデジタル技術を導入すること

は費用対効果の観点から問題があると考えられた。そのため、この調査に

当たっては、予備調査及びサンフ°ル調査時と同様、デジタル技術を活用し

て調査を行うこととはせず、裁判所職員による手作業により行うことと

した8。

そして、予備調査及びサンプル調査と同様、対象となる判決書原本又は

その謄本を入手し、対照作業のためコヒ。－を取った上で､裁判所の職員が、

判決書原本又はその謄本と裁判所ウェブサイトの記載を一宇一宇確認し

た。

上記の照合の結果、発見された相違については、【図1】の分類フロー

に従って相違の分類を行った。

8作業に関与した裁判所職員は延べ約140名であるが、このほかに刑事事件の判決書原本の入手に法務

省、検察庁関係者の多大な協力を得た。この調査のための判決書原本の検索・コピーの作成、対照及び結
果の整理等に約3年間を要した。
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【図1】分類フロー
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① 句読点・記号の相違

② 条文の相違

③ 人名の相違

④ 年月日、事件番号、引用文献等の頁数その他の形式面の相違

⑤ 明らかな誤字・脱字など明白な誤り

⑥ ニュアンスは変わるが大意は変わらない相違

⑦ 文脈から推知可能な相違

⑧ 文脈から推知不可だが、意味内容に大きな影響がない相違

⑨ 文脈から推知できず、全体の意味内容に大きな影響をもたらす相違

9

変更前後で文章の大意は変わらない。

文脈から変更前の文意を推測することが可能である。

文脈から推知不可だが、判決の意味内容に大きな影響はない。



(2)調査の結果

ア 相違発生頻度

大法廷判決等全件調査の対象とした855件の判決等のうち、1つ

でも相違が見つかった裁判例は【表1】のとおり、537件（63％）

であった。

【表1】相違発生頻度

調査数何らかの相違あり 相違なしI

民事

刑事

合計

割合

107

211

318

37％

255

600

855

148

389

537

63％

イ 相違数、相違種別9

この調査により、判明した相違数の合計は延べ2567箇所であ

り、その内訳は【表2】のとおりである。

相違種別ごとの割合については、【図2】のとおり、判明した相違の

⑤「明らかな誤字・脱字など明白な誤り」が約51％、①「句読点・記

号の相違」が約26％。これらに形式面の相違（②「条文の相違」（約

1．5％)、③「人名の相違」（約3．5％）及び④「年月日、事件番号、

引用文献等の頁数その他の形式面の相違」（約4％)）を加えると約8

6％に上った。なお、民事事件と刑事事件のいずれについても、相違内

訳の傾向はほぼ一致している。

⑥｢ニュアンスは変わるが大意は変わらない相違｣は約11％､⑦｢文

脈から推知可能な相違」は約3％、⑧「文脈から推知不可だが、意味内

容に大きな影響がない相違｣は約1％であり、⑨｢文脈から推知できず、

全体の意味内容に大きな影響をもたらす相違」は発見されなかった。

9相違の具体的な例は、別紙2のとおりである。⑧「文脈から推知不可だが、意味内容に大きな影響がない

相違」の類型については、当てはまる例を全て記載した。また、相違については、裁判所ウェブサイト上の

各判決等のページの末尾（全文PDFが掲載されている箇所）に、相違筒所を記載したファイルをそれぞ

れ添付する方法で掲載している。
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【表2】相違数、相違種別

民事 i 刑事 ｜ 合計 ｜ 割合相違数
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⑦文脈から推知可能な相違

⑧推知不可、意味内容に大きな影響なし

⑨推知不可、意味内容に大きな影響あり
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ウ 年代別

民事、刑事の分野ごとに、年代別で相違を分析した結果は【表3】、

【表4】、【図3】及び【図4】のとおりである。

両分野とも、昭和23年から同27年の最も古い年代（刑事事件で

は昭和23年から同24年の判決に手書き判決が見られる年代）にお

ける相違が顕著に多い。民事事件は、上記期間における相違が全体の

約30％であり、これを含めた昭和23年から昭和42年までの期間

における相違が約79％を占める。刑事事件でも、最も古い年代であ

る昭和23年から昭和27年までの期間における相違が全体の約5

3％、これを含めた昭和23年から昭和42年までの期間における相

違が約91％を占める。

昭和43年以降の時期における相違はそれ以前と比較して格段に少

なく、その内容も明らかな誤記等が中心である。特に、横書き判決とな

った平成13年以降は、刑事分野では人名の明らかな誤記1件を除き

相違は発見されず、民事分野でも、判決の意味を理解しやすくする又は

より正確にするためと思われる修正2箇所（｢農地法(以下｢法｣」→｢農

地法(平成12年法律第143号による改正前のもの。以下「法｣｣、「同

条4項。農地法施行規則」→「同条4項。平成12年農林水産省令第5

号による改正前の農地法施行規則」（いずれも最高裁平成8年（オ）第

232号同13年3月28日大法廷判決)）のほか、明らかな誤字・脱

字が2箇所発見されたのみである。また、刑事分野においては、⑧「文

脈から推知不可だが、意味内容に大きな影響がない相違」は、昭和49

年以降発見されていない。
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【表3】民事年代別
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【表4】刑事年代別
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4 補充調査

（1）調査の工程・方法

大法廷判決等全件調査においては、上記のとおりの分類フローに従っ

て相違の分類を行ったところ、これは予備調査及びサンプル調査の相違

の分類とはやや異なっている。

そこで、予備調査の対象となった大法廷判決及びサンプル調査の対象

となった大法廷判決・決定のうち、判例集と対照したものについては、改

めて大法廷判決等全件調査における分類フローに従った相違の分類をし

直した。

（2）調査の結果'0

補充調査の結果は、大法廷判決等全件調査の傾向と大きな相違はなく、

⑤「明らかな誤字・脱字など明白な誤り」や①「句読点・記号の相違」が

占める割合が多く、⑥「ニュアンスは変わるが大意は変わらない相違」や

⑦「文脈から推知可能な相違｣、⑧「文脈から推知不可だが、意味内容に

大きな影響がない相違」も少数ながらあったものの、⑨「文脈から推知で

きず､全体の意味内容に大きな影響をもたらす相違」は発見されなかった。

また、年代別で見ると、昭和55年以降は、①「句読点・記号の相違」

が2件、⑤「明らかな誤字・脱字など明白な誤り」が1件、⑥「ニュアン

スは変わるが大意は変わらない相違」が1件見つかった以外は相違が発

見されなかった。

5 原因分析のための前提調査

（1）調査の工程・方法

相違が生じた原因を分析するための前提として、判決書の体裁とその

推移､裁判所ウェブサイトや判例集への掲載･刊行の経緯及び同事務フロ

ーについても調査を行った。

調査に当たっては、客観的な資料が見当たらなかったことから、各事務

フローに関与したことがある裁判所の職員延べ28名を対象にヒアリン

グを実施した。

（2）調査の結果

ア 判決書原本の体裁について

裁判所の判決書原本の体裁について、昭和23年頃には縦書き、かつ

手書きで作成されていたことが判明しており、その後、昭和30年頃に

は、縦書き、かつタイプライター等の活字により作成されるようになっ

10なお、補充調査における相違の具体的内容及び正誤表についても、前掲の裁判所ウェブサイト上に一覧

を掲載している。
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た。

平成13年1月頃からは､現在と同様の横書き、かつ活字で作成され

るようになった。

イ 裁判所ウェブサイトについて

客観的な資料は残っていないものの、ヒアリングの結果によれば､裁

判所ウェブサイトの運用状況及びその際の事務フローは次のようなも

のであったと推測される。

裁判所ウエブサイトは､ 平成9年5月に開設され、当時の最新の最高

裁判所判例･ 決定について最大100件を公開するようになった'1．そ

の後、平成13年6月からは、判例集登載の裁判例も公開するようにな

った。平成18年3月には､裁判所ウエブサイトのシステム改修を行い、

同改修以後の裁判集12登載の裁判例も公開するようになった。平成22

年4月からは､裁判所ウェブサイトにおいて、平成18年2月以前の裁

判集登載裁判例(約2万件）を新たに追加した。

裁判所ウェブサイトに判決等を掲載するに際しては、判決書原本の

写しを利用して仮名処理等をしたデータを作成する必要があるため、

平成11年3月以前の判決等のデータについては、ある時期にまとめ

て外部の業者に委託して作成した。一方、同年4月以降の判決等のデー

タについては、最高裁内において作成した。

ウ 判例集について

昭和23年頃、下級裁判所における執務の参考とするため、最高裁判

所における判決等を掲載した判例集を刊行することとしたものである

が、客観的な資料等が残っていなかったため、古い年代の具体的な事務

フローは明らかにならなかった。

なお、現在の事務フローは次のとおりである。まず、最高裁において

判例集に登載する判例等を選別した上、判決等原本の写しを利用して

仮名処理や下線を付す等の処理をしたデータを作成する。その上で､初

稿、再校、三校、最終稿と4回の対照作業を行い、その後､ 正式に判例

集として刊行されている。

'1平成18年3月以前は、100件の掲載件数の上限が設定されており、古いものは都度削除されていた

ものと推察される。

'2裁判集は、最高裁判所の判決のうち、重要なものを掲載した裁判例集であり、民事と刑事がそれぞれ作

成されている。民事は昭和22年9月分から登載され、刑事は昭和22年11月分から登載されている。

当初は、最高裁判所で言い渡された裁判全てを登載していたが、事件数が膨大であること及び参考価値の

見直しの結果､民事については昭和27年1月分以降から、刑事については昭和26年12月分以降から、

重要な裁判だけを登載することとされた。
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第4 調査結果の分析

1 相違内容の分析

大法廷判決等全件調査の結果、裁判所ウェブサイトに掲載された大法廷

判決等に関しては、多数の相違が発見されたものの、形式的な相違が大多数

であり、判決等の内容を国民に周知する際に最も問題がある⑨「文脈から推

知できず､全体の意味内容に大きな影響をもたらす相違」は発見されなかっ

た。相違は、古い年代の判決等に集中し、特に平成13年以降の半ll決等につ

いて見ると、民事分野において、判決の意味を理解しやすくする又はより正

確にするためと思われる修正2箇所（｢農地法（以下「法｣」→「農地法（平

成12年法律第143号による改正前のもの。以下「法｣｣、「同条4項。農

地法施行規則」→「同条4項。平成12年農林水産省令第5号による改正前

の農地法施行規則」（いずれも最高裁平成8年（オ）第232号同13年3

月28日大法廷判決）を除き、明らかな誤字・脱字など明白な誤りが2箇所

発見された以外に相違はなく、刑事分野においては、人名の相違1件を除き

相違が発見されていないなど、実質的な相違はほとんど見当たらなかった。

また、補充調査の結果についても、大法廷判決等全件調査と同様、相当数

の相違が発見されたものの、やはり相違は古い年代の判決等に集中し、実質

的な相違は昭和63年のものをもって最後となっている。相違の内容につ

いても、⑨「文脈から推知できず、全体の意味内容に大きな影響をもたらす

相違」があるとは認められなかった。このことから、判例集については、そ

のサンプル数が少ないものの、相違の傾向は裁判所ウェブサイトと同様で

あることがうかがわれる。

2 相違の生じた原因の分析

（1）まず裁判所ウェブサイトについて見る。裁判所ウェブサイトに裁判例

を公開するに際しては、上記のとおり、平成11年3月以前の判決等のデ

ータは外部の業者に委託して作成しており、そのデータも利用して平成

22年4月に平成18年2月以前の裁判集登載裁判例（約2万件）を公開

したと考えられる。この外部に委託した平成11年3月以前の判決等の

データは、活字のものが多かったと考えられるものの、いずれも縦書きで

あったところ、まさに今回の調査でも断念したように手書きや縦書きの

判決書をスキャニングして文字データ化する精度は高くなかったといえ、

このデータ化の作業過程において多数の相違が生じ、その後の確認に漏

れが生じた可能性がある。このことは、相違が特に古い年代の手書きや縦
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書きの判決等に集中していることや明らかな誤字・脱字など明白な誤り

や句読点・記号の相違が大多数を占めていることとも整合している。

また、ごく一部ではあるが、適用法条の時点を補足したり、誤字を修正

するなどの原本の誤りの修正が行われたりしていると見られる例もある

ところ、裁判所ウェブサイト掲載を行う際にこのような事実上の補正が

行われた可能性が考えられる。

(2)次に判例集について見ると、裁判所ウェブサイトと同様に古い年代に

相違が集中している傾向が見られるところ、これも上記と同様に判決書

原本の体裁が、縦書き、かつ手書きであることや現在ほど写しを作成する

ことが容易ではなかったことなどが影響している可能性がある。もっと

も、判例集については昭和63年以降､実質的な相違が生じていないのは、

裁判所ウェブサイトとは異なり外部の業者によるデータ化の作業（OC

R化）を利用していなかったことも理由である可能性がある。また、裁判

所ウェブサイトと同様に、判例集の刊行の際に、判決書原本の明らかな誤

記を修正する事実上の補正が行われていた可能性がある。

3 総括

今回の一連の調査の結果､裁判所ウェブサイトにおける相違は、上記のと

おり、古い年代に集中しており、特に平成13年以降は、民事・刑事ともに

誤りがほとんど見当たらないことが判明した。これを踏まえると、手書き判

決やタイプライター等で印字された縦書き判決を横書きにデータ化する際

の作業過程に多くの誤りが混入した可能性が高いと考えられる。また、判例

集における相違も、サンプル数が多くないものの、裁判所ウェブサイトと同

様、古い年代における手書きや縦書きの判決書から判例集用のデータを作

成する過程での転記ミス等があった可能性が高いと考えられる。

裁判所ウェブサイト及び判例集の相違の内容については、年代を問わず、

いずれも明らかな誤字･脱字など明白な誤りの割合が一番多く、いずれにお

いても、文脈から推知できず､全体の意味内容に大きな影響をもたらす相違

は見当たらないという結果となった。

前記第3の5のとおり、客観的な資料がないため、過去の裁判所ウェブサ

イト掲載の事務フローや判例集の刊行事務フローは明らかとはならず、記

載の相違が生じた原因について明らかにすることはできなかった。しかし、

現在の各事務フローにおいては、裁判所ウェブサイトや判例集に記載の半|」

決等に相違が生じる可能性は低くなっていると考えられる。このことは上

記のとおり平成13年以降の相違がほとんど見当たらないことからも裏付

けられる。加えて、将来、裁判手続のデジタル化の進展により、判決書等の

18



原本がデータ化されることになれば、裁判所ウェブサイト掲載までの事務

フローが更に簡素化し、人為的な誤りが介在し得る可能性はますます低く

なると考えられる。
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(おわりに）

今般、報道機関からの指摘を受けて調査をしたことにより最高裁判所の判

決書原本の記載と裁判所ウェブサイト及び判例集の記載が相当数異なること

が明らかとなった。

相違が生じた原因については、手書き・縦書き判決やタイプライターで印字

された縦書き判決を横書きにデータ化する際の作業過程に誤りが混入した可

能性があるが、裁判所における当時のチェック体制が必ずしも十分ではなか

ったことにも起因していると考えられる。

各調査の結果、判決の全体の意味内容に大きな影響をもたらすような相違

は見当たらなかったものの、数多くの相違が発見されることとなった。このよ

うな事態が生じたことは、裁判所ウェブサイトや判例集についての信頼を損

ないかねないものであり、重く受け止めている。

現在の裁判所ウェブサイト掲載や判例集刊行の事務フローに照らすと、今

後はこのような事態が起きる可能性は低いと考えているが、今回、数多くの相

違が発見されたことに鑑み、引き続き、真蟄に上記各事務の遂行に努めてまい

りたい。

以上
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別紙1

当初指摘14件の判決一覧

最高裁昭和23年 3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁1

最高裁昭和30年 4月 6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁2

最高裁昭和32年 3月13日大法廷判決・刑集11巻3号997頁3

最高裁昭和34年12月16日大法廷判決・刑集13巻13号3225頁41

最高裁昭和36年 7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁5

最高裁昭和37年11月28日大法廷判決・刑集16巻11号1593頁6

5月22日大法廷判決・刑集17巻4号3 70頁最高裁昭和38年7

4月 4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁最高裁昭和48年8

4月30日大法廷判決・民集29巻4号572頁最高裁昭和50年9

4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁10 最高裁昭和51年

5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁11 最高裁昭和51年

12 最高裁昭和60年 7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁

13 最高裁昭和62年 4月22日大法廷判決・民集41巻3号408頁

14 最高裁平成 9年 4月 2日大法廷判決・民集51巻4号1673頁

1



別紙2

大法廷判決等全件調査の分析データ

分類ごとの相違の例は、下記のとおりである。なお、⑧「文朋

可だが、意味内容に大きな影響がない相違」については、全12

している。

記

① 句読点・記号の相違

（例）

． 「上告人の負担とし､」→「上告人の負担とし」

（昭和23年（オ）第9号同年9月24日大法廷判決）

。 「確約した。しかるに」→「確約した｡、しかるに」

（昭和24年（オ）第182号同33年3月5日大法廷判決）

「文脈から推知不

全12箇所を記載

② 条文の相違

（例）

． 「罰則第八条」→

（昭和23年（オ）

｢罰則第六条」

第9号同年9月24日大法廷判決）

③ 人名の相違（漢字の相違、欠落、加入など)

（例）

。 「田中二郎」→「田中次郎」

（昭和37年(ク)第64号同41年12月27日大法廷決定）

④ 年月日、事件番号、引用文献等の頁数その他の形式面の相違

（例）

. 「昭和二十三年」→「昭和二三年」

(昭和22年(れ)第246号同23年5月12日大法廷判決）

. 「明治一六年」→「明治二八年」

（昭和30年(あ)第871号同33年10月15日大法廷判決）

⑤ 明らかな誤字・脱字など明白な誤り

（例）

. 「除去せられざる」→「除去せらざる」

（昭和23年(オ)第9号同年9月24日大法廷判決）

． 「黙秘権等」→「黙祖権等」

ⅡﾛI



別紙2

(昭和25年(あ)第1596号同28年6月10日大法廷判決）

｢太平洋戦争」→「大平洋戦争」

（昭和24年(オ)第182号同33年3月5日大法廷判決）

⑥ ニュアンスは変わるが大意は変わらない相違

（例）

. 「特異な性質」→「特異の性質」

（昭和27年(あ)第2868号同28年7月22日大法廷判決）

． 「本件についての反対」→「本件について反対」

（昭和27年(あ)第1676号同29年11月10日大法廷判決）

. 「得るものではなく」→「得るものでなく」

（昭和29年(あ)第3655号同35年10月19日大法廷判決）

． 「経営者にとっても」→「経営者にとって」

（昭和33年(あ)第1413号同37年2月21日大法廷判決）

⑦ 文脈から推知可能な相違

(例）

「国会優位」→「国家優位」

(昭和30年（オ）第96号同35年6月8日大法廷判決）

【補足説明】

少数意見の中で、内閣に衆議院の一般的解散権を少数意見の中で、内閣に衆議院の一般的解散権を認めること

が国会の最高機関たる地位を低めるものであるという見解に対

する反論を述べる部分であり、立法部の専断等に対して行政部

がこれを抑制するために総選挙を通じて国民の判定に訴えるこ

とが必ずしも国会優位を損なうものではないという文脈であ

り、「国会」が正しいことは分かる。

｢剥奪された議員たる身分」→「剥奪員たる身分」

(昭和37年(オ)第515号同40年4月28日大法廷判決）

【補足説明】

少数意見の中で、過去の大法廷判決を引用する部分であり、

除名処分の取消しを求める訴えが、除名処分の取消しによって

除名処分のなかった状態に復帰し、剥奪された議員たる身分の

回復を図ることを目的とする旨述べる文脈であり、「剥奪された

議員たる身分」の文意であることは推測できる。
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別紙2

「譲受人の利益」→「譲渡人の利益」

(昭和36年（オ）第1378号同40年9月22日大法廷判決）

【補足説明】

少数意見の中で、単なる営業用財産の譲渡が（昭和56年法

律第74号による改正前の）商法245条1項1号「営業ノ全

部又ハ重要ナルー部ノ譲渡」に当たるとすれば、それが会社の

営業用財産の全部であるか重要な一部の財産であるかが譲受人

にとって不明であるのに、後日譲渡会社から譲渡契約の無効を

主張されることとなって譲受人の不利益になるため不都合であ

る旨述べる文脈であり、「譲受人」が正しいことは分かる。

｢債権者に対し債務引受を」→「債務者に対し債務引受を」

(昭和42年(オ)第1327号同43年12月25日大法廷判決）

【補足説明】

少数意見の中で、法廷意見を引用する部分であり、「債権者」が

正しいことが明らか。（昭和56年法律第74号による改正前の）

商法265条の利益相反取引に、取締役個人の債務について当該

取締役が会社を代表して債権者に対して債務引受をなす行為が含

まれるかという議論をしている文脈からしても「債権者」が正しい

ことは分かる。

｢憲法の保障」→「法の保障」

(昭和44年（あ）第1275号同51年5月21日大法廷判決）

【補足説明】

少数意見の中で、本件争議行為が憲法28条による争議権保障

の範囲に含まれないとの文脈であり、直後に「憲法違反」の文言

もあることから、「憲法」が正しいことが分かる。

｢第一審判決」→「第二審判決」

(平成4年(行ツ)第156号同9年4月2日大法廷判決）

【補足説明】

本判決は、第一審判決が結論において是認できるとして、第一

審判決の一部を取り消した原判決の一部を破棄するものであるか

ら、結論において是認できる対象としては「第二審判決」ではな

く「第一審判決」が正しいことが分かる。
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別紙2

文脈から推知不可だが、意味内容に大きな影響がない相違

. 「同一ナルコトヲ証明スルダケデ、被告人二於テ右液体ガメタノー

⑧

ルデアツタコト乃至メタノールトメチルアルコールトガ同一デアルコ

トヲ認識」→「同一ナルコトヲ認識」

(昭和23年（れ）第202号同年7月14日大法廷判決）

【補足説明】

上告趣意書の弁護人の主張部分であり、被告人が「メチルアルコ

－ル」について、「メタノール」と同一であると認識していなかっ

たとして故意を争う部分であるが、直後に「メチルアルコール」が

法律上所持・譲渡を禁じられている「メタノール」と同一のもので

あることを知らなかったとしても、それは単なる法律上の不知に

すぎず、犯意があったものと認めることを妨げない旨判示されて

おり、判断対象は明らかで、判決の意味内容に違いは生じない。

｢退官に付署名捺印」→「差支に付署名捺印」

(昭和23年（れ）第202号同年7月14日大法廷判決）

【補足説明】

裁判官が署名捺印できない理由の付記について、表現が変更さ

れているが、判決の意味内容に大きな影響はない。

｢当選者となるかその他の候補者が当選者となるかは不明」

→「当選者となるかは不明」

(昭和23年（オ）第9号同年9月24日大法廷判決）

【補足説明】

最大得票者が選挙に参加しなかった場合に、第二位の者が当選

者となるか、その他の候補者が当選者となるかは不明という文脈

であり、「その他の候補者が当選者となるか」が脱落しているが、

この部分がなくても文意が通じるため、判決の意味内容に大きな

影響はない。

｢第二図」→記載なし

(昭和25年（あ）第292号同年10月11日大法廷判決）

【補足説明】

少数意見の中で、図に示して説明するとして、図に言及するもの

であるが、文章で図の内容を説明しており、末尾に図も添付されて

いることから、意味内容に大きな影響はない。
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別紙2

｢日本国内で日本国民として」→「日本国民として」

(昭和27年（マ）第79号同年7月30日大法廷判決）

【補足説明】

戦犯者の刑の執行が日本国に委ねられた要件の一つとして、平

和条約発効の直前まで日本において拘禁されていることが挙げら

れており、この当てはめ部分であるが、スガモプリズンに拘禁され

ていたとの記載もあり、「日本国内で」がなくても文意は変わらな

いため、判決の意味内容に大きな影響はない。

｢被告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め別添答弁書中の理由記載

のとおり述べた｡」→記載なし

(昭和27年（マ）第23号同年10月8日大法廷判決）

【補足説明】

被告が訴え却下の判決を求めた部分だが、同記載部分がなく

も判決に影響はない。

て

｢裁判長裁判官田中耕太郎」→「当裁判所裁判官全員」

(昭和30年（す）第209号同年12月23日大法廷決定）

【補足説明】

忌避対象の裁判官が裁判長だけであるのに、裁判官全員とされ

ており､ 併せて、裁判体の構成にも違いがあるが、判旨の内容に

は影響がないため、判決の意味内容に大きな影響はない。

｢三七条等）」→「三七条）」

(昭和30年（あ）第1984号同32年2月15日大法廷決定）

【補足説明】

少数意見の中で、刑事事件における第1審の事実審理を保障し

ている憲法の条規（31条、37条等）に触れている部分であり、

実際の判決書では「等」があることによって31条、37条以外に

も保障する規定があることが示唆されているものの、主だった規

定はいずれも挙げられていることから、判決の意味内容に大きな

影響はない。

｢過失では到底済まされないものがあるのであり、問題の取上げ

隠しても隠しおうせい悪意と方、証拠の扱い方、判決の表現自体に、
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別紙2

詐術」→「過失で悪意と詐術」

(昭和29年（あ）第1671号同34年8月10日大法廷判決）

【補足説明】

少数意見の中で、憲法76条3項の「良心に従」つた裁判ではな

いとの上告論旨に応答するために、その一部を要約した点の一部

が欠落しているものである。もっとも、所論のような偏見、予断を

抱き所論のような悪意と詐術をもって審理かつ判断した事跡は微

塵も認められないとしており、少数意見の判断対象及び判断内容

は明確であることから、判決の意味内容に大きな影響はない。

｢良心に従って為された裁判というには程遠い」

→「良心に従って為された裁判ならず、斯くの如きは人類の良

心に挑戦するものであって、正に憲法七六条三項にいわゆる

良心に従って為された裁判というには程遠い」

（昭和29年（あ）第1671号同34年8月10日大法廷判決）

【補足説明】

少数意見の所論の要約部分の記載が重複しているが（｢斯くの如

きは人類の良心に挑戦するものであって、正に憲法七六条三項に

いわゆる良心に従って為された裁判」という直前の表現が続いて

しまっている｡)、重複は明らかであることから、判決の意味内容に

大きな影響はない。

｢九○センチの狭い急勾配」→「九○センチの急勾配」

(昭和43年（あ）第837号同48年4月25日大法廷判決）

【補足説明】

少数意見の説示の一部分であるが、「狭い」が脱落しても、判決

の意味内容に大きな影響はない。

⑨ 文脈から推知できず、全体の意味内容に大きな影響をもたらす相違

該当なし
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機密性2

最高裁総三第●●号

令和7年●月●日

高等裁判所長官 殿

最高裁判所事務総局総務局長

首席書記官等協議会の開催について（通達）

標記の協議会については、別紙の要領のとおり開催してください。

なお、この協議会には最高裁判所の係官が出席する予定ですから、令和●年●月

●日までに開催期日を通知し、実施要領及び協議員名簿を送付してください。

おって、地方裁判所長及び家庭裁判所長に対しては、この通達の趣旨を別途通知

しました。



(別紙）

首席書記官等協議会の開催要領

主催 次により共催

（1）福岡 札幌各高等裁判所

（2）大阪、仙台各高等裁判所

（3）東京、高松各高等裁判所

（4）名古屋、広島各高等裁判所

期日 令和8年1月又は2月中の1日

開催方法 ウェブ会議の方法による。なお、高等裁判所の首席書記官は、共催

庁の協議により、共催高等裁判所のいずれかに参集しても差し支えな

1

2

3

い。

協議事項

協議員

書記官事務について、首席書記官として考慮すべき事項等

(1)各高等裁判所の民事首席書記官及び刑事首席書記官

(2)各地方裁判所の民事首席書記官､刑事首席書記官及び首席書記

官

(3)各家庭裁判所の家事首席書記官、少年首席書記官及び首席書記

官

(4) 各高等裁判所管内の地方裁判所の民事事件を担当する裁判官

1人

(5) 各高等裁判所管内の地方裁判所の刑事事件を担当する裁判官

1人

4
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る
認
定
は
、
次
の
各

第
三
条

記
録
等
を
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
裁
判
所

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
裁
判
所

の
長
が
行
う
。
た
だ
し
、
既
に
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定

の
長
が
行
う
。
た
だ
し
、
既
に
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定

が
さ
れ
た
記
録
等
に
つ
い
て
は
、
重
ね
て
特
別
保
存
に
付

が
さ
れ
た
記
録
等
に
つ
い
て
は
、
重
ね
て
特
別
保
存
に
付

す
る
認
定
を
行
わ
な
い
。

す
る
認
定
を
行
わ
な
い
・

一

事
件
記
録
及
び
事
件
書
類
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で

一

事
件
記
録
及
び
事
件
書
類
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で

事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
九
号
）

事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

-1-



別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

地
方
裁
判
所
）

二
～
五

（
略
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
事
件
の
第
一
審
裁

判
所
（
別
表
第
一
の
二
十
九
の
項
に
掲
げ
る
事
件
に
あ

っ
て
は
、
当
該
事
件
を
担
当
す
る
執
行
官
の
所
属
す
る

’一

Ｌ
ｌ
「
し

一
千
ノ

I

二

十

八執
行
官
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第

百
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
執

行
記
録
が
作
成
さ
れ
た
事
件

事
件
の
種
類

へ

略
一

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

判
所

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
事
件
の
第
一
審
裁

二
～
五

（
略
）

1

二

十

八 事
件へ

新 （
同
上
）

訊
亟
） の

種
類

－2－



’
三

十

二二

十

た
聖
ｂ
の

事
判
例
集
、
最
高
裁
判
所
裁
判
集

（
刑

損
害
賠
償
命
令
事
件

へ ヘ

新 新訓
亟
）

訊
亟
）

－3－



民事訴訟法その他の法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法に

より申立てその他の申述等を行うことができる事件に関する委任

民事訴訟法（平成8年法律第109号）その他の法令の規定により電子情

報処理組織を使用する方法により申立てその他の申述等を行うことができる

事件（電磁的記録により事件記録を構成する事件に限り、民事訴訟法等の一

部を改正する法律（令和4年法律第48号）の施行の日前に督促オンライン

システムにより申し立てられた事件を除く。）に関する下記の事項について

は、最高裁判所事務総長に委任する。

記

1 事件の受付及び分配、手数料の納付、申立ての手数料として提出された

収入印紙の管理並びに提出された郵便切手の管理に関する事項

2 事件記録の管理及び管理の引継ぎ、民事訴訟法その他の法令の規定によ

り書面等に記載された事項をファイルに記録した後の書面等の取扱い並び

に事件に関する電磁的記録又は書類で事件記録とすることを要しないもの

の取扱いに関する事項

3 事件の係属中及び終局時の事件管理システム（裁判所職員が事件の管理

のために用いる情報システムをいう。）への事件の管理に関する事項の記

録に関する事項

4 電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができる事

件の事件記録保存規程第5条及び第6条第3項において最高裁判所が定め

ることとされている事項

5 裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程（昭和37年最高



裁判所規程第3号）附則第3項において最高裁判所が指示することとされ

ている事項

事件関係の帳簿及び諸票の備付け等に関する事項6

電子調書の記録事項及び記録方法に関する事項7

！



◎
最
高
裁
判
所
規
程
第
●
号

令
和
●
年
●
月
●
日

事
件
記
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

別
表
第
一
の
二
十
八
の
項
中

事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

司

そ
の
他

最

吉
｢両］

裁

三
年
一
」
を

司

ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
に
お
い
て
利
用

判
ﾛ■■

に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る

法
律
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定

用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

そ
の
他

に
よ
る
裁
判
の
申
立
て

ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
に
お
い
て
利

所



こ
の
規
程
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和

五
年

三
年

■■■

に
改
め
る
。

附
■■■

則 に
、

「
｜
動
産
競
売
開
始
許
可
決
定
の
原
本

十
年
一
」
を

る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁

判
の
原
本

十
年

動
産
競
売
開
始
許
可
決
定
の
原
本

十
年

さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係

二



六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
十
二
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

最
高

裁

半|｜
｜｜ 望

所
長

官I

今
崎

幸
彦

三



定
す
る
理
由
で
あ
る
。

十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
事
件
記
録
等
保
存
規
程
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五

理
由



事
件
記
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）

二
十
八

二
十
九
（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
審
裁
判
所
で
保
存
す
る
記
録
及
び
事
件
書
類
の
保
存
期
間
）

■
■
■
■
｜
事
件
の
種
類

一
一
記
録
の
保
存
期
間

一
一
事
件
書
類
の
保
存
期
間

～
二
十
七

（
略
）

事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

〆 ヘ

略
一 一

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
い
て
洞

用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

に
係
る
鯛
劉
判
り
促
進
に
閲
釧
訶
副

に
よ
る
釧
判
細
渕
引
刻
て

そ
の
他

（
略
）

（
略
）

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取

引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七

十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
裁
判
の
申
立
て

新

景剰

五
年

判
刎
制
墹
判

Ｈ
‐
鋼

動
産
競
売
開
始
許
可
決
定
の
原
本

十
年

（
略
）

画
、
■
蓉
纏
冒
曲
■
醐
開
一
規
定
に
よ
る
裁 I

太
宇
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係

（
略
）

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引

の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
十
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判

の
原
本

ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
に
お
い
て
洞
用

十
年

二
十
九

（
略
）

二

十
八

一
事
件
の
種
類
一
一
記
録
の
保
存
期
間

一
～
二
十
七

（
略
）略

、〆

別
表
第
一
（
第
一
審
裁
判
所
で
保
存
す
る
記
録
及
び
事
件
書
類
の
保
存
期
間
）

（
略
）

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取

引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七

十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
裁
判
の
申
立
て

そ
の
他

（
略
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

五
年

三
年

｜
事
件
書
類
の
保
存
期
間

（
略
）

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引

の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
十
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判

の
原
本

十
年

動
産
競
売
照
始
許
可
決
定
の
原
本

十
年

（
略
）



第
一
条

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

第
二
条

こ
の
規
程
で
「
事
件
記
録
」
と
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
件
及
び
再
審
事
件
の
記
録
を
い
う
。

◎
最
高
裁
判
所
規
程
第
●
●
号

に
定
め
る
。

令
和
●
年
●
月
●
日

存
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
九
号
）
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
件
の
事
件
記
録
保
存
規
程
を
次
の
よ
う

に
よ
り
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
件
の
事
件
記
録
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
事
件
記
録
等
の
特
別
保

こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

（
趣
旨
）

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
件
の
事
件
記
録
保
存
規
程

最

高

裁

判

所



第
四
条

事
件
記
録
の
保
存
期
間
は
、
十
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
件
記
録
の
う
ち
、
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録

（

第
三
条

事
件
記
録
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
事
件
の
第
一
審
裁
判
所
で
保
存
す
る
。

２
こ
の
規
程
で
「
付
随
事
件
」
と
は
、
証
拠
保
全
事
件
そ
の
他
主
た
る
事
件
に
付
随
す
る
事
件
を
い
う
。

２
前
項
の
保
存
期
間
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
裁
判
の
確
定
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
事
件
完
結
の
日
か
ら
起

２
再
審
事
件
の
事
件
記
録
は
、
不
服
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
裁
判
が
さ
れ
た
事
件
の
事
件
記
録
を
保
存
す
る
裁
判
所
で
保

算
す
る
。

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

存
す
る
。

間
と
す
る
。

（
保
存
期
間
）

（
保
存
裁
判
所
）

（
督
促
事
件
等
の
特
例
）

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
欄
に
定
め
る
保
存
期

二



第
七
条

保
存
期
間
が
満
了
し
た
事
件
記
録
は
、
事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
す
る
規
則
第
三
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
特
別

第
六
条

事
件
記
録
の
う
ち
、
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
な
電
磁
的
記
録
及
び

第
五
条

最
高
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
督
促
事
件
及
び
付
随
事
件
の
事
件
記
録
の
保
存
裁
判
所
及
び
保
存
期
間
に

３
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
事
件
記
録
を
保
存
す
る
方
法
は
、
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
。

２
事
件
記
録
の
う
ち
、
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
は
、
当
該
裁
判
、
電
子
調
書
等
の
送
達
及
び
確
定
又
は
訴
え
等

２
廃
棄
は
、
裁
判
所
の
長
の
認
可
を
受
け
、
首
席
書
記
官
（
最
高
裁
判
所
に
あ
っ
て
は
訟
廷
首
席
書
記
官
、
知
的
財
産
高
等

裁
判
所
に
あ
っ
て
は
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
首
席
書
記
官
、
首
席
書
記
官
の
置
か
れ
て
い
る
簡
易
裁
判
所
以
外
の
簡
易
裁
判

保
存
に
付
す
る
認
定
を
行
っ
た
も
の
を
除
い
て
廃
棄
す
る
。

書
類
は
、
当
該
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
と
と
も
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
取
下
げ
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
い
て
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
廃
棄
）

（
保
存
の
方
法
）

三



第
八
条

事
件
記
録
で
特
別
の
事
由
に
よ
り
保
存
期
間
満
了
の
後
も
保
存
の
必
要
が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
事
由
の
あ
る
間
保
存

第
九
条

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
協
議

２
前
項
の
事
件
記
録
は
、
保
存
期
間
満
了
の
後
も
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
に
送
付
す
る
ま
で
の
間
保
存
し
な
け
れ

１
こ
の
規
程
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

所
に
あ
っ
て
は
監
督
地
方
裁
判
所
の
首
席
書
記
官
）
の
指
示
を
受
け
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
間
を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

と
さ
れ
た
事
件
記
録
は
、
最
高
裁
判
所
の
指
示
を
受
け
て
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
に
送
付
す
る
。

に
よ
る
定
め
（
同
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
よ
る
定
め
と
み
な
さ
れ

る
も
の
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
移
管
す
る
こ
と

（
保
存
期
間
の
延
長
）

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
移
管
）

附

則

四



３
こ
の
規
程
は
、
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
審
事
件
の
不
服
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
裁
判
が
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
は

２
こ
の
規
程
は
、
第
一
条
の
事
件
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
件
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

二
施
行
日
前
に
提
起
さ
れ
た
訴
え
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
す
る
再
審
事
件
で
あ
っ
て
、
施
行
日
以
後
に
不
服

一

訴
え
に
係
る
事
件
（
人
事
訴
訟
（
人
事
訴
訟
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
人
事
訴
訟
を
い

家
庭
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
事
件
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
こ
の
規
程

申
立
て
が
さ
れ
る
も
の

ー

な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
さ
れ
る
民
事
訴
訟
に
関
す
る
事
件
（
訴
え
に
係
る
事
件
を
除
く
。

第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
（
第
二
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
を
除
き
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
民
事
保
全
法
（
平
成

う
。
）
及
び
家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
執
行
関
係
訴
訟
（
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
四
条
又
は

元
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
訴
え
に
係
る
訴
訟
で
あ
っ
て

の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
提
起
さ
れ
る
も
の
（
施
行
日
前
に
さ
れ
た
訴
え
以
外
の
申
立
て
に

つ
い
て
、
施
行
日
以
後
に
当
該
申
立
て
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
立
て
時
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み

-丁一

丁1－



４
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
事
件
記
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）
の

適
用
し
な
い
。

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

最
高

裁

判

所
長

官
今

崎
幸

彦

一

ノ､



別
表
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

三
少
額
訴
訟
事
件

電
子
判
決
書
（
民
事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
四
条

少
額
訴
訟
判
決
に
対
す
る
異
議
申
立
て
事
件

第
二
項
の
電
子
調
書
を
含
む
。
）

民
事
通
常
訴
訟
事
件
（
法
定
審
理
期
間
訴
訟

上
訴
審
に
お
け
る
事
件
を
終
局
さ
せ
る
電
子
決

手
続
に
よ
り
審
理
及
び
裁
判
が
さ
れ
た
も
の

定
書
又
は
電
子
命
令
書
（
民
事
訴
訟
規
則
（
平

を
含
む
。
）

成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
五
十
条

手
形
訴
訟
事
件
及
び
小
切
手
訴
訟
事
件

の
二
の
電
子
調
書
を
含
み
、
移
送
の
決
定
に
係

行
政
訴
訟
事
件
（
選
挙
に
関
す
る
訴
訟
事
件

る
も
の
を
除
く
。
）

二

督
促
事
件

事
件
の
種
類

和
解
事
件

、

事
件
記
録
の
う
ち
、
十
年
よ
り
長
い
期
間
保
存
す
る
電
磁
的
記
録

の
保
存
期
間

和
解
に
係
る
電
子
調
書

三
十
年

確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
電
子
支
払

督
促

三
十
年

七

五
十
年

五
十
年



五
民
事
雑
事
件

行
政
雑
事
件

人
身
保
護
雑
事
件

四

を
含
む
。
）

人
身
保
護
事
件

訴
訟
等
の
費
用
の
額
の
確
定
の
電
子
決
定
書
及

び
電
子
処
分
書

訴
訟
上
の
救
助
又
は
手
続
上
の
救
助
に
よ
り
納

付
を
猶
予
さ
れ
た
費
用
の
支
払
を
命
ず
る
電
子

決
定
書

秘
密
保
持
命
令
又
は
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し

の
電
子
決
定
書

和
解
に
係
る
電
子
調
書
（
行
政
事
件
訴
訟
法

（

和
解
又
は
請
求
の
放
棄
若
し
く
は
認
諾
に
係
る

電
子
調
書

和
解
に
代
わ
る
電
子
決
定
書
（
異
議
申
立
て
に

よ
り
効
力
を
失
っ
た
も
の
を
除
く
。
）

11，
ノ、

三
十
年

三
十
年

三
十
年

三
十
年

三
十
年



備
考

再
審
事
件
の
事
件
記
録
の
う
ち
、
十
年
よ
り
長
い
期
間
保
存
す
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
期
間
は
、
不
服
申
立
て
の

一

ノ､

対
象
と
な
っ
た
裁
判
が
さ
れ
た
各
事
件
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
の
規
定

に
よ
る
執
行
停
止
の
申
立
て
事
件
又
は
仮
の
義

務
付
け
若
し
く
は
仮
の
差
止
め
の
申
立
て
事
件

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

定
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
事
件
の
う
ち
、
当
該
事
件
の
下
欄
に
掲
げ

る
和
解
に
係
る
電
子
調
書
の
定
め
の
な
い
も
の

の
和
解
に
係
る
電
子
調
書

そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
民
事
訴
訟
法
の
規

九

三
十
年

三
十
年



所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

す
る
方
法
に
よ
り
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
件
の
事
件
記
録
の
保
存
等
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て

民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

理
由



資
料
１

◎
最
高
裁
判
所
規
程
第
●
●
号

「
第
六
章

保
管
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
（
第
二
十
四
条
の
二
・
第
二
十
四
条
の
三
）

令
和
●
年
●
月
●
日

押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

押
収
物
等
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
章

医
療
観
察
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
（
第
三
十
条
’
第
三
十
二
条
）

第
七
章

少
年
保
護
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
（
第
二
十
五
条
’
第
二
十
九
条
）

第
九
章

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
係
る
特
例
（
第
三
十
三
条
）
」

目
次
中

第
七
章

医
療
観
察
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
（
第
三
十
条
’
第
三
十
二
条
）

押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

「
第
六
章

少
年
保
護
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
（
第
二
十
五
条
’
第
二
十
九
条
）

第
八
章

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
係
る
特
例
（
第
三
十
三
条
）
」

最

高

裁

判

所

に
改
め
る
。

を



磁
的
記
録
提
供
命
令
」
を
加
え
、

「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
る
。

を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

又
は
第
二
号
」
を
加
え
る
。

し
く
は
裁
判
官
の
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第

２
こ
の
規
程
に
お
い
て
「
保
管
電
磁
的
記
録
」
と
は
、
刑
事
事
件
、
少
年
保
護
事
件
又
は
医
療
観
察
事
件
に
つ
い
て
裁
判
所

｜
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
出
さ
せ
た
記
録
媒
体
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項

第
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
第
百
二
十
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「
第
一
号
又
は
第
二
号
」
を
、
「
差
押
え
」
の
下
に
「
又
は

第
十
六
条
の
二
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
」
を
削
り
、
「
第
百
二
十
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「
第
一
号

第
五
条
第
一
項
中
「
、
記
録
命
令
付
差
押
え
」
を
削
り
、

「
又
は
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
提
出
命
令
」
の
下
に
「
又
は
電

若
し
く
は
裁
判
官
の
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
刑
事
訴
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供

第
一
条
中
「
押
収
物
並
び
に
」
を
「
押
収
物
及
び
保
管
電
磁
的
記
録
並
び
に
」
に
改
め
る
。

を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
供
さ
せ
た
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

第
二
条
第
一
項
中
「
領
置
し
た
物
又
は
」
を
「
領
置
し
た
物
、
」

に
改
め
、

「
提
出
さ
れ
た
物
」
の
下
に
「
又
は
裁
判
所
若

二



第
二
十
四
条
の
三

第
二
章
、
第
八
条
及
び
第
十
条
、
第
四
章
並
び
に
第
十
四
条
、
第
十
五
条
の
二
、
第
十
六
条
の
三
、
第
十

第
二
十
四
条
の
二

係
書
記
官
は
、
保
管
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
保
管
電
磁
的
記
録
を
可
搬
記
録
媒
体

■■■

電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
差
押
え
」
の
下
に
「
又
は
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
を
加
え
る
。

第
八
章
を
第
九
章
と
し
、
第
七
章
を
第
八
章
と
し
、
第
六
章
を
第
七
章
と
し
、
第
五
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
二
中
「
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
」
の
下
に
「
又
は
保
管
電
磁
的
記
録
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
第
百
二
十
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
二
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
（
分
任
歳
入
徴
収
官
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
う
え
」
を
「
上

に
改
め
る
。

（
保
管
電
磁
的
記
録
の
受
入
れ
、
保
管
、
仮
出
し
及
び
処
分
）

（
電
子
計
算
機
又
は
そ
の
周
辺
機
器
に
挿
入
し
、
又
は
接
続
し
て
情
報
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
媒
体
又
は
機
器
の
う
ち

（
可
搬
記
録
媒
体
へ
の
移
転
）

可
搬
型
の
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章

保
管
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例

一一一



第
三
十
九
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

七
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
保
管
電
磁
的
記
録
を
移
転
し
た
可
搬
記
録
媒
体
に

こ
の
規
程
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

最
高

裁

判

所
長

官
今

崎
幸

彦

四



資
料
２

で
あ
る
。

の
施
行
に
伴
い
、
押
収
物
等
取
扱
規
程
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由

情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）

理
由



資
料
３

第
七
章

（
略
）

僻川山門（略）
第
九
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

保
管
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
（

目
次

押
収
物
等
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）

第
二
十
四
条
の
二
・
第
二
十
四
条
の
三
）

押
収
物
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

新

第
七
章

（
同
上
）

ｉ第
八
章

（
同
上
）

i
第
六
章

（
同
上
）

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
同
上
）

旧 （
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

－1－



（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
押
収
物
」
と
は
、
刑
事
事

件
、
少
年
保
護
事
件
又
は
医
療
観
察
事
件
に
つ
い
て
裁
判

所
若
し
く
は
裁
判
官
が
差
し
押
え
若
し
く
は
領
置
し
た
物

（
趣
旨
）

第
一
条

押
収
物

、
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
提
出
命
令
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
物
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の

事
件
及
び
医
療
観
察
事
件
の
証
拠
物
の
受
入
、
れ
、
保
管
、

仮
出
し
及
び
処
分
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
押
収
物
等
に

関
す
る
事
務
」
と
い
う
。
）

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
他

の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

及
び
保
管
電
碗
鯏
割
詞
録
‐
並
び
に
少
年
保
護

電
磁
的
記
銅
制
掛

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
押
収
物
」
と
は
、
刑
事
事

件
、
少
年
保
護
事
件
又
は
医
療
観
察
事
件
に
つ
い
て
裁
判

所
若
し
く
は
裁
判
官
が
差
し
押
え
若
し
く
は
領
置
し
た
物

又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
提
出
命
令
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
物
を
い
う
。

／
側

（
趣
旨
）

第
一
条

押
収
物
並
び
に
少
年
保
護
事
件
及
び
医
療
観
察
事

件
の
証
拠
物
の
受
入
れ
、
保
管
、
仮
出
し
及
び
処
分
に
関

す
る
事
務
（
以
下
「
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
」
と
い
う

。
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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31

第
五
条

係
書
記
官
は
、
差
押
え
、

領
置
、
提
出
命
令
又
は

２
こ
の
規
程
に
お
い
て

（
押
収
物
総
目
録
の
作
成
等
）

さ
せ
た
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
刑

事
訴
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
・
）
に
よ
り
提
供

事
事
件
、
少
年
保
護
事
件
又
は
医
療
観
察
事
件
に
つ
い
℃

せ
た
記
録
媒
体
を
い
う
。

供
命
令
（
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十

に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
出
さ

｜
号
）
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法

41

へ

略
…

「
保
管
電
磁
的
記
録
」

と
は
、

刑

２
、
３

（
同
上
）

《

（
押
収
物
総
目
録
等
の
作
成
等
）

第
五
条

係
書
記
官
は
、
差
押
え

（
新
設
）

、

記
録
命
令
付
差
押
え
、
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第
十
六
条
の
二

前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は

、
押
収
物
（
刑
事
訴
訟
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
謂
斗
引
司

又
は
第
二
号
の
記
録
媒
体
に
限
る
。
）
を
交
付
す
る
裁
判

２
（
略
）

（
交
付
）

用
す
る
。

が
あ
っ
た
場
合
（
性
的
姿
態
撮
影
等
処
罰
法
第
十
三
条
第

三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準

総
目
録
」
ど
い
う
。
）
を
添
え
て
押
収
物
主
任
官
に
送
付

符
号
を
表
示
し
、
別
に
定
め
る
押
収
物
総
目
録
（
以
下

「

押
収
物
の
品
目
及
び
数
量
を
確
認
し
た
且
‐
、
品
目
ご
と
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
る
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、

収
物
の
品
目
及
び
数
量
を
確
認
し
た
う
え
、
品
目
ご
と
に

符
号
を
表
示
し
、
別
に
定
め
る
押
収
物
総
目
録
（
以
下
「

総
目
録
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
押
収
物
主
任
官
に
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
同
上
）

（
交
付
）

第
十
六
条
の
二

前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は

十
一
号
）
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
記
録
媒
体
に
限
る
。

）
を
交
付
す
る
裁
判
が
あ
っ
た
場
合
（
性
的
姿
態
撮
影
等

処
罰
法
第
十
三
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

領
置
又
は
提
出
命
令
に
よ
る
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
押

押
収
物
（
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
ヨ

I
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（
複
写
）

第
十
六
条
の
三

刑
事
訴
訟
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
第
一

号
又
は
第
二
号
の
記
録
媒
体
に
移
転
さ
れ
た
電
磁
的
記
録

の
複
写
を
許
す
裁
判
が
あ
っ
た
場
合
（
性
的
姿
態
撮
影
等

処
罰
法
第
十
三
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
）
に
は
、
押
収
物
主
任
官
は
、
電
磁
的
記
録
複
写
許

た
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●

２
押
収
物
主
任
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録

複
写
許
可
通
知
書
を
差
押
え

を
受
け
た
者
に
送
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
同

項
の
電
磁
的
記
録
を
複
写
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
か
ら
受

領
書
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

可
通
知
書
を
差
押
え

又は
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
を
受
け

又
は
電
磁
的
記
録
提
供
命
令

２
押
収
物
主
任
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録

複
写
許
可
通
知
書
を
差
押
え
を
受
け
た
者
に
送
付
し
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
同
項
の
電
磁
的
記
録
を
複
写
し

た
と
き
は
、
そ
の
者
か
ら
受
領
書
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば

（
複
写
）

第
十
六
条
の
三

刑
事
訴
訟
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
記

録
媒
体
に
移
転
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
の
複
写
を
許
す
裁
判

が
あ
っ
た
場
合
（
性
的
姿
態
撮
影
等
処
罰
法
第
十
三
条
第

三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）

に
は
、
押
収

物
主
任
官
は
、
電
磁
的
記
録
複
写
許
可
通
知
書
を
差
押
え

を
受
け
た
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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（
国
庫
帰
属
）

第
二
十
三
条

押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
物
が
没
収
以
外
の

事
由
に
よ
り
国
庫
に
帰
属
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
、

保
管
金
そ
の
他
の
通
貨
及
び
歳
入
納
付
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
証
券
に
つ
い
て
は
歳
入
徴
収
官
に
、
そ
の
他
の
物
に

つ
い
て
は
物
品
管
理
官
（
分
任
物
品
管
理
官
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
押
収
物
保
管
票
又

は
保
管
票
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官

又
は
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
有
者
そ
の
他
の
者
が
保
管
す
る
押

収
物
に
つ
い
て
は
、
歳
入
徴
収
官
又
は
物
品
管
理
官
に
通

知
し
た
且
‐
、
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官
に
引
き
継
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
国
庫
帰
属
）

第
二
十
三
条

押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
物
が
没
収
以
外
の

事
由
に
よ
り
国
庫
に
帰
属
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
、

保
管
金
そ
の
他
の
通
貨
及
び
歳
入
納
付
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
証
券
に
つ
い
て
は
歳
入
徴
収
官
（
分
任
歳
入
徴
収
官

え
、
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら

物
品
管
理
官
（
分
任
物
品
管
理
官
を
含
む
。
以
下
同
じ
・

）
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
押
収
物
保
管
票
又
は
保
管
票

に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
こ
れ
を
保
管
物
主
任
官
又
は
歳
入

歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
所
有
者
そ
の
他
の
者
が
保
管
す
る
押
収
物
に
つ

い
て
は
、
歳
入
徴
収
官
又
は
物
品
管
理
官
に
通
知
し
た
う

を
含
む
。
以
下
同
じ
ｐ
）

に
、
そ
の
他
の
物
に
つ
い
て
は
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第
二
十
四
条
の
三

第
二
章
、
第
八
条
及
び
第
十
条
、
第
四

第
二
十
四
条
の
二

係
書
記
官
は
、
保
管
電
磁
的
記
録
の
提

２
（
略
）

第
六
章

保
管
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
取
扱
の
特
例
〃

（
保
管
電
磁
的
記
録
の
受
入
れ
、
保
管
、
仮
出
し
測
制
副
判

割
当
Ｉ

‐

録
媒
体
（
電
子
計
算
機
又
は
そ
の
周
辺
機
器
に
挿
入
し
、

は
機
器
の
う
ち
、
可
搬
型
の
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い

供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
保
管
電
磁
的
記
銅
剖
司
訓
搬
記

て
同
じ
。
）
に
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
接
続
し
て
情
報
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
媒
体
又

（
可
搬
記
録
媒
体
へ
の
鈎
銅
画

２
（
同
上
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

な

い
○

－7－



第
七
章

少
年
保
護
事
件
の
押
収
物
に
関
す
る
事
務
取
扱
の

特
例

（
還
付
等
公
告
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２
前
項
の
規
定
は
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は
複
写
に
つ
い
て
準
用
す

訴
訟
法
第
百
二
十
三

る
0

搬
記
録
媒
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

章
並
び
に
第
十
四
条
、
第
十
五
条
の
二
、
第
十
六
条
の
三

、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十

四
条
ま
で
の
規
定
は
、
保
管
電
磁
的
記
録
を
移
転
し
た
可

条
第
三
項
及
び
第
百
一
一
十
三
条
の
二

詞
刹
劉
弓
少
年
保
護
事
件
の
押
収
物
に
関
す
る
事
務
取
扱
の

特
例

（
還
付
等
公
告
）

第
二
十
七
条

（
同
上
）

２
前
項
の
規
定
は
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事

訴
訟
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
又
は

複
写
に
つ
い
て
準
用
す
る
・
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が
不
正
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
没
取
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
没
取
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
消
去
し
、
又
は

当
該
電
磁
的
記
録
が
不
正
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る

処
分
を
す
べ
き
と
き
は
、
そ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
八
章

医
療
観
察
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱

の
特
例

第
九
章

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
押
収
物
等
に
関
す
る

事
務
の
取
扱
い
に
係
る
特
例

（
没
取
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
）

第
二
十
八
条
の
二

押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
さ
れ
た
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
又
は
保
管
電
磁
的
記
録

第
七
章

医
療
観
察
事
件
の
押
収
物
等
に
関
す
る
事
務
取
扱

の
特
例

第
八
章

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
押
収
物
等
に
関
す
る

事
務
の
取
扱
い
に
係
る
特
例

（
没
取
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
）

第
二
十
八
条
の
二

押
収
物
主
任
官
は
、
押
収
さ
れ
た
記
録

媒
体
に
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
が
不
正
に
作
ら
れ
た
も

の
と
し
て
没
取
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
没
取
さ
れ

た
電
磁
的
記
録
を
消
去
し
、
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
が
不

正
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
処
分
を
す
べ
き
と
き
は

、
そ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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資料1

令和8年度概算要求(案)の概要

(単位:百万円）

令和8年度
要求｡要望額

令和7年度
予算額

増△減率比較増△減額区 分

29，816 8.9％365,008335,192裁判所所管

※要求･要望額には｢重要政策推進枠｣5,839百万円を含む
(単位:百万円）

1 ､裁判事務処理態勢の充実 39,505 (前年比 ＋21,304）

33,685 （前年比○ 裁判手続等のデジタル化関連経費 ＋21,131）

10，175 （前年比 十5,326）◇ 民事訴訟手続のデジタル化

◇ 刑事手続のデジタル化

◇ 民事非訟(執行･保全･倒産等)･家事事件手続のデジタル化

◇ 司法行政のデジタル化

○ 家庭裁判所の充実強化関連経費

12,435 （前年比 ＋10,202）

9,221 （前年比 ＋4,219）

1,854 （前年比 ＋1,383）

5,821 （前年比 +173）

'2.裁判所施設の整備
○ 裁判所施設の新営等

1 6,000 (前年比 ＋1,999）

3.定員要求

○ 増員 12人

家裁調査官

事 務 官

10人

2人

※定員合理化等：技能労務職員

事務官等

医療職

18人

48人（速記官から家裁調査官への振替'0人を含む）

72人

(注)四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合がある。



資料2

一 般 経 費 の 内 訳

人 件 費

億円(75％）
物 件 費

752億円
（21％）

7

(単位;億円）

、企 7年度
予算額

8年度

要求･要望額
増△減額

人件費

物件費

2，711

501

140

2，739 27

251752
’

施設費
160 20

《わ《わ

8年度

f|」 所

和和 合計…

160億円
（4％）

3，6503，352 298
－→

裁 判 所

概算要求等額

3,650億円

(注)四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合がある。



配布資料

令和7年度裁判所所管補正予算(第1号）（案）について

(単位:千円）

函吾

備区 分

当初予算額 335,192,439

補正要求額 26,199,772

修正追加額 【裁判手続等のデジタル化等】

【裁判所の防災･減災対策】

【人件費】(給与改善等に伴う追加）

》

26,770,066

修正減少額 【人件費】(不用による既定経費の減少）

【物件費】(不用による既定経費の減少）

△570,294

1次補正後予算額 361,392,211



資料1
令和8年度予算案について

(単位:百万円）

（単位:百万円）

令和7年度 令和8年度
補正予算見込額 予算見込額

15,748 23,915

令和7年度
当初予算額

1 8,2011．裁判事務処理態勢の充実

○ 裁判手続等のデジタル化関連経費 12,554 15,748 17，948

4,849 1,270 8，973◇ 民事訴訟手続のデジタル化

◇ 刑事手続のデジタル化

◇ 民事非訟｡家事事件手続のデジタル化

◇ 司法行政のデジタル化

○ 家庭裁判所の充実強化関連経費

2,232 8,028 3,806

5,002 5,243 4,521

471 1,207 647

5,648 5,968

4,415 12,01111 4,0012.裁判所施設の整備

○ 裁判所施設の新営等

’3.定員関係

○ 増員 12人

10人

2人

家裁調査官

事 務 官

※定員合理化等：技能労務職員

事務官等

医療職

18人

48人（速記官から家裁調査官への振替10人を含む）

72人

(注)四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合がある。

令和7年度
当初予算額

335,192

令和8年度
予算見込額

349,474

比較増△減額

14，281

増△減率

4.3％



資料2
一 般 経 費 の 内 訳

人 件 費

円(80％）2,796億物 件 費

579億円
(17％）～

(単位:億円）

令和 8年度

f|」 所裁 判 所

予 算 額 案

3,495億円／

一一二一

20億円
（3％）

(注)四捨五入等の理由により、端数において計数が合致しない場合がある

人件費

物件費

施設費

合計

7年度
予算額

2，711

501

140

3，352

8年度

予算額案

2，796

579

120

3,495

増△減額

85

78

△20

143



(配布資料1）
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【機密性2】

【配布資料】

裁判官研修（合同研修、個別研究）に関する重要な事項等

裁判官研修（合同研修、個別研究）に関する重要な事項（付議事項）1

別紙のとおり

裁判官研修に関する報告事項

派遣型研修のうち、判事を対象とする民間企業短期研修について、令和7年度

2

以降の実施をとりやめる。

1



【機密性2】

(別紙）

裁判官研修（合同研修、個別研究）に関する重要な事項（案）

）合同研修（実施場所は司法研修所。ただし、カリキュラムの一部を受入先施

設で実施することがあるほか、裁判所職員総合研修所や外部団体と合同で実施

することがある。）

ア 裁判系（判事・判事補。3日間以内)

（ア）事件分野別の分類

a 民事訴訟事件

① 民事通常訴訟事件全般

② 税務、会計、金融等の企業経済活動全般に関わる訴訟事件

③ IT(システム開発やインターネットの利用）に関する訴訟事件

④ 建築関係訴訟事件、建築調停事件

⑤ 医事関係訴訟事件

b 行政訴訟事件

c 労働訴訟・保全、労働審判等の労働関係事件

． 知的財産権関係の訴訟・保全事件

e 民事その他事件

f 刑事訴訟、令状、医療観察等の刑事関係事件

g 人事訴訟事件、家事調停・審判事件

h 少年審判事件

（イ）主たる対象者による分類

主たる対象者に応じて以下の四つに分け、事件分野別の必要に応じて実

施する。

a 基礎（左陪席クラス）

b 基本（右陪席クラス）

c 実務（裁判長・右陪席クラス）

裁判官研修

（1）合同研修

ワ
ム



【機密性2】

d 専門（テーマに対応する裁判官）

イ 導入系（判事・判事補。期間は以下のとおり）

参加する者の特性に応じて以下の三つに分けて実施する。

（ア）年次（1週間以内）：判事補・判事の任官時等の節目の年次に到達した

者

（イ）ポスト（1週間以内）：支部長、部総括、所長等のポストに就任した者

（ウ）役割（3日間以内）：特定のポストに限らず、一定の役割が期待される

立場にある者

ウ 基盤系（判事・判事補。3日間以内）

裁判や組織運営の基盤となる一般的資質・能力の酒養を目的として、事件

分野にとらわれない広範な分野を取り上げて実施する。

エ 簡易裁判所判事の研修（簡易裁判所判事。期間は以下のとおり）

（ア）裁判系（3日間以内）

（イ）導入系（1週間以内。ただし、新任簡易裁判所判事が参加する研修のう

ち、1本については約1か月間）

オ 調停官の研修（調停官。3日間以内）

調停官が裁判官と同等の権限を有する職務について、調停官に任官した者

に対し、所要の研修を実施する。

（2）個別研究（参加する者は判事・判事補。期間・実施場所は以下のとおり）

ア 司法研究（2年間以内）：各所属庁、司法研修所のほかヒアリング先等

イ ミニ研究会（1日間以内）：各実施庁

ウ 各種調査・研究（随時必要な期間）：司法研修所又は調査研究受入先

３



1機密性2I

【配布資料】

令和7年度の裁判所職員（裁判官以外）研修について

令和7年度の研修実施計画においては、別紙記載の「裁判所職員（裁判官以外）

研修に関する重要な事項」（令和5年度議決）について、変更はない。

1



【機密性2】

(別紙）

裁判所職員（裁判官以外）研修に関する重要な事項

第1 研修（中央・高裁委嘱．各庁委嘱）

裁判所職員総合研修所（以下「総研」という｡）で中央研修を実施するほか、総

研が高裁又は地家裁に委嘱して、高裁が管内各庁及び最高裁に所属する職員に対

して、又は地家裁が各庁に所属する職員に対して実施する。中央研修は、司法研

修所と合同で実施することがある。実施場所は、総研又は委嘱を受けて実施する

各庁とするが、研修実施方法やカリキュラムの内容に応じて、それ以外の場所で

も実施する。

1 業務内容に応じた専門性・能力の向上等を目的とした研修

（1）裁判実務に関するもの（5日間以内）

書記官、家裁調査官、事務官、速記官及び執行官を対象とし、裁判事務の

分野（民事、刑事、家事、少年等）について、官職及び執務経験に応じて組

織課題への取組、執務能力の向上等を目的として実施する。

（2）事務局事務に関するもの

ア 管理職員'を対象者とするもの（3日間以内）

（ｱ）研修事務を担当する管理職員を対象とし、研修の的確な立案や円滑な

実施等を目的として実施する。

（ｲ）次席家裁調査官等を対象者とし、家裁調査官に係る高裁委嘱研修等の

充実、改善等を目的として実施する。

イ 中間管理職員2を対象者とするもの（3日間以内）

1平成21年3月31日付人任A第000563号事務総長依命通達「裁判官及び裁判官の秘

書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について」別表（以下「依命通達別表」

という｡）において、最高裁判所規則第6号「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標

準的な官職を定める規則」別表（以下「規則別表」という｡）の1の項第3欄第2号又は同第3

号の職制上の段階と同等の職制上の段階に属する官職にある者

2依命通達別表において、規則別表の1の項第3欄第4号の職制上の段階と同等の職制上の段

2



1機密性2】

(ｱ）研修事務を担当する中間管理職員を対象とし、研修の的確な立案や円

滑な実施等を行う指導者の養成を目的として実施する。

(ｲ）情報セキュリティ対策事務を担当する中間管理職員を対象とし、情報

化に伴う情報セキュリティに係る執務能力の向上等を目的として実施す

る。

ウ 管理職員等以外の職員3を対象者とするもの（5日間以内）

（ｱ）一定の執務経験を有する事務官及び技官4を対象とし、事務局事務の

分野について、担当職務に応じた執務能力の向上等を目的として実施す

る。

（ｲ）研修事務を担当する係長等を対象とし、研修の的確な立案や円滑な実

施に必要な執務能力の向上等を目的として実施する。

（ｳ）情報化推進の役割を担当する職員を対象とし、情報化に係る執務能力

の向上等を目的として実施する。

(3)管理業務に関するもの（5日間以内）

ア 管理職員を対象とし、管理業務に係る能力の向上等を目的として実

施する。

イ 中間管理職員を対象とし、管理業務に係る能力の向上等を目的とし

て実施する。

2 階層に応じた資質・能力の向上等を目的とした研修 ，

管理職員等以外の職員を対象者とするもの（5日間以内。ただし、(3)につい

ては実施機関が適宜期間を定める｡）

（1）一定の執務経験を有する書記官、事務官及び技官を対象とし､執務能力の

階に属する官職にある者

3依命通達別表において、規則別表の1の項第3欄第5号又は同第6号の職制上の段階と同等

の職制上の段階に属する官職にある者

4裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第

95号）第6条に定める行政職俸給表（一）の準用を受ける裁判所事務官及び裁判所技官をい

う｡）

3



1機密性2】

向上等を目的として実施する。

(2)事務官及び技官を対象とし、執務経験に応じた執務能力の向上等を目的と

して実施する｡

(3)事務官を対象とし、基礎的な法学教育を行うことにより、資質及び事務処

理能力向上を図る目的で実施する。

(4)新採用職員を対象とし、職務知識付与や裁判所職員としての自覚、職務意

識の高揚等を図る目的で実施する。

3 その他

高年齢層の職員を対象者とするもの（1日間程度）

高年齢層の職員を対象とし、それまで培った知識や経験等を生かし、引き続

き意欲をもって勤務できるようにするための支援を目的として実施する。

第2 委託研修

裁判所以外の機関が実施する研修に職員を参加させる｡参加させる研修､期間、

職員は、最高裁において定める。

第3 協議会

高裁事務局次長､高裁首席書記官､高裁所在地家裁首席家裁調査官を対象とし、

研修計画について検討すること等を目的として実施する。実施場所は総研とする。

第4 研究

実施場所は総研、研究員の所属庁及び関係機関等とする。

1 書記官及び家裁調査官等の合同による実務研究（7か月間程度）

2 書記官による実務研究（1年間程度）

3 家裁調査官による実務研究（1か月間程度から1年間程度）

（1）テーマを定めて行うもの

（2）関係機関の業務に関する研究を行うもの

第5 その他の研修

このほか各分野における課題への取組の進展状況、喫緊の課題の発生等に応じ
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て、裁判所職員総合研修所長において、別途研修を実施することがある。
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